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はじめに 

 

現行の成年後見制度は、平成１１年に、それまでの民法上の制度であった禁治産制度

及び準禁治産制度について、民法（明治２９年法律第８９号）を改正して補助の制度、

保佐の制度及び後見の制度に改めた上に、新たに任意後見契約に関する法律（平成１１5 

年法律第１５０号）を定めるなどして設けられたものである。 

平成２８年４月、議員立法である成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成２８

年法律第２９号）が成立し、その後、同法に基づいて成年後見制度利用促進基本計画が

閣議決定された（第一期の計画）。さらに、令和４年に閣議決定された第二期成年後見

制度利用促進基本計画においては、国は、障害の有無にかかわらず尊厳のある本人らし10 

い生活の継続や本人の地域社会への参加等のノーマライゼーションの理念を十分考慮

した上で、成年後見制度利用促進専門家会議における指摘も踏まえて、成年後見制度の

見直しに向けた検討をするものとされた。また、令和４年８月、日本に対する障害者の

権利に関する条約の第１回政府報告の審査が実施され、その後、障害者の権利に関する

委員会が同年９月に採択公表した総括所見において、「意思決定を代行する制度を廃止15 

する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が、法律の前に

ひとしく認められる権利を保障するために民法を改正すること。」などの勧告がされた。 

このような状況を踏まえ、令和６年２月、法制審議会第１９９回会議において、法務

大臣から、高齢化の進展など、成年後見制度をめぐる諸事情に鑑み、成年後見制度を利

用する本人の尊厳にふさわしい生活の継続やその権利利益の擁護等をより一層図る観20 

点から、成年後見制度の見直しについて諮問がされ（第１２６号）、その調査審議のた

め、民法（成年後見等関係）部会（部会長：山野目章夫早稲田大学法学学術院教授）が

設置された。 

部会は、令和６年４月から調査審議を開始し、令和７年６月までの間に２１回の会議

を開催し、第２１回会議において、「民法（成年後見等関係）等の改正に関する中間試25 

案」を取りまとめ、これを事務当局である法務省民事局（参事官室）において公表する

こととされ、また、法務省民事局（参事官室）において意見募集手続を行うこととした。 

今後、中間試案に対して寄せられた意見を踏まえ、部会において、要綱案の取りまと

めに向けて、引き続き審議を行うことが予定されている。 

なお、この補足説明は、中間試案の内容の理解に資するため、部会での審議状況を踏30 

まえ、中間試案の各項目について、その趣旨等を補足的に説明するものであり、事務当

局である法務省民事局（参事官室）の責任において作成したものである。 
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（前注１）本試案では「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」等の用語

については、現行民法等の表現を用いているが、これらの用語に代わる改正の

趣旨を踏まえたより適切な表現があれば、その用語の見直しも含めて検討すべ

きであるとの考え方がある。 

     また、本試案では、見直し後の制度において成年後見人、保佐人又は補助人5 

に相当する立場にあるものとして「保護者」との用語を、同じく後見、保佐又

は補助に相当するものとして「保護」との用語を用いているが、これらの用語

を用いると確定したものではなく、「支援人」及び「支援」との用語を用いる考

え方などがあり、用語については、引き続き、検討することを前提としている。

なお、現行民法等の規律を説明する場合等には、「成年後見人」や「成年被後見10 

人」との用語を用いることがある。 

（前注２）本試案で用いている「事理を弁識する能力を欠く常況にある者（事理弁識能

力を欠く常況にある者）」については、成年後見制度の創設の際の立案担当者

において、具体例として、通常は、日常の買物も自分ですることはできず、誰

かに代わってやってもらう必要がある者、ごく日常的な事柄（家族の名前、自15 

分の居場所等）が分からなくなっている者、遷延性意識障害の状態にある者を

挙げることができる旨の説明がされていることを前提としている。本試案は、

「事理を弁識する能力を欠く常況にある者（事理弁識能力を欠く常況にある

者）」について、立案担当者のこのような理解を前提としている。 

 20 

（説明） 

 （前注１）及び（前注２） 

 （前注１） 

中間試案における用語法について説明するものである。 

中間試案においては、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く25 

常況」等の用語については、現行民法等の表現を用いているが、これらの

用語に代わる改正の趣旨を踏まえたより適切な表現があれば、その用語

の見直しも含めて検討すべきとの考え方があることを記載している。 

また、中間試案においては、見直し後の制度において成年後見人、保佐

人又は補助人（以下「成年後見人等」という。）に相当する立場にあるも30 

のとして「保護者」との用語を、同じく後見、保佐又は補助に相当するも

のとして「保護」との用語を用いているが、これらの用語を用いると確定

したものではないことを説明している。 

その上で、部会においては、「支援人」及び「支援」との用語を用いる

意見や「補助人」、「補佐人」等の用語を用いる意見が出されたところであ35 

り、用語については、引き続き、検討することを前提としていることを説
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明する趣旨の記載をしている。 

なお、現行民法等の規律を説明する場合等には、「成年後見人」や「成

年被後見人」との用語を用いることがあることも注意的に記載している。 

 （前注２） 

成年後見制度の立案担当者によれば、「精神上の障害により事理を弁識5 

する能力を欠く常況にある者」の具体例として、通常は、日常の買物も自

分ですることはできず、誰かに代わってやってもらう必要がある者、ごく

日常的な事柄（家族の名前、自分の居場所等）が分からなくなっている者、

遷延性意識障害の状態にある者を挙げることができる旨の説明がされ、

精神上の障害により事理を弁識する能力（以下「事理弁識能力」という。）10 

を欠く常況にあるとは、通常は意思無能力の状態にあることを指すとさ

れている。 

事理弁識能力を欠く常況にあると認められた本人の保護のための制度

としては、現行制度では、後見の制度があることを前提に、部会において

は、現在の運用では、現行法の後見の類型が包括的な財産管理権や代理権15 

を有する制度であること等により、「事理弁識能力を欠く常況にある者」

が成年後見制度創設時の立案担当者が例示した者よりも広範囲の者が対

象とされているとの実情があり、これを捉えて後見の類型の利用に偏っ

ているとの指摘があり、また、中間試案の意図が正確に伝わるようにする

という観点からは、成年後見制度創設時の立案担当者が例示しているよ20 

うに限定した範囲の者を想定していることを明確にする必要があるとの

意見があった。 

この意見を踏まえ、中間試案で「事理弁識能力を欠く常況にある者」と

の用語を用いる場合について、その用語の趣旨を明確にする趣旨で記載

したものである。 25 

 

 成年後見制度 

成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の総称である。 

法定後見制度は、民法の一部を改正する法律（平成１１年法律第１４９号）

によって民法（明治２９年法律第８９号）が改正され、従来の制度であった30 

禁治産及び準禁治産の制度を後見、保佐及び補助の制度に改正したもので

あり、現に事理弁識能力の不十分な状態にある本人について、家庭裁判所が

選任する成年後見人等に法定の事務について法定の権限が付与される（補

助においては付与される権限の範囲を、保佐においては法定の権限に付加

して付与する権限の範囲を申立てによって選択し得る。）制度である。 35 

任意後見制度は、任意後見契約に関する法律（平成１１年法律第１５０号）
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（以下「任意後見契約法」という。）によって創設されたものであり、本人

が契約の締結に必要な判断能力を有している間に締結した任意代理の委任

契約（本人が自ら選んだ任意代理人に対し、本人を代理して一定の法律行為

を行うことを委託する委任契約）の一類型としての任意後見契約を基礎と

し、契約の効力発生について家庭裁判所による任意後見監督人の選任が停5 

止条件とされているなど、公的機関の監督を伴いながら本人が保護の在り

方を自ら決めることのできる任意代理を実現する制度である。 

 

 成年後見制度を取り巻く動向等 

 第二期成年後見制度利用促進基本計画等 10 

ア 成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成２８年法律第２９号）

に基づき成年後見制度利用促進基本計画が定められ、また、成年後見制

度利用促進専門家会議（以下「専門家会議」という。）が設置され、専

門家会議において、その利用促進に向けた課題や運用等について様々

な検討が行われてきた。そして、令和４年３月に閣議決定された第二期15 

成年後見制度利用促進基本計画（対象期間は、令和４年度から令和８年

度まで）では、成年後見制度の見直しに向けた検討を行うものとされた。 

イ また、共生社会の実現を推進するための認知症基本法（令和５年法律

第６５号）に基づき定められた認知症施策推進基本計画（令和６年１２

月３日閣議決定）では、「新しい認知症観」として、認知症になったら20 

何もできなくなるのではなく、認知症になってからも、一人一人が個人

としてできること・やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつ

ながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続けることができると

いう考え方が示されている。同計画では、認知症の人を含めた国民一人

一人が「新しい認知症観」に立ち、認知症の人が自らの意思によって、25 

多様な主体と共に、日常生活及び社会生活を営むことができる共生社

会を創り上げていく必要があるとされている。 

 障害者権利委員会による総括所見における勧告 

障害者の権利に関する条約（以下「障害者権利条約」という。）は、平

成１８年１２月に国連総会で採択され、平成２０年５月に発効し、我が国30 

も平成２６年１月にこれを批准し、同年２月に効力が発生した。なお、障

害者権利条約第１２条は、成年後見制度との関連において重要な規定と

されている。 

令和４年１０月に公表された国連の障害者権利委員会による総括所見

では、障害者権利条約第１２条に関連し、次の内容の懸念が示され、勧告35 

がされている。 
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２７.委員会は、以下を懸念する。 

(a) 意思決定能力の評価に基づき、障害者、特に精神障害者、知的障

害者の法的能力の制限を許容すること、並びに、民法の下での意思

決定を代行する制度を永続することによって、障害者が法律の前

にひとしく認められる権利を否定する法規定。 5 

(b) ２０２２年３月に閣議決定された、第二期成年後見制度利用促

進基本計画。 

(c) ２０１７年の障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガ

イドラインにおける「the best interest of a person（本人の最

善の利益）」という言葉の使用。 10 

２８.一般的意見第１号（２０１４年）法の前にひとしく認められる

ことを想起しつつ、委員会は、以下を締約国に勧告する。 

(a) 意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な

法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が、法の前にひとしく認め

られる権利を保障するために民法を改正すること。 15 

(b) 必要としうる支援の段階や様式にかかわらず、全ての障害者の

自主性、意思及び選好を尊重する支援を受けて意思決定をする仕

組みを設置すること。 

 

 成年後見制度の基本理念 20 

 現行法の制度に関する基本理念 

現行法の制度については、その基本理念に関して、一般的に自己決定の

尊重、ノーマライゼーション等の現代的な理念と従来の本人の保護の理

念との調和を図りながら、できる限り利用しやすい制度を実現すること

を目指して設けられた制度であり、認知症、知的障害、精神障害等の理由25 

で事理弁識能力の不十分な者の保護や支援を目的とするものである、と

理解されてきた。 

 見直しを検討するに当たっての基本理念（見直し後の制度に関する基

本理念） 

部会においては、現行法の制度における自己決定の尊重やノーマライ30 

ゼーション等の理念は、引き続き、重要であるとの意見、自己決定ではな

く自律の保障と捉えるべきであり、ノーマライゼーションから発展をし

てインクルージョンと捉えるべきであるとの意見などが出された。 

 

 法定後見の開始の要件及び効果等 35 

 法定後見の開始の要件及び効果  
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(1) 法定後見制度の枠組み、事理弁識能力の考慮の方法並びに保護開始の

審判の方式及び効果 

【甲案】 

現行法の規律の基本的な枠組み（事理を弁識する能力（以下「事理弁

識能力」という。）を欠く常況にある者については後見を開始し、事理5 

弁識能力が著しく不十分である者については保佐を開始し、事理弁識

能力が不十分である者については補助を開始する枠組み）を維持しつ

つ、所要の修正をするものとする。 

（注）所要の修正としては、法定後見に係る期間を設けるとの考え方、民法第

１３条第１項に規定する行為の規律を見直すとの考え方、事理弁識能力10 

を欠く常況にある者が保佐及び補助の制度を利用すること並びに事理弁

識能力が著しく不十分である者が補助の制度を利用することを許容する

考え方、取消権者に関する規律を見直すとの考え方、後見開始の審判の要

件審査を厳格にするために手続に関する規律を見直すとの考え方がある

（これらの複数の修正をするとの考え方もある。）。 15 

【乙１案】 

① 事理弁識能力が不十分である者については、家庭裁判所は、必要が

あると認めるときは、請求権者の請求により、本人が特定の法律行為

（日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く。）をするにはそ

の保護者の同意を得なければならない旨の審判をすることができる20 

ものとする。 

② 事理弁識能力が不十分である者については、家庭裁判所は、必要が

あると認めるときは、請求権者の請求により、本人のために特定の法

律行為について保護者に代理権を付与する旨の審判をすることがで

きるものとする。 25 

（注１）事理弁識能力が不十分である者について、家庭裁判所は、請求権者の

請求により、保護を開始する旨の審判をするものとするとした上で、家

庭裁判所は、①の規律又は②の規律により、本人が特定の法律行為をす

るにはその保護者の同意を得なければならない旨の審判又は本人のた

めに特定の法律行為について保護者に代理権を付与する旨の審判をす30 

るものとするとの考え方がある。 

（注２）①の保護者の同意を得なければならない旨の審判をすることができ

る特定の法律行為については、民法第１３条第１項に規定する行為の

全部又は一部に限るものとするとの考え方がある。 

（注３）①の規律に関して、本人が、保護者の同意を得なければならない旨の35 

審判をすることについて同意する意思を表示することができない場合
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は、保護者の同意を得なければならない旨の審判ではなく、本人が特定

の法律行為をした場合にこれを取り消すことができる旨の審判をする

ことができるものとするとの考え方がある。 

この考え方においては、第１の１(2)においてイの【甲案】をとる場

合は、本人が特定の法律行為をした場合にこれを取り消すことができ5 

る旨の審判をするについて、同イの【甲案】①のただし書の「本人の身

体又は財産に重大な影響を与えるおそれがあるとき」を要件とするも

のとすることとなる。 

【乙２案】 

ア 事理弁識能力が不十分である者（事理弁識能力を欠く常況にある10 

者を除く。） 

① 事理弁識能力が不十分である者（事理弁識能力を欠く常況にあ

る者を除く。）については、家庭裁判所は、請求権者の請求により、

保護を開始する旨の審判をすることができるものとする。 

② ①の保護（以下「保護Ａ」ということがある。）を開始する旨の15 

審判は、③の保護者の同意を要する旨の審判又は④の保護者に代

理権を付与する旨の審判とともにしなければならないものとする。 

③ 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、請求権者の請求によ

り、本人が特定の法律行為（日用品の購入その他日常生活に関する

行為を除く。）をするにはその保護者の同意を得なければならない20 

旨の審判をすることができるものとする。ただし、その審判により

その同意を得なければならないものとすることができる行為は、

民法第１３条第１項に規定する行為の全部又は一部に限るものと

する。 

④ 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、請求権者の請求によ25 

り、本人のために特定の法律行為について保護者に代理権を付与

する旨の審判をすることができるものとする。 

イ 事理弁識能力を欠く常況にある者 

① 事理弁識能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、必

要があると認めるときは、請求権者の請求により、保護を開始する30 

旨の審判をすることができるものとする。 

② ①の保護（以下「保護Ｂ」ということがある。）を開始する旨の

審判を受けた者がした民法第１３条第１項に規定する行為は、取

り消すことができるものとする。ただし、日用品の購入その他日常

生活に関する行為については、この限りでないものとする。 35 

③ 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、請求権者の請求によ



 

 

- 7 - 

り、②に掲げる行為以外の行為（日用品の購入その他日常生活に関

する行為を除く。）について、本人がした行為を取り消すことがで

きる旨の審判をすることができるものとする。 

④ ①の保護（保護Ｂ）を開始する旨の審判に係る保護者は、次に掲

げる事務について本人を代理するものとする。 5 

ａ 民法第１３条第１項に規定する行為 

ｂ ③によって取り消すことができる旨の審判がされた法律行為 

ｃ 本人に対する意思表示の受領 

ｄ 保存行為 

⑤ 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、請求権者の請求によ10 

り、④に掲げる行為以外の行為について、保護者に代理権を付与す

る旨の審判をすることができるものとする。 

ウ 審判相互の関係 

① イ①の保護（保護Ｂ）を開始する旨の審判をする場合において、

本人がア①の保護（保護Ａ）を開始する旨の審判を受けている者で15 

あるときは、家庭裁判所は、その本人に係るア①の保護（保護Ａ）

を開始する旨の審判を取り消さなければならないものとする。 

② ①は、ア①の保護（保護Ａ）を開始する旨の審判をする場合にお

いて、本人がイ①の保護（保護Ｂ）を開始する旨の審判を受けてい

る者であるときについて、準用するものとする。 20 

（注１）ア①の保護（保護Ａ）による仕組みに関して、事理弁識能力を欠く常

況にある者が保護Ａを開始する旨の審判の申立て及びア④の保護者に

代理権を付与する旨の審判の申立てをすることができる（事理弁識能

力を欠く常況にある者は、イ①の保護（保護Ｂ）による仕組みのみでな

く、ア①の保護（保護Ａ）による仕組みのいずれも選択的に利用するこ25 

とができるが、ア①の保護（保護Ａ）による仕組みのうち、ア③の保護

者の同意を要する旨の審判をすることはできない）ものとするとの考

え方がある。 

この考え方においては、第１の１(2)ウ【丙案】をとる場合に、事理

弁識能力を欠く常況にある者について保護Ａを開始する旨の審判及び30 

ア④の保護者に代理権を付与する旨の審判をするについて、本人の同

意を要件としないものとすることとなる。 

（注２）ア③並びにイ②及びイ④の「民法第１３条第１項に規定する行為」に

ついて見直す必要があるとの考え方がある。 

（注３）家庭裁判所は、請求権者の請求により、イ②の取消しの対象となる法35 

律行為の一部を取消しの対象から除外する旨の審判をすることができ
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るものとするとの考え方がある。 

（後注）【乙１案】及び【乙２案】のいずれにおいても、次の規律を設けるもの

とする。 

① 保護者が本人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をし

ないときは、家庭裁判所は、本人の請求により、保護者の同意に代わ5 

る許可を与えることができる。 

② 保護者の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこ

れに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 

(2) 法定後見に係る審判をするための要件としての本人の同意等 

第１の１(1)において、【甲案】をとる場合には次のアによるものとし、10 

【乙１案】をとる場合（事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護

の仕組みを設けない場合）には次のイの【甲案】又は【乙案】のいずれか

の案によるものとし、【乙２案】をとる場合（事理弁識能力を欠く常況に

ある者についての保護の仕組みを設ける場合）には次のウの【丙案】又は

【丁案】のいずれかの案によるものとする。 15 

ア 第１の１(1)において【甲案】をとる場合 

現行法の規律（後見開始の審判、保佐開始の審判及び民法第１３条第

１項に規定する行為以外の行為について保佐人の同意を要する旨の審

判においては本人の同意を要せず、保佐人に代理権を付与する旨の審

判、補助開始の審判、補助人に代理権を付与する旨の審判及び補助人の20 

同意を要する旨の審判においては本人の同意を要するとの規律）を維

持するものとする。 

イ 第１の１(1)において【乙１案】をとる場合 

【甲案】 

（第１の１(1)において【乙１案】をとることを前提に） 25 

① 本人以外の者の請求により、〔保護を開始する旨の審判及び〕保

護者の同意を要する旨の審判をするには、本人の同意がなければ

ならないものとする。ただし、本人がその意思を表示することがで

きない場合において、本人の身体又は財産に重大な影響を与える

おそれがあるときはこの限りでないものとする。 30 

② 本人以外の者の請求により、〔保護を開始する旨の審判及び〕保

護者に代理権を付与する旨の審判をするには、本人の同意がなけ

ればならないものとする。ただし、本人がその意思を表示すること

ができない場合において、本人に著しい不利益があるときはこの

限りでないものとする。 35 

【乙案】 
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（第１の１(1)において【乙１案】をとることを前提に） 

本人が、〔保護を開始する旨の審判、〕保護者の同意を要する旨の審

判及び保護者に代理権を付与する旨の審判をすることについて異議

がある〔旨の届出をした〕ときは、家庭裁判所は、当該審判をするこ

とができないものとする。 5 

ウ 第１の１(1)において【乙２案】をとる場合 

【丙案】 

（第１の１(1)において【乙２案】をとることを前提に） 

(ｱ) 事理弁識能力が不十分である者（事理弁識能力を欠く常況にある

者を除く。） 10 

本人以外の者の請求により、第１の１(1)【乙２案】ア①の保護（保

護Ａ）を開始する旨の審判、保護者の同意を要する旨の審判及び保護

者に代理権を付与する旨の審判をするには、本人の同意がなければ

ならないものとする。〔ただし、本人がその意思を表示することがで

きない場合において、本人の利益を著しく害する事由があるときは15 

この限りでないものとする。〕 

(ｲ) 事理弁識能力を欠く常況にある者 

事理弁識能力を欠く常況にある者について第１の１(1)【乙２案】

イ①の保護（保護Ｂ）を開始する旨の審判、民法第１３条第１項に規

定する行為以外の行為について本人がした行為を取り消すことがで20 

きる旨の審判及び保護者に代理権を付与する旨の審判をするについ

て、本人の同意を要件としないものとする。 

【丁案】 

（第１の１(1)において【乙２案】をとることを前提に） 

(ｱ) 事理弁識能力が不十分である者（事理弁識能力を欠く常況にある25 

者を除く。） 

本人が、第１の１(1)【乙２案】ア①の保護（保護Ａ）を開始する

旨の審判、保護者に代理権を付与する旨の審判及び保護者の同意を

要する旨の審判をすることについて異議がある〔旨の届出をした〕と

きは、家庭裁判所は、当該審判をすることができないものとする。 30 

(ｲ) 事理弁識能力を欠く常況にある者 

第１の１(1)【乙２案】イ①の保護（保護Ｂ）を開始する旨の審判、

民法第１３条第１項に規定する行為以外の行為について本人がした

行為を取り消すことができる旨の審判及び保護者に代理権を付与す

る旨の審判をすることについて、本人の同意等を要件としないもの35 

とする。 
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(3) 申立権者（請求権者） 

第１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても、次の【甲案】

又は【乙案】のいずれかの案によるものとする。 

【甲案】 

（第１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても） 5 

現行法の規律（本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成

年後見監督人、保護者、保護者の監督人又は検察官を請求者とする規律）

を維持するものとする。 

（注）現行法の申立権者である「四親等内の親族」について、その範囲を四親

等内よりも狭くするものとするとの考え方がある。 10 

【乙案】 

（第１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても） 

現行法の申立権者に加えて、任意後見人が欠けたことにより任意後

見契約が終了した時に任意後見監督人であった者や利害関係人を申立

権者とすることを含めて申立権者を広げる方向で見直すことについて、15 

引き続き、検討するものとする。 

（注１）現行法の申立権者である「四親等内の親族」について、その範囲を四

親等内よりも狭くするものとするとの考え方がある。 

（注２）本文で例示した事項のほかにも本人が公正証書によって法定後見の

申立権者と指定した者を申立権者とする規律を設けることについて、20 

引き続き、検討するものとする。 

 

（説明） 

 提案の概要 

 総論 25 

この提案は、法定後見制度の開始の要件及び効果について提案するも

のである。すなわち、現行法の後見、保佐及び補助の三類型を維持するか

否か、法定後見制度の開始において事理弁識能力の程度をどのように考

慮する要件とするかなど（ゴシック本文(1)）、法定後見制度に係る審判を

するために本人の同意等を要件とするかどうか（ゴシック本文(2)）、法定30 

後見制度の申立権者（請求権者）の見直しをするかどうか（ゴシック本文

(3)）について案を提示している。 

 法定後見制度の枠組み（類型） 

三類型を維持するか否かに関しては、三類型を維持するとする(1)の

【甲案】と、三類型は維持しないとする(1)の【乙１案】と【乙２案】が35 

ある。その上で、【乙１案】はいわゆる一類型であって保護者に必要とな
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る権限それぞれについて、付与する審判をするものとする考え方であり、

【乙２案】は事理弁識能力が不十分である者のうち事理弁識能力を欠く

常況にある者については法定後見制度の開始の審判をすることによって

一般的に必要となる権限が保護者に付与され、さらに、不足する権限につ

いて追加する審判をするものとする考え方である。なお、【乙２案】につ5 

いては、事理弁識能力を欠く常況にある者は保護者に必要な権限をそれ

ぞれ付与する審判の申立てと一般的に必要となる権限が保護者に付与さ

れる開始の審判の申立てのいずれも選択することができるとの考え方や、

不足する権限を追加するだけではなく、不要な権限を除外することを可

能とする仕組みと組み合わせる考え方も出されている。 10 

 法定後見制度に係る審判をするための要件として本人の同意 

法定後見制度に係る審判をするための要件としての本人の同意につい

て、法定後見制度の枠組みにおいて三類型を維持しない考え方（(1)の【乙

１案】及び【乙２案】）では、基本的には本人の同意を要件としている。

もっとも、法定後見制度の枠組みにおいて三類型を維持しない考え方の15 

うち(1)の【乙２案】では事理弁識能力を欠く常況にある者についての保

護の仕組みを設けることから、その仕組みでは本人の同意を要件としな

い案を提示している。 

そして、ルールの設け方として、本人の同意があるときに審判をするこ

とができ、本人が同意をする意思能力を有しない場合には一定の要件を20 

満たしたときに審判をすることができるとのルールの設け方（(2)の【甲

案】及び【丙案】）と本人が反対の意思を表示した場合には審判をするこ

とができないというルールの設け方（(2)の【乙案】及び【丁案】）のそれ

ぞれを提示している。 

 申立権者（請求権者） 25 

申立権者（請求権者）については、現行法の規律を維持するとの考え方

のほかに、現行法の申立権者に加えて、任意後見監督人であった者などを

申立権者とする、すなわち、申立権者を広げる方向で見直すことについて、

引き続き検討する考え方を提示している。また、それとは反対に、現行法

の申立権者である「４親等内の親族」の親族の範囲を４親等内よりも狭く30 

する考え方も出されている。 

 

 法定後見制度の枠組み、事理弁識能力の考慮の方法並びに保護開始の審

判の方式及び効果 

 法定後見制度の枠組み 35 

ア 現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 
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イ 現行法の法定後見制度（特に保佐の制度及び後見の制度）については、

制度が硬直的であり利用しにくいとの意見があり、例えば、次のような

指摘がされている。 

(ｱ) 制度を利用する動機となった課題が解決し、本人や本人を支援す

る周囲の者において法定後見による保護の必要性がなくなったと考5 

える場合であっても、事理弁識能力が回復しない限り、制度の利用を

終了することができないこと。 

(ｲ) 本人にとって必要な限度を超えて、成年後見人等に広い範囲で取

消権（その前提としての同意権）が設定されて、本人の行為能力が制

限される場合があること。 10 

(ｳ) 成年後見人に本人の財産について包括的な代理権が認められてい

て、個別の事案においては必要な範囲を超えて代理権が認められて

いるといえるときがあってそれが成年後見人による不正行為や権限

の濫用を生ずるおそれに結びつくことがあること。 

(ｴ) 成年後見人等の代理権や財産管理権の行使の仕方によっては、本15 

人の意向に反し、又は、本人の意向を無視して行われることで、本人

の自律や自己決定に基づく権利行使が制約される場合があること

（なお、このような場合が生ずる原因として成年後見人に本人の財

産について包括的な代理権が認められることにあるとの指摘があ

る。）。 20 

 法定後見による保護の必要性 

ア 現行法の規律及び見直しの検討の必要性 

現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 

法定後見による保護が必要であることとは、本人のため（本人を保護

するため）に法定後見の効果を生じさせる必要があることをいうと考25 

えられる。 

現行法の法定後見制度においては、後見開始の審判や保佐開始の審

判について、具体的に保護の必要性の判断をすることなく審判をして

いる。このことに対しては、制度利用の動機となった課題が解決したと

考えられる場合でも、事理弁識能力が回復しない限り制度の利用をや30 

めることができないことや、本人の事理弁識能力の程度を基準として

保護者に付与された法定の権限（代理権や取消権、同意権）の内容が本

人にとって実際に必要と考えられる範囲を超える場合があることが問

題であるとの指摘がある。また、本人が適切な時機に必要な範囲及び期

間で制度を利用することができるようにするために、法定後見の開始35 

に当たり、法定後見による保護が必要であることを個別に考慮するも
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のとすることを求める意見があった。 

これらの意見等を踏まえると、法定後見による保護の必要性に関す

る見直しについて検討する必要があると考えられる。 

イ 法定後見による具体的な保護の必要性 

具体的な保護の必要性を判断することに関して、現行法の補助の制5 

度において、特定の法律行為について、補助人に代理権を付与する旨の

審判や補助人の同意を要する旨の審判をする際に具体的な必要性を判

断していることを参考とすることが考えられ、若干の整理を試みる。 

現行法の補助の制度では、特定の法律行為とは、①具体的な個別の法

律行為を指定する場合（例えば「本人所有の甲不動産の売却」と指定す10 

る場合）と、②抽象的な法律行為の種類を指定する場合（例えば「本人

所有の不動産の売却」と指定する場合）とが含まれると解されている。 

本人のために特定の法律行為について保護者に代理権を付与するこ

との具体的な必要性は、本人のために特定の法律行為をすることにつ

いて検討する必要があること（特定の法律行為をすることの適否を判15 

断しなければならない合理的な事情が生じていること）、特定の法律行

為を本人が自らすることができず、また、第三者に委任することもでき

ないことから法定代理人が必要であることや本人が自らすることはで

きるが他人の援助を受ける方がよい場合であることといった観点を考

慮して判断することが考えられる。 20 

本人のした特定の法律行為を取り消すことができるものとすること

（その前提として、本人が特定の法律行為をするにはその保護者の同

意を得なければならないこと）の具体的な必要性は、本人が特定の法律

行為を将来行う可能性があること、特定の法律行為について取り消す

ことができるものとする必要があることといった観点を考慮して判断25 

することが考えられる。 

ウ 具体的な保護の必要性と抽象的な保護の必要性 

(ｱ) 事理弁識能力が回復しない限り制度の利用をやめることができず、

必要な範囲及び期間で法定後見制度を利用することができるように

するとの観点から、法定後見の利用を開始する審判について、法定後30 

見による保護が必要であること（必要性）を要件とすることが考えら

れる。この考え方をとって開始の際に考慮する要件であることを前

提に、法定後見による保護が必要であるとはいえなくなったことを

法定後見の終了の要件とすることが考えられる。 

部会においては、このような観点から、保護の必要性を法定後見の35 

開始の際の要件として考慮することとし、保護の必要性がなくなっ
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た場合に法定後見の終了を認めるという考え方をとることについて、

概ね、合意があったように思われる。 

(ｲ) 他方で、この保護の必要性の要件の理解に関しては、部会におい

て、二つの考え方が出された。 

一つの考え方は、特定の法律行為を取り消すことができるものと5 

することや特定の法律行為について保護者に代理権を付与すること

に関して、具体的な保護の必要性を認定する必要がある要件である

との考え方である。この考え方によれば、審判の対象との関係で（具

体的に）保護の必要性の存在を認定することができる場合に要件の

充足が認められることとなる。 10 

この考え方は、現行法の補助の制度における必要性の考慮と同様

の整理をするものであると考えられる。 

もう一つの考え方は、本人の事理弁識能力の程度や本人が法定後

見による保護を求めていることを踏まえて、抽象的には保護の必要

性が存在しているとして、必要性の認定を阻却する事由がない限り、15 

保護の必要性の要件を満たすとの考え方である。この考え方によれ

ば、保護の必要性の存在を阻害する事情があると認められない限り

要件の充足が認められることとなる。 

例えば、代理権の付与の観点では、制度利用の動機となった遺産分

割や不動産売買については事務の必要性があるが、その他の事務に20 

ついてその必要性が認められないような場合には、制度利用の動機

となった事務が終了したときに、保護の必要性の存在を阻害すると

いうことができると整理し、また、取消権の付与の観点では、本人の

状況を踏まえて、本人が法律行為をすることが考え難い状況である

ような場合に保護の必要性を阻害するということができると整理す25 

るものであると考えられる。 

エ 法定後見以外の支援等があること 

(ｱ) 法定後見による保護の必要性に関連して、法定後見でない方法に

よって本人の課題を解消することができ、法定後見による保護をす

るまでもないときは、法定後見でない方法を優先させ、法定後見を開30 

始しないものとするとの考え方がある。なお、このような考え方は、

「補充性」という用語を用いて説明されることがある。 

ここで、法定後見でない方法としては、例えば、任意後見、委任に

よる任意代理、信託等のほか行政等による支援も想定される。部会に

おいては、行政等の支援の一例として日常生活自立支援事業を指摘35 

する意見も出されたが、同事業は飽くまでも予算事業の性質のもの
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であって法定化された制度とは異なる点を指摘する意見も出された。 

この法定後見以外の支援があることとの要素は、法定後見以外の

支援があるときに法定後見制度を開始しないとすることによって、

法定後見制度の利用を必要最小限とするためのものであると考えら

れる。 5 

(ｲ) この法定後見以外の支援があることを法定後見による保護の必要

性の要件とは別個のものとして、法定後見以外の支援がないことが

法定後見の開始における（消極的な）要件であるとの整理をする考え

方に立脚する場合には、法定後見を開始するためには、家庭裁判所が

他の支援等が存在しないとの認定をすることができなければ法定後10 

見の開始を差し控えることとなる。 

この考え方に対しては、消極的な要件の立証の困難性を背景とし

て家庭裁判所が前記の認定をすることができなければ法定後見の開

始を差し控えるということが制度として相当であるのかという指摘

や、法定後見以外の支援と法定後見の優先関係をどのように判断す15 

るのか（法定後見が常に他の方法に劣後すると考える必然性がある

のか）という指摘が考えられる。 

他方で、この法定後見以外の支援があることを法定後見による保

護の必要性を否定する方向に作用する事実と整理することも可能で

あると考えられる。 20 

このような議論状況も踏まえつつ、法定後見以外の支援の有無も

考慮した上で法定後見による保護の具体的必要性を認定判断すれば

足りるとも考えられることから、この提案においては、法定後見以外

の支援等があること（又は法定後見以外の支援がないこと）を法定後

見の開始のための独立の要件とする案は提案していない。 25 

(ｳ) また、部会においては、原則として任意後見を法定後見に優先させ

る仕組みとする考え方が出された。例えば、取消権による保護が必要

なとき及び本人が事理弁識能力を欠く常況にある者であるときを除

き、任意後見によって本人保護を図ることができる場合には、法定後

見による保護の必要性は認められないとして、法定後見を開始する30 

こととせず、任意後見契約を締結し、任意後見によって本人保護を図

るものとする考え方である。この点については、引き続き検討する必

要があると考えられる。 

オ 法定後見による保護の必要性の判断における事理弁識能力の位置付

け 35 

(ｱ) 部会においては、保護者に代理権を付与する旨の審判や保護者の
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同意を要する旨の審判をする際に、代理権や同意を要するものとす

る対象となる特定の法律行為を基準として、本人の「判断能力」の程

度が不十分であることを個別に考慮することを要件とすることを支

持する意見があった。これは、例えば、保護者に代理権を付与する旨

の審判をするに当たっては、本人の「判断能力」の程度に照らして当5 

該法律行為に関する意思決定をすることが困難であること、保護者

の同意を要する旨の審判をするに当たっては、本人が将来行うと考

えられる法律行為を想定した上で、現在の本人の「判断能力」の程度

に照らして、当該法律行為について保護者の同意を要するものとし

ておく必要があることを考慮して、法定後見による保護の必要性を10 

判断するものとする考え方であるように思われる。 

このような考え方が前提とする本人の「判断能力」は、民法上の事

理弁識能力（ここでは、法律行為一般についての抽象的な判断能力に

着眼し、十分に自己の利害得失を認識して経済合理性に則った意思

決定をするに足る能力をいい、知的能力、日常的な事柄を理解する能15 

力及び社会適応能力の３つの概念を全て総合した能力をいう。）や意

思能力（その意義については様々な考え方があるものの、ここでは、

個々の法律行為の性質及び行為時における各人の具体的な判断能力

に着眼し、法律行為を行った結果（法律行為に基づく権利義務の変動）

を理解するに足る精神能力をいう。）とは異なるものであると考えら20 

れるが、その内容は明らかではないように思われる。 

このような考え方に対して、部会においては、特定の法律行為を基

準として本人の能力が不十分であるか否かを審判時に判断すること

が適切であるといえるのかや判断することが可能であるのかについ

て疑問がある旨の意見が出された。 25 

(ｲ) 他方で、部会においては、（本人の事理弁識能力が不十分であるこ

とを法定後見開始の独立の要件とすることを前提として、）法定後見

による保護を開始する必要性を判断する際には、代理権、同意権等の

対象となる特定の法律行為との関係では本人の事理弁識能力の程度

を個別に考慮することを要件とはしないとの考え方や、個別に考慮30 

することを要件とはしないものの考慮することは否定しないという

考え方も示された。後者のような考え方による場合には、例えば、本

人の事理弁識能力の程度に比して大きな権限を保護者に与えること

はできないものとするなどして、本人の事理弁識能力と均衡のとれ

る範囲で法定後見による保護の必要性を認定することも考えられる35 

との指摘があった。 
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 法定後見の開始の効果としての取消権等 

ア 現行法の規律及び見直しの検討の必要性 

現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 

法定後見における取消権や同意権については、本人の自己決定権を

制約する性質を有するものとして、できるだけ廃止すべきであるとの5 

指摘がされていることから、法定後見による本人の保護の方法として

取消権が生ずるとすることや本人が法律行為をするに当たって保護者

の同意を要するとすることを維持するのかについて検討する必要があ

ると考えられる。 

イ 見直しの要否等 10 

取消権は、特に本人以外の第三者が本人の意向とは関係なく行使す

ることができる規律においては、本人の自己決定権を制約する性質を

有するものである。 

しかし、本人がした法律行為を事後的に取り消すことができるとす

ることや事前に保護者の同意を要するとして同意を得ずにした行為を15 

取り消すことができるとすることは、本人が法律行為によって各種の

被害を受けることを防止し、また、被害を回復することを可能とする仕

組みとして意味があると考えられる。 

このような意味を踏まえると、将来的には法定後見制度において、本

人の法律行為を取り消すことができる仕組みや保護者の同意を要する20 

とする仕組みを設けないものとすることを志向することを検討すべき

であるとの考え方はあるものの、現時点において、これらの仕組みを完

全に廃止することは相当ではないと考えられる。部会においても、本人

の法律行為を取り消すことができる仕組みや保護者の同意を要すると

する仕組みを現時点において完全に廃止すべきであるとの意見はなか25 

った。 

そこで、中間試案の各提案では、法定後見制度を利用することによる

効果として、取消権や保護者の同意を要する旨の仕組みを残している。 

 法定後見の開始の効果としての代理権 

ア 現行法の規律 30 

現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 

イ 見直しの検討の必要性 

補助の制度及び保佐の制度における代理権については、必要性を考

慮して特定の法律行為を対象とする代理権を保護者に付与するもので

あり、本人の必要な範囲で法定後見制度を利用することができるよう35 

にする観点にも基本的には合致するものであると考えられる。 
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他方で、後見の制度については、本人の必要な範囲を超えて保護者に

代理権が付与される可能性がある点について見直しの検討の必要があ

ると考えられる。 

 【甲案】 

ア 現行法の規律のように事理弁識能力の程度に応じた複数の類型を制5 

度として設けておく仕組みは、事理弁識能力の程度に対応する範囲の

保護を受けることができることが明確となる仕組みであるといえる。 

また、法定後見の開始の効果である取消権や代理権には本人の自己

決定を制約する側面があるが、現行法の制度は、事理弁識能力の程度に

応じた枠組みに応じて取消権（その前提となる要同意行為の設定）の範10 

囲が設定され、家庭裁判所はその枠組みを超えて取消権を設定するこ

とができない（補助の制度では、補助人の同意を要する旨の審判の対象

となる行為は、保佐の制度の民法第１３条第１項に規定する行為の一

部に限られており、家庭裁判所は枠組みで事理弁識能力に応じて法定

された範囲を超えて同意を要する旨の審判をすることはできない。）。15 

その観点では、現行法の枠組みは、制度上、事理弁識能力の程度に対応

しない制約を抑制するという意義を有するとの側面もあると考えられ

る。 

イ 【甲案】は、前記アを踏まえ、法定後見制度の枠組みとしては、現行

制度の基本的な枠組みを維持することとした上で、制度の硬直性に伴20 

う利用しづらさの指摘があることを踏まえ、所要の見直しをすること

を提案するものである。 

所要の見直しの具体的内容としては、例えば、①制度の利用を終わる

ことができないことという観点では、法定後見に係る期間を設けると

の考え方、②本人以外の第三者による取消権の行使が本人の自己決定25 

権への介入の度合いが大きいとの観点では、取消権者の範囲を見直す

との考え方、③本人の必要な範囲以上に保護者の同意を要する行為の

範囲が広すぎるとの観点では、民法第１３条第１項各号の規律を見直

すとの考え方や、同法第１１条ただし書や同法第１５条第１項ただし

書を削除するなどして、現行法の補助の制度、保佐の制度及び後見の制30 

度の開始要件が本人の事理弁識能力の程度と一対一で対応している点

を見直し、事理弁識能力を欠く常況にある者は、申立権者の判断によっ

て、後見開始の申立てだけではなく、保佐開始の申立てや補助開始の申

立てをすることを可能とし、いずれの制度も選択的に利用することが

できるものとする考え方が考えられる。 35 

また、後見の制度をより厳格に、補助の制度をより拡張的に、それぞ
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れ運用するための所要の見直しをするとの考え方も考えられる。 

 【乙１案】及び【乙２案】に共通する考え方 

【乙１案】及び【乙２案】は、いずれも、現行法の法定後見制度につい

て、制度の硬直性による利用しにくさを改めるためには、制度自体を見直

す必要があるとの考え方に基づくものである。 5 

なお、【乙１案】及び【乙２案】のいずれの案も、民法第３条の２にお

いて、法律行為をした本人が意思能力を有しなかったときは、当該法律行

為が無効となるとの規律については維持することを前提とした上で、保

護を開始する審判によって、保護者が本人の全ての財産を管理する権限

や本人の全ての財産に関する法律行為について代理権を有する仕組み10 

（同法第８５９条第１項参照）、本人がした法律行為（日用品の購入その

他日常生活に関する行為を除く。）を取り消すことができる仕組み（同法

第９条参照）を見直すこととしている。 

 【乙１案】 

ア 本人の具体的な制度利用のニーズに合った保護を図り、また、法定後15 

見制度の利用を必要な範囲に限定するために、代理権の付与が必要と

なる特定の法律行為や保護者の同意を要する法律行為（又は取り消す

ことができるものとする法律行為）を想定して具体的に保護の必要性

が認められる範囲で保護者に権限を付与することとすべきであるとの

考え方がある。 20 

また、現行法の法定後見制度の運用においては、成年後見人が包括的

な代理権を有する後見類型があること等から、本人の周囲の者の都合

で後見類型が利用される運用につながっており、このような現在の運

用の状況を踏まえて、本人の事理弁識能力を基準に保護者に一定の幅

広い代理権や取消権が与えられる仕組みがあると本人の自己決定が制25 

限される状況が変わらないことから、法定後見制度において類型を設

けるべきではないとの考え方がある。 

さらに、これらの考え方は、前記の各点を踏まえ、民法、手続法上の

事理弁識能力を欠く常況にある者との枠組みを用いた仕組みについて

は、基本的に維持する必要はないと考えるものである。 30 

イ 【乙１案】は、前記アを踏まえ、事理弁識能力が不十分である者を対

象とし、その者が置かれている社会的状況等も踏まえ、特定の法律行為

について保護の必要性を判断し、保護者に必要な権限を付与すること

を提案するものである。その点を踏まえ、「必要があると認めるとき」

している。 35 

なお、【乙１案】は、保護者に代理権を付与する旨の審判又は保護者
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の同意を要する旨の審判をするには、原則として本人が請求した場合

を除いて本人の同意を要件とする考え方か、又は、本人がそれらの審判

をすることについて本人が反対の意思を表示したときは家庭裁判所は

それらの審判をすることができないとの考え方をとるものである。 

ウ また、【乙１案】は、特定の法律行為を対象とする代理権の付与の審5 

判や保護者の同意を要する旨の審判を本人にとって必要な限度で積み

重ねれば足り、現行法の法定後見制度における補助開始の審判のよう

な法定後見制度による保護を開始する旨の審判をする必要はないとし

て、保護を開始する旨の審判を不要とするものである。 

これに対し、【乙１案】の（注１）は、次のような観点から事理弁識10 

能力が不十分な者である者であると認定することができる場合には、

法定後見制度による保護を開始する旨の審判をするものとするとの考

え方である。すなわち、法定後見制度は、本人の私的自治に第三者が介

入する仕組みであるという理解を前提に、その介入を正当化する根拠

として、本人の事理弁識能力が十分でないことを独立した要件とする15 

必要があるとの観点や、開始の審判、保護者の選任の審判、複数の保護

者の権限の分掌、保護者が欠けた場合の後任の保護者の選任やその場

合の後任の保護者の権限の範囲などに関する現行法の制度の仕組みに

ついて、実務上、一定の理解が得られていることを前提に、現行法の制

度との連続性を維持するという観点である。なお、この立場は、法定後20 

見の開始要件として確認されるべき本人の事理弁識能力は、前記のと

おり、家庭裁判所の裁判によって本人の私的自治に第三者が介入を正

当化する根拠の一つであることから、明確である必要があるといえ、特

定の事項に関する具体的な判断能力ではなく、法律行為一般に関する

抽象的な判断能力（事理弁識能力）を基準とする必要があるとの考え方25 

によるものである。 

エ 【乙１案】は、現行法の補助の類型に該当する者（事理弁識能力が不

十分である者）についても、本人が行う全ての法律行為について保護者

の同意を要する旨の審判をすることが制度上は可能な規律である。そ

うすると、現行法の法定後見制度よりも事理弁識能力の程度との関係30 

で不相当に広い範囲で本人が行為能力の制限を受ける可能性がある。 

（注２）は、そのような懸念を踏まえ、保護者の同意を要する旨の審

判をすることができる特定の法律行為の範囲を民法第１３条第１項に

規定する行為の全部又は一部に限るものとする考え方である。 

オ 【乙１案】では、特定の法律行為について保護者の同意を要する旨の35 

審判を受けた本人の中に、現行法の後見の類型に該当する者（事理弁識



 

 

- 21 - 

能力を欠く常況にある者）が含まれる（もっとも、【乙１案】では事理

弁識能力を欠く常況にあるとの認定はされない。）。 

現行法の後見の類型においては、事理弁識能力を欠く常況にある本

人が特定の法律行為をすることについて成年後見人の同意を得て、当

該行為を行ったとしても、本人がその同意の意味を理解することがで5 

きない場合があり得ることから、当該行為は取り消すことができると

解されている。しかし、【乙１案】の本文の規律では、事理弁識能力を

欠く常況にある場合の本人について保護者の同意を要する旨の審判を

して、本人が保護者の同意を得て法律行為をした場合には取り消すこ

とができないとすることが本人の保護の観点から適当ではないとの考10 

え方があり得る。 

また、事理弁識能力を欠く常況にある本人が保護者の同意を得て特

定の法律行為をした場合には、本人が当該行為をした際に意思無能力

であることも想定され、【乙１案】の本文の規律によって取り消すこと

ができないとしても、民法第３条の２に基づき当該行為が無効となる15 

との事態が生じ得る。 

部会においては、【乙１案】の本文の規律についてのこれらの点に対

応するため、本人が保護者の同意を要する旨の審判をすることについ

て同意する意思を表示することができない場合には、保護者の同意を

要する旨の審判ではなく、本人が特定の法律行為をした場合にこれを20 

取り消すことができる旨の審判をすることができるものとするとの意

見が出された。 

（注３）は、この意見の考え方に基づくものである。 

カ 他方で、【乙１案】に対しては、次のような指摘がされている。 

すなわち、事理弁識能力を欠く常況にある者について、法定後見を利25 

用する申立てをする際に、請求権者が必要と判断する特定の法律行為

について代理権や保護者の同意を要する旨の審判の申立てをすること

が考えられるが、それで不足する場合には、本人の保護が不十分になる

事態が生ずることがあり得る。そして、仮に不足する場合には、その都

度申立てがなされることによる、本人、請求権者、家庭裁判所の経済的、30 

時間的、人的な資源への負担が生ずることである。 

また、【乙１案】は法定後見制度において事理弁識能力を欠く常況に

ある者との概念を用いない考え方であり、その考え方からすると、民法

の成年後見制度以外の制度や民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）等

の制度においても事理弁識能力を欠く常況にある者との概念を用いな35 

いと考えることが考え方として一貫することとなる。しかし、民法の成
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年後見制度以外の制度でも事理弁識能力を欠く常況にある者であると

の枠組みを用いて本人を保護する仕組みや取引相手との法律関係を処

理する仕組みなど、例えば、意思表示の受領能力の規律（民法第９８条

の２参照）、時効の完成猶予の規律（同法第１５８条第１項）、成年被後

見人の遺言の規律（同法第９７３条）があり、また、民事訴訟法等の制5 

度においても人事訴訟において事理弁識能力を欠く常況にある者を相

手方とする離婚訴訟などを可能とする仕組みが設けられており、これ

らの仕組みを全て廃止することでいいのか、有効な代替的な仕組みを

設けることができるのかという問題点が指摘されている。すなわち、

【乙１案】を採用するためにはこれらの仕組みを全て廃止することで10 

いいとの判断がされること又は有効な代替的な仕組みを提案すること

ができることが必要であることとなる。 

 【乙２案】 

ア 総論 

本人の具体的な制度利用のニーズに合った保護等を図る観点から具15 

体的に保護の必要性が認められる範囲で保護者に権限を付与すること

とすべきであることとしつつ、次のような観点などを考慮して、事理弁

識能力を欠く常況にある者について、一定の法律行為について保護者

に権限を付与することを法律で定めることとすべきであるとの考え方

がある。 20 

すなわち、まず、特定の法律行為について保護者に権限を付与する審

判を積み重ねる手続負担等のコストを避ける観点がある。次に、事理弁

識能力を欠く常況にある者であるとの枠組みを用いて本人を保護する

仕組みや取引相手との法律関係を処理する仕組み、例えば、意思表示の

受領能力の規律（民法第９８条の２参照）、時効の完成猶予の規律（同25 

法第１５８条第１項）、成年被後見人の遺言の規律（同法第９７３条）

などを維持して本人の保護や利益を確保する観点などである。 

【乙２案】は、前記の考え方に基づき、事理弁識能力が不十分である

者（事理弁識能力を欠く常況にある者を除く。）を対象として基本的に

【乙１案】と同様の仕組み（ただし、保護開始の審判を必要とする考え30 

方）を設けるとともに、事理弁識能力が不十分である者のうち事理弁識

能力を欠く常況にある者のみを対象とする仕組みを設けることを提案

するものである。なお、事理弁識能力が不十分である者を対象とする仕

組みと、事理弁識能力を欠く常況にある者を対象とする仕組みを、分か

りやすく表記において区別する工夫をする観点から、前者の仕組みに35 

よる本人の保護を「保護Ａ」、後者の仕組みによる本人の保護を「保護
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Ｂ」と表記することとした。中間試案において、第１の１(1)の【乙２

案】を前提とする提案については、以下同様の表記としている。なお、

法文における表現については引き続き検討することを前提としている。 

また、【乙２案】は、法定後見制度においては、本人の私的自治に第

三者が介入する仕組みであるとの観点から、その介入を正当化する根5 

拠として、本人の事理弁識能力が十分でないことを独立した要件とす

る必要があるとの考え方に基づき、法定後見による保護を開始する旨

の審判をすることとしている。 

イ 事理弁識能力が不十分である者（事理弁識能力を欠く常況にある者

を除く。） 10 

(ｱ) 事理弁識能力が不十分である者（事理弁識能力を欠く常況にある

者を除く。）を対象とする仕組み（【乙２案】ア、保護Ａ）は、基本的

には【乙１案】と同様であり、異なるのは、保護開始の審判を要する

点と、保護者の同意を要する旨の審判の対象となる法律行為につい

て、民法第１３条第１項に規定する行為の全部又は一部に限るもの15 

としている点である。 

(ｲ) 民法第１３条第１項に規定する行為を基準に同意を要する旨の審

判の範囲を定めることとした理由は、次のとおりである。すなわち、

現行法の規律において、事理弁識能力が不十分である者（現行法の保

佐相当又は補助相当の者）につき、保佐人又は補助人の同意を要する20 

旨の審判を行うことができるのは民法第１３条第１項に規定する行

為に限られている。同法第１３条第１項に規定する行為は、本人の基

本財産保全の観点から重要な財産上の行為を選定したものであると

解されるが、今般の改正においても、保護者の同意を要する旨の審判

の範囲をどのように解するかについては、本人の基本財産保全とい25 

う観点から検討することも一つの考え方として自然であると考えら

れる。そこで、同法第１３条第１項に規定する行為を基準に同意を要

する旨の審判の範囲を定めることとした。 

なお、「民法第１３条第１項に規定する行為の全部又は一部」とし

た理由は、事理弁識能力が著しく不十分である者（現行法の保佐相当30 

の者）については同法第１３条第１項に規定する行為の全部につい

て保護者の同意を要することとされており（同法第１３条第１項）、

事理弁識能力が不十分である者（現行法の補助相当の者）については

保護者の同意を得なければならないものとすることができる行為は

同法第１３条第１項に規定する行為の一部に限られていることを踏35 

まえたものである。 
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ウ 事理弁識能力を欠く常況にある者 

(ｱ) 事理弁識能力を欠く常況にある者を対象とする仕組み（【乙２案】

イ、保護Ｂ）を開始するに当たっては、本人の事理弁識能力の程度に

加え、必要性を要件とするものとしている。その理由は、次のとおり

である。 5 

すなわち、事理弁識能力を欠く常況にあることのみを要件として

一定の範囲で代理権等が発生する仕組みとすると、事理弁識能力が

回復しない限り、一旦開始した法定後見を終了させることができな

いこととなることが懸念される。 

そこで、保護開始の審判に当たっては、事理弁識能力を欠く常況に10 

ある者であることの他に、保護の必要性を考慮するものとしている。 

なお、部会においては、ここでの保護の必要性の内容につき、事理

弁識能力を欠く常況にある者について請求権者から保護の申立てが

なされた場合には、法定後見による保護の必要性が抽象的には存在

すると考えられ、それを阻害する事情がない限り保護の必要性の要15 

件の充足が認められるとの要件として理解する考え方が出された。 

この他、部会においては、要件を厳格に認定するための方策の一つ

として、鑑定を必要的とするとの意見が出された。 

(ｲ) また、事理弁識能力を欠く常況にある者を対象とする仕組み（【乙

２案】イ）では、法定後見の開始の審判（保護Ｂの開始の審判）によ20 

って、民法第１３条第１項に規定する行為について取り消すことが

できることとしている上に、同法第１３条第１項に規定する行為以

外の行為についても取り消すことができる旨の審判をすることがで

きることとしている。 

(ｳ) 次に、保護者の代理権に関して、民法第１３条第１項に規定する行25 

為、本人がした行為を取り消すことができる旨の審判がされた法律

行為について、保護者が代理権を有することとしている。これは、取

り消し得るものとされる法律行為について、保護者が代理権を有す

ることとして本人のために確定的に法律行為をすることができるよ

うにする必要があると考えられることによる。 30 

また、保護者は、本人に対する意思表示の受領の代理権を有するこ

ととしている。その理由は、次のとおりである。すなわち、現行法の

規律においては、意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意

思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であ

ったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することがで35 

きないとされている。ただし、相手方の法定代理人又は意思能力を回
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復し、又は行為能力者（行為能力の制限を受けない者をいう。以下同

じ。）となった相手方がその意思表示を知った後は、この限りでない

とされている（民法第９８条の２）。その趣旨は、意思表示の相手方

が当該意思表示の内容を了知し得る能力を具備していない場合に、

意思能力を有しない者、未成年者及び成年被後見人を特に保護する5 

点にあると解される。【乙２案】では、事理弁識能力を欠く常況にあ

る者については、意思表示の受領に関し現行法の成年被後見人と同

様の状況であり、前記趣旨が妥当すると考えられる。このため、保護

者が代理権を行使する事務の対象に、本人に対する意思表示の受領

を含めることとした。 10 

また、保護者は、保存行為について代理権を有することとしている。

その理由は、次のとおりである。すなわち、事理弁識能力を欠く常況

にある者について、本人の財産の現状を維持する行為を本人におい

て適切に行うことが困難である場合も想定される。また、そのことに

加え、部会において、保護者が保存行為として消滅時効の完成猶予に15 

必要な行為などをすることができることにすることによって事理弁

識能力を欠く常況にある者についての保護（保護Ｂ）の仕組みの保護

者について、成年被後見人と時効の完成猶予の規律を維持すること

や本人の死亡後の成年後見人の権限の規律を維持することに関して

理論的に説明することができる旨の指摘がされた。このため、保護者20 

が代理権を行使する事務の対象に保存行為を含めることとしたもの

である。 

さらに、前記の一定の範囲に含まれない法律行為について、申立て

により保護者に代理権等の権限を（追加的に）付与することができる

ものとしている。その理由は、民法第１３条第１項に規定する行為の25 

見直しにもよるが、本人の身上保護に関するものなど、代理権を行使

する必要があるケースについて、同法第１３条第１項に規定する行

為に含まれない場合であってもニーズに応じ柔軟に対応することを

考慮したものである。 

エ 【乙２案】ア及びイに共通の検討事項 30 

(ｱ) 事理弁識能力の程度に応じて一定の類型を設けることについて、

事理弁識能力の低下の程度を越えて本人のした法律行為を取り消し

得るものとする（高度の制約をする）法定後見制度の利用を制度的に

防ぐことに意味があるとも考えられる。この考え方に基づくと、事理

弁識能力を欠く常況にある者は、イ①の保護（保護Ｂ）による仕組み35 

のほか、事理弁識能力の低下の程度がより軽度の者を対象とするア
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①の保護（保護Ａ）の仕組みも選択的に利用することができる規律と

することが考えられる。（注１）は、この考え方に基づくものである。 

(ｲ) （注１）の規律を、ア①の保護（保護Ａ）に関して、更に具体的に

すると次のとおりである。 

事理弁識能力が不十分である者（事理弁識能力を欠く常況にある5 

者を含む）は、次の申立てをすることができる。ただし、事理弁識能

力を欠く常況にある者はｃの審判の申立をすることができない。 

ａ 保護Ａを開始する旨の審判の申立て 

ｂ 保護者に代理権を付与する旨の審判の申立て 

ｃ 保護者の同意を要する旨の審判の申立て 10 

また、法定後見に係る審判をするための要件としての本人の同意

等については、事理弁識能力が不十分である者と事理弁識能力を欠

く常況にある者とに分けた上で、事理弁識能力を欠く常況にある者

については、保護Ａを開始する旨の審判（【乙２案】ア①の審判）、保

護者に代理権を付与する旨の審判（【乙２案】ア④の審判）、保護Ｂを15 

開始する旨の審判（【乙２案】イ①の審判）、民法第１３条第１項に規

定する行為以外の行為について本人がした行為を取り消すことがで

きる旨の審判（【乙２案】イ③の審判）及び保護者に代理権を付与す

る旨の審判（【乙２案】イ⑤の審判）をするについて、本人の同意を

要件としないものとする。 20 

(ｳ) （注１）の考え方によると、保護Ａを開始する審判を受けている者

の中には、事理弁識能力を欠く常況にある者も含まれることとなる。

この点について、取引の相手方からすると、保護Ａを開始する審判を

受けている者がした法律行為が、一般的には意思能力を有する者に

よってされたということがいえないこととなる。そのため、取引の相25 

手方が、当該行為について民法第３条の２により無効となる事態が

生じ得ることも想定して取引行為に入ることとなる点では、【乙１案】

と同様となると考えられる。 

(ｴ) 民法第１３条に規定する行為の見直しについては、本人の基本財

産を保全するとの同法第１３条の趣旨は維持し、「重要な財産上の行30 

為」が保護者の同意を要するものであるとの基本的な枠組みを維持

しつつも、具体的にどのような行為が「重要な財産上の行為」に該当

するとするのかについて、引き続き検討する必要があると考えられ

る。 

例えば、現在の保佐人の代理権目録に例示として記載されている35 

「介護契約その他の福祉サービス契約の締結、変更、解除及び費用の
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支払並びに還付金等の受領」や「福祉関係施設への入所に関する契約

（有料老人ホームの入居契約等を含む。）の締結、変更、解除及び費

用の支払並びに還付金等の受領」が、民法第１３条第１項第３号の

「重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為」に該当するの

か、携帯電話などの通信に関する契約を含める必要がないかなどに5 

ついて、検討することが考えられる。 

（注２）は、その旨を記載するものである。 

(ｵ) 保護Ｂについて、取消しの対象となる法律行為を縮減する必要が

あるケースもあるとの考え方がある。 

（注３）は、その旨を記載するものである。 10 

 精神上の障害の表現の見直し 

民法第７条、第１１条及び第１５条における「精神上の障害」とは、身

体上の障害を除く全ての精神的障害を含む広義の概念であり、認知症、知

的障害、精神障害のほか、事故による脳の損傷に起因する精神的障害等も

含まれるとされている。これは、法定後見制度が意思決定をすることが困15 

難である者を対象として、その困難を補う制度として設けられたもので

あり、年齢が未熟であるために意思決定をすることが困難な者（未成年者）

を対象とするものではないことから、法定後見制度の対象者を未成年者

と区別する趣旨で事理弁識能力を欠く原因として「精神上の障害」を掲げ

たものと説明されている。 20 

部会においては、法定後見制度の対象者を未成年者と区別することは

相当であるとしても「精神上の障害」との表現は適切ではなく、これを見

直すべきではないかという指摘があった。他方で、「精神上の障害」との

表現自体は、法令用語として民法における他の規定（民法第７１３条及び

第９７３条第２項）や他の法律において用いられている。「精神上の障害」25 

との表現を見直すことについては、この点に留意しつつ、適切な代替表現

としてどのようなものが考えられるか（例えば、「精神上の理由」（社会福

祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条第３項第１２号等）や「心身の故

障」（消費者契約法（平成１２年法律第６１号）第４条第３項第７号）等

の表現で言い換えることが適切なのか等）等の点も含めて、引き続き慎重30 

に検討することが考えられる。 

 

（現行法の規律） 

 (1) 法定後見制度の枠組み 

  ア 現行法の法定後見制度は、事理弁識能力の程度に応じて補助の制度、35 

保佐の制度及び後見の制度の枠組みが設けられている。 
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    すなわち、家庭裁判所は、請求権者による補助開始の審判、保佐開始

の審判又は後見開始の審判の請求に基づいて、本人について、「事理を

弁識する能力が不十分である者」に該当すると認定することができる

場合には補助開始の審判を、「事理を弁識する能力が著しく不十分であ

る者」に該当すると認定することができる場合には保佐開始の審判を、5 

「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」に該当すると認定するこ

とができる場合には後見開始の審判をすることとされ、それぞれ補助

人、保佐人又は成年後見人を付することとされている（民法第７条、第

８条、第１１条、第１２条、第１５条及び第１６条）。 

  イ そして、保佐の制度及び後見の制度については、保佐開始の審判又は10 

後見開始の審判がされることによって、本人は、別途保護者に権限を付

与する審判を要することなく、法定された内容の保護を受けることが

できることとされている（民法第９条、第１３条第１項及び第８５９

条）。 

    また、補助の制度及び保佐の制度については、特定の法律行為につい15 

て補助人又は保佐人に代理権を付与したり、補助人又は保佐人の同意

を要するものとしたりすることによって、保護を受ける内容を定める

こととされている（民法第１３条第２項、第１７条、第８７６条の４第

１項及び第８７６条の９第１項）。 

 (2) 法定後見による保護の必要性 20 

   現行法では、補助の制度、保佐の制度及び後見の制度のいずれについて

も、事理弁識能力が不十分であること及びその程度を認定することによ

って、法定後見による保護が必要であることを確認していると考えられ

る。 

   そして、現行法では、後見の制度及び保佐の制度の一部（保護者の同意25 

を要するものとする行為）においては本人について必要と考えられる保

護の内容が法定されている。他方で、保佐の制度の一部（保護者に対する

代理権の付与）や、補助の制度においてはその範囲内で本人の具体的な必

要性に応じて保護者に権限を付与することを可能としている。 

 (3) 法定後見の効果としての取消権等 30 

   後見の制度では、本人が自ら行った法律行為は、日用品の購入その他日

常生活に関する行為を除き、取り消すことができる（民法第９条）。 

   保佐の制度では、保佐人の同意を得ることを要する行為（重要な財産上

の行為として民法第１３条第１項各号に列挙される行為のほか、個別の

審判により、保佐人の同意を要するものとされた行為）について、本人が35 

保佐人の同意等を得ないでしたものは、取り消すことができる（同法第１
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３条第４項）。 

   補助の制度では、個別の審判により定められた特定の法律行為につい

てのみ、補助人に同意権を付与し、補助人は、本人が補助人の同意を得ず

にその特定の法律行為を行った場合には、これを取り消すことができる

（民法第１７条第１項）。なお、同意権の付与の対象となる法律行為は、5 

同法第１３条第１項に定める行為の一部に限られる（同法第１７条第１

項ただし書）。 

 (4) 法定後見の開始の効果としての代理権 

   補助の制度及び保佐の制度では、補助人及び保佐人は、選任されただけ

で当然に代理権を有するものではなく、申立て（本人以外の申立ての場合10 

は本人の同意が必要）により、個別の審判により定められた特定の法律行

為についてのみ、代理権が付与される（民法第８７６条の４第１項及び第

２項並びに第８７６条の９）。なお、代理権を付与する具体的な保護の必

要性が失われた場合には、家庭裁判所は、本人等の請求によって、代理権

を付与する旨の審判を取り消すことができる（民法第８７６条の４第３15 

項及び第８７６条の９第２項）。 

   後見の制度では、成年後見人は、本人の財産を管理し、かつ、その財産

に関する法律行為について本人を代表するとされている（民法第８５９

条第１項）。そのため、後見の制度では、後見開始の審判により、成年後

見人が、成年被後見人の財産に関する法律行為について代理権を有する。 20 

 

 法定後見に係る審判をするための要件としての本人の同意等 

 現行法の規律等及び見直しの検討の必要性 

ア 現行法の規律 

現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 25 

イ 見直しの検討の必要性 

現行法の下で、本人以外の請求による場合に本人の同意を要件とし

ている各審判（補助開始の審判、補助人の同意を要する旨の審判、補助

人に代理権を付与する旨の審判、保佐人に代理権を付与する旨の審判）

は、いずれも平成１１年の民法改正によって設けられたものであり、審30 

判の対象者が意思能力を有する者であることを踏まえ、自己決定を尊

重する趣旨で本人の請求又は同意を要件としていると考えられる。 

この点について、現行法の制度よりも更に本人の自己決定を尊重す

る方向での制度設計を検討するとの観点から、本人の同意に係る要件

について検討する必要があると考えられる。 35 

 現行法の規律、ア、イの【甲案】及び【乙案】並びにウの【丙案】及び
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【丁案】に共通の考え方 

ア 本人の同意を要件とする趣旨等 

法定後見制度において本人の同意を求める趣旨は、法定後見制度が

本人の私的自治に対する制約という性質を内在するものであることを

考慮し、本人の意思決定や自由な選択を尊重する観点から、本人の意思5 

に反して法定後見による保護が開始されることを防止する点にあると

考えられる。したがって、本人の意思を尊重することができる場面では、

法定後見を開始するために本人の同意を要件とすることが相当である

と考えられる。 

他方で、前記の趣旨に照らすと、法定後見による保護を開始すること10 

による法的効果の意味を本人が理解することができない場合には、そ

のような者の同意によって本人に対する制約を正当化することは不適

当であり、仮に本人による外形上の同意があったとしても、これを法的

に有効な同意として評価することはできないように思われる。 

このような点からすると、本人が法的に有効な同意をするためには、15 

法定後見による保護を開始することによる法的効果を理解することが

できる能力が必要であるとの考え方があり得る。そして、法的に有効な

同意をする能力を有する者については、基本的には、その同意を法定後

見開始の要件とすることが相当であると考えられる一方、そのような

能力を有するとは認められない者については、本人の同意を要件とす20 

ることはできないため、どのような要件の下で法定後見を開始するか

が問題となると考えられる。 

提案における各案は、いずれも以上のような考え方に基づくもので

ある。 

イ 本人の同意の要件と保護の必要性の要件との関係 25 

現行法の法定後見制度では、法定後見に係る審判をする際に必要と

される本人の同意は、審判をするための要件であり、法定後見による保

護の必要性とは異なるものとして位置付けられている。 

本提案における各案でも、このような考え方に基づき、本人の同意の

要件と保護の必要性の要件は、異なる要件として整理している。もっと30 

も、法定後見の開始における保護の必要性と本人の同意を異なるもの

と位置付けるとしても、法定後見の開始の審判事件の手続において本

人の同意がある場合には、通常は、特段の事情のない限り、法定後見に

よる保護の必要性が認められるとする考え方がある。 

 ア 35 

アは、現行法の法定後見制度の枠組みを基本的に維持する場合に、本人
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の同意を要件とする審判について、現行法の規律を維持することを提案

するものである。 

 【甲案】 

ア 【甲案】は、事理弁識能力の不十分な者について、本人以外の請求に

より法定後見に係る審判をするためには、原則として本人の同意がな5 

ければならないものとし、例外として、本人が意思を表示することがで

きない場合に限り、本人の同意がなくとも法定後見に係る審判をする

ことができるものとすることを提案するものである。 

イ ここで、法定後見に係る審判について本人の同意を要件としつつ、

「本人が意思を表示することができない場合」は本人の同意がなくと10 

も法定後見に係る審判をすることができるとしたのは、次の理由によ

る。すなわち、前記のとおり、本人が法的に有効な同意をするためには、

法定後見による保護を開始することによる法的効果を理解することが

できる能力が必要であり、そのような能力は、要するに同意という行為

に関する意思能力を意味すると考えられる。 15 

この点について、意思能力の意義については様々な考え方があるも

のの、成年後見制度の立案担当者によれば、法律行為を行った結果（法

律行為に基づく権利義務の変動）を理解するに足る精神能力をいうと

説明されている。この説明を前提にしつつ、本人が法的に有効な同意を

するために必要な能力について考えると、同意したことによって法定20 

後見による保護が開始され、その結果の法的効果を理解するに足る精

神能力のことであるという意味では、同意という行為に関する意思能

力の問題であると考えられる。 

これらを踏まえ、本人に法的に有効な同意をする能力があるとはい

えない場合の意味で「本人が意思を表示することができない場合」と表25 

記している。 

ウ(ｱ) 本人に法的に有効な同意をする能力があるとはいえない場合につ

いては、このような本人であっても法定後見による保護を要する場

合があると考えられる。その上で、このようなケースにおいて、法定

後見による保護を開始するための要件をどのように考えるかという30 

点については、複数の考え方があり得る。 

(ｲ) 一つの考え方としては、このような場合に法定後見による保護を

開始することが本人の意向に沿わないときもあることや、保護者に

広範な権限が安易に付与される懸念があることも考慮し、本人を保

護するためのより高度の必要性があることを必要とするべきである35 

という考え方がある。さらに、この考え方の中には、保護者の同意を
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要する旨の審判をするには、保護者に代理権を付与する旨の審判よ

りも、高度の必要性があることを必要とすべきであるとの考え方が

ある。 

【甲案】では、このような考え方に基づき、保護者の同意を要する

旨の審判では、本人に法的に有効な同意をする能力があるとはいえ5 

ない場合には、法定後見による保護の必要性として、「本人の身体又

は財産に重大な影響を与えるおそれがあるとき」に該当することを

要件とし、代理権を付与する旨の審判では、本人に法的に有効な同意

をする能力があるとはいえない場合には、「本人の身体又は財産に重

大な影響を与えるおそれがあるとき」よりも緩和された要件として10 

「本人に著しい不利益があるとき」を要件とすることを提案してい

る。もっとも、「「本人の身体又は財産に重大な影響を与えるおそれ」

と「本人に著しい不利益」の差異は文言上必ずしも明らかでなく、規

定ぶりはなお検討を要すると思われる。 

エ 【甲案】は、本人が法的に有効な同意をするために必要な能力がある15 

場合には、法定後見による保護を開始するために本人の同意があるこ

とを要件とするものである。 

そのため、本人に法的に有効な同意をする能力はあるが本人が同意

をしない場合について、例えば、自身が満足な食生活をすることができ

ないのに親族に金銭の贈与を継続するなど、一見すると本人の価値基20 

準を踏まえても利害得失を適切に判断したとはいえないケースやいわ

ゆるセルフネグレクトのケースであっても、法定後見による保護を開

始することはできないこととなる。 

このようなケースにおいて法定後見による保護を開始することがで

きないことに関し、部会においては、法的に有効な同意をするために必25 

要な能力があるとはいえ事理弁識能力が不十分であることが確認され

ている本人について、その生活が破綻する可能性があるにもかかわら

ず、本人の意思を尊重して法定後見制度による保護を図ることができ

ないとすることが成年後見制度の趣旨に照らして妥当といえるかとい

う点や、本人が扶養義務を負う者の生活までも破綻させるような意思30 

決定を制度として尊重することが妥当といえるかという点を指摘する

意見があった。 

もっとも、現行法の補助の制度においても、本人の同意がない場合に

補助開始の審判をすることができず、法定後見制度以外の仕組みで対

応しているものと考えられる。なお、現行法の保佐の制度においては、35 

本人の同意を要することなく制度を開始することができ、保佐人の同
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意を得ずに自身の生活を破綻させるような贈与を継続するような事案

では、保佐人が当該贈与を取り消すことによって保護することはでき

る。 

部会においては、このようなケースの本人に対する保護や支援は、法

定後見制度に固有の問題ではなく、支援を拒否する者の権利擁護全般5 

に関する課題であることを指摘する意見や、仮に法的に有効な同意を

することができる本人についてその意思に反してでも本人の保護を優

先させる場合を認めることは、本人の自己決定をより尊重する方向で

法定後見制度を見直すこととは整合しないという意見があった。 

 【乙案】 10 

ア 【乙案】は、法定後見に係る審判をすることにつき、本人が反対の意

思を表示していないときには審判をすることができるものとし、本人

が反対の意思を表示したとき、すなわち「異議がある〔旨の届出をした〕

とき」には、審判をすることができないものとする旨の規律である。 

【乙案】は、本人の意思に反して法定後見による保護が開始されるこ15 

とを防ぐ方策としては、本人に意思表明の機会を与えるべきであり、そ

の機会において本人が能動的に異議の表明をした場合には保護開始の

審判をするべきではないとの考え方に基づくものである。 

なお、この考え方においては、本人が法定後見の開始について同意の

意思を表示することができないケース（異議がある旨の届出もするこ20 

とができないケース）では法定後見を開始する必要性が認められれば

法定後見が開始することとなる。 

イ 【乙案】に対しては、本人には事理弁識能力を欠く常況にある者も含

まれ得ることから積極的な意思表示をすることは期待し難い場面もあ

り得るが、そのような場面を含むことを前提とする制度が法制度とし25 

て適切であるのかという指摘や、（本人に意思能力がある事案を念頭に

おいて）拒否権を行使しない限り法定後見の開始がされるとすれば、本

人の意思の尊重の考え方（部会においては私的自治との表現が用いら

れることがあった）が後退することになるのではないかとの意見が出

された。 30 

ウ なお、異議があるとの要件について、部会においては、【甲案】及び

【丙案】の「同意」と同様に、手続行為としてのものではないものとし

て規律するのが適当ではないかという観点から、引き続き、整理をする

必要がある旨の意見が出された。【乙案】をとる場合には、審判をする

際の判断の在り方なども含めて、引き続き、要件の位置付けを整理する35 

必要がある。 
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 【丙案】 

ア 【丙案】は、第１の１(1)において【乙２案】をとることを前提とす

るため、事理弁識能力が不十分である者についての規律と、事理弁識能

力を欠く常況にある者についての規律を区別して提案するものである。 

イ 事理弁識能力が不十分である者については、本人の同意がなければ、5 

法定後見に係る審判をすることができないものとしている。 

ウ 他方で、事理弁識能力を欠く常況にある者については、本人の事理弁

識能力が低下し、一般的には第三者による保護又は支援の必要性がよ

り高まる状態にあることも想定される本人について、その保護の範囲

をより狭いものと設定することは、このような者を保護するための制10 

度として均衡を失することとなるとの考え方をベースに、「本人の利益

を害する事由があるとき」との限定をすることなく、本人の同意を要件

としないことを提案するものである。 

 【丁案】 

ア 【丁案】は、【丙案】と同様に第１の１(1)において【乙２案】をとる15 

ことを前提とするため、事理弁識能力が不十分である者についての規

律と、事理弁識能力を欠く常況にある者についての規律を区別してい

る。 

イ そして、事理弁識能力が不十分である者については、【乙案】と同様

の規律を提案するものである。 20 

ウ 他方で、事理弁識能力を欠く常況にある者については、積極的な意思

表示をすることは想定し難いことから、本人が第１の１(1)【乙２案】

イ①の保護（保護Ｂ）を開始する旨の審判、民法第１３条第１項に規定

する行為以外の行為について本人がした行為を取り消すことができる

旨の審判及び保護者に代理権を付与する旨の審判をすることについて、25 

本人の同意又は異議を要件としないこととした。 

 

（現行法の規律） 

  現行法の補助開始の審判、補助人に代理権を付与する旨の審判、補助人の

同意を要する旨の審判、保佐人に代理権を付与する旨の審判では、実体法30 

上、本人以外の者の請求によってこれらの審判をするには本人の同意が要

件とされている（民法第１５条第２項、第１７条第２項、第８７６条の２第

２項及び第８７６条の９第２項）。したがって、本人の意思に反してこれら

の審判をすることはできないものとされており、本人以外の者によって請

求がされたものの、本人の同意が得られない場合には、これらの審判に係る35 

申立ては理由がないものとされる（札幌高裁平成１３年５月３０日決定・家
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庭裁判月報５３巻１１号１１２頁参照）。 

  他方で、後見開始の審判、保佐開始の審判及び保佐人の同意を要する行為

の定めの審判では、本人以外の請求によってこれらの審判をする場合でも

本人の同意は要件とはされていない（民法第７条、第１１条及び第１３条第

２項）。 5 

 

 申立権者（請求権者） 

 現行法の規律及び見直しの検討の必要性 

ア 現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 

イ 部会において、法定後見の開始の審判の申立権者の規律について、任10 

意後見監督人であった者や利害関係人を含めることについて意見があ

り、これらの点に関して法定後見の開始の審判の申立権者の規律を見

直す要否について検討する必要があると考えられる。 

 【甲案】 

ア 現行法の規律を維持する考え方を明確にする観点から現行法の規律15 

を維持する旨を記載するものである。 

イ なお、申立権者である「四親等内の親族」については、その範囲につ

いて、立法当時の明治期における家族と現代の家族の形には変容がみ

られ、「四親等内」とすると実際上本人とは疎遠であって本人の状況を

十分に把握しない親族も入り得ることから、その範囲を狭くすること20 

が考えられる旨の部会での意見を踏まえ、（注）に記載した。 

 【乙案】 

ア 部会において、「任意後見監督人であった者」「利害関係人」と項目を

分けて記載するのではなく、これらの検討項目も含めて、申立権者を広

げる方向で見直すことについて検討していることを提示するのが望ま25 

しい旨の意見が出されたことを踏まえた記載としている。 

イ(ｱ) 任意後見監督人であった者を申立権者とすることを検討している

理由は次のとおりである。 

(ｲ) 任意後見人が死亡したときや任意後見人を解任する審判が確定し

たときは、任意後見契約が終了するとされている。 30 

この場合において、本人に法定後見制度による保護が必要な場合

であっても、法定後見の開始の審判の申立権を有する者がそのこと

を知ることができないなどのため、適時に法定後見の開始の審判の

申立てがされず、本人が適切な保護を受けることができない場合も

生ずると思われる。 35 

(ｳ) この点について、任意後見監督人であった者は、任意後見人の死亡
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や解任を速やかに知ることができ、また、本人の状況についても知る

ことができる立場にあると考えられるから、本人について、法定後見

の開始の審判の申立てをすることができるものとすることが、本人

が適切な保護を受けるとの観点から相当と考えられる。 

(ｴ) また、任意後見監督人であった者が法定後見の開始の審判の申立5 

てをすることができるのは、このような立場にあることを理由とす

るものであるから、任意後見人が欠けた時から長期間経過したとき

にまで申立てを認める実益は乏しく、任意後見人が欠けた時から一

定の期間に限り、申立てを認めることが相当であるとの考え方があ

る。 10 

ウ(ｱ) 本人と法律上の利害関係を有する者を申立権者とすることを検討

している理由は次のとおりである。 

(ｲ) 本人の事理弁識能力が回復しない場合であっても制度の利用を終

えることが可能とする仕組みとするときは、法定後見制度における

保護者が本人を代理して行った法律行為に基づく法律関係について、15 

本人の取引の相手方が、本人に対して契約の解除などの法律行為等

を行うときに誰に対して行うのかについて問題となる場面が生ずる

ことも考えられる。この他にも、部会においては、入院費等の医療費、

介護施設の施設利用料等の請求をする場合も想定することが考えら

れるとの意見があった。これらを踏まえ、本人と法律上の利害関係を20 

有する者が本人に対して自己の法的主張を行うとの観点から利害関

係人を申立権者に加えることを検討することが考えられる。 

(ｳ) 他方で、成年後見制度の見直しが本人の意思を尊重するという観

点からの改正であり、本人の意向に反してでも取引の相手方の利益

のためにこの制度を利用するということを、そもそも今回の改正の25 

中で入れるということが適切かなどの観点から利害関係人を申立権

者に加えることは適当ではないとの考え方がある。この立場からは、

取引の相手方の利益については訴訟提起がされれば特別代理人の制

度により対応できることもあるとの意見や、取引の相手方を申立権

者に含めた場合において取引の相手方の利益のために本人に報酬や30 

費用の負担を課すことが相当かとの意見があった。 

エ （注１）の記載については、前記(2)イと同じである。 

オ また、（注２）では、任意後見人の監督を開始する裁判手続の申立権

者について、本人が任意後見契約をする際に公正証書によって申立権

者と指定した者を申立権者とする規律を設けることを検討する旨を記35 

載している。 
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これは、本人の状態をよく知っている者を申立権者とすることが相

当であるとの考え方をとるとしても、その範囲を明確に規定すること

の難しさもある。例えば、同居して生活している者などが本人のことを

よく知っているとも考えられるものの、同居して生活している者の関

係が多様なものとなっていることを踏まえることも考えられる。 5 

また、任意後見制度の論点において、任意後見契約をする際に、公正

証書によって、任意後見人の事務の監督を開始する裁判手続の申立権

者を指定することができる規律を設けることとした場合には、当該指

定された者は、一般的には本人の状況を一定程度把握することができ

る関係にある者であると思われる。その上で、本人に任意後見契約では10 

設定することができない保護者の同意を要する旨の審判による保護な

ど法定後見による保護が必要となった場合に、当該指定された者は、本

人のそのような状況を把握しつつも、法定後見の申立権はないとする

と、任意後見受任者などに申立てを促すなどすることとなる。 

これらを踏まえ、任意後見制度における検討に併せて、法定後見制度15 

においても同様の検討をすることが考えられる。 

 

（現行法の規律） 

 (1) 本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保

佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官は、精神上の障害によ20 

り事理弁識能力を欠く常況にある者について、後見開始の審判を請求す

ることができるとされている（民法第７条）。 

 (2) また、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人は、任意後見契

約が登記されている場合の本人について、後見、保佐又は補助を開始する

ことが本人の利益のため特に必要と認められるときは、後見開始、保佐開25 

始又は補助開始の審判を請求することができるとされている（任意後見

契約法第１０条第２項）。 

 (3) さらに、市町村長は、「６５歳以上の者」、「知的障害者」及び「精神障

害者（統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障

害その他の精神疾患を有する者）」につき、その福祉を図るために特に必30 

要があると認めるときは、後見開始の審判の請求をすることができると

されている（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第３２条、知的障

害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第２８条、精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第５１条の１１の２）。 

 (4) 保佐開始の審判及び補助開始の審判についても、後見開始の審判と同35 

様の者が請求することができるとされている（民法第１１条、第１５条、
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任意後見契約法第１０条第２項、老人福祉法第３２条、知的障害者福祉法

第２８条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５１条の１１

の２）。 

 

 法定後見の規律に係る取消権者及び追認 5 

第１の１(1)において、いずれの案をとる場合であっても、次の【甲案】

から【丙案】までのいずれかの案によるものとする。 

【甲案】 

（第１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても） 

(1) 取消権者 10 

現行法の規律（法定後見の規律によって取り消すことができる行為は、

本人（他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該

他の制限行為能力者を含む。）又はその代理人、承継人若しくは同意をす

ることができる者を取消権者とする規律）を維持するものとする。 

(2) 追認 15 

現行法の規律（取消権者を追認権者とする規律）を維持するものとする。 

【乙１案】 

（第１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても） 

(1) 取消権者 

法定後見の規律によって取り消すことができる行為は、本人又はその20 

代理人、承継人若しくは取消権を付与する旨の審判を受けた保護者に限

り、取り消すことができるものとする。 

（注）取消権を付与する旨の審判を受けた保護者が取り消すことができる旨の

規律に代えて（又は加えて）、本人の有する取消権の行使について代理権を

付与する旨の審判を受けた保護者が取り消すことができる旨の規律を設け25 

るとの考え方がある。 

(2) 追認 

現行法の規律（取消権者を追認権者とする規律）を維持するものとする。 

【乙２案】 

（第１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても） 30 

(1) 取消権者 

法定後見の規律によって取り消すことができる行為は、本人又はその

代理人（法定後見の保護者を除く。）、承継人、同意をすることができる者

若しくは取消権を付与する旨の審判を受けた保護者に限り、取り消すこ

とができるものとする。 35 

（注）取消権を付与する旨の審判を受けた保護者が取り消すことができる旨の
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規律に代えて（又は加えて）、本人の有する取消権の行使について代理権を

付与する旨の審判を受けた保護者が取り消すことができる旨の規律を設け

るとの考え方がある。 

(2) 追認 

現行法の規律（取消権者を追認権者とする規律）を維持するものとする。 5 

【丙案】 

（第１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても） 

(1) 取消権者 

法定後見の規律によって取り消すことができる行為は、本人又はその

代理人（法定後見の保護者を除く。）若しくは承継人に限り、取り消すこ10 

とができるものとする。〔事理弁識能力を欠く常況にある者についての保

護の仕組みを設ける場合には〕本人が事理弁識能力を欠く常況にあると

きは、家庭裁判所は、保護者に取消権を付与する旨の審判をすることがで

き、当該審判を受けた保護者は、当該行為を取り消すことができるものと

する。 15 

(2) 追認 

取り消すことができる行為は、取消権者及び同意をすることができる

者が追認したときは、以後、取り消すことができないものとする。 

（注）追認に係る現行法の規律（取消権者を追認権者とする規律）を維持するも

のとするとの考え方がある。 20 

（後注）【甲案】、【乙１案】、【乙２案】及び【丙案】のいずれの案をとる場合であ

っても、保護者の義務の規律に関して、保護者が取消権を行使する場合には

本人の意思を尊重する義務があることを明確にするとの考え方があること

については、保護者の職務及び義務の項を参照。 

 25 

（説明） 

 提案の概要 

この提案は、本人以外の第三者による取消権の行使が本人の自己決定権

への介入の度合いが大きいとの指摘等を踏まえ、取消権者の範囲に関する

規律を提案するものである。 30 

なお、以下の各項目においては、第１の１(1)の法定後見制度の枠組みに

おける考え方（現行法の三類型を維持する【甲案】、一類型に改める【乙１

案】、基本的に【乙１案】の類型をベースとしつつ事理弁識能力を欠く常況

にある者についての保護の仕組みを設けて二類型に改める【乙２案】）との

関係を記載している。 35 

ここの提案における【甲案】は、取消権者について、現行法の規律を維持
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するものであり、取消しの対象となる法律行為について代理権を有する保

護者及び取消しの対象となる法律行為について同意権を有する保護者が取

消権者であるとの規律を維持するものである。また、追認権者についても現

行法の規律を維持するものであり、取消権者が追認権者であるとの規律を

維持するものである。 5 

【乙１案】は、取消権者について、取消しの対象となる法律行為について

代理権を有する保護者は現行法の規律と同様に取消権者であるが、同意権

を有する保護者は基本的には取消権者ではなく、取消権を付与する旨の審

判を受けた場合に取消権者となるとの規律である。そして、追認権者につい

て、取消権者が追認権者であるとの現行法の規律は維持するものである。 10 

【乙２案】は、取消権者について、取消しの対象となる法律行為について

代理権を有する保護者は基本的には取消権者ではなく、取消権を付与する

旨の審判を受けた場合に取消権者となるとの規律であり、同意権を有する

保護者が取消権者であることについては現行法の規律を維持するものであ

る。そして、追認権者について、取消権者が追認権者であるとの規律を維持15 

するものである。 

【丙案】は、取消権者について、法定後見制度の保護者は基本的には取消

権者でなく、本人が取消権を行使することを基本とする規律である。なお、

本人から代理権行使の委任を受けた任意代理人が代理権を行使することは

考えられる。そして、本人が事理弁識能力を欠く常況にあるときは、家庭裁20 

判所は、保護者に取消権を付与することができるとの規律である。追認権者

について、取消権者のほか、同意権を有する保護者を追認権者とするもので

ある。 

 

 取消権者に関する見直し 25 

 現行法の規律及び見直しの検討の必要性 

ア 現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 

イ 本人のした法律行為について、本人が自ら取消権を行使することは、

本人の自己決定の尊重の観点から問題は生ずるものではないと考えら

れる。他方で、特に事理弁識能力を欠く常況にある本人については、本30 

人のみを取消権者とすることでは、本人の保護を十分に図ることは困

難であると考えられる。 

 【甲案】 

【甲案】は、法定後見制度によって取り消すことができる行為の取消権

者について、現行法の規律を概ね維持することを提案するものである。す35 

なわち、取消しの対象となる法律行為について代理権を有する保護者及



 

 

- 41 - 

び取消しの対象となる法律行為について同意権を有する保護者が取消権

者であるとの規律を維持するものである。また、追認権者についても現行

法の規律を維持するものであり、取消権者が追認権者であるとの規律を

維持するものである。 

 【乙１案】 5 

ア 【乙１案】は、法定後見制度によって取り消すことができる行為は、

本人又はその代理人、承継人若しくは家庭裁判所から取消権を付与す

る旨の審判を受けた保護者に限り、取り消すことができるとすること

を提案するものである。 

イ 【乙１案】は、本人の意思を尊重する観点から、同意権を有する者と10 

取消権を有する者とを分離した上で、取消権者について、取消しの対象

となる法律行為について代理権を有する保護者は現行法の規律と同様

に取消権者であるが、保護者の同意を要する旨の審判がされた際の保

護者が当然に取消権者となるものではなく、別途取消権を付与する旨

の審判を受けた保護者は取消権を行使することができるものとする案15 

である。 

また、取消権を付与する旨の審判をするに際して本人の請求又は同

意を要件とすることによって、取消権の付与に係る選択について本人

の意思に委ねることができ、本人の意思を考慮することができるよう

になる仕組みであると考えられる。 20 

そして、追認権者について、取消権者が追認権者であるとの現行法の

規律は維持するものである。 

ウ 【乙１案】の（注）は、保護者が当然に取消権者となるものではない

点では、【乙１案】の本文と同様であるが、取消権を付与する旨の審判

ではなく、本人の取消権の行使について代理権の付与の審判を受けた25 

保護者が取り消すことができるものとするものである。代理権を付与

する旨の審判をする際に本人の意思を確認することが可能であること

や代理権の濫用に関する既存の法理を用いることによって本人の自己

決定権を保護することを試みるものであると考えられる。 

本文の規律のように保護者に固有の権限として取消権を付与して保30 

護者が固有の権限として取消権を行使するのか、（注）の規律のように

本人の有する取消権の行使について代理権を付与して保護者が代理し

て行使するのかによって、例えば、次のような違いがあると考えられる。

すなわち、保護者がその権限行使について権限を濫用した場合には、本

人の取消権を代理行使する構成であれば民法第１０７条を直接適用す35 

ることができるが、保護者の固有の権限として取消権を行使する構成
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であれば直接規律する規定はない。もっとも、保護者の固有の権限とし

て取消権を行使する構成についても、具体的な事情によっては、民法の

一般原則（例えば権利濫用の法理（民法第１条第３項））を用いること

によって保護者が取消権を行使した旨の相手方からの主張が制限され

るケースがあるとも考えられ、そのように考えると結論としては大き5 

く異ならない可能性もあると思われる。 

 【乙２案】 

【乙２案】は、取消権者について、取消しの対象となる法律行為につい

て代理権を有する保護者は基本的には取消権者ではなく、取消権を付与

する旨の審判を受けた場合に取消権者となるとの規律であり、同意権を10 

有する保護者が取消権者であることについては現行法の規律を維持する

ものである。 

そして、追認権者について、取消権者が追認権者であるとの規律を維持

するものである。 

 【丙案】 15 

ア 【丙案】は、法定後見制度によって取り消すことができる行為は、本

人又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができるもの

とすることを提案するものである。 

イ 【丙案】は、本人の意思決定を尊重する観点から、本人のみを取消権

者とし、保護者（同意をすることができる者を含む。）を基本的には取20 

消権者としないものとするものである。 

他方で、部会においては、準禁治産の制度では、本人のみが取消権を

有し、保佐人には同意権のみが認められていたが、保佐の実効性につい

て疑問が投じられたため、現行法の保佐の制度では、保佐人にも取消権

を認める制度となったこととの整合性に留意すべきであるという意見25 

があった。 

また、部会においては、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者であ

る場合には、本人が取消権を行使することや第三者に委任することを

期待するのは難しく、取り消し得る法律行為であるとしても実際に取

り消すことは困難であるので、保護者に取消権を付与する旨の審判を30 

することができる規律と組み合わせる必要がある旨の意見が出された。 

この意見を踏まえ、本人が事理弁識能力を欠く常況にあるときは、取

消権を付与する旨の審判をすることができることとし、当該審判を受

けた保護者は当該行為を取り消すことができることを明記した。なお、

第１の１(1)において【乙１案】をとる場合には、法定後見制度に係る35 

審判において本人が事理弁識能力を欠く常況にある者であるとの認定、
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判断がされないことから、このような規律を設けることは困難であり、

本人が事理弁識能力を欠く常況にある者である場合に限定することな

く、保護者に取消権を付与する旨の審判をすることができる規律とす

ることも検討する必要があると思われる。 

 （後注） 5 

部会において、第三者による取消権の行使が本人の自己決定を不当

に侵害することを防止するために、取消権者の範囲を限定する方策の

ほかに、保護者を取消権者とする場合であっても、その保護者による取

消権の行使の場面において本人の意思に反しないように行使がされる

ようにするとの方策があるとの考え方を背景に、保護者が取消権を行10 

使する場合には本人意思を尊重する義務があることを明らかにする必

要があり、中間試案においてもその関係が分かるようにする必要があ

るとの意見があった。（後注）は、その旨を記載するものである。 

 

（現行法の規律） 15 

民法第１２０条第１項は、行為能力の制限によって取り消すことができる

行為は、制限行為能力者（他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為に

あっては、当該他の制限行為能力者を含む。）又はその代理人、承継人若しく

は同意をすることができる者に限り、取り消すことができるものとしている。 

なお、前記の制限行為能力者とは、未成年者、成年被後見人、被保佐人及び20 

特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない旨の審判を受

けた被補助人をいうとされており、以下、同様の定義として用いる場合があ

る。 

また、「同意をすることができる者」（同意権者）とは、保佐人及び同意権を

有する補助人並びにこれと同様の権限を有することとなる者のことであると25 

解されている。これは、取消権者について「代理人」との文言の規定では、法

定代理権を有しない保佐人及び補助人が含まれ得ないことを考慮して、平成

１１年の民法改正で追加されたものである。 

 

 法定後見の終了 30 

 法定後見の開始の審判又は保護者に権限を付与する旨の（個別の）審判の

取消し 

第１の１(1)において、【甲案】をとる場合には次の(1)によるものとし、

【乙１案】をとる場合には次の(2)によるものとし、【乙２案】をとる場合に

は次の(3)によるものとする。 35 

(1) 第１の１(1)において【甲案】をとる場合 
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現行法の規律を維持するものとする。 

(2) 第１の１(1)において【乙１案】をとる場合 

① 本人の事理弁識能力が回復してその程度が不十分であるとはいえな

くなったときは、家庭裁判所は、請求権者の請求により、〔保護開始の

審判、〕保護者の同意を要する旨の審判及び〔特定の法律行為を取り消5 

すことができる旨の審判並びに〕保護者に代理権を付与する旨の審判

を取り消さなければならないものとする。 

② 家庭裁判所は、必要がなくなったと認める場合には、請求権者の請求

により、保護者の同意を要する旨の審判及び〔特定の法律行為を取り消

すことができる旨の審判並びに〕保護者に代理権を付与する旨の審判10 

を取り消すことができるものとする。 

〔③ 保護者の同意を要する旨の審判及び特定の法律行為を取り消すこと

ができる旨の審判並びに保護者に代理権を付与する旨の審判を全て取

り消す場合には、家庭裁判所は、保護開始の審判を取り消さなければな

らないものとする。〕 15 

（注１）保護開始の審判をするものとする考え方をとる場合に、保護開始の審判

を取り消さなければならないものとするのではなく、保護を終了する旨

（法定後見を終了する旨）の審判をしなければならないものとするとの考

え方がある。 

（注２）本人以外の者の請求により、〔保護開始の審判を取り消す旨の審判又は〕20 

保護者の同意を要する旨の審判の取消しの審判〔若しくは特定の法律行為

を取り消すことができる旨の審判の取消しの審判〕若しくは保護者に代理

権を付与する旨の審判の取消しの審判をするには、本人の同意がなければ

ならないものとするとの考え方がある。 

(3) 第１の１(1)において【乙２案】をとる場合 25 

① （第１の１(1)【乙２案】ア①の保護（保護Ａ）を開始する旨の審判

がされている場合に）本人の事理弁識能力が回復してその程度が不十

分であるとはいえなくなったときは、家庭裁判所は、請求権者の請求に

より、保護Ａを開始する旨の審判を取り消さなければならないものと

する。 30 

② （第１の１(1)【乙２案】イ①の保護（保護Ｂ）を開始する旨の審判

がされている場合に）本人の事理弁識能力が回復して事理弁識能力を

欠く常況である者であるとはいえなくなったときは、家庭裁判所は、請

求権者の請求により、保護Ｂを開始する旨の審判を取り消さなければ

ならないものとする。 35 

③ 家庭裁判所は、必要がなくなったと認める場合には、請求権者の請求
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により、保護者の同意を要する旨の審判及び保護者に代理権を付与す

る旨の審判並びに民法第１３条第１項に規定する行為以外の行為につ

いて本人がした行為を取り消すことができる旨の審判を取り消すこと

ができるものとする。 

④ 保護者の同意を要する旨の審判及び保護者に代理権を付与する旨の5 

審判を全て取り消す場合には、家庭裁判所は、保護Ａを開始する旨の審

判を取り消さなければならないものとする。 

⑤ 家庭裁判所は、必要がなくなったと認める場合には、請求権者の請求

により、保護Ｂを開始する旨の審判を取り消すことができるものとす

る。 10 

（注１）保護開始の審判を取り消さなければならないものとするのではなく、保

護を終了する旨（法定後見を終了する旨）の審判をしなければならないも

のとするとの考え方がある。 

（注２）本人以外の者の請求により、保護開始の審判を取り消す旨の審判又は保

護者の同意を要する旨の審判の取消しの審判若しくは保護者に代理権を15 

付与する旨の審判の取消しの審判をするには、本人の同意がなければなら

ないものとするとの考え方がある。 

（後注）法定後見の終了の規律等の見直しに伴い、現行法の仕組みよりも法定後見

の保護者がその地位を有しないこととなる場面が増えることに照らし、本人

の取引の相手方の保護について必要な見直しをすることについて、引き続き、20 

検討するものとする。 

 

（説明） 

 提案の概要 

この提案は、いわゆる法定後見の終了の規律について整理するものであ25 

り、基本的には、現行法の規律と同様に事理弁識能力が回復した場合には法

定後見の開始の審判等を取り消さなければならないものとし、また、法定後

見の開始等の審判をする際に当該審判による保護によって本人を保護する

必要性を考慮する場合に、その後、その必要性がなくなったときは当該審判

を取り消すことができるものとする規律を提案するものである。 30 

 

 法定後見開始の審判又は保護者に権限を付与する旨の審判の取消しに関

する規律等 

 現行法の規律 

現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 35 

 基本的な考え方 
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ア 一般論として、法定後見開始の原因が消滅した場合には、当該法定後

見開始の原因により発生させた法定後見の効果を継続させる必要はな

いと考えられる。 

そうすると、まず、本人の事理弁識能力が回復してその程度が不十分

であるとはいえなくなった場合には、法定後見制度の趣旨に鑑みて、法5 

定後見により本人の保護を継続する理由はないと考えられる。 

イ また、法定後見による保護を開始する際に、保護者に代理権を付与す

ることによる保護の必要性、保護者の同意を要することとすることに

よる保護の必要性、保護者に取消権を付与することによる保護の必要

性を要件とする場合には、これらの必要性が失われたときには、保護者10 

に権限を付与する旨の個別の審判により発生させた法定後見の効果を

継続させることは相当でないと考えられる。 

例えば、特定の法律行為を対象とする代理権を保護者に付与する旨

の審判をした場合において、保護者が特定の法律行為に係る事務を全

て終了したときは、保護者に代理権を付与することによる保護の必要15 

性は消滅したものとして、保護者に代理権を付与する旨の審判を取り

消すことが考えられる。また、法定後見を開始した後に、法定後見以外

の方法（例えば任意後見契約の締結等）によって本人を支援する態勢が

調うなどした場合にも、法定後見による保護の必要性が失われたと考

えることがあり得ると考えられる。 20 

ウ また、現行法は、補助開始の審判後に、その目的とされた法律行為の

終了等により、代理権の付与及び同意権の付与の審判の全部が取り消

され、補助人が全ての権限を失った場合には、本人保護の具体的必要性

がないことから、本人の事理弁識能力に変化がないときでも、補助開始

の審判の取消しを認めることとしている。見直し後の法定後見制度に25 

おいて保護開始の審判を設ける場合には、同様の趣旨が妥当するもの

と考えられる。 

 第２の１(1)から(3)まで 

ア 法定後見の開始の審判又は保護者に権限を付与する旨の（個別の）審

判の取消しについて、どのような規律を設けるかは、法定後見制度の枠30 

組み、事理弁識能力の考慮の方法並びに保護開始の審判の方式及び効

果についての規律との整合性をとる必要があることから、第２の１(1)

から(3)まででは、第１の１(1)の【甲案】、【乙１案】及び【乙２案】の

規律に対応する形式で整理をした。 

イ なお、現行法は、本人の事理弁識能力が回復したときは、本人等の請35 

求により、後見等の開始の審判を取り消さなければならないこととし



 

 

- 47 - 

ている。しかし、法定後見の開始の審判の取消しに遡及効がないことを

念頭に、法定後見の開始の審判を取り消す旨の審判をするのではなく、

法定後見を終了する旨の審判をすることとするとの考え方があり、第

２の１(2)及び(3)の各（注１）にその考え方を記載している。 

ウ また、第２の１(2)及び(3)の各（注２）には、本人以外の請求により5 

保護開始の審判又は保護者に権限を付与する旨の審判の取消しの審判

をするために本人の同意を要件とする場合の考え方を記載している。

この考え方は、次のような理解に基づくものである。 

すなわち、現行法では、例えば、補助開始の審判、補助人の同意を要

する旨の審判や補助人に代理権を付与する旨の審判を取り消す旨の審10 

判をする際に、それらの審判をするために本人の請求又は同意は要件

とされていない。また、家庭裁判所は、補助開始の審判の取消しの審判

（民法第１８条第１項又は第３項の規定による場合に限る。）をする場

合には、被補助人の陳述を聴かなければならないものとされている（家

事事件手続法（平成２３年法律第５２号）（以下「家事法」という。）第15 

１３９条第１項第３号）が、補助人の同意を要する旨の審判や補助人に

代理権を付与する旨の審判の取消しの審判をする場合については、陳

述聴取の規定はない。 

法定後見に係る審判の取消しの審判がされると、本人は、法定後見に

係る審判の効果による保護を受けることができなくなることから、本20 

人の意思をより尊重する観点からは、本人の意思を要件に反映するこ

とを検討することも考えられる。このため、本人以外の請求により保護

開始の審判又は保護者に権限を付与する旨の審判の取消しの審判をす

るために本人の同意を要件とするものである。 

もっとも、このような考え方については、次のような指摘があり得る。 25 

まず、本人の事理弁識能力が不十分であることを開始の要件とする

場合に、本人が回復して事理弁識能力が不十分ではなくなったものの、

本人が法定後見制度の利用の継続の意思を有している場面を想定する。

本人の事理弁識能力が不十分であることは、法定後見制度を利用する

ことを正当化する要素である。そのことからすると、本人の事理弁識能30 

力が不十分であるとはいえないようになった場合には、本人が法定後

見制度の利用の継続の意思を有しているとしても、法定後見に係る審

判の取消しの審判をするべきであるように考えられる。 

次に、（現実にそのような場面がどの程度生ずるかは不明であるが）

本人の事理弁識能力が不十分である状況に変化はないが、法定後見に35 

よる保護の必要性がなくなったものの、本人が法定後見制度の利用の
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継続の意思を有している場面を想定する。保護者の同意を要する旨の

審判による保護の仕組みは、本人が同意を得ずにした法律行為の効果

を本人等の判断によって事後的に否定することを可能とする点で法律

行為の相手方に負担を生じさせる可能性を有するものであり、また、保

護者に代理権を付与する旨の審判による保護の仕組みは、任意代理に5 

おいて委任者が行う受任者の監督を裁判所等の社会的資源によって代

替させるものである。そのことを踏まえると、客観的に保護の必要性が

あるとはいえない場合には、本人が法定後見制度の利用の継続の意思

を有しているとしても、法定後見制度を継続させることについては謙

抑的であるべきであるように思われ、法定後見に係る審判の取消しの10 

審判をするべきであるように考えられる。 

このように、本人以外の請求により法定後見に係る審判の取消しを

する場合には、本人の同意を要件とすることについては、これらの観点

を踏まえて慎重に検討することが必要であるように思われることから、

本文では、本人の同意を要件とすることとはしておらず、第２の１(2)15 

及び(3)の各（注２）にその考え方を記載している。 

エ 部会においては、法定後見に係る審判の取消しの審判の申立権者に

ついても議論があった。 

現行法は、後見開始の審判については、本人、配偶者、４親等内の親

族、後見人、後見監督人及び検察官が、保佐開始の審判や保佐人の同意20 

を要する行為の定めの審判等については、本人、配偶者、４親等内の親

族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人及び検察官

が、補助開始の審判や補助人の同意を要する旨の審判等については、本

人、配偶者、４親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助

人、補助監督人及び検察官が、それぞれ、取消しの審判の申立権者とさ25 

れている（民法第１０条、第１４条、第８７６条の４第３項、第１８条

及び第８７６条の９第２項において準用する第８７６条の４第３項）。 

見直し後の制度においても、法定後見に係る審判の取消しの審判の

申立権者については、基本的には、現行法と同様に、法定後見開始の審

判の申立権者に対応させることが適切であると考えられる。 30 

なお、部会においては、法定後見制度と任意後見制度の併存を認める

ことを前提として、任意後見人及び任意後見監督人を取消しの審判の

申立権者に加える可能性を指摘する意見があった。 

さらに、市町村長を取消しの審判の申立権者とすることを支持する

意見があった。もっとも、現行法においては、法定後見の開始の場面と35 

は異なり、法定後見が開始した後は、保護者が存在していてその保護者
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に申立権が付与されていることを考慮すると、市町村長に補完的に申

立権を規定することは相当でないと考えられていることも踏まえて検

討する必要があると考えられる。 

 本人の取引の相手方の保護について 

ア 現行法においては、事理弁識能力が回復した場合を除き、後見の制度5 

及び保佐の制度は終了しない。しかし、法定後見について必要がなくな

ったと認めるときに終了することができる旨の規律を新たに設けた場

合には、現行法の仕組みよりも法定後見の保護者がその地位を有しな

い場面が増える可能性がある。保護者が特定の法律行為をした時期が

法定後見の終了の先後のいずれであるかによって、保護者の法律行為10 

に関する権限の有無が異なることは現行法においても同様であるが、

保護者の権限の有無が問題となる場面が増えるとも考えられる。 

イ 取引の相手方においては、法定後見の終了を把握することができな

いとすれば、保護者による特定の法律行為の有効性について予測が困

難な事態が生じ得る。このため、法定後見について終了の規律を新たに15 

設ける場合には、本人の取引の相手方の保護について必要な見直しを

検討することが考えられ、その旨を（後注）に記載している。 

ウ また、部会においては、事理弁識能力が回復しない場合にも法定後見

が終了する場面が増えることから、事理弁識能力が不十分な者との取

引をする機会が増えるとの意見があった。 20 

しかし、現行の法定後見制度においても、法定後見を開始した場合の

本人は意思能力があるときは法律行為をすることができることから、

事実上はともかく、法制度として、前記の見直しをすることによって事

理弁識能力が不十分な者との取引をする機会が増えるとはいえないと

考えられる。 25 

 

 本人が法定後見の終了（取消し）を希望する場合の考え方 

 現行法の規律及び見直しの検討の必要性 

本人が法定後見の終了（取消し）を希望している場合（本人が取消しの

審判の請求をしている又は本人以外の請求について本人の同意がある場30 

合）には、法定後見に係る審判を当然に取り消すものとする（本人が取消

しの請求をし、又は同意があることを（独立した）取消しの審判の要件と

する）かという点が問題となり得る。 

なお、現行法において、補助開始の審判等をする場合には、審判をする

ことについて本人の請求又は同意が要件とされているが、開始の要件で35 

あることを踏まえ、同意は審判の時点で存在していれば足りると理解さ



 

 

- 50 - 

れているものと思われる。そして、補助の制度の利用についての本人の同

意が継続していることは、補助の制度の利用を継続する要件とされてお

らず、本人の同意がなくなったこと、補助の制度の利用をやめたいとの意

思を有していることは、補助開始の審判等の取消事由とされていない。 

 見直しの要否等 5 

ア 見直し後の制度において、本人が法定後見制度の利用に同意してい

ることを法定後見による保護の開始を正当化するために必要な独立の

要件であると解し、それが継続している必要があると理解する（継続要

件と理解する）のであれば、それが失われたことによって、法定後見に

よる保護を正当化する根拠が失われ、法定後見に係る審判の取消しの10 

審判をする事由となると考えることがあり得るようにも思われる。し

かし、部会においては、法定後見の開始時に判断する本人の同意等につ

いて、法定後見を継続するのに必要な要件であるとする意見は見られ

なかった。 

イ 法定後見の開始時に判断する本人の同意等を継続要件と理解しない15 

としても、本人の自己決定をより尊重するという観点から、本人が法定

後見制度の利用について法的に有効な意思を表明することができる場

合に、本人がその利用をやめたいとの意思を積極的に表明したとき（本

人のその意思は、本人が取消しの審判の申立てをすることによって現

れるものと思われる。）に当然に法定後見に係る審判の取消しの審判を20 

するものとするとの考え方もあり得るようにも思われる。 

もっとも、本人が法定後見の利用を積極的にやめたいとの意思を表

示する場合には、通常、保護者の同意を要する旨の審判によって保護を

受けることや、保護者に代理権を付与する旨の審判によって保護を受

けること（さらには、自身に代わって保護者を家庭裁判所が監督するこ25 

と）の必要がなくなった事情があるように考えられ、それらの事情から、

法定後見による保護の必要性が失われたことを認定することができる

と考えられる。 

そうすると、本人が法定後見の利用をやめたいとの意思を表明して

いることを独立した終了事由とする必要まではないようにも思われる。 30 

ウ なお、事案としては、保護の必要性が（客観的に）失われていないの

に、本人が法定後見の利用をやめたいとの意思を積極的に表明するケ

ースも考え得るが、部会においては、本人の意向のみを理由として法定

後見を終了することには慎重な意見があった。 

エ 以上を踏まえ、中間試案においては、本人が法定後見の利用をやめた35 

いとの意思を積極的に表明していることを取消しの要件とする提案を



 

 

- 51 - 

していない。 

 

（現行法の規律） 

  現行法は、本人の事理弁識能力が回復したときは、本人等の請求により、

後見等の開始の審判を取り消さなければならないこととしている（民法第5 

１０条、第１４条第１項及び第１８条第１項）。 

  また、保佐人の同意を要する行為の定めの審判（民法第１３条第２項の審

判）、保佐人に代理権を付与する旨の審判（同法第８７６条の４第１項の審

判）、補助人の同意を要する旨の審判（同法第１７条第１項の審判）及び補

助人に代理権を付与する旨の審判（同法第８７６条の９第１項の審判）は、10 

本人の事理弁識能力が回復しない場合でも具体的な保護の必要性が失われ

たことを取消しの要件として、審判の全部又は一部を取り消すことができ

ることとされている（同法第１４条第２項、第８７６条の４第３項、第１８

条第２項及び第８７６条の９第２項において準用する第８７６条の４第３

項）。 15 

  そして、補助人の同意を要する旨の審判及び補助人に代理権を付与する

旨の審判を全て取り消す場合には、補助開始の審判を取り消さなければな

らない（民法第１８条第３項）。 

 

 法定後見に係る期間 20 

第１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても、次の【甲案】、【乙

１案】又は【乙２案】のいずれかの案によるものとする。 

【甲案】 

（第１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても） 

現行法の規律を維持する（法定後見に係る期間は設けない）ものとする。 25 

【乙１案】 

（第１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても） 

① 家庭裁判所は、次の審判をする場合には次の期間を定めなければな

らないものとする。 

ａ 保護者に代理権を付与する旨の審判 保護者が代理権を有する期30 

間 

ｂ 保護者の同意を要する旨の審判 保護者の同意を要する期間 

ｃ 本人のする法律行為を取り消すことができる旨の審判 取り消す

ことができる法律行為の期間 

ｄ 保護者を選任する審判 その任期 35 

② 保護者は、①ａからｄまでの期間が満了する前の一定期間の間に、①
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ａからｄまでの期間の更新の要否について、家庭裁判所に報告をしな

ければならないものとする。 

③ 保護者及び①ａからｄまでの審判の請求権者は、①ａからｄまでの

期間が満了する前の一定期間の間に、①ａからｄまでの期間の更新を

求める旨の申立てをすることができるものとする。 5 

（注１）期間を定めることを必要的とせずに、家庭裁判所の裁量によって定める

ことができるものとするとの考え方がある。 

（注２）期間については、家庭裁判所の裁量に委ねる考え方、上限を法定した上

でその範囲で家庭裁判所の裁量に委ねる考え方がある。 

（注３）期間満了する前の一定期間の間に、②の報告がないときは、家庭裁判所10 

が職権で①ａからｄまでの期間を伸長することができるものとするとの

考え方がある。 

（後注）この考え方は、②の報告をしないことが保護者の解任事由となり得る

（現行民法第８４６条の「その他後見の任務に適しない事由があるとき」

に該当し得る）ものであることを前提としている。 15 

【乙２案】 

（第１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても） 

① 保護者は、法定後見の開始から法定された期間（〔 〕年）経過後〔 〕

月内に、家庭裁判所に対し、法定後見の要件の存在に関する報告をしな

ければならないものとする。 20 

② 家庭裁判所は、①の報告又は①の報告がなく職権で調査した結果に

より、法定後見の要件が存在していると認めることができない場合に

は、申立てにより又は職権で、保護を開始する審判を取り消す〔終了す

る〕旨の審判又は保護者に代理権を付与する旨の審判若しくは保護者

の同意を要する旨の審判を取り消す旨の審判をするものとする。 25 

（後注）この考え方は、①の報告をしないことが保護者の解任事由となり得る

（現行民法第８４６条の「その他後見の任務に適しない事由があるとき」

に該当し得る）ものであることを前提としている。 

 

（説明） 30 

 提案の概要 

この提案は、法定後見を開始した後、法定後見を終了する事由がある（現

行法では事理弁識能力の回復、法定後見による保護の必要性の消滅がある）

にもかかわらず、法定後見が継続していることがあり、法定後見を開始する

旨の審判後の本人の状況の変化を定期的に確認することが必要であるとの35 

指摘を踏まえて、見直しの要否に関する提案をするものである。 
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【甲案】は、現行法の規律を維持し、定期的な見直しをすることを目的と

して何らかの期間を法定することはせず、運用によって対応しようとする

案である。 

【乙１案】及び【乙２案】は、定期的な見直しをすることを制度的に担保

するために何らかの期間を法定するという点では同じである。 5 

その上で、【乙１案】は、家庭裁判所が法定後見に係る審判をする際には

全件でその審判の効力を認めるのが適当な期間を定めることとし、その期

間が満了すると審判によって生じた効力（付与された代理権や同意を要す

る旨の定めの効力、保護者としての地位）が消滅するとの規律を設けるもの

である。また、そのような実体法上の効力があることを前提に、保護者に対10 

し、期間満了前の一定の時期までに、法定後見に係る期間の更新の要否につ

いて家庭裁判所に報告をさせる義務を課し、さらに、法定後見の申立権者か

ら再度の申立て（更新の申立て）をすることができるものとしている。さら

に、保護者からの報告がない場合に、家庭裁判所が職権で期間を伸長するこ

とができるものとする考え方もあることを（注３）において提示している。 15 

【乙２案】は、保護者に法定された一定期間ごとに家庭裁判所に本人の事

理弁識能力の程度や法定後見の必要性の有無について報告させる義務を課

し、その報告内容などを踏まえて、申立て又は職権により、家庭裁判所が法

定後見を終了する旨の審判をすることができる旨の規律を設けるものであ

る。 20 

すなわち、【乙１案】では保護者等が更新の申立てをして家庭裁判所が更

新の審判をしなければ法定後見は終了するが、【乙２案】では保護者による

報告等を踏まえて家庭裁判所が取消しの審判をしなければ法定後見は継続

することとなる。 

なお、【乙１案】及び【乙２案】のいずれも、保護者に一定の時期に家庭25 

裁判所への報告義務を課しており、保護者がこの報告義務に違反したとき

は、解任事由に該当し得るものとして、家庭裁判所は当該保護者を解任する

ことができる規律とすることを（後注）において、併せて提示している。 

 

 現行法の規律及び見直しの検討の必要性 30 

 現行法の規律 

現行法には、法定後見に関する審判による法的効果（例えば、後見が開

始するという効果や特定の法律行為について代理権が発生するという効

果）について、有効期間を設ける規律はない。 

 見直しの検討の必要性 35 

法定後見を開始する事由が消滅したにもかかわらず法定後見が継続す
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ることは、基本的には望ましくないと考えられる。 

このような考え方に基づき、法定後見の開始の審判後の本人等の状況

の変化による必要性の変動を定期的に確認する機会を制度的に確保する

方法として、法定後見に係る期間を設定することについて検討する必要

があると考えられる。 5 

 

 【甲案】 

【甲案】は、法定後見に係る期間を定めないものとすることを提案するも

のである。 

【甲案】は、法定後見に係る期間を設けることの趣旨は、本人の状態や状10 

況の変化を踏まえた見直しがされることなく後見の事務が漫然と継続され

ることを懸念する点にあることを踏まえつつ、期間を法定することによる

様々なあい路、具体的には期間満了によって当然に法定後見が終了するこ

ととした場合に本人の保護に不足が生じるのではないかといった懸念や取

引の相手方が有効期間の管理をする必要が生ずることとなり取引の安全を15 

図るのが困難となるのではないかといった懸念について適切な手当てをす

ることが現実的に難しいとも考えられることを考慮するものである。 

その上で、部会においては、例えば、本人等の請求に基づく取消しに加え、

家庭裁判所の職権による取消しの規定を設けることや、家庭裁判所に対す

る定期報告に際して法定後見による保護の必要性を見直す運用とすること20 

で対応することも考えられるのではないかとの意見があった。 

 

 【乙１案】 

 提案の内容 

ア 【乙１案】は、保護者に権限を付与する旨の審判又は保護者を選任す25 

る旨の審判をするときは、その審判による法的効果の存続期間を定め

るものとし、法定後見又は保護者の権限は、その期間が満了することに

よって終了するものとする規律を提案するものである。 

イ 【乙１案】は、法定後見に係る期間を審判の効果が存続する期間と解

し、期間が満了することによって実体法上、法定後見は終了し、保護者30 

の権限（代理権、同意権又は取消権）も消滅するとの考え方に基づくも

のである。 

ウ もっとも、保護者に権限を付与する旨の審判又は保護者を選任する

旨の審判による法的効果の存続期間を定め、期間が満了することによ

って実体法上、保護者の権限（代理権等）が消滅することとし、かつ、35 

期間の定めを必要的なものとすると、保護の必要性が消滅していない
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場合でも期間の満了のみをもって法定後見が終了してしまうリスクが

ある。また、期間の更新の規律を設けて、保護者等に保護を継続するイ

ニシアチブを与えるとしても、保護者等が適切に対応しない場合もあ

り得るが、その場合には本人に大きな不利益が生ずる。 

このため、保護者に対し、法定後見に係る期間の満了前一定期間に、5 

保護の必要性を踏まえて期間更新の要否について家庭裁判所に報告す

る義務を課している。 

また、保護者及び各審判の請求権者に対し、期間更新の申立権がある

ものとしている。 

なお、この考え方は、保護者が前記報告義務を懈怠したことが保護者10 

の解任事由に該当し得るものであることを前提としており、（後注）に

その旨を記載している。 

エ 【乙１案】による場合に、保護が必要な状況であるにもかかわらず本

人の保護が終了することを避ける観点から、保護者による報告がなか

った場合には、家庭裁判所が職権で期間を伸長することができるとの15 

考え方があり、（注３）に記載している。 

しかし、例えば、家庭裁判所が定期監督と併せて職権で保護の必要性

等に関する資料を収集するなどして、職権で何らかの判断をする仕組

みとすることについては、部会においては、家庭裁判所に係属している

法定後見の監督に係る事件数や定期監督の性質（後見事務の遂行に当20 

たり、不適正、不適切な事務が行われていないかという点を解任に係る

判断をすることができることを背景として審査することを目的とする

ものであるとする理解）を踏まえると、保護者の監督とは別にこのよう

な事務を行うことは困難であるとの意見が出された。 

 期間を定める対象となる審判及び期間の定め方に関する考え方 25 

ア 期間を定める対象となる審判については、法定後見による保護を開

始する際にする全ての審判について法定後見に係る審判を定めること

を必須とするとの考え方がある。 

他方で、法定後見に係る審判の申立ての際に保護者の権限に期間を

定めて申立てがされた場合のみ期間を定めるものとする考え方、保護30 

者に付与する権限の内容や代理権等の対象となる法律行為の内容及び

性質によって期間の定めを必要的なものとするか否かを分けるという

考え方（例えば、代理権の対象となる事項が個別に特定されている場合

は期間の定めを不要とし、保護者に包括的な権限が付与される場合な

ど代理権の対象となる事項が個別に特定されていない場合には、期間35 

の定めを必要的なものとする考え方）等もあり得る。 
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そこで、（注１）では、期間を定めることを必要的とせずに家庭裁判

所の裁量に委ねるとの考え方があることを記載している。 

イ また、期間の定め方に関しては、確定の期間（終期の到来する時期が

定まっているもの）とするか不確定の期間（終期が到来することは確実

であるがその時期が定まっていないもの）とすることも認めるか、期間5 

の上限を法定するか、上限の範囲内で期間を定める場合にはどのよう

な要素を考慮して期間を定めるかという点について、更に検討するこ

とが考えられる。 

そこで、（注２）では、期間を定めるとしても、その長さは家庭裁判

所の裁量に委ねるか、又は上限を法定した上で、その範囲で家庭裁判所10 

の裁量に委ねるものとする考え方があることを記載している。 

 

 【乙２案】 

 提案の内容 

ア 【乙２案】は、保護者に対し、法定された一定期間ごとに家庭裁判所15 

に本人の事理弁識能力の程度や法定後見の必要性の有無について報告

させる義務を課し、その報告内容などを踏まえて、申立て又は職権によ

り、家庭裁判所が法定後見を終了する旨の審判をすることができる旨

の規律を設けるものである。 

イ 【乙２案】は、法定後見に係る期間の満了のみをもって法定後見の実20 

体法上の効力が意図せず消滅した場合には、本人に不利益が生ずるお

それがあることを懸念するものである。 

また、本人の状態や状況の変化を踏まえた見直しがされることなく

法定後見が漫然と継続されることを防止するために、定期的な見直し

の機会を制度的に担保することが重要であり、必ずしも期間の満了に25 

より法定後見を終了させる必要はないとの考え方に基づくものである。 

ウ なお、現行法においても、後見監督人又は家庭裁判所はいつでも後見

人に対し後見の事務の報告を求めることができるとされており（民法

第８６３条第１項）、基本的には年１回の頻度で後見人が家庭裁判所に

対し定期報告を行っている実情がある。【乙２案】における「報告」の30 

内容としては、現行法の下におけるこのようないわゆる定期報告と同

様のものをもって足りるとする意見や、現行法の定期報告とは別途審

判の必要性の有無に関する報告を行うものとすべきであるとの意見が

あり、どのような内容を保護者の義務の対象となる「報告」とすべきか

は、引き続き検討を要する。 35 

エ 他方で、【乙２案】では、法定後見による保護の必要性が失われた場
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合であっても、保護者が法定された報告をせず、また適切に取消しの請

求をしない場合には、法定後見は終了しないこととなる。なお、本人も

取消しの請求権者であるが、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者

である場合などは、本人による手続によって終了することは期待し難

い。そのため、終了させるべき法定後見を終了させるという観点からは5 

実効性が乏しいとも考えられる。 

そこで、【乙２案】では、家庭裁判所が期間満了時における本人の状

況を、保護者からの報告によって得られた資料をベースにした上で必

要に応じて職権で調査し、当該状況に応じて法定後見の継続の要否を

判断し、必要がなくなったと認めるときは、申立てにより又は職権で開10 

始の審判の取消しの審判等をするものとしている。 

 期間の定め方等に関する考え方 

【乙２案】は、基本的には、当初の法定後見に係る審判がされた時から

何年などと期間を法定しておく考え方を前提としている。 

 15 

 保護者に関する検討事項 

 保護者の選任 

第１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても、次の案によるも

のとする。 

現行法の規律を基本的に維持するものとしつつ、保護者の選任における20 

考慮要素のうち本人の意見を重視すべきであることを明確にするために、

例えば、「本人の意見」を考慮要素の冒頭に規定する考え方について、引き

続き、検討するものとする。 

 

（説明） 25 

 提案の概要 

この提案は、保護者の選任の規律について提案するものである。 

基本的には、現行法の規律を維持するものとしつつ、保護者の選任におい

ても本人の意見を重視すべきであることを明確にする観点から、「本人の意

見」を考慮要素の冒頭に規定する考え方について、引き続き検討するものと30 

している。 

 

 現行法の規律を基本的に維持しつつも本人の意見を重視すべきことを明

確にすること等 

 保護者の選任における本人の意見の考慮 35 

保護者の選任に関しては、家庭裁判所が常に職権で個々の事案に応じ
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た適任者を選任するものとされている。 

そして、家庭裁判所が成年後見人を選任するに当たり考慮しなければ

ならない事情として、本人の意見が挙げられている（民法第８４３条第４

項。なお、保佐人については同法第８７６条の２第２項において準用する

第８４３条第４項、補助人については第８７６条の７第２項において準5 

用する第８４３条第４項）。 

これは、自己決定の尊重及び法定後見の事務の円滑な運営の確保の観

点から、本人の希望をできる限り尊重すべき旨を明らかにしたものとさ

れている。そして、自己決定の尊重の観点からは、本人が特定の候補者の

選任の希望を明らかにすることができる場合には、できるだけその意向10 

に沿って保護者を選任することが望ましいものの、他方で、本人が選任を

望む候補者が客観的にはその任務に適していないときもあり得ることか

ら、家庭裁判所は、本人の意見に拘束されるわけではないとされている。 

保護者の選任における本人の意見の考慮に関するこのような解釈を前

提にすると、現行法の規律においても、家庭裁判所は、保護者の選任の審15 

判において、本人の希望をできる限り尊重することが求められていると

考えられる。また、家庭裁判所が個々の事案に応じた適任者を選任すると

の点からは、家庭裁判所が保護者を選任するに当たり、本人の意見に拘束

されるとするのは相当ではないと考えられる。 

この点について、部会においては、保護者の選任における考慮要素のう20 

ち本人の意見を重視すべきであることを明確にするために、例えば、「本

人の意見」を考慮要素の冒頭に規定するとの考え方が出された。 

そこで、保護者の選任について、現行法の規律を基本的には維持するも

のとしつつ、保護者の選任における考慮要素のうち本人の意見を重視す

べきであることを明確にするために、例えば、「本人の意見」を考慮要素25 

の冒頭に規定する考え方について、引き続き、検討するものとすることを

提案している。 

 保護者の選任の審判に対する不服申立て 

保護者の選任の審判に対しては、不服を申し立てることができないと

されている。 30 

この点について、保護者の選任の審判に対して不服申立てを認めるこ

ととした場合には、本人について法定後見による保護の必要性が高く、法

定後見の開始自体については争いがないにもかかわらず、保護者の選任

の審判について不服申立てがされることにより、本人にとって保護者に

よる保護が適時に受けることができない場合も生じ得ると考えられる。 35 

そのため、保護者の選任の審判に対する不服申立てをすることができ
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ないとの現行法の規律を維持することが考えられる。 

そこで、中間試案では、保護者の選任の審判に対して不服申立てをする

ことができるとの規律を設ける旨の提案をしていない。 

 

 保護者の解任（交代）等 5 

第１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても、次の【甲１案】、

【甲２案】、【乙１案】又は【乙２案】のいずれかの案によるものとする。 

【甲１案】 

（第１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても） 

(1) 解任事由 10 

現行法の規律を維持する（保護者に不正な行為、著しい不行跡その他の

保護の任務に適しない事由があるときとの規律を維持し、新たに解任事

由に関する規律を設けない）ものとする。 

（注）現行法の解任事由の文言については、引き続き、検討するものとする。 

(2) 欠格事由 15 

現行法の規律（家庭裁判所で免ぜられた保護者であることを欠格事由

とする規律）を維持するものとする。 

【甲２案】 

（第１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても） 

(1) 解任事由 20 

現行法の規律を維持する（保護者に不正な行為、著しい不行跡その他の

保護の任務に適しない事由があるときとの規律を維持し、新たに解任事

由に関する規律を設けない）ものとする。 

（注）現行法の解任事由の文言については、引き続き、検討するものとする。 

(2) 欠格事由 25 

現行法の解任事由のうち、保護者が「不正な行為」及び「著しい不行跡」

によって解任されたことは欠格事由とするものとし、「その他の保護の任

務に適しない事由があるとき」によって解任されたことは欠格事由とし

ないものとする。 

（注）法定後見の保護者については、欠格事由の規律を削除するものとするとの30 

考え方がある。 

【乙１案】 

（第１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても） 

(1) 解任事由 

① 解任事由に関して、本人の利益のために特に必要がある場合を念頭35 

において、新たに解任事由の規律を設けるものとする。 
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② 新たに設ける解任事由による解任の手続は、請求権者による請求又

は職権により、行うものとする。 

（注１）請求権者については、現行法と同様のものとする考え方と、狭くする考

え方がある。 

（注２）現行法の解任事由の文言については、引き続き、検討するものとする。 5 

(2) 欠格事由 

保護者が現行法の解任事由によって解任されたことを欠格事由とする

規律は維持するものとし、新たに設ける解任事由によって解任されたこ

とを欠格事由としないものとする。 

【乙２案】 10 

（第１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても） 

(1) 解任事由 

① 解任事由に関して、本人の利益のために特に必要がある場合を念頭

において、新たに解任事由に関する規律を設けるものとする。 

② 新たに設ける解任事由による解任の手続は、請求権者による請求又15 

は職権により、行うものとする。 

（注１）請求権者については、現行法と同様のものとする考え方と、狭くする考

え方がある。 

（注２）現行法の解任事由の文言については、引き続き、検討するものとする。 

(2) 欠格事由 20 

現行法の解任事由のうち、保護者が「不正な行為」及び「著しい不行跡」

によって解任されたことは欠格事由とするものとし、「その他の保護の任

務に適しない事由があるとき」及び新たに設ける解任事由によって解任

されたことを欠格事由としないものとする。 

（注）法定後見の保護者については、欠格事由の規律を削除するものとするとの25 

考え方がある。 

 

（説明） 

 提案の概要 

この提案は、現行法の制度において本人の状況に応じて保護者の交代を30 

することができず、本人がその状況に応じた適切な保護を受けることがで

きていない等の指摘を踏まえ、保護者の解任事由の見直しの要否について

提案するとともに、欠格事由の見直しの要否について提案するものである。 

【甲１案】及び【甲２案】は、いずれも、保護者の解任事由について、現

行法の規律を維持するものであり、新たな解任事由は設けないものである。35 

その上で、【甲１案】は欠格事由についても現行法の規律を維持することを
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提案しているが、【甲２案】は現行法の解任事由のうち、保護者が「不正な

行為」及び「著しい不行跡」によって解任されたことは欠格事由とする規律

を維持し、「その他の任務に適しない事由があるとき」によって解任された

ことは欠格事由としないことを提案するものである。 

【乙１案】及び【乙２案】は、いずれも、保護者の解任事由について、本5 

人の利益のために特に必要がある場合を念頭において新たな解任事由の規

律を設けるものとするものである。その上で、【乙１案】は欠格事由につい

て現行法の解任事由によって解任されたことを欠格事由とする規律は維持

しつつ、新たに設ける解任事由によって解任されたことを欠格事由としな

いことを提案するものである。【乙２案】は現行法の解任事由のうち、保護10 

者が「不正な行為」及び「著しい不行跡」によって解任されたことは欠格事

由とする規律を維持し、「その他の任務に適しない事由があるとき」によっ

て解任されたことは欠格事由としないこと並びに新たに設ける解任事由に

よって解任されたことを欠格事由としないことを提案するものである。 

 15 

 現行法の規律及び見直しの検討の必要性 

 成年後見人等の解任、欠格事由等に関する現行法の規律 

現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 

 見直しの検討の必要性（本人がその状況に応じて適切な保護者による

保護を受けることができない具体的事情） 20 

ア 部会においては、本人に対してチームで支援をしている場合におい

て保護者とチーム内の他の関係者との間で円滑な連携がされない場合

や保護者が選任された後に一定の時間が経過しても本人や本人を支援

するチームとの間で適切な関係を構築することができない場合には、

本人にとって適切な支援が行われず本人が適切な保護を受けることが25 

できず、このような事情のみでは現行法の解任事由に該当しないとす

ると、このような場合について保護者の解任についての新たな仕組み

が必要であるとの意見があった。また、本人が保護者との相性が良くな

い等の理由で、本人が心の平穏を保てなくなるような場合には、保護者

を解任することができる仕組みが必要ではないかとの意見もあった。 30 

他にも、本人をチームで支援している場合において、保護者に専門職

が選任されているが、本人の状況の変化等（例えば、専門職の専門性が

必要な事務が終了）により、専門職よりも本人の生活圏内の身近な人

（例えば、市民後見人）の方がより本人にとって適切な保護をすること

ができるときは、専門職の保護者を解任し、代わりに本人の生活圏内の35 

身近な人を保護者に選任する必要があるのではないかとの意見もある
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ように思われる。 

イ また、部会においては、成年後見人等の活動について家庭裁判所に寄

せられる不満として、成年後見人等において、例えば、本人や親族の希

望に沿うように財産を使わない、親族に対して事務や本人の財産の状

況について説明しない、態度が悪い、適切な福祉サービスを検討しない、5 

連絡がつきにくい、本人の面会に来ない等の点があると紹介があった。 

ウ 欠格事由については、前記の理由により解任事由の見直しの検討を

する場合には、それに併せて見直しをすることが考えられるほか、解任

事由の見直しをしない考え方においても、家庭裁判所で解任されたこ

とを欠格事由とする規律に関して解任の理由の中には他の事案におい10 

て成年後見人等に就任することを否定するまでもないものがあるとの

問題提起があったことを踏まえ、見直しの検討をすることが考えられ

る。 

 

 解任事由 15 

 現行法の規律の趣旨等 

明治民法における後見では、禁治産の宣告があったときは後見が開始

するとされており、禁治産者のための後見人は、親権者や配偶者、戸主、

親族会で選任された者など、法律で定める順序により就任するとされて

いた（当時の民法の規定の第９０２条以下）。そして、後見人になること20 

は法律上の強制負担とされており、法律に定める事由がある場合でなけ

ればその任務を辞することが許されておらず、一方、後見人となるべき法

定の順位に該当しても当然その任に就き得ないものとして法律上欠格事

由が定められていた。 

なお、現行法の欠格事由に関して、欠格事由に該当する者は、本人の財25 

産管理等の職務について適任であるとはいえないことや成年後見人等と

しての適格性に問題があることを裁判所により認定されているから、成

年後見人等になることができないこととされている旨の説明がされてい

る。 

このような背景も踏まえると、欠格事由や解任事由は、後見人として職30 

務の遂行を継続することが適切ではない者をその職を解くことによって、

適切な保護者による保護を受けるという本人の利益を確保しようとした

ものと整理することも可能であるように思われる。もっとも、現行法の解

任事由の典型的な事例においては、保護者に何らかの義務違反が認めら

れる行為が想定されているようにも思われる。 35 

そして、本人において保護されるべき利益については、時代によってそ
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の重点に変化が生ずることがあるとも考えられ、その点も考慮して検討

することが考えられる。なお、部会においては、本人において保護される

べき利益は多分に価値判断を含むものであり、それを適切に評価するこ

とは必ずしも容易ではない旨の意見が出された。 

 【甲１案】及び【甲２案】 5 

【甲１案】及び【甲２案】は、保護者の解任事由について、現行法の規

律を維持することを提案するものである。 

この考え方においても、見直しの検討の必要性において指摘されてい

る事案のうち一定のものについては、現行法の規律においても解任事由

に該当すると判断することができるものがあると理解していると考えら10 

れる。この点に関し、部会においては、保護者に関し、財産管理事務にお

ける不正行為がある場合だけでなく、保護者以外の支援者との間でのチ

ームとしての関係構築不全等、身上保護事務に関する保護者の事務遂行

に問題を抱える場合について、現行法の規律においてもその保護者を解

任することができると解されるとの意見が出された。 15 

 【乙１案】及び【乙２案】 

ア 【乙１案】及び【乙２案】は、保護者の解任事由について、本人の利

益のために特に必要がある場合を念頭において新たな解任事由の規律

を設けることを提案するものである。 

この点について、保護者の職を解く規律を設けるときの要件につい20 

て、保護者と本人又はその親族との間に不和が生じた場合や本人の利

益のために特に必要がある場合を念頭に置く考え方がある。 

保護者と本人又はその親族との間に不和が生じた場合を念頭に置く

考え方は、成年後見人等の辞任の要件である「正当な事由」（民法第８

４４条）の一つには本人又はその親族との間に不和が生じた場合が想25 

定されていることを参考にするものである。この考え方は、保護者の職

を解く原因を保護者側に求めるというよりもむしろ本人の利益を中心

に構成しているものと思われる。 

イ この他の考え方もあり得ると思われるが、いずれにしても、現行法の

解任事由がなくとも職を解く要件の検討を進めるに当たっては、その30 

仕組みが安定的に運用されることへの配慮も必要である。 

部会においては、本人の意向を重視することが重要であることを前

提としつつも、本人の意向が時によって変化するものであるとの意見

も出されている。本人の意向という要素のこのような特徴を考慮する

と、本人の意向のみに基づいて保護者の解任と選任とが繰り返される35 

と制度を安定的に運用することは困難であると考えられる。そうする
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と、単に本人が保護者と気が合わないと言っていることや相性が悪い

と言っていることのみをもって保護者の職を解く理由とすることは相

当ではないと考えられる。 

また、本人ではなく、本人の周囲の者から見て本人と保護者との相性

が悪いと感じるということを保護者の職を解く理由とすることについ5 

ては、更に慎重にあるべきであると考えられる。 

これらの主観的な要素のみに基づくのではなく、保護者の側や本人

の側（又はその双方）に存在する事情であって、本人が適切な保護者に

よる保護を受けることができないことを基礎付けるような何らかの客

観的な事情を考慮することが必要となる仕組みとすることが適当であ10 

ると考えられる。 

ウ また、現行法の解任の事由がなくとも保護者の職を解く規律を設け

るニーズがあるとされる場面については、単に現在の保護者に辞めて

もらいたい事由があるという場面と、それに加えて本人や本人をサポ

ートするチームにおいて、その時点の本人の状況に合った適任の後任15 

者を準備することができているという場面とがあると考えられる。 

そして、本人が適切な保護者による保護を受けることをできるよう

にするために交代（解任と選任）をする必要性が指摘されている場面で

は、後任者を速やかに選任することが可能な状況であるかどうかは、本

人の利益を確保するために重要な要素であると考えられ、家庭裁判所20 

が要件を判断するに当たって考慮する要素となるものであると考えら

れる。 

エ また、現行法の解任の事由がなくとも保護者の職を解く規律を設け

る場合において、その仕組みによる解任を保護者の欠格事由としない

ときには、保護者の地位にとどまる利益自体は事実上の利益であり、法25 

的利益ではないと思われる。そうであるとすると、この仕組みによりそ

の職を解く裁判に対しては、職を解かれた保護者は即時抗告をするこ

とができないこととすることもあると考えられ、部会においても同様

の意見が出された。 

 【乙１案】及び【乙２案】をとる場合の手続等 30 

ア 現行法の解任の事由がなくとも保護者の職を解く規律を設ける場合

には、その審判は、現行法の解任の審判を参考にすると申立て又は職権

によってされるものとすることが考えられる。 

もっとも、前記のとおり、本人の状況の変化や本人の権利を擁護する

ための各種の関係者の存在やその関係者と保護者との関係、より適切35 

な後任者の存在など、職を解く環境整備がされている際に保護者の職
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を解くことが新たに設ける制度の趣旨であるとすると、裁判所が一か

ら自らこれらの資料を集めることは困難であると考えられ、通常は、申

立てによってされることとなるように思われる。 

イ そして、申立権者については、現行法の解任の申立てとその範囲を合

わせることや、現行法の成年後見人等が欠けたときの選任の申立てと5 

その範囲を合わせること、法定後見の開始の申立てとその範囲を合わ

せることが考えられる。 

他方で、申立ての多発による混乱が生ずるおそれがあり得ることを

踏まえて、申立人の範囲を現行法の解任の申立てよりも狭くするとの

考え方がある。 10 

ウ 家庭裁判所が審判するに当たって必要な資料については、まずは申

立人により提供されることになる。 

その上で、部会においては、家庭裁判所が審判をするに当たり資料が

不足する場合に、調査嘱託が奏功しないことが想定されるから、家庭裁

判所が選任する者が不足する資料について調査をする仕組みを設ける15 

との意見が出された。もっとも、部会においては中核機関に資料提出を

求める場合を想定した意見が出されたが、その場合に関して現在の仕

組みにおいては市町村に法人格があると考えられるところ、市町村が

家庭裁判所からの調査嘱託に応じないということを想定して規律を設

けることは相当ではないように思われる。そのことを踏まえると、家庭20 

裁判所が市町村に意見を求めることができることを明確にすることが

考えられる。 

 

 欠格事由 

 【甲１案】 25 

【甲１案】は、現行法の規律を維持するものである。 

これは、解任事由に関して現行法の規律を維持する（新たに解任事由に

関する規律を設けない）ものとすることを前提としつつ、欠格事由につい

ても同様に現行法の規律を維持することとするものである。 

 【甲２案】 30 

ア 【甲２案】は、現行法の解任事由のうち、「不正な行為」及び「著し

い不行跡」によって解任された場合には、当該解任された事案以外の他

の法定後見の事案においても、法定後見の保護者として不適任である

といえることから、現行法の規律を維持して欠格事由としつつ、「その

他その任務に適しない事由」については、欠格事由とする必要性や相当35 

性がない等の理由から、欠格事由としないものとする考え方である。 
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イ また、【甲２案】の（注）は、法定後見制度の保護者については、解

任事由を欠格事由としないものとする考え方である。これは、次のよう

な考慮によるものである。 

すなわち、法人後見などを念頭に一人の本人との間で不適任とされ

たことを他の本人との関係でも不適任とするまでもない場面があるよ5 

うにも考えられ、また、期間を問わずに保護者として不適任であるとす

るまでもないとも考えられる。また、現在の法定後見の制度では、全て

の成年後見人等は、裁判所が選任することとされていることから、家庭

裁判所が、保護者を選任する際に現行法の規律において欠格事由とさ

れている事情も踏まえて適任者を選任することによって、解任事由を10 

欠格事由としなくても不適任である者が保護者になることを防ぐこと

は可能であるように思われる。 

他方で、この考え方については、横領などの不正な行為がある場合を

想定して、解任されたことを欠格事由とする現行法の規律を維持すべ

きとの意見もある。 15 

 【乙１案】 

ア 現行法の解任事由が欠格事由の仕組みを踏まえて設けられたもので

あることから、仮に、職を解く仕組みを新たに設けることとする場合に

は、その職を解かれたことと欠格事由との関係を整理する必要がある。 

この点については、新たに設けることとする職を解く仕組みの要件20 

にもよるものの、保護者の財産管理事務に問題がない場合であっても

なお本人の利益を重視してその職を解くという要件とする場合には、

現行法の欠格事由が財産管理において不適任である場合にはおよそ保

護者としての適格を欠くという点を重視しているように解されること

を踏まえると、新たに設ける職を解く仕組みで職を解かれたことは、欠25 

格事由としないものとすることが適当であるように考えられる。 

イ そこで、【乙１案】は、新たに設ける解任事由によって解任されたこ

とを欠格事由としないことを提案するものである。 

 【乙２案】 

ア 【乙２案】は、現行法の解任事由のうち、「不正な行為」及び「著し30 

い不行跡」によって解任された場合には、当該解任された事案以外の他

の法定後見の事案においても、法定後見の保護者として不適任である

といえることから欠格事由としつつ、「その他その任務に適しない事由」

については、欠格事由とする必要性や相当性がない等の理由から欠格

事由としないものとすることを提案する点では、前記(2)アと同じであ35 

る。そして、新たに解任事由を設ける場合には当該解任事由については、
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欠格事由としないことを提案するものである。 

このように【乙２案】は、「その他その任務に適しない事由」及び新

たに設ける解任事由によって解任されたことを欠格事由としないこと

を提案するものである。「その他その任務に適しない事由」は基本的に

は保護者に何らかの義務違反がある場合に係る解任事由であるのに対5 

し、新たに設ける解任事由は本人の利益という観点からの解任事由で

ある点で異なる。もっとも、前記のとおり、これらの解任事由によって

解任された場合には、当該解任された事案以外の他の事案においても、

法定後見の保護者として不適任であるとまでする必要性や相当性がな

いという点では共通する。 10 

イ また、【乙２案】の(2)の（注）は、前記(2)イと同様の理由から、法

定後見制度の保護者については、解任事由を欠格事由としないものと

する考え方を提示するものである。 

 

（現行法の規律） 15 

 (1) 成年後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない

事由があるときは、家庭裁判所は、成年後見監督人、本人若しくはその親

族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができ

ることとされている（民法第８４６条。保佐の制度、補助の制度も同様（同

法第８７６条の２第２項、第８７６条の７第２項））。 20 

   なお、「不正な行為」については、違法な行為又は社会的に非難される

べき行為を意味し、主として後見人が本人の財産を横領することや私的

に流用する（背任）ことなど財産管理に関する不正をいうとされている。

また、「著しい不行跡」が解任事由の例示として挙げられているのは、事

理弁識能力が不十分である本人の保護という後見人の職責の重要性及び25 

権限濫用による被害の重大性に鑑み、直接職務に関係しない行状の問題

であっても、それが著しく不適切である場合には、後見人として適格性を

欠くものと認められると考えられることによるものであるとされる。そ

して、「著しい不行跡」とは、行いが甚だしく悪いことを意味するとされ、

その行状が本人の財産の管理に危険を生じさせるなど、後見人の適格性30 

の欠如を推認させる場合をいうとされている。また、「その他その任務に

適しない事由」としては、財産の管理方法が不適当であることや任務怠慢

などを指すとされている。 

 (2) そして、家庭裁判所から解任された成年後見人等は、成年後見人等とな

ることができないこととされている（解任されたことが成年後見人等の35 

欠格事由とされている。民法第８４７条第２号（保佐の制度、補助の制度
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において同法第８７６条の２第２項、第８７６条の７第２項））。 

 (3) また、成年後見人等は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を

得て辞任することができるとされている（民法第８４４条。保佐の制度、

補助の制度も同様（同法第８７６条の２第２項、第８７６条の７第２

項））。 5 

 (4) さらに、成年後見人等が欠けたときは、家庭裁判所は、本人、その親族

その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人等を選任する

こととされている（民法第８４３条第２項。保佐の制度、補助の制度にお

いて同法第８７６条の２第２項、第８７６条の７第２項）。 

 10 

 保護者の職務及び義務 

(1) 本人の意思の尊重及び身上の配慮 

第１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても、次の案による

ものとする。 

保護者は、その事務を行うに当たって、本人の意思を尊重し、かつ、そ15 

の心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないものとするとの

現行法の規律について、次の点を引き続き、検討するものとする。 

ア 保護者が本人の意思を尊重するに当たっては、〔本人の心身の状態を

考慮した上で、〕本人に対し、その事務の処理の状況その他必要な情報

を提供し、本人の意思を把握するように努めなければならないことを20 

明確にすること。 

イ 保護者がその事務を行うに当たって本人の意思を尊重しなければな

らないことに関して、保護者が取消権を行使するには本人の意思を尊

重しなければならないことを明確にすること。 

（注）「意思」との用語について、これに代わるより適切な表現があれば、例え25 

ば、真意、意向、選好など、その用語の見直しを含めて検討すべきであると

の考え方がある。 

(2) 財産の調査及び目録の作成等 

ア 財産の調査及び目録の作成並びに財産の目録の作成前の権限 

第１の１(1)において、【甲案】をとる場合には次の(ｱ)によるものと30 

し、【乙２案】をとる場合（事理弁識能力を欠く常況にある者について

の保護の仕組みを設ける場合）には次の(ｲ)によるものとし、【乙１案】

をとる場合（事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組

みを設けない場合）には次の(ｳ)によるものとする。 

(ｱ) 第１の１(1)において【甲案】をとる場合 35 

現行法の規律（成年後見人については本人の財産を調査し、その目



 

 

- 69 - 

録を作成しなければならず、財産の目録の作成を終わるまでは急迫

の必要がある行為のみをする権限を有する旨の規律）を維持するも

のとする。 

(ｲ) 第１の１(1)において【乙２案】をとる場合 

第１の１(1)【乙２案】ア①の保護（保護Ａ）の保護者について財5 

産の調査及び目録の作成、財産目録の作成前の権限に関する規律を

設けないものとし、第１の１(1)【乙２案】イ①の保護（保護Ｂ）の

保護者について財産の調査及び目録の作成、財産目録の作成前の権

限に関する規律を設ける（維持する）ものとする。 

(ｳ) 第１の１(1)において【乙１案】をとる場合 10 

成年後見制度における財産の調査及び目録の作成、財産目録の作

成前の権限に関する規律を設けない（削除する）ものとする。 

（注）第１の１(1)において、【甲案】をとる場合の保佐若しくは補助、【乙２

案】をとる場合の保護Ａ又は【乙１案】をとる場合であっても、家庭裁判

所が必要があると認めるときは、保護者に財産の調査及び目録の作成を15 

命ずることができ、当該保護者は財産の目録の作成を終わるまでは急迫

の必要がある行為のみをする権限を有する旨の規律を設けるものとする

との考え方がある。 

イ 成年後見人の本人に対する債権又は債務の申出義務、成年被後見人

が包括財産を取得した場合についての準用及び支出金額の予定 20 

成年後見人の本人に対する債権又は債務の申出義務、成年被後見人

が包括財産を取得した場合についての準用及び支出金額の予定の規律

については、前記アの財産の調査及び目録の作成、財産の目録の作成前

の権限に関する規律と同様とするものとする。 

ウ 財産の管理及び代表 25 

第１の１(1)において、【甲案】をとる場合には次の(ｱ)によるものと

し、【乙２案】をとる場合（事理弁識能力を欠く常況にある者について

の保護の仕組みを設ける場合）及び【乙１案】をとる場合（事理弁識能

力を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設けない場合）には

次の(ｲ)によるものとする。 30 

(ｱ) 第１の１(1)において【甲案】をとる場合 

現行法の規律（成年後見人は、本人の財産を管理し、かつ、その財

産に関する法律行為について本人を代表する旨の規律）を維持する

ものとする。 

(ｲ) 第１の１(1)において【乙１案】又は【乙２案】をとる場合 35 

保護者は、本人の財産を管理し、かつ、財産に関する法律行為につ
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いて本人を代表する旨の規律を設けない（削除する）ものとする。 

(3) 成年後見人による郵便物等の管理 

第１の１(1)において、【甲案】をとる場合には次のアによるものとし、

【乙２案】をとる場合（事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護

の仕組みを設ける場合）には次のイによるものとし、【乙１案】をとる場5 

合（事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設けな

い場合）には次のウによるものとする。 

ア 第１の１(1)において【甲案】をとる場合 

現行法の規律（家庭裁判所は、請求により、成年後見人に限って、そ

の事務を行うに当たって必要があるときに６か月を超えない期間を定10 

めて本人宛ての郵便物を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することが

できる旨の規律）を維持するものとする。 

イ 第１の１(1)において【乙２案】をとる場合 

第１の１(1)【乙２案】ア①の保護（保護Ａ）の保護者について郵便

物等の管理の規律を設けないものとし、第１の１(1)【乙２案】イ①の15 

保護（保護Ｂ）の保護者について郵便物等の管理の規律を設ける（維持

する）ものとする。 

ウ 第１の１(1)において【乙１案】をとる場合 

郵便物等の管理の規律を設けない（削除する）ものとする。 

（注）アからウまでのいずれにおいても、郵便物等の管理の規律を設けるものと20 

するとの考え方がある。 

(4) 成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可、利益相反行為、成

年後見の終了の際の後見の計算等 

第１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても、次の案による

ものとする。 25 

成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可、利益相反行為、成

年後見の終了の際の後見の計算等前記(1)から(3)まで以外の保護者の職

務及び義務の規律（現行民法第４編第５章第３節（後見の事務）及び第４

節（後見の終了）に相当する規律のうち報酬、監督及び本人死亡後の権限

の規律を除いたもの）については、現行法の規律を維持するものとする。 30 

（注１）保護者が本人の財産状況を正確に把握することができるようにするた

めに、保護者は、その事務を行うため必要があるときは、家庭裁判所の許

可を得て、本人の財産の状況を調査することができる旨の規律を設ける

ものとするとの考え方がある。 

（注２）家庭裁判所が保護者に対して本人の治療行為その他の医的侵襲に関す35 

る同意権を付与することができる旨の規律について議論する必要がある



 

 

- 71 - 

との考え方があるところ、保護者に本人の治療行為その他の医的侵襲に

関する同意権を付与することについては慎重に検討する必要があるとの

考え方がある。 

 

（説明） 5 

 提案の概要 

この提案は、保護者の職務及び義務について提案するものである。保護者

の職務及び義務で取り扱う規律は、概ね現行民法第４編第５章第３節（後見

の事務）及び第４節（後見の終了）に相当する規律を念頭においており、整

理の観点からこのうち報酬、監督及び本人死亡後の権限の規律は別途、項目10 

を立てている。 

本人の意思の尊重及び身上の配慮については、本人の意思（法定効果を生

じさせる意思表示の意思とは異なるもので、意向、選好、真意などと表現さ

れるもの）の尊重が更に重要であることや保護者が取消権を行使するには

本人の意思を尊重しなければならないことを明確にするための方策につい15 

て、引き続き検討するものとしている。 

財産の調査及び目録の作成並びに財産の目録の作成前の権限については、

第１の１(1)において、【甲案】をとる場合には現行法の規律を維持し、【乙

１案】をとる場合には現行法の規律を削除し、【乙２案】をとる場合には【乙

２案】の保護のうち保護Ｂの保護者について財産の調査及び目録の作成に20 

関する規律を設けることを提案している。 

成年後見人の本人に対する債権又は債務の申出義務、成年被後見人が包

括財産を取得した場合についての準用及び支出金額の予定については、「財

産の調査及び目録の作成」の規律を前提としていると考えられることを踏

まえ、「財産の調査及び目録の作成」の検討結果と同様の規律とすることを25 

提案している。 

財産の管理及び代表については、第１の１(1)において、【甲案】をとる場

合には、成年後見人に本人の財産について包括的な管理権や代理権がある

旨の現行法の規律を維持するものとし、【乙１案】又は【乙２案】をとる場

合には、法定後見制度の保護者に選任されたことをもって、本人の財産につ30 

いての包括的な管理権や代理権を認めることとはせず、このような規律を

設けないことを提案している。 

成年後見人による郵便物等の管理については、第１の１(1)において、【甲

案】をとる場合には、現行法の規律を維持するものとし、【乙２案】をとる

場合には、保護Ｂの保護者について郵便物等の管理の規律を設けるものと35 

し、【乙１案】をとる場合には郵便物等の管理の規律を設けないものとする
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ことを提案している。 

成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可、利益相反行為、成年

後見の終了の際の後見の計算等前記第３の３(1)から(3)まで以外の保護者

の職務及び義務の規律（現行民法第４編第５章第３節（後見の事務）及び第

４節（後見の終了）に相当する規律のうち報酬、監督及び本人死亡後の権限5 

の規律を除いたもの）については、現行法の規律を維持するものとすること

を提案している。 

 

 本人の意思の尊重及び身上の配慮 

 現行法の規律及び見直しの検討の必要性 10 

ア 現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりであり、成年後見人

は、本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっ

ては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配

慮しなければならないとされている。 

なお、これらの義務を以下「身上配慮義務等」ということがある。 15 

イ 法定後見制度の枠組みの見直しの検討に併せて、身上配慮義務等の

規律を見直す必要があるか整理する必要があると考えられる。 

また、部会においては、現行法の規律に関して、保護者が本人の意向

を確認して本人の意思を前提として職務を行うべきことが保護者の義

務一般の中で埋没してしまう、保護者を含めた関係者の働きかけによ20 

って表明された本人の意向を確認した上で、その意向を尊重する義務

があることを明確にすべきとの意見が出された。 

そこで、これらの点を踏まえ、見直しの検討をする必要があると考え

られる。 

 本文の提案 25 

ア 現行法の身上配慮義務等は、善管注意義務（民法第８６９条において

準用する第６４４条）の内容を敷衍し、明確にし、具体化するものであ

り、成年後見人の行為規範及び事務処理の在り方に関する解釈原理を

理念的に明確にすることにより、身上保護に関する成年後見人の職務

及び機能の実効性を高めていくことに資するものであるとされている。 30 

イ まず、特定の法律行為について保護者に権限を付与する仕組みのみ

を設けるとした場合に身上配慮義務等の規律を見直す必要があるかに

ついて考えると次のとおりであると考えられる。 

すなわち、現行法の規律は、特定の法律行為について代理権等が設定

される補助の制度における補助人においても、成年後見人と同様に身35 

上配慮義務等を負うとされている。 
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そうすると、特定の法律行為について保護者に権限を付与する仕組

みのみを設けるとした場合であっても、保護者にその権限に応じて身

上配慮義務等を課すことについては、基本的に維持することが考えら

れる。なお、保護者が有する権限は事案によって異なるため、本文では、

「その事務を行うに当たって」と記載し、保護者が有する権限に応じた5 

事務との関係で前記の身上配慮義務等が課されることを明らかにして

いる。 

ウ 次に、保護者が本人の意向を確認する義務に関して検討すると次の

とおりであると考えられる。 

すなわち、本人の意思を尊重するためには本人の意思を認識する必10 

要があると思われ、保護者は、本人の意思を尊重する前提として、本人

の意思又は意向を確認しなければならないと考えられる。また、部会に

おいても、現行の民法第８５８条について、成年後見人が本人の意思又

は意向を確認する義務も前提にしていると解釈できるとの意見が出さ

れた。 15 

他方で、部会においては、現行の民法第８５８条では、保護者が本人

の意向を確認して本人の意思を前提として職務を行うべきことが成年

後見人等の義務一般の中で埋没してしまう、保護者を含めた関係者の

働きかけによって表明された本人の意向を確認した上で、その意向を

尊重する義務があることを明確にすべきとの意見が出された。なお、こ20 

の考え方においても、保護者が本人の意向を確認して、その意向を尊重

して事務を行う必要があるというルール（規律）を維持することを前提

にしていると考えられる。 

以上を踏まえると、保護者が本人の意思を尊重するに当たっては、本

人に対し、その事務の処理の状況その他必要な情報を提供し、本人の意25 

思を把握するように努めなければならないことを明確にすることや、

加えて、保護者が取消権を行使するには、本人の意思を尊重しなければ

ならないものとすることを特に明確にすることについて、引き続き検

討することが考えられる。 

エ これらを踏まえ、本文では、身上配慮義務等について、本人の意思（法30 

定効果を生じさせる意思表示の意思とは異なるもので、意向、選好、真

意などと表現されるもの）の尊重が更に重要であることや保護者が取

消権を行使するには本人の意思を尊重しなければならないことを明確

にするための方策について、引き続き検討することを提案している。 

 （注）の考え方 35 

（注）は、部会における意見を踏まえ、「意思」との用語について、こ
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れに代わるより適切な表現があれば、その用語の見直しを含めて検討す

べきとの考え方を提示するものである。 

 「意思決定支援」 

ア 部会においては、「意思決定支援」を、何らかの方法で民法の規定に

おいて位置付けることを検討すべきとの意見が出された。 5 

他方で、「意思決定支援」は、法定後見の保護者だけでするものでは

ないことから、保護者の義務として位置付けるべきものではない旨の

意見も出された。 

イ この点の議論をする前提として、そもそもここでいわれる「意思決定

支援」の具体的な内容がどのようなものであるかについては明確であ10 

るとまでいえず、論者によって区々である可能性があると考えられる。 

まず、支援の対象である「意思決定」がどのようなものであるか、更

にいえば、ここでの「意思」が法的効果を生じさせることを根拠付ける

ものの意味で用いる意思であるか、本人の希望などを意味する意向で

あるか、について確認する必要があるように思われる。 15 

部会においては、例えば、「意思決定支援」をしても本人が自ら「意

思決定」をできない場合に代理権の付与が必要になるとの意見や、本人

の意向や推定的意思を尊重するために「意思決定支援」が必要であると

の意見等が出されている。これらの意見における前者の「意思決定支援」

における「意思」は法的効果を生じさせることを根拠付ける意思である20 

ように思われ、その意思（効果意思）を本人が表示することによって、

いわゆる意思表示をすることとなるように思われる（例えば、「この介

護サービスを受けたい。」という意思表示をすることとなる。この意思

表示にサービス提供者が承諾すれば、その介護サービスを受けること

ができるが、サービスを受けた対価を支払う義務が生ずる。）。他方で、25 

後者の「意思決定支援」における「意思」は、本人の希望などである意

向の意味であるように思われる。 

ウ さらに、部会においては、「意思決定支援」という概念を用いるので

はなく、例えば、保護者から本人に適切な情報を提供するように努める

などのように既存の法理を使って保護者がすべき内容を具体化してい30 

くことも考えられるのではないかとの意見が出された。 

エ 以上を踏まえると、明文の規定において「意思決定支援」との用語を

用いて保護者に対して義務を新たに設けることについては、慎重に検

討する必要があるように思われる。 

そして、「本人の意思の尊重」の内容を明らかにすることを引き続き35 

検討することは前記(2)のとおりであり、この点については、「意思決定
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支援」に関する議論も踏まえた議論も含まれると考えられるため、「意

思決定支援」を民法の明文規定で位置付ける提案をしていない。 

 

（現行法の規律） 

  成年後見人は、本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行う5 

に当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況

に配慮しなければならないとされている（民法第８５８条）。 

  また、保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重

し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないものと

されている（民法第８７６条の５第１項）。 10 

  さらに、補助においても保佐の条文が準用されており、補助人は、補助の

事務を行うに当たっては、被補助人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態

及び生活の状況に配慮しなければならないものとされている（民法第８７

６条の１０第１項において準用する第８７６条の５第１項）。 

 15 

 財産の調査及び目録の作成等 

 見直しの検討の必要性及び総論的な考え方 

ア 現行法の法定後見の事務の規律の中には、保護者が本人の財産につ

いて包括的な管理権を有していることを背景とするものがある。 

まず、第１の１(1)において、【甲案】をとる場合には現行法の規律を20 

維持することを提案している。 

他方で、法定後見の開始の要件における考え方においては、事理弁識

能力を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設けない場合（第

１の１(1)において【乙１案】をとる場合）には、保護者に本人の財産

について包括的な管理権はないと考えられる。また、事理弁識能力を欠25 

く常況にある者についての保護の仕組みを設ける場合（第１の１(1)に

おいて【乙２案】をとる場合）であっても、保護者に現行法と同様の包

括的な財産管理権を有するとするまでの意見はなかった。 

そこで、法定後見の事務の規律の中で保護者が包括的な財産管理権

を有していることを背景とするものについて、その見直しを検討する30 

必要がある。 

イ そして、事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組み

を設けない場合には、保護者が本人の財産について包括的な管理権を

有していることを背景にしている事務（義務）に関する規律を維持しな

いものとすることが考えられる。 35 

ウ 他方で、事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組み
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を設ける場合には、その保護者が現行法の成年後見人と同様の包括的

な財産管理権を有しないとしても、本人が事理弁識能力を欠く常況で

あることや保護者が一定の範囲の代理権を有する仕組みとすることを

踏まえて、これらの事務（義務）に関する規律を維持することが考えら

れる。 5 

 財産の調査及び目録の作成及び財産の目録の作成前の権限 

ア 現行法の規律 

現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 

イ 見直しの要否等 

(ｱ) まず、第１の１(1)において【甲案】をとる場合には、現行法の規10 

律（成年後見人については本人の財産を調査し、その目録を作成しな

ければならず、財産の目録の作成を終わるまでは急迫の必要がある

行為のみをする権限を有する旨の規律）を維持することが考えられ

る。 

(ｲ) また、事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組み15 

を設ける場合には、法定された一定の範囲の代理権の範囲にもよる

が、一定の範囲の代理権を適切に行使するためには、保護者は、就任

した際に、本人の財産を調査し、かつ、その目録を作成する義務を負

うこととするのが相当であると考えられる。 

そのように考えると、事理弁識能力を欠く常況にある者について20 

の保護の仕組みを設ける場合においては、その仕組みの保護者につ

いて、財産の調査及び目録の作成、財産目録の作成前の権限の規律を

設ける（維持する）ものとすることが考えられる。 

なお、事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組み

を設ける場合においても、その仕組みの保護者が有する一定の範囲25 

の代理権は、現行法の成年後見人が有する権限と同一でないと考え

られ、現行法の成年後見人と同様の調査する権限を有していないと

考えられる。そこで、事理弁識能力を欠く常況にある者についての保

護の仕組みを設ける場合であっても、その仕組みの保護者が有する

財産の調査の権限に関する規律の在り方も踏まえて、更に検討する30 

必要があると考えられる。 

(ｳ) 他方で、事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組

みを設けない場合（特定の法律行為について保護者に権限を付与す

る仕組みのみを設ける場合）には、保護者は付与された権限の範囲に

おいて本人を保護することとなる。 35 

そのような保護者の権限に照らすと、現行法の規律（成年後見人に
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ついては本人の財産を調査し、その目録を作成しなければならず、財

産の目録の作成を終わるまでは急迫の必要がある行為のみをする権

限を有する旨の規律）を設けない（削除する）ものとすることが考え

られる。 

ウ 小括 5 

前記の理由から、第１の１(1)において、【甲案】をとる場合には現行

法の規律を維持し、【乙１案】をとる場合には現行法の規律を削除し、

【乙２案】をとる場合には【乙２案】の保護のうち保護Ｂの保護者につ

いて財産の調査及び目録の作成、財産目録の作成前の権限に関する規

律を設けることを提案している。 10 

また、第１の１(1)において、【甲案】をとる場合の保佐若しくは補助、

【乙２案】をとる場合の保護Ａ又は【乙１案】をとる場合であっても、

特定の法律行為についての権限を付与する審判を積み重ねた結果、保

護者が現行法の成年後見人と同程度の範囲の代理権を付与されるケー

スもあり得る。そこで、（注）では、家庭裁判所が必要があると認める15 

ときは、保護者に財産の調査及び目録の作成を命ずることができ、当該

保護者は財産の目録の作成を終わるまでは急迫の必要がある行為のみ

をする権限を有する旨の規律を設けるものとするとの考え方を提示し

ている。 

 成年後見人の本人に対する債権又は債務の申出義務 20 

ア 現行法の規律 

現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 

イ 見直しの要否等 

現行法の規律は成年後見人に包括的な代理権を有することによる規

律であると考えられる。また、財産の調査をして目録を作成することを25 

前提としている規律でもあると考えられる。 

これらを考慮すると、この規律を維持するかについては、前記の財産

の調査及び目録の作成に関する規律の検討結果と同様とすることが考

えられる。 

 成年被後見人が包括財産を取得した場合についての準用 30 

ア 現行法の規律 

現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 

イ 見直しの要否等 

現行法の規律が財産の調査及び目録の作成等の規律を準用するもの

であることを踏まえると、この規律を維持するかについては、前記の財35 

産の調査及び目録の作成に関する規律の検討結果と同様とすることが
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考えられる。 

 支出金額の予定 

ア 現行法の規律 

現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 

イ 見直しの要否等 5 

現行法の規律は、本人の支出の予定を定めるものであるが、これは本

人が有する財産及び収入に応じて定める必要があると考えられること

からすると、財産の調査をすることを前提としている規律であると考

えられる。 

そこで、この規律を維持するかについては、前記の財産の調査及び目10 

録の作成に関する規律の検討結果と同様とすることが考えられる。 

 財産の管理及び代表 

ア 現行法の規律 

成年後見人は、本人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行

為について本人を代表するとされている（民法第８５９条第１項）。 15 

イ 見直しの要否等 

現行法の規律は、成年後見人が本人の財産行為に関して包括的な代

理権を付与されており、それに対応する本人の全ての財産について包

括的な財産管理権を有することを前提にしている。 

まず、第１の１(1)において、【甲案】をとる場合には、成年後見人に20 

本人の財産について包括的な管理権や代理権がある旨の現行法の規律

を維持することが考えられる。 

他方、事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組みを

設けないものとする場合（特定の法律行為について保護者に権限を付

与する仕組みのみを設ける場合）には、保護者に本人の財産について包25 

括的な管理権はないと考えられる。 

また、事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組みを

設ける場合であっても、保護者に現行法と同様の包括的な財産管理権

を有するとするまでの必要はないとの考え方がある。 

そこで、本文では、第１の１(1)において、【甲案】をとる場合には、30 

成年後見人に本人の財産について包括的な管理権や代理権がある旨の

現行法の規律を維持するものとし、【乙１案】又は【乙２案】をとる場

合には、法定後見制度の保護者に選任されたことをもって、本人の財産

についての包括的な管理権や代理権を認めることとはせず、このよう

な規律を設けないことを提案している。 35 
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（現行法の規律） 

 (1) 財産の調査及び目録の作成及び財産の目録の作成前の権限 

   成年後見人は、遅滞なく本人の財産の調査に着手し、１か月以内に、そ

の調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならないとされている

（民法第８５３条第１項）。 5 

   この義務は、成年後見人が、本人の全ての財産について包括的な財産管

理権を有すること（民法第８５９条第１項）を背景としている。 

   また、成年後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要が

ある行為のみをする権限を有するとされている（民法第８５４条第１

項）。 10 

   この規律は、財産の調査及び目録の作成の義務に関する規律を前提と

するものであると考えられる。 

 (2) 成年後見人の本人に対する債権又は債務の申出義務 

   成年後見人が、本人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、

「成年後見監督人」があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後15 

見監督人に申し出なければならないとされている（民法第８５５条第１

項）。 

 (3) 成年被後見人が包括財産を取得した場合についての準用 

   民法第８５３条（財産の調査及び目録の作成）、同法第８５４条（財産

の目録の作成前の権限）及び同法第８５５条（後見人の被後見人に対する20 

債権又は債務の申出義務）の規定は、成年後見人が就職した成年被後見人

が包括財産を取得した場合について準用するとされている（同法第８５

６条）。 

 (4) 支出金額の予定 

   成年後見人は、その就職の初めにおいて、本人の生活、教育又は療養看25 

護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならな

いとされている（民法第８６１条第１項）。 

 

 成年後見人による郵便物等の管理 

 現行法の規律 30 

現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 

 現行法の規律の趣旨等 

前記の現行法の規定は、平成２８年に議員立法によって設けられたも

のであるが、この規定については、次のような説明がされている。 

成年被後見人宛の郵便物等の中には、貸金庫の利用明細などのような35 

財産に関する郵便物や、クレジットカードの明細のような債務に関する
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郵便物が含まれることが想定され、これらの郵便物等は、成年後見人が成

年被後見人の財産状況を正確に把握し、適切な財産管理を行う上で極め

て重要な役割を果たすものである。 

成年後見人が本人の財産を正確に把握し、適切な財産管理を行うため

に必要がある場合に、家庭裁判所の審判を得て、成年被後見人宛郵便物等5 

の回送を受けることができることとされたものである。 

郵便回送は、本人自身による郵便物等の適切な管理を期待することが

できないため財産管理が損なわれるおそれがあることを考慮して認める

ものである。しかし、保佐、補助においては、被保佐人、被補助人が郵便

物等について自ら相応の管理をすることを期待することができることか10 

ら、郵便回送を認める必要性は低い。また、保佐人及び補助人は、包括的

な財産管理権を有する成年後見人とは異なり、家庭裁判所により与えら

れた代理権の行使に必要な範囲で財産管理をすることができるに過ぎず、

保佐や補助についてまで郵便回送を認めることは、被保佐人、被補助人の

通信の秘密を不当に侵害することにもなりかねない。そのため、郵便回送15 

の制度は、保佐、補助に設けるべきではないと考えられたものである。 

 第１の１(1)において、【甲案】をとる場合 

第１の１(1)において、【甲案】をとる場合には、成年後見人による郵便

物等の管理について、現行法の規律を維持することが考えられる。 

 事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設ける場20 

合 

法定後見制度を見直した後においても、法定後見制度を利用する者の

中には、現行法の成年被後見人と同じように事理弁識能力を欠く常況に

ある者がいると考えられる。そして、事理弁識能力を欠く常況にある者自

身による郵便物等の適切な管理を期待することができないため財産管理25 

が損なわれるおそれがある場合も同様に想定され得る。 

また、事理弁識能力を欠く常況にある者の保護者の権限は成年後見人

が有する権限と比べると限定されると考えられるものの、一定の法律行

為について権限が生ずるとされているのであるから、本人の通信の秘密

を不当に侵害するとまではいえないとも思われる。 30 

そうすると、事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組

みを設ける場合においては、その仕組みの保護者について、成年後見人に

よる郵便物等の管理の規律を設ける（維持する）ことが考えられる。 

 事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設けない

場合 35 

事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設けない
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場合（特定の法律行為について保護者に権限を付与する仕組みのみを設

ける場合）においては、その本人について郵便物等について自ら相応の管

理をすることを期待することができる者が含まれており、また、その保護

者は特定の法律行為について権限が付与されるにとどまる。 

これらに照らすと、郵便物等の管理の規律を設けた場合には、本人の通5 

信の秘密を不当に侵害するおそれもあるように考えられる。 

そうすると、事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組

みを設けない場合（特定の法律行為について保護者に権限を付与する仕

組みのみを設ける場合）においては、成年後見人による郵便物等の管理の

規律を設けない（削除する）ことが考えられる。 10 

 小括 

ア 前記の理由から、本文では、第１の１(1)において、【甲案】をとる場

合には、現行法の規律を維持するものとし、【乙２案】をとる場合には、

保護Ｂの保護者について郵便物等の管理の規律を設けるものとし、【乙

１案】をとる場合には郵便物等の管理の規律を設けないものとするこ15 

とを提案している。 

イ また、（注）では、第１の１(1)において、【甲案】、【乙１案】及び【乙

２案】をとる場合のいずれにおいても、郵便物等の管理の規律を設ける

ものとする考え方があることを提示している。 

もっとも、この考え方については、本人の通信の秘密との関係で慎重20 

に検討する必要があるように思われることや家庭裁判所の審判によっ

て本人宛の郵便物を保護者に回送することが今回の改正が本人の自己

決定の尊重をより図ることを指向することと整合するのかについても

考慮する必要があると思われる。また、本人の同意を要件とし、期間を

定め、保護の事務に関しないものは速やかに本人に交付するとの考え25 

方もあり得るが、本人が郵便物の回送を希望している場合には、発送元

と調整をして保護者を受領者とすることによる対応をすることも考え

られる。 

さらに、この考え方による場合には、郵便物等の管理の規律によって

本人の郵便物等が配達される保護者は、本人に対する意思表示の受領30 

について本人を代理する権限を有することが前提になると思われる。

なぜなら、本人に対して意思表示をしようとする者が、本人に対して郵

便物等を送付することにより意思表示をしようとして本人に宛てて郵

便物等を送付したにもかかわらず、その意思表示の受領する権限を有

しない保護者に対してその郵便物が配達されてしまうとすれば、意思35 

表示が本人に到達せず、又は到達しても本来到達する時期よりも遅れ
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て到達し、意思表示をしようとする者の利益を害する事態が生ずる可

能性があるためである。そこで、郵便物等の管理の規律により本人の郵

便物等が配達される保護者については、本人に対する意思表示の受領

について本人を代理する権限を有することが必要条件になると思われ

る。しかし、本人が事理弁識能力を欠く常況であることが認定されてい5 

ない場合に、保護者が代理権を有する法律行為以外も含めた全ての事

項に関する意思表示について保護者にその受領について本人を代理す

る権限を付与することは難しいように思われる。 

 

（現行法の規律） 10 

  家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認

めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、

期間（６か月を超えることはできない。）を定めて、本人に宛てた郵便物等

を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができるとされている（民法

第８６０条の２第１項）。 15 

  そして、成年後見人は、本人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これ

を開いて見ることができるとされている（民法第８６０条の３第１項）。 

 

 成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可、利益相反行為、成年

後見の終了の際の後見の計算等 20 

 現行法の規律 

現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 

 見直しの要否等 

現行法の法定後見制度において、後見の制度、保佐の制度及び補助の制

度のいずれの制度にも同様の規律が設けられているものについては、成25 

年後見人の包括的な財産管理権に基づくものであるというのではなく、

成年後見人等の全てに適用することが相当な規律であると考えられる。 

そうすると、第１の１(1)において【甲案】をとる場合、事理弁識能力

を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設ける場合及び事理弁識

能力を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設けない場合のいず30 

れにおいても、現行法と同様の規律を設ける（維持する）ものとすること

が考えられる。 

そこで、本文では、その旨の提案をしている。 

 

（現行法の規律） 35 

 (1) 成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可 
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   成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又

はその敷地について、売却等の処分をするには、家庭裁判所の許可を得な

ければならないとされている（民法第８５９条の３）。 

   また、この規定は、保佐の制度及び補助の制度においても準用するとさ

れている（民法第８７６条の５第２項、第８７６条の１０第１項）。 5 

 (2) 利益相反行為 

   保護者又はその代表する者と本人との利益が相反する行為について

は、保護者は、特別代理人（後見の場合）、臨時保佐人（補佐の場合）又

は臨時補助人（補助の場合）の選任を家庭裁判所に請求しなければならな

いとされている（民法第８６０条において準用する第８２６条並びに第10 

８７６条の２第３項及び第８７６条の７第３項）。 

 (3) 成年後見の終了の際の後見の計算等 

   成年後見人の任務が終了したときは、成年後見人又はその相続人は、２

か月以内にその管理の計算をしなければならないとされている（民法第

８７０条第１項）。 15 

   また、民法第８７０条の規定は、保佐人の任務が終了した場合及び補助

人の任務が終了した場合についてそれぞれ準用するとされている（同法

第８７６条の５第３項、第８７６条の１０第２項）。 

 (4) その他 

   保護者の職務及び義務の規律（現行民法第４編第５章第３節（後見の事20 

務）及び第４節（後見の終了）に相当する規律のうち報酬、監督及び本人

死亡後の権限の規律を除いたもの）の中には、後見の制度、保佐の制度及

び補助の制度のいずれの制度にも同様の規律が設けられているものがあ

る。 

 25 

 保護者が本人の財産状況を正確に把握することができる仕組み 

 見直しの検討の必要性 

部会においては、保護者の権限が限定される場合であっても、その権限

を適切に行うためには、その権限の内外を問わず本人の財産状況を正確

に把握している必要があるときがあるのではないかとの問題意識を前提30 

に、保護者が本人の財産状況を正確に把握することができる仕組みが必

要であるとの意見が出された。 

 見直しの要否等 

現行法においては、成年後見の事務の監督として、家庭裁判所は、適当

な者に、成年後見の事務若しくは成年被後見人の財産の状況を調査させ、35 

又は臨時に財産の管理をさせることができるとされている（保佐及び補
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助も同様。家事法第１２４条第１項、第１３３条及び第１４２条）。 

もっとも、この制度は、成年後見の事務の監督のための制度とされてい

る。 

そこで、（注１）では、保護者は、その事務を行うため必要があるとき

は、家庭裁判所の許可を得て、本人の財産の状況を調査することができる5 

旨の規律を設けるものとする考え方を提示している。 

 

 医的侵襲に関する同意権 

 見直しの検討の必要性 

部会においては、医療の場面における同意などと保護者との職務との10 

関係や成年後見人が医療行為の領域にどのように関わるべきかについて、

議論する必要がある旨の意見があった。 

この点に関し、保護者が本人の治療行為その他の医的侵襲に関する同

意権を有するかについて議論すべきとの立場は、成年後見人の同意がな

いことにより本人に対する積極的な医療行為がされない事態が生ずると15 

いう認識などを背景にするものと考えられる。 

なお、保護者のこのような同意の法的意味や法的位置付けについては、

論者により、必ずしも同一ではないように思われる。 

 平成１１年の改正時の整理 

平成１１年の改正時においては、医療行為の同意に関して、成年後見の20 

場面についてのみ治療行為その他の医的侵襲に関する決定権や同意権に

関する規定を導入することは時期尚早であるとの議論がされた。 

 医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン等 

ア 成年後見制度を利用している場合に限定していないものであるが、

医療に係る意思決定が困難な場合に関して、「医療現場における成年後25 

見制度への理解及び病院が身元保証人に求める役割等の実態把握に関

する研究」班が、令和元年（２０１９年）５月に、「身寄りがない人の

入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライ

ン」を取りまとめ、厚生労働省において同ガイドラインの周知が図られ

ている。 30 

このガイドラインにおいて、「成年被後見人等に提供される医療に係

る決定・同意を行うことは、後見人等の業務に含まれているとは言えま

せん。」とされるとともに、医療・ケアチームや倫理委員会の活用や成

年後見人等に期待される具体的な役割についても言及されている。 

成年後見人等に期待される具体的な役割として、本人の意思決定が35 

困難な場合において、成年後見人等が本人の医療情報の整理をするな



 

 

- 85 - 

どの役割を果たすことで、円滑に必要な医療を受けられるようにして

いくことが重要であり、医療機関からそのような関わりが可能かどう

かを成年後見人等に相談することが推奨されている。 

イ また、このガイドラインでは対応が難しい困難事例に対して、医療面

の課題、法律的・倫理的懸念事項、法律・倫理の観点を踏まえた対応案、5 

対応案について留意すべき事項を整理したものとして、「身寄りがない

人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関する研究」

班が、令和４年（２０２２年）７月に、「『身寄りがない人の入院及び医

療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン』に基づ

く事例集」を作成している。 10 

 部会における議論や参考人の意見聴取の内容 

ア 部会においては、ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）の実践

が推奨されており、誰か一人で決めるのではなく、本人が早い段階から

医療に関する意思を表明し、そのことを自分が意思を表明することが

できなくなった後でも尊重される取組が進められており、成年後見人15 

等もそのチームの一人として必要な場合に関係をしていくという位置

付けがよく、医療の場面における同意を成年後見人等に求めるという

ことを検討する必要はない旨の意見が出された。 

なお、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する

ガイドライン」（厚生労働省）によれば、本人の意思確認ができない場20 

合であって本人の意思を推定できるときには、その推定意思を尊重し、

本人にとっての最善の方針をとることを基本とするとされている。 

イ また、部会における意見聴取においては、成年後見人に就任している

特別養護老人ホームの職員である参考人から、医療機関から本人に対

する医療行為の同意を求められることが多く、自身の事務に含まれな25 

い旨を伝えてもなお同意するか聞かれることがあり困惑することがあ

るとの事例の紹介があった。 

 小括 

このようなこれまでの医療の現場における取組や整理、部会における

意見聴取の結果等を踏まえると、家庭裁判所が保護者に対して本人の治30 

療行為その他の医的侵襲に関する同意権を付与することができる旨の規

律を設けるものとする考え方については、慎重に検討する必要があると

考えられる。 

そこで、（注２）には、その旨の考え方を提示している。 

 35 

 本人の死亡後の成年後見人の権限（死後事務）等 
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第１の１(1)において、【甲案】をとる場合には次の(1)によるものとし、

【乙２案】をとる場合（事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の

仕組みを設ける場合）には次の(2)によるものとし、【乙１案】をとる場合（事

理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設けない場合）

には次の(3)によるものとする。 5 

(1) 第１の１(1)において【甲案】をとる場合 

現行法の規律（成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、

必要があるとき等は、相続人が相続財産を管理することができるに至る

まで、特定の財産の保存に必要な行為、弁済期が到来している債務の弁済

をすることができ、また、家庭裁判所の許可を得て、死体の火葬若しくは10 

埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為をすること

ができる旨の規律）を維持するものとする。 

（注）保佐人及び補助人に死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結の権限を有

する（ただし、家庭裁判所の許可を得なければならないものとする。）旨の

規律を設けるものとするとの考え方がある。 15 

(2) 第１の１(1)において【乙２案】をとる場合 

第１の１(1)【乙２案】ア①の保護（保護Ａ）の保護者について本人の

死亡後の保護者の権限の規律を設けないものとし、第１の１(1)【乙２案】

イ①の保護（保護Ｂ）の保護者について本人の死亡後の保護者の権限の規

律を設ける（規律を維持する）ものとする。 20 

（注）第１の１(1)【乙２案】ア①の保護（保護Ａ）の保護者に死体の火葬又は

埋葬の関する契約の締結の権限を有する（ただし、家庭裁判所の許可を得な

ければならないものとする。）旨の規律を設けるものとするとの考え方があ

る。 

(3) 第１の１(1)において【乙１案】をとる場合 25 

本人の死亡後の保護者の権限の規律を設けない（規律を削除する）もの

とする。 

（注）保護者に本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結の権限を有する

（ただし、家庭裁判所の許可を得なければならないものとする。）旨の規律

を設けるものとするとの考え方がある。 30 

（後注）(1)から(3)までの（注）の考え方に関し、(1)の（注）の保佐人及び補助

人並びに(2)及び(3)の各（注）の各保護者について、①相続財産に属する特

定の財産の保存に必要な行為、②相続財産に属する債務の弁済（弁済期が到

来しているものに限る。）及び相続財産の保存に必要な行為のうち、これら

の者が本人の死亡前に有していた権限と関係性を有するものについて、家35 

庭裁判所の許可を得た上で、これらの者がその行為をすることができる旨
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の規律を設けるものとするとの考え方について、引き続き、検討するものと

する。 

 

（説明） 

 提案の概要 5 

この提案は、本人の死亡後の成年後見人の権限の規律について、法定後見

制度の枠組みも含めた見直しの影響の有無などを踏まえた見直しの要否に

加えて、更に死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結の権限に関して規律

の見直しの要否について提案するものである。本文は、第１の１(1)におい

て【甲案】をとる場合には現行法の規律を維持し、【乙２案】をとる場合に10 

は保護Ｂの保護者について本人の死亡後の権限の規律を設けるものとし、

【乙１案】をとる場合には規律を設けないものとすることを提案している。 

また、（注）では、死体の火葬又は埋葬に関しては、現行法で認められて

いない保佐人や補助人、それに相当する保護者についても権限の規律を設

ける考え方を提示している。 15 

 

 現行法の規律及び見直しの検討の必要性 

 現行法の規律 

現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 

 現行法の趣旨等 20 

前記の現行法の規定は、平成２８年に議員立法によって設けられたも

のであるが、この規定については、次のような説明がされている。 

成年後見終了後の事務に関する規定としては、従前から応急処分（民法

第８７４条において準用する第６５４条）等の規定が存在するものの、

「急迫の事情があるとき」等の限定が付されている上、これにより成年後25 

見人が行うことができる事務の範囲も必ずしも明確でないため、実務上、

成年後見人が対応に難渋する場合があるとの指摘がされていた。 

そこで、前記の現行法の規定を設けることにより、一定の範囲の死後事

務について、成年後見人の権限に含まれることを明らかにしたものであ

るとされている。 30 

 見直しの検討の必要性 

前記の現行法の規定は、成年後見人が本人の財産について包括的な管

理権を有していることを前提とするが、保護者が必要な範囲で代理権を

有する制度とする場合には、その前提が変わるため、この規律をどのよう

にするか検討する必要があるように思われる。 35 
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 提案の内容 

 第１の１(1)において【甲案】をとる場合 

第１の１(1)において【甲案】をとる場合には、本人の死亡後の保護者

の権限（死後事務）に係る規律についても見直す必要は特にないと考えら

れることから、現行法の規律を維持することを提示している。 5 

 第１の１(1)において【乙２案】をとる場合 

ア 第１の１(1)において【乙２案】をとる場合には、保護Ｂの保護者に

ついて本人の死亡後の権限の規律を設ける考え方を提示している。 

イ 法定後見制度は、本人の事理弁識能力の補完を目的とする制度であ

るため、本人の死亡により法定後見は当然に終了する。また、本人の死10 

亡により、相続が開始し（民法第８８２条）、相続人が本人の財産に属

した一切の権利義務（本人の一身に専属したものを除く。）を承継する

（同法第８９６条）。また、相続人のあることが明らかではないときは、

相続財産は法人とされ（同法第９５１条）、相続財産の清算人が選任さ

れる（同法第９５２条第１項）。 15 

ウ しかしながら、本人の死亡後も、実務上、成年後見人は一定の事務（死

後事務）を行うことが期待され、社会通念上これを拒むことが困難な場

合があること等の指摘がされていたことから、①個々の相続財産の保

存行為、②弁済期が到来した債務の弁済、③相続財産全体の保存に必要

な行為について、本人の死亡後も成年後見人の権限に含まれることを20 

明らかする趣旨で民法第８７３条の２が設けられたとされている。 

そして、現行法の制度は、成年後見人に限って一定の死後事務を行う

権限を認めており、保佐人及び補助人にはこのような権限を認めてい

ない。その背景には、成年後見人は本人の財産について包括的な管理権

を有している一方、保佐人及び補助人は本人の財産について包括的な25 

管理権を有しておらず、特定の法律行為について同意権、取消権又は代

理権が付与されているにすぎないのであって、仮に保佐人及び補助人

に一定の死後事務に関する権限を付与した場合には、保佐人及び補助

人が本人の生前よりも強い権限を持つことにもなりかねず、必ずしも

相当ではないとの考慮があるとされている。 30 

エ このような現行法の規定の背景を踏まえると、第１の１(1)において

【乙２案】をとる場合には、保護Ｂの保護者が有する権限に保存行為の

代理が含まれることにも照らし、現行法の規律を維持するものとする

ことが考えられる。 

 第１の１(1)において【乙１案】をとる場合 35 

ア 第１の１(1)において【乙１案】をとる場合には、本人の死亡後の保
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護者の権限の規律を設けない（規律を削除する）ものとする考え方を本

文に提示している。 

イ 現行法の制度が、本人の財産について包括的な管理権を有する成年

後見人に限って一定の死後事務を行う権限を認めていることからする

と、事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設け5 

ないものとする場合には、本人の死亡後の保護者の事務に関する規律

を設けない（現行法の規律を削除する）ものとすることが考えられる。 

部会においても、死体の埋葬又は火葬を行う者がないときなどは、死

亡地の市町村長が行わなければならないこととされている（墓地、埋葬

等に関する法律（昭和２３年法律第４８号）第９条第１項）が、保護者10 

が本人の死体の火葬又は埋葬を行う権限を有することとした場合には、

権限があることを理由として、保護者が本人の火葬又は埋葬を行うこ

とが期待され、事実上、そのような義務を有するものと扱われてしまう

可能性があることや身寄りがない本人についてその死亡後に死体の火

葬又は埋葬を保護者に行わせるため、法定後見制度を利用しようとす15 

ることも想定されることから、法定後見制度において、本人の死亡後の

事務についての規律を広げることに消極である旨の意見が出された。 

 

 本文の(1)から(3)までの各(注)の考え方 

 考え方の概要 20 

本文の(1)の（注）は、第１の１(1)において【甲案】をとることを前提

に、保佐人及び補助人に死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結の権限

を有する（ただし、家庭裁判所の許可を得なければならないものとする。）

旨の規律を設けるものとするとの考え方を提示するものである。 

本文の(2)の（注）では、第１の１(1)において【乙２案】をとることを25 

前提に、第１の１(1)【乙２案】ア①の保護（保護Ａ）の保護者に死体の

火葬又は埋葬に関する契約の締結の権限を有する（ただし、家庭裁判所の

許可を得なければならないものとする。）旨の規律を設けるものとする考

え方を提示するものである。 

本文の(3)の（注）では、第１の１(1)において【乙１案】をとることを30 

前提に、死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結の権限を有する（ただし、

家庭裁判所の許可を得なければならないものとする。）旨の規律を設ける

ものとする考え方を提示するものである。 

 考え方の内容 

ア 死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結とは、本人の遺体の引取り35 

や火葬等のために行う葬儀業者等との契約の締結をいうとされている。 
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遺体については、法律上、死亡後２４時間以内の火葬等が禁止されて

おり、適切な方法で遺体を保管することが必要であるが、遺体の保管

（例えば、病院等において冷蔵保管するなど）には相応の費用がかかる。

その観点からも、早期に遺体を引き取って火葬等の手続をすることが

必要となる場合がある。 5 

このような現実の必要性を踏まえて、死体の火葬又は埋葬に関する

契約の締結が本人の死亡後の成年後見人の事務とされたものであるが、

その性質上、必ずしも保存行為とは言い切れない面もあるとされ、適用

上の疑義が生ずることを避けるために民法第８７３条の２第３号に明

示的に規定したものであるとされている。 10 

イ そして、保佐人や補助人であっても戸籍に係る死亡届の届出資格者

とされていること（戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）第８７条第２

項）から死亡届を行うことがあるが、保佐人や補助人が死亡届を提出す

るケースでは、同法第８７条第１項に規定された届出義務者である同

居の親族や、同法第８７条第２項に規定された届出資格者である同居15 

の親族以外の親族から死亡届がされていないことが想定される。 

このようなケースでは、仮に相続人である親族がいるときであって

も、その相続人である親族から死亡届がされない場面であるから、相続

人において死体の火葬等の契約などの手続が速やかにされず、保佐人

や補助人であっても、早期の遺体の引き取り、火葬等の手続を行うこと20 

を期待されることあり得る（現在でもそのような期待があり、それに対

応しているとの紹介もされた。）。 

ウ そして、本人の死亡後の成年後見人の事務である相続財産に属する

財産の保存に必要な行為は、本人の死亡までは成年後見人が包括的な

財産管理権によって管理する対象となり得たものを対象にしているが、25 

本人の死体の火葬等の契約は、それらとは性質の異なるものであるよ

うにも思われる。 

エ これらを踏まえると、成年後見人だけではなく、保佐人や補助人であ

っても、家庭裁判所の許可を得て、死体の火葬等の契約できるようにす

ることが考えられ、見直し後の法定後見の開始において事理弁識能力30 

を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設けないものとする場

合（特定の法律行為について保護者に権限を付与する仕組みのみ設け

るものとする場合）であっても、保護者は本人の死体の火葬等の契約を

することができることとすることも考えられる。 

そして、現行法は、火葬は一旦行うとやり直しがきかず、事後に相続35 

人等の間で紛争を生ずるおそれもあることを踏まえて、家庭裁判所の
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許可を得てすることとしている。そのことからすると、見直し後の保護

者について、現行法の成年後見人に対応する者に限定することなく広

く本人の死体の火葬等の契約をすることができることとするときは、

可能な限り事後に相続人等との間で紛争を生ずることを回避する観点

から、家庭裁判所の許可を得てこれを行うこととすることが考えられ5 

る。 

オ そこで、本文の(1)から(3)までの各（注）は、第１の１(1)において

【甲案】、【乙１案】及び【乙２案】をとる場合のいずれにおいても、保

護者が本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結に限ってするこ

とができるとする考え方を提示するものである。 10 

 

 （後注）の考え方 

（後注）の考え方は、本文の(1)の（注）の保佐人及び補助人並びに(2)及

び(3)の各（注）の各保護者について、本文の(1)から(3)までの各（注）に

記載した本人の死体の火葬又は埋葬の関する契約の締結の権限のみならず、15 

①相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為、②相続財産に属する

債務の弁済（弁済期が到来しているものに限る。）及び相続財産の保存に必

要な行為について、これらの者が本人の死亡前に有していた権限と関係性

を有するものに限り、家庭裁判所の許可を条件に、これらの者がその行為を

することができる旨の規律を設けるものとする考え方である。 20 

 

（現行法の規律） 

  成年後見人は、本人が死亡した場合において、必要があるときは、本人の

相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管

理することができるに至るまで、①相続財産に関する特定の財産の保存に25 

必要な行為、②相続財産に属する債務（弁済期が到来しているものに限る。）

の弁済及び③家庭裁判所の許可を得て、本人の死体の火葬又は埋葬に関す

る契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為をすることができるとさ

れる（民法第８７３条の２）。 

  保佐人や補助人にはこのような規律は設けられていない。 30 

 

 保護者の報酬 

第１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても次の案によるも

のとする。 

現行法の規律（家庭裁判所は、保護者及び本人の資力その他の事情によっ35 

て、本人の財産の中から、相当な報酬を保護者に与えることができるとの規
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律）を基本的に維持するものとしつつ、家庭裁判所が相当な報酬を判断する

に当たって保護者が行った事務の内容等を適切に評価することを明らかに

する観点から、保護者が行った事務の内容といった考慮要素を明確にする

考え方について、引き続き、検討するものとする。 

 5 

（説明） 

 提案の概要 

この提案は、保護者の報酬の規律について、基本的には現行法の規律を維

持するものとしつつ、家庭裁判所が報酬の判断をするに当たって保護者が

行った事務の内容等を適切に評価することを明らかにするために考慮要素10 

を明確にする考え方について、引き続き検討することを提案している。 

 

 現行法の規律及び見直しの検討の必要性 

 保護者の報酬に関する現行法の規律 

現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 15 

 見直しの検討の必要性 

保護者に対する報酬の額について予測可能性を高める必要があるとの

指摘がされていることから、保護者の報酬に関する規律を見直す必要が

ないか検討する必要がある。 

 20 

 現行法の規律を維持すること 

 保護者の報酬に関する現行法の規律の趣旨等 

保護者の報酬に関する現行法の規律の趣旨は、保護者の適任者の確保

及び事務処理の実効性の担保にあるとされている。そして、成年後見人に

報酬を付与すべきかどうかは、個々の事案に応じて、本人及び成年後見人25 

の資力、成年後見人が遂行した事務の内容その他の事情を総合的に考慮

して、家庭裁判所がその裁量により判断するのが適当であるとされてお

り、家庭裁判所の合理的な裁量により、「その他の事情」の中にあらゆる

事情を読み込むことが可能であるとされている。 

そうすると、保護者に対する報酬の付与は、家庭裁判所が、個々の事案30 

に応じて、様々な事情を総合的に考慮して、その合理的な裁量により行わ

れるものであると考えられる。 

 家庭裁判所が報酬の判断をするに当たって保護者が行った事務の内容

等を適切に評価することを明らかにするために考慮要素 

部会における意見を踏まえ、家庭裁判所が相当な報酬を判断するに当35 

たって保護者が行った事務の内容等を適切に評価することを明らかにす
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る観点から、保護者が行った事務の内容といった考慮要素を明確にする

考え方について、引き続き検討することを記載している。 

この明確にする考慮要素に関して、部会においては、事務の性質、保護

者の専門性を考慮要素として明確にする考え方も出されたが、これらは

事務の「内容」に含まれるようにも思われることなどから本文に掲げてい5 

ない。また、保護者の財産を考慮要素から削除する意見も出されたが、保

護者が親族の場合であっても保護者の財産を考慮しないこととすべきと

の趣旨と解される可能性があることを踏まえると、削除することを提案

することの当否について議論を経る必要があるように思われ、記載して

いない。 10 

なお、現行法の規律においても、家庭裁判所の合理的な裁量により、「そ

の他の事情」の中にあらゆる事情を読み込むことが可能であるとされて

おり、考慮要素の中に保護者が行った事務の内容も含まれていると考え

られる。 

 報酬額に関して具体的な算定基準を法律（下位法令を含む。）設けるこ15 

と 

保護者に対する報酬の額について予測可能性を高めるための手段とし

て、その報酬額に関して具体的な算定基準を法律に設けるとの考え方も

あり得ると思われる。 

しかし、具体的な算定基準を設けることにより予測可能性を高めるた20 

めには、当該算定基準において、保護者が行う事務について網羅的に定め

る必要があるところ、その事務には本人の身上保護への取組等の定性的

な事務もあり、網羅的に定めることは困難であると思われる（仮に、その

ような定性的な事務を考慮するために家庭裁判所の裁量を認めるとすれ

ば、その点において予測可能性を高めるとの目的は達成できなくなると25 

思われる。）。また、仮に網羅的な基準を設けることができたとしても、当

該基準は過度に複雑なものであると思われ、制度の利用者が基準を見て

も保護者に対する報酬の額について想定することは容易ではなく、報酬

額の予測可能性を高めるための有益な手段とはならないと考えられる。 

また、仮に保護者が行う事務について網羅的な算定基準を設けること30 

ができたとしても、この場合には、報酬について家庭裁判所の決定により

発生するのではなく、一定の法定後見の事務をすれば法律上当然に本人

に対する請求権が発生するものとする規律を設けるとの考え方になると

思われる。もっとも、この場合には、報酬の受領方法の問題（自己代理を

防ぐため、受領する際に特別代理人や監督人が関与することとするのか35 

など）について整理する必要があるように思われる。 
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以上によれば、保護者の報酬の額に関して具体的な算定基準を法律に

設けることは困難であると思われる。 

なお、見直し後の制度では、保護者が付与された権限をその義務に応じ

て行使する態様が様々であることを踏まえると、むしろ、家庭裁判所が、

それらを総合的に考慮して、合理的な裁量により判断するとの現行法の5 

規律を維持する方が、個々の事案に応じた適切な報酬の額が保護者に対

して付与されることになると思われる。 

 保護者の報酬の額の予測可能性を高めること 

ア 部会においては、成年後見制度利用者としては成年後見人等の報酬

がどれくらい必要かにより制度を利用するか否かを判断することがあ10 

り、報酬のおおよその額が分かることや報酬がある程度の予測可能性

を有することは必要である旨の意見や、予測可能性を高めることにつ

いて賛成の意見があり、これらの意見を踏まえると、報酬額に関して予

測可能性を高めることは必要であると考えられる。 

この点について、部会においては、報酬の付与の審判は裁判事項であ15 

り、一概に体系化、定数化することができないものの、家庭裁判所にお

ける検討を経て、おおむね共有する考え方が整理されてきたことが紹

介された。また、今後、事例が蓄積する過程で、保護者に対する報酬の

付与の額の平均等の過去の実績を示されることが予定されていること

が紹介された。保護者に対する報酬の付与の額の平均等の過去の実績20 

がどのように示されるかについては、見直し後の法定後見制度におけ

る保護者の職務の内容にもよることになると思われるが、報酬の付与

の額の平均等の過去の実績が示されることにより、制度の利用者にお

いて、保護者の報酬の額について、一定程度の予測をすることが可能と

なると思われる。 25 

以上によれば、保護者の報酬に関する現行法の規律を維持しつつも、

運用により、保護者の報酬の額の予測可能性をより高めることは可能

であると考えられる。 

イ なお、部会においては、家庭裁判所が保護者の報酬の付与の審判をす

る際に理由を示すこと（例えば、代表的な考慮要素を示すことや保護者30 

が家庭裁判所に説明した報酬の算定において考慮してもらいたい事情

に対応する額を示すことなどが手段として考えられる旨の意見が出さ

れているように思われる。）により、予測可能性を高めることができる

のではないかとの意見があった。 

現行家事法では、審判書を作成して審判をする場合には、審判書に理35 

由の要旨を記載しなければならないとされている。もっとも、即時抗告
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をすることができない審判については申立書に主文を記載することで

審判書の作成に代えることができるとされている（家事法第７６条第

１項及び第２項）。家庭裁判所は、この規定に基づき、各審判について

適切な方式で審判をすることが想定されていると考えられる。 

その上で、家庭裁判所はその合理的な裁量により、様々な事情を考慮5 

して保護者の報酬の額を定めており必要な理由記載の範囲を超えて、

前記の意見が求めるような代表的な考慮要素を示すことや保護者が家

庭裁判所に説明した報酬の算定において考慮してもらいたい事情に対

応する額を示すことなどは困難であるように思われる。 

 保護者の報酬の付与の審判に対する不服申立て 10 

保護者の報酬の付与の審判に対しては、不服を申し立てることができ

ないとされている。 

この点について、他人の事務を処理する者についての私法上の原則は

無報酬であることや報酬付与に係る家庭裁判所の現在の実務を前提にす

れば、現行法の制度において特に大きな支障はなく、あえて現行法の規律15 

を改める必要はないことを考慮すると、保護者の報酬の付与の審判に対

する不服申立てについて、特段の規律を設ける必要はないと考えられる。 

 本人からの報酬の支払を確保するための規律 

ア 部会においては、保護者の報酬の確保のための規律を設けることに

ついて引き続き検討する必要がある旨の意見があり、例えば、民法第６20 

４９条を参考に報酬の前払請求を可能とするといった点や、報酬の付

与の審判があったにもかかわらず本人が任意の支払に応じない場合に、

家庭裁判所の審判により、付与された報酬額を本人が管理する預貯金

口座から払戻しを可能とするといった点、法定後見の開始の審判の申

立てにおいて保護者の報酬について予納する仕組みを設けるといった25 

点が紹介された。 

保護者に対して適切な報酬が支払われるかは、保護者の担い手確保

とも密接に関連するともいえ、第二期成年後見制度利用促進基本計画

においてもその旨の記載があり、重要なテーマであるといえる。 

イ 他方で、法定後見に関係する者の間において金銭の支払を確保しな30 

ければならない場面としては、法定後見の事務に起因して生じた損害

の補償を求める場面もあり、第二期成年後見制度利用促進基本計画に

は、安心して成年後見制度を利用するためには、不正防止策（例えば、

後見制度支援信託及び後見制度支援預貯金は、後見人等の属性を問わ

ず、広く後見人等による不正防止に有用である旨記載されている。）に35 

加えて、適切な事後救済策が重要である旨記載されている。 
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このような経緯等を踏まえると、保護者の報酬の支払を確保するた

めに、あらかじめ本人の財産から保護者の報酬の支払を担保するため

の金銭を本人の財産から分離して管理する仕組みに係る規律などを設

けることのみを検討することは、均衡を欠くようにも思われる。 

ウ また、保護者の報酬の支払について、本人が任意の支払に応じないよ5 

うな場面まで想定して規律を設けるとすると、保護者と本人との利益

が相反し、対立関係にあると考えられ、基本的には対立構造ではない家

事法別表第一の審判手続でこのような審判をすることが適当であるの

かという点や監督人や特別代理人を選任することなく報酬を受領する

現在の運用についても検討する必要があるようにも思われる。 10 

エ さらに、報酬の前払請求を可能とする点については、保護者が法定後

見の事務を行う前にその内容をどのように評価するのかといった点や

事前の評価と実際の事務との間に相違があった場合の処理の方法など

検討すべき点があるように思われる。なお、民法第６４９条の「費用」

とは、旅費や通信料などの受任者が委任事務処理上なす純然たる出費15 

に限定されず、委任事務処理のために必要な金銭を含むとされている

が、報酬はこれには含まれていない。 

オ また、裁判手続における予納の仕組みは、手続により利益を受ける者

が当該手続に要する費用を予納する場面が多いように思われるが、保

護者の報酬についての予納の仕組みに関しては誰にどの時点において20 

予納義務を課すのか、事前に保護者が行う事務の内容をどのように評

価するのかといった点についても検討を要するように思われる。 

カ 以上を踏まえると、保護者の報酬の確保のために前払や予納、本人の

管理する口座から引き出し権限を付与する仕組みなどの規律を設ける

ことについては、慎重に検討する必要があるように思われる。 25 

 

（現行法の規律） 

  家庭裁判所は、成年後見人及び本人の資力その他の事情によって、本人の

財産の中から、相当な報酬を成年後見人に与えることができるとされてい

る（民法第８６２条）。 30 

  保佐人及び補助人の報酬についても、成年後見人の報酬と同様の規律が

設けられている（保佐人については民法第８７６条の５第２項において、補

助人については第８７６条の１０第１項において、それぞれ準用する第８

６２条）。 

  そして、成年後見人等に対する報酬の付与の審判に対しては、不服を申し35 

立てることができないとされている。 
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 保護者の事務の監督 

第１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても次の案によるも

のとする。 

現行法の規律（家庭裁判所は、いつでも、保護者に対し保護の事務の報告5 

若しくは財産の目録の提出を求め、又は保護の事務若しくは本人の財産の

状況を調査することができ、また、利害関係人の請求により又は職権で、本

人の財産の管理その他保護の事務について必要な処分を命ずることができ

る旨の規律）を維持するものとする。 

 10 

（説明） 

 提案の概要 

この提案は、保護者の事務の監督について、現行法の規律を維持するもの

とすることを提案するものである。 

 15 

 法定後見の事務の監督の主体及び法定後見の事務の監督の具体的内容 

 法定後見の事務の監督の主体 

法定後見の事務の監督は保護者の選任や解任と密接に関連する仕組み

であるから、その監督の主体は保護者の選任や解任を行う家庭裁判所が

担うことが適切であると考えられる。そうすると、特定の法律行為を目的20 

として保護者が選任される場合であっても、その保護者を選任し、解任す

る家庭裁判所がその事務の監督を担うことが相当であると考えられる。 

 法定後見の事務の監督の具体的内容 

家庭裁判所による監督は保護者の法定後見の事務を対象とするもので

あるから、適切な時機に、必要な範囲、期間で法定後見制度を利用するこ25 

とを可能とするなどの見直しをした場合には、監督の対象は、保護者が付

与された権限に対応する「後見（保佐又は補助）の事務」（民法第８６３

条第１項、第８７６条の５第２項及び第８７６条の１０第１項）となると

思われる。 

 小括 30 

これらを踏まえると、現行法における法定後見の事務の監督に関する

規律について、これを維持することが考えられる。 

 

 本人の財産の調査を命ずる規律 

 本人の全ての財産について把握する必要がある場合があること 35 

保護者の事務の監督に関し、部会において、家庭裁判所は、必要がある
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と認めるときは、保護者に対し、利害関係人の請求により又は職権で、本

人の財産の全部又は一部の状況を調査し、その目録を作成することを命

ずることができる旨の規律を設けるものとするとの意見が出された。 

 現行法の規律 

現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 5 

 規律を設ける提案をしていないこと 

民法第８６３条第２項の規律によって、保護者に対し、本人の財産の全

部又は一部の状況を調査し、その目録を作成することを命ずることがで

きるとすると、新たに規律を設ける必要はないように思われる。 

そこで、現時点においては、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、10 

保護者に対し、利害関係人の請求により又は職権で、本人の財産の全部又

は一部の状況を調査し、その目録を作成することを命ずることができる

旨の規律について、中間試案で提案していない。 

 

（現行法の規律） 15 

 (1) 保佐人に関する規律 

   特定の法律行為について代理権が付与される保佐人について、次の規

律がある。 

   まず、家庭裁判所は、いつでも、保佐人に対し保佐の事務の報告若しく

は財産の目録の提出を求め、又は保佐の事務若しくは被保佐人の財産の20 

状況を調査することができるとされている（民法第８７６条の５第２項

が準用する同法第８６３条第１項）。 

   「財産の目録の提出」に関しては、保佐人がある程度広範な財産行為に

関する代理権及びこれに付随する財産管理権を有している場合には、そ

れぞれの事案に応じて、権限の行使につき監督するために財産目録の提25 

出を求めることが必要となる場面もあり得るものと考えられ、このよう

な場面を想定して、家庭裁判所が必要に応じて保佐人に対し財産の目録

の提出を求めることができるとしたとされている。 

   したがって、保護者の代理権及びそれに付随する財産管理権の対象と

なる財産について目録の提出を求めることは、現行法の監督の規律（特に30 

民法第８６３条第１項の規律）を維持することで対応することは可能で

あると考えられる。 

 (2) 事務の監督 

  ア 家庭裁判所は、請求により又は職権で、被保佐人の財産の管理その他

保佐の事務について必要な処分を命ずることができるとされている35 

（民法第８７６条の５第２項が準用する同法第８６３条第２項）。 
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  イ 民法第８６３条第２項の規定を踏まえ、家庭裁判所は、適当な者に、

被保佐人の財産の状況を調査させることができるとされている（家事

法第１３３条が準用する同法第１２４条第１項）。 

    なお、適当な者として、保護者に調査をさせることも文言上は否定さ

れていないように思われるが、家事法第１２４条第１項については、こ5 

の規定に基づいて、家庭裁判所が後見人、保佐人、補助人に本人の財産

調査を命ずるものではないと解する考え方もあり得ると思われる。 

 

 法定後見制度に関するその他の検討事項 

 法定後見の本人の相手方の催告権 10 

第１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても次の案によるも

のとする。 

法定後見の本人の相手方の催告権に関しては、基本的に現行法の規律（用

語は確定していないものの第１の１(1)において【乙１案】又は【乙２案】

をとる場合に合わせて表記すると次のような規律）を維持するものとする。 15 

① 本人の相手方は、本人が行為能力者（行為能力の制限を受けない者をい

う。）となった後、その者に対し、１か月以上の期間を定めて、その期間

内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨

の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確

答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。 20 

② 本人の相手方が、本人が行為能力者とならない間に、その保護者に対し、

その権限内の行為について①に規定する催告をした場合において、保護

者が①の期間内に確答を発しないときも、その行為を追認したものとみ

なす。 

③ 特別の方式を要する行為については、①及び②の期間内にその方式を25 

具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみな

す。 

④ 本人の相手方は、本人（事理弁識能力を欠く常況にある者についての保

護の仕組みを設ける場合にはその仕組みの本人を除く。）に対しては、①

の期間内にその保護者の追認を得るべき旨の催告をすることができる。30 

この場合において、その本人がその期間内にその追認を得た旨の通知を

発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 

 

（説明） 

 提案の概要 35 

この提案は、法定後見制度の見直しに伴う法定後見の本人の相手方の催
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告権の規律の見直しの要否について、基本的に現行法の規律を維持するも

のとすることを提案するものである。 

 

 現行法の規律及び見直しの検討の必要性 

 本人の相手方の催告権に関する現行法の規律 5 

現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 

 規律の趣旨等 

ア 制限行為能力者の行為は、後に取り消されることがあり、取り消され

ると初めから無効となり、善意で取引をした相手方は不測の損害を被

ることがある。そこで、本人の利益と取引の安全との調整を図るために、10 

制限行為能力者の取消可能な行為について、その相手方に、法律関係を

早期に確定させるための手段が用意されている。 

イ なお、追認とは、取り消し得る行為を確定的に有効にする事由である

とされている。民法第１２２条においても、取消権者（制限行為能力者

又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者（保佐人、15 

補助人）。同法第１２０条）が追認をすることができると規定されてお

り、また、制限行為能力者であった者が行為能力者となった後は単独で

有効に追認することができるとされている（同法第１２４条第１項）。 

 見直しの検討の必要性 

ア 現行法の補助の制度においては、本人の事理弁識能力が不十分の状20 

態であっても、必要性が失われたことを理由として、補助開始の審判の

取消しが可能とされている一方、事理弁識能力を欠く常況にある者を

対象とする後見の制度及び事理弁識能力が著しく不十分な者を対象と

する保佐の制度においては、事理弁識能力が回復しない限り、後見開始

の審判や保佐開始の審判の取消しが可能とされていない。 25 

見直し後の規律において、本人の事理弁識能力が著しく不十分の状

態であっても、保護者の同意を要するとすることによる保護の必要性

がなくなったとして法定後見の審判を取り消すなどにより、法定後見

が終了するとの制度とする場合においては、制限行為能力者の相手方

の催告権に関する現在の規律が前提とするところとは異なる状況が生30 

ずると思われる。例えば、事理弁識能力が著しく不十分である者につい

て、特定の法律行為（例えば、動産の取引）をするには保護者の同意を

要する旨の審判がされたが、本人が保護者の同意を得ることなく当該

特定の法律行為（動産の売却）をし、その後、保護者が当該法律行為に

関して追認又は取消しをしないまま、具体的な必要性がないと認定さ35 

れて、事理弁識能力が回復しない状態で保護者の同意を要する旨の審
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判が取り消される（すなわち、行為能力の制限を受けなくなる）場面を

想定することとする。 

なお、部会においては、法定後見による保護の必要性がないと認定し

て保護者の同意を要する旨の審判を取り消す際には、本人が同意を要

する法律行為をしたかどうか、その際に保護者が同意をしたかどうか、5 

同意をしていない場合に追認するのかどうかについて、確認した上で

取消しの審判をすべきである旨の意見が出された。他方で、この点に関

し、現在の運用を前提とすれば、見直し後の制度の下でも、家庭裁判所

は、同意権の適切な行使につき裁量と責任を有する保護者の陳述を基

本的な資料として判断することをもって同様の事項を把握し得るもの10 

と考えられるとの意見も出された。 

イ また、取消権者を見直すとした場合には、追認をすることができる者

の範囲にも影響を及ぼすことから、その点についても整理をする必要

があるように思われる 

ウ このように、法定後見制度の見直しとの関係で、本人の相手方の催告15 

権に関する規律の見直しの必要がないかが問題となる。 

 

 民法第２０条第１項 

 現行法の規律を維持すること 

ア 事理弁識能力を欠く常況にある者については、意思表示を受けた時20 

に意思能力を有しなかったときは、意思表示をした者は、その意思表示

をもって意思能力を有しなかったその相手方に対抗することができな

いとされており（民法第９８条の２）、同法第２０条第１項の催告につ

いても同様に扱うことができる（結果として、同法第２０条第１項の効

果が生じない）と思われる。 25 

イ 次に、事理弁識能力が著しく不十分な者については、現行の民法にお

いて意思表示の受領能力を有するとされている（民法第９８条の２参

照）。同法第９８条の２の規定の背景には、被保佐人については、意思

表示を受領した被保佐人は保佐人に相談するなどして、自己に不利益

が生じないよう適切に対応することの期待があると思われる。 30 

他方で、事理弁識能力が著しく不十分であるものの法定後見制度を

利用していない者（見直し後においてはそのケースが増えることが想

定される。）については、このように相談する保護者が存在しないため、

必ずしも、自己に不利益が生じないように適切に対応することを期待

することが容易ではない場合も考えられる。この場合には、事理弁識能35 

力が著しく不十分な者について、民法第２０条第１項の催告の効力が
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生ずることにより不利益が生ずることも想定されるが、事理弁識能力

が著しく不十分な状態であっても、保護者の同意を要する旨の審判を

取り消す制度を採用するときには、制限行為能力者の相手方の保護の

必要性も考慮すれば、そのような不利益が生ずることはやむを得ない

と思われる。 5 

ウ また、事理弁識能力が不十分な者については、現行法において、事理

弁識能力が回復していない場合（事理弁識能力が不十分であることに

変化がない場合）でも同意を要する旨の審判を取り消すことが可能で

ある。そして、同意を要する旨の審判が取り消された後、本人が法律行

為の相手方から催告を受けた場合において、確答を発しないときは、本10 

人がその行為を追認したものとみなすという効果が生ずる。 

このような状況は、見直し後の規律においても異ならないと思われ

る。 

エ また、部会においては、法定後見による保護の必要性がないと認定し

て同意を要する旨の審判を取り消す際には、本人が同意を要する法律15 

行為をしたかどうか、その際に保護者が同意をしたのかどうか、同意を

していない場合に追認するのかどうかについて、確認した上で取消し

の審判をすべきであり、そのように取消しの審判がされた場合には、法

定後見制度に関し民法第２０条第１項の規律が問題となる場面は多く

は生じないと思われるとの意見もあった。 20 

オ なお、民法第２０条第１項の催告を受けた者が確答を発しないとき

は追認の効果を生ずるとの規律を、確答を発しないことをもってその

行為を取り消したものとみなす（同法第２０条第４項参照）との規律に

改めることは、本人の自己決定の尊重の観点から好ましくないと思わ

れる。 25 

カ 以上によれば、見直し後の法定後見の仕組みにおいて同意を要する

旨の審判を取り消された者については、法律行為の相手方は催告をす

ることができ、本人が確答を発しないときは、本人がその法律行為を追

認したものとみなすとの規律を維持する考え方があり得ると思われる。 

 現行法の規律を修正する考え方 30 

ア このように民法第２０条第１項について現行法の規律を維持する考

え方のほかに、現行法の規律を修正する考え方もあり得るように思わ

れる。すなわち、事理弁識能力を欠く常況にある者及び事理弁識能力が

著しく不十分である者について、事理弁識能力が回復しない状態であ

っても、法定後見人等の同意を要することとすることによる保護の必35 

要性がなくなったとして法定後見の審判を取り消すなどにより、法定
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後見が終了するとの制度とする場合において、本人保護の観点から、事

理弁識能力が回復しない状態で法定後見が終了したときは、同法第２

０条第１項の規律を及ぼさないとする（この規律の適用を除外するな

どとする）考え方があり得るように思われる。 

イ しかし、この考え方については、まず、事理弁識能力が回復したこと5 

によって法定後見が終了した場合には現行の民法第２０条第１項の規

律を及ぼし、他方で、そうではなく保護の必要性がなくなったことによ

って終了した場合には現行の同法第２０条第１項の規律を及ぼさない

ことを想定していると思われ、法定後見が終了する理由により催告を

した場合の効力が異なることとなるようにも思われる。そうすると、事10 

態やそれに係る規律が複雑化し、相手方の利益も害されるように思わ

れる。また、保護の必要性がなくなったことにより法定後見が終了した

場合には、本人は単独で追認をすることができることになるように思

われるが、そうではなく、保護の必要性がなくなったことによって終了

した場合には現行の同法第２０条第１項の規律を及ぼさないとするこ15 

とは、このことと必ずしも整合しないようにも思われる。 

そうすると、現行法の規律を修正する考え方を採用するには、前記の

ような事態が生じないようにすることや、法定後見が終了した場合に

は本人は単独で追認をすることができることとの関係で、慎重に検討

する必要があるように思われる。 20 

 

 民法第２０条第２項及び第４項 

 現行法の規律を基本的には維持すること 

ア 法定後見による保護の必要性がないと認定して同意を要する旨の審

判を取り消すこととする場合においても、その審判が取り消されるま25 

での保護者及び本人の立場は、現行法のそれと異ならないように思わ

れる。そのような理解を踏まえると、法定後見制度の見直しとの関係で

も、民法第２０条第２項及び第４項の規律については、基本的は維持す

ることになると考えられる（なお、保護者の取消権や追認権との関係の

整理については、後記(2)参照）。 30 

イ なお、民法第２０条第４項の規律については、事理弁識能力を欠く常

況にある者についての保護の仕組みを設ける場合には、事理弁識能力

を欠く常況にある者以外の本人について、また、事理弁識能力を欠く常

況にある者についての保護の仕組みを設けない場合には、本人（なお、

客観的に事理弁識能力を欠く常況にある者については、同法第２０条35 

第４項の催告の受領能力が別に問題になると思われる。）について、そ
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の規律が及ぶことになると思われる。 

なお、民法第２０条第４項に関して、部会においては、その効果が「そ

の行為を取り消したものとみなす」とされているが、催告をしようとす

る者は多くの場合に当該法律行為が有効に確定することを希望すると

考えられるものの、同法第２０条第４項の催告をした結果、当該法律行5 

為が取り消されたとみなすということは、催告をしようとする者の希

望とは反対の結果になるのではないかとの点、また、他方で、催告をし

ようとする者が同法第２０条第４項の効果を狙っているとすれば、そ

もそも当該催告をしようとする者は当該法律行為の効力を否定するこ

とができないはずなのに、そのような手段を選択肢として与えること10 

は望ましいのかとの点から、その規定の合理性について問題提起をす

る意見があった。この点については、法律行為の相手方が、積極的に法

律関係を確定させることができる手段であるとして意味があるとする

旨の意見もあった。 

 見直し後の制度において民法第１２０条の取消権者に「同意をするこ15 

とができる者」（同法第１２０条第１項参照）が含まれないこととする場

合 

ア 見直し後の制度において、民法第１２０条の取消権者に「同意をする

ことができる者」は含まれないとする考え方がある。そして、取消権者

の範囲をこのように考える場合においては、「同意をすることができる20 

者」にとどまる保護者は、当該法律行為について取り消すことができず

（取消権を有しない。）、また、追認をすることができるのは取消権者で

あるとの現行法の規律を前提とすると、当該法律行為について追認を

することもできない（追認権を有しない。）。 

このように法定後見制度における保護者が追認権を有しないことと25 

する場合には、保護者に対する取り消すことができる行為を追認する

かどうかを確答すべき旨の催告（民法第２０条第２項）及び本人に対す

るその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告（同法第２０条第

４項）はその前提を欠くため、同法第２０条第２項及び第４項の規律を

見直す必要があるように思われる。 30 

イ この点について、平成１１年の改正前の民法第２０条の規律を参考

に、同法第２０条第２項の催告の相手方を法定代理人のみとし、同法第

２０条第４項については、本人に対する、保護者の同意を得てその取り

消すことができる行為を追認するべき旨の催告とするとの考え方があ

り得るように思われる。 35 

ウ なお、保護者が家庭裁判所の審判により個別に取消権を付与される
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こととする場合において、取消権を付与された保護者は追認権を有す

ることになると思われる。この点に関し、保護者に取消権が付与される

場合には民法第２０条第２項及び第４項の規律を維持し、他方で保護

者が取消権を付与されない場合には同法第２０条第２項及び第４項の

規律を修正するとすることが考えられるが、この場合には事態やそれ5 

に係る規律が複雑化し、相当ではないと思われる。 

したがって、保護者が家庭裁判所の審判により個別に取消権を付与

されることとする場合においても、保護者が取消権を有しない場合と

同様の考え方をとることが相当であるように思われる。 

エ 他方で、見直し後の制度において民法第１２０条の取消権者に「同意10 

をすることができる者」（同法第１２０条第１項参照）が含まれないこ

ととする場合であっても、同法１２２条の追認権を有することとする

ことも考えられる。 

この考え方をとるときにおいては、保護者に対する取り消すことが

できる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告（民法第２０条15 

第２項）及び本人に対するその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨

の催告（同法第２０条第４項）が可能であるため、同法第２０条第２項

及び第４項の規律を維持することになると思われる（法定後見の規律

に係る取消権者及び追認については、第１の２参照）。 

 20 

（現行法の規律） 

 (1) 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者（行為能

力の制限を受けない者をいう。以下同じ。）となった後、その者に対し、

１か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行

為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるとされ25 

ている。そして、この場合において、その者がその期間内に確答を発しな

いときは、その行為を追認したものとみなすとされている（民法第２０条

第１項）。 

 (2) また、制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者と

ならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、１か月以上の30 

期間を定めて、その期間内に、その権限内の行為についてその取り消すこ

とができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることが

できるとされている。そして、この場合において、これらの者がその期間

内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなすとされて

いる（民法第２０条第２項）。 35 

 (3) 特別の方式を要する行為については、１か月以上の期間を定めて、その
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期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取

り消したものとみなすとされている（民法第２０条第３項）。 

 (4) 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は特定の法律行為をするには

補助人の同意を得なければならない旨の審判を受けた被補助人に対して

は、１か月以上の期間を定めて、その期間内にその保佐人又は補助人の追5 

認を得るべき旨の催告をすることができるとされている。そして、この場

合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た

旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなすとされ

ている（民法第２０条第４項）。 

 10 

 本人の詐術 

第１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても次の案によるも

のとする。 

法定後見の本人の詐術の規律について、基本的には現行法の規律を維持

するものとし、「詐術」の内容を明確にする考え方について、引き続き、検15 

討するものとする。 

 

（説明） 

 提案の概要 

この提案は、法定後見制度の見直しに伴う法定後見の本人の詐術の規律20 

の見直しの要否について、基本的には現行法の規律を維持するものとしつ

つ、「詐術」の内容を明確にする考え方について、引き続き検討するものと

することを提案するものである。 

 

 現行法の規律及び見直しの検討の必要性 25 

 現行法の規律 

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用い

たときは、その行為を取り消すことができないとされている（民法第２１

条）。 

 規律の趣旨等 30 

民法第２１条の規律は、制限行為能力者の取引の相手方が当該制限行

為能力者が制限行為能力者であることを知らなかった場合において、そ

の知らなかった原因が制限行為能力者が詐術を用いたことにあるときに

ついて、取引の相手方を保護するために設けられたものである。この詐術

には、制限行為能力者が自己を行為能力者であると信じさせる場合のみ35 

ならず保護者の同意を得たと信じさせる場合を含むとされている。 
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 見直しの検討の必要性 

部会においては、法定後見制度を見直すことによって、事理弁識能力を

欠く常況にある者についての保護の仕組みを設けない場合（特定の法律

行為について保護者に権限を付与する仕組みのみ設ける場合）など、現在

の制度や運用と異なることがあり得るが、取引の相手方の対応について、5 

どのように考えるか整理しておく必要があるとの意見が出された。また、

取引の相手方を保護することによって本人が必要な取引をすることがで

きる環境が整うとの観点から、制限行為能力者の保護と取引の安全との

調整を図るために現行法の法定後見制度に関する民法第２１条の規律を

見直す必要があるのではないかとの意見もあった。 10 

そこで、法定後見制度の見直しとの関係で、本人の詐術に関する規律の

見直しの必要がないかが問題となる。 

 

 「詐術を用いたとき」に関する判例等 

 大審院大正５年１２月６日第三民事部判決等 15 

「詐術を用いたとき」（民法第２１条）に関しては、大審院大正５年１

２月６日第三民事部判決・民録２２輯２３５８頁は、「相手方ヲシテ其能

力者タルコトヲ信セシムル為メ積極的ニ詐欺ノ手段ヲ用フルヲ謂フ」と

し、その後の大審院昭和５年４月１８日第二民事部判決・民集９巻６号３

９８頁は、「他人ヲシテ能力者タルコトヲ誤信セシムル為自己ノ能力者タ20 

ルコトヲ陳述シ因テ以テ其ノ目的ヲ達シタル場合ヲモ指称」とした。この

各裁判例に関して、当初は、詐術を狭義に解していた（取消しが認められ

る場面が広い）が、その後、緩やかに解されるようになった（取消しが認

められる場面が狭い）とされている。 

そのような中で下記昭和４４年の最高裁判決がされている。 25 

 最高裁昭和４４年２月１３日第一小判決 

現行の民法第２１条の「詐術を用いたとき」については、財産を放蕩す

るおそれがあることを理由に準禁治産宣告を受け、その妻が保佐人に就

任し、準禁治産者が不動産の売買をしたが、保佐人の同意がないことを理

由に同売買の取消しを主張し、取引の相手方が準禁治産者において詐術30 

を用いたことなどを主張した事案において、制限行為能力者が行為能力

者であることを誤信させるために、相手方に対し積極的術策を用いた場

合に限られず、制限行為能力者が、普通に人を欺くに足りる言動を用いて

相手方の誤信を誘起し、又は誤信を強めた場合をも包含すると解されて

おり、したがって、制限行為能力者であることを黙秘していた場合でも、35 

それが、制限行為能力者の他の言動などと相まって、相手方を誤信させ、
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又は誤信を強めたものと認められるときは、なお詐術に当たるというべ

きであるが、他方で、単に制限行為能力者であることを黙秘していたこと

の一事をもって、詐術に当たるとするのは相当ではないとされている（最

高裁昭和４４年２月１３日第一小判決・民集２３巻２号２９１頁参照）。 

なお、この後の下級審の判断においては、厳格に解されてきているとの5 

指摘もある。 

 

 見直しの要否等 

部会においては、本人の詐術に関する規律について、「詐術」の文言に関

して、これまでの裁判例の蓄積や解釈などの議論を明文化する旨の意見が10 

あった。これを踏まえ、本文では、法定後見の本人の詐術の規律について、

基本的には現行法の規律を維持するものとし、「詐術」の内容を明確にする

考え方について、引き続き検討するものとするとの提案をしている。 

もっとも、「「詐術」の内容を明確にする」との点については、これまでの

裁判例の蓄積や解釈などの議論を踏まえ、どのように明文化することが可15 

能かという点や未成年者の詐術に関する規律との関係も含め、更に整理す

る必要があるように思われる。 

 

 意思表示の受領能力等 

(1) 意思表示の受領能力 20 

第１の１(1)において、【甲案】をとる場合には次のアによるものとし、

【乙２案】をとる場合（事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護

の仕組みを設ける場合）には次のイによるものとし、【乙１案】をとる場

合（事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設けな

い場合）には次のウによるものとする。 25 

ア 第１の１(1)において【甲案】をとる場合 

現行法の規律（成年被後見人に関する意思表示の受領能力の規律）を

維持するものとする。 

イ 第１の１(1)において【乙２案】をとる場合 

第１の１(1)【乙２案】ア①の保護（保護Ａ）の本人に関する意思表30 

示の受領能力の規律を設けないものとし、第１の１(1)【乙２案】イ①

の保護（保護Ｂ）の本人に関する意思表示の受領能力の規律（現行法の

規律）を設ける（維持する）ものとする。 

ウ 第１の１(1)において【乙１案】をとる場合 

法定後見の本人に関する意思表示の受領能力の規律を設けない（削35 

除する）ものとする。 
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(2) 意思表示を受領する権限を有する者を選任する仕組み 

第１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても、次の【甲案】

又は【乙案】のいずれかの案によるものとする。 

【甲案】 

現行法の規律を維持する（意思表示を受領する権限を有する者を選5 

任する仕組みを設けない）ものとする。 

【乙案】 

家庭裁判所は、事理弁識能力を欠く常況にある者については、利害関

係人の請求により、本人に代わって意思表示を受ける者を選任するこ

とができるものとする。 10 

（注）法定後見の利用が終了した後であることを要件とする考え方、法定後

見を利用している間に代理権を付与された保護者がした法律行為に係る

意思表示をする必要があることを要件とする考え方がある。 

 

（説明） 15 

 提案の概要 

この提案は、法定後見制度の見直しに伴い、成年被後見人の意思表示の受

領能力等の規律の見直しの要否について提案するものである。 

成年被後見人の意思表示の受領能力の規律に関しては、第１の１(1)にお

いて、【甲案】をとる場合には現行法の規律を維持するものとし、【乙２案】20 

をとる場合には保護Ｂの本人について成年被後見人に関する意思表示の受

領能力についての規律（現行法の規律）を設ける（維持する）ものとし、【乙

１案】をとる場合には、法定後見の本人について意思表示の受領能力の規律

を設けない（削除する）ものとすることを提案している。 

また、法定後見の本人の中には、事理弁識能力を欠く常況にある者に該当25 

するものも存在するが、法定後見による保護の必要性がなくなったと認め

られて法定後見を終了した場合に当該者が意思表示を受けたときや、法定

後見制度を利用していないものの意思表示を受けた者がその際に意思能力

を有しなかったときに、これらの者について意思表示を受領する権限を有

する者を選任することができる規律を新設するか否かに関して、規律を設30 

けないとの案（【甲案】）、規律を設けるとの案（【乙案】）を提示している。 

 

 現行法の規律及び規律の趣旨等 

 現行法の規律 

現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 35 

 規律の趣旨等 
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民法第９７条第１項は、意思表示の効力発生時期等を定めており、意思

表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずると規定し

ている。そして、「到達」とは、意思表示が相手方の勢力範囲内に入るこ

と、すなわち、社会観念上一般に了知し得べき客観的状態を生じたと認め

られることと解されている。 5 

また、「到達」は、了知し得べき状態の成立であるから、受領者に了知

し得るだけの能力がなければ、「到達」とはならないとされている。 

そこで、民法第９８条の２は、意思表示の相手方がその意思表示を受け

た時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人

であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することがで10 

きず、例外的に、相手方の法定代理人又は意思能力を回復し、若しくは行

為能力者となった相手方がその意思表示を知った後は、この限りではな

いとされている。 

この規定の趣旨は、意思表示の相手方が当該意思表示の内容を了知し

得る能力を具備していない場合には、その内容を理解し、自己に不利益が15 

生じないよう行動し得ないこともあるため、意思能力を有しない者、未成

年者及び成年被後見人を特に保護することにあると解される。 

そして、民法第９８条の２は、準法律行為（意思の通知や観念の通知）

に対しても準用されると解されている。 

 20 

 意思表示の受領能力 

 見直しの検討の必要性 

法定後見制度の見直しとの関係で、成年被後見人の意思表示の受領能

力に関する規律の見直しの必要がないかが問題となる。 

 第１の１(1)において【甲案】をとる場合 25 

第１の１(1)において【甲案】をとる場合には、現行法の規律（成年被

後見人に関する意思表示の受領能力の規律）を維持することが考えられ

る。 

 事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設ける場

合 30 

第１の１(1)において【乙２案】をとる場合には、第１の１(1)【乙２案】

イ①の保護（保護Ｂ）の本人についての状況は、事理弁識能力を欠く常況

にある者であるという観点からすると、現行法の成年被後見人と変わら

ないと考えられる。 

そこで、第１の１(1)において【乙２案】をとる場合には、第１の１(1)35 

【乙２案】イ①の保護（保護Ｂ）の本人については現行法の規律（成年被
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後見人に関する意思表示の受領能力の規律）を設ける（維持する）ことが

考えられる。 

 事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設けない

場合 

第１の１(1)において【乙１案】をとる場合には、家庭裁判所が事理弁5 

識能力を欠く常況にあるとの認定をすることはないことを踏まえると、

成年被後見人の意思表示の受領能力の規律を削除することが考えられる。 

なお、民法第９８条の２の規律は、「相手方に対抗することができない」

とされているため、意思表示を受けた側（例えば成年被後見人側）におい

て、意思表示の存在を主張することは許されている。換言すれば、後見の10 

制度を利用している本人については、意思表示を受けた際に意思能力を

有しなかったとの立証をすることなく、有利な意思表示は存在を主張し、

不利な意思表示は不存在を主張するという選択肢を与えているとも思わ

れる。この観点から、同法第９８条の２は、成年被後見人に保護を与える

ことを目的とした規定であるとも考えられる。そうすると、事理弁識能力15 

を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設けない場合には、意思

表示を受けた際に意思能力を有しなかったと立証することができたとき

は成年被後見人と同様の保護を受けることができるが、意思能力を有し

なかったとの立証をすることなく、このような保護を受けることができ

なくなることも踏まえて、前記のように規定の対象から本人を除外する20 

ような仕組みとすることの適否についても検討しておく必要があるよう

に思われる。 

 小括 

前記の理由から、本文では、事理弁識能力を欠く常況にある者について

保護の仕組みを設ける場合にはその仕組みの本人について成年被後見人25 

に関する意思表示の受領能力の規律を維持するものとし、事理弁識能力

を欠く常況にある者について保護の仕組みを設けない場合には成年被後

見人に関する意思表示の受領能力の規律を設けない（削除する）ものとす

ることを提案している。 

 30 

 意思表示を受領する権限を有する者を選任する仕組み 

 見直しの検討の必要性（問題となる場面等） 

ア 民法第９７条第１項及び第９８条の２の規律を前提に、事理弁識能

力を欠く常況にある者については、通常は意思無能力であると考えら

れるとすると、単独では有効に意思表示を受領することができない。そ35 

して、意思表示をしようとする者は、意思表示を受ける者に意思表示の
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受領の権限を有する保護者が存在する場合には、当該保護者に対して

意思表示をすることができる。 

なお、見直し後の仕組みにおいては、意思表示の受領の権限を有する

保護者に次の者が該当すると考えられる。すなわち、第１の１(1)【甲

案】では成年後見人並びに当該意思表示に関する法律行為の代理権や5 

意思表示の受領の代理権を有する保佐人及び補助人、【乙１案】では当

該意思表示に関する法律行為の代理権や当該意思表示の受領の代理権

を有する保護者、【乙２案】の保護Ａでは当該意思表示に関する法律行

為の代理権や意思表示の受領の代理権を有する保護者、保護Ｂでは保

護者である。 10 

イ 他方で、①事理弁識能力を欠く常況にある者について法定後見が開

始し、保護者がその代理権に基づき一定の法律行為をした後、法定後見

による保護の必要性がなくなったと認められたことにより法定後見が

終了したが、本人が、問題となる意思表示の受領について意思能力を有

しない場面、②問題となる意思表示の受領について意思能力を有しな15 

い者について、これまで法定後見が開始されていない場面などでは、現

行法の意思表示の受領能力の規律を前提とすると、意思表示をした者

は、当該意思能力を有しない者に対して意思表示をすることができな

い（なお、②の場面は現行法下においても生ずる。）。 

ウ このような場面を踏まえ、取引の相手方の保護の観点から、事理弁識20 

能力を欠く常況にある者について意思表示の受領について権限を有す

る者を選任する仕組みを設けるとの考え方もあり得るように思われる。 

 【甲案】 

ア 提案の概要 

現行法の規律を基本的には維持し、意思表示を受領する権限を有す25 

る者を選任する仕組みを設けないものとするものである。 

イ 提案の内容 

前記(1)イの①又は②の場面のように、意思表示をしようとする相手

方が意思表示を受けた時に意思能力を有しないときは、意思表示をし

ようとする者は、相手方に意思表示の受領についての権限を有する代30 

理人が存在しない限り、相手方に対して有効に意思表示をすることが

できないことになると思われる。 

しかし、このような場面が実務上問題となるケースは多くはないと

の考えや、このような場合には訴訟提起をして手続法上の特別代理人

の選任を申立て、当該特別代理人に訴状送達をすることをもって意思35 

表示をすることで対応することができるとの考えを背景に、特に手当
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を要しないとの考え方（現行法の規律を基本的に維持する考え方）があ

る。 

ウ 【甲案】に対する指摘等 

まず、常に訴訟提起をしなければならないことになる点に関して、取

引の相手方にそのような行動を求めることが取引社会の中で合理性を5 

有するかについて慎重に検討する必要があると思われる。 

部会においては、このような場面は法定後見制度を利用する場面で

ある旨の意見があった。しかし、取引の相手方が法定後見制度の申立権

者に含まれない場合には（第１の１(3)参照）、取引の相手方としては、

自らの選択で法定後見制度を利用することはできない。 10 

また、取引の相手方としては、例えば、事理弁識能力を欠く常況にあ

る者と法律関係に入った場合において、当該法律関係に問題が生じた

ときに、訴訟提起（及び訴訟法上の特別代理人の選任の申立て）以外に、

自らの主導権において当該問題を法的に解決する手段がない制度の下

では、当該者との間で法律関係に入ろうとせず、結果として、そのよう15 

な者が必要な取引に応じてもらいにくいこととなるのではないかとも

考えられる。 

なお、前記(1)イの①のような場面に関して、いったん法定後見が開

始したが法律関係が整理された後（例えば、債務不履行がないことが確

認された後）に法定後見が終了するため、特に実務上支障が生ずること20 

はないのではないかとの考えもあるように思われる。しかし、例えば、

保護者が不動産の売買契約を締結した後、法定後見が終了し、その相当

期間が経過した後に、売買契約の目的物がその契約の内容に適合しな

いことが判明して、買主が売主である本人に対して、損害賠償を請求し

たり、売買契約の解除の意思表示をしようとしたりする場面もあると25 

思われる。 

 【乙案】 

ア 提案の概要 

【乙案】は、家庭裁判所は、事理弁識能力を欠く常況にある者につい

ては、利害関係人の請求により、本人に代わって意思表示を受ける者を30 

選任することができるものとするものである。 

イ 提案の内容 

(ｱ) 前記(1)イの①のような場面において、法定後見が終了した後に、

終了前に保護者が本人の代理人として行った取引について法的問題

が顕在化したときには、それを法的に整理する観点から、その取引の35 

相手方から本人に対する意思表示について、本人の代わりに受領す
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る権限を有する者を選任する仕組みを設ける考え方がある。 

（注）に記載した考え方（法定後見の利用が終了した後であること

を要件とする考え方、法定後見を利用している間に代理権を付与さ

れた保護者がした法律行為に係る意思表示をする必要があることを

要件とする考え方）は、このような場合を想定した考え方である。 5 

(ｲ) さらに、前記(1)イの①のような場面のほかに、前記(1)イの②の場

面のように、法定後見制度による代理行為によって法律関係を有す

るに至った者ではない者との関係でも、問題となる意思表示の受領

について意思能力を有しない者のために意思表示を受領する権限を

有する者を選任する仕組みを設けるとの考え方がある。 10 

この考え方は、前記(1)イの①のような場面そのものは法定後見制

度の見直しによって生ずるのではなく（もっとも、法定後見制度の見

直しにより問題となる事案が増えることは考えられる。）、そもそも

問題となる意思表示の受領について意思能力を有しない場合には意

思表示の受領の効力が生じない（対抗することができない）ことによ15 

る問題であるとの理解をしているものと考えられる。また、意思表示

の相手方がその意思表示の受領について意思能力を有しないときに、

意思表示をしようとする者において、当該意思表示の相手方を被告

とする訴訟提起をすることなく、その代理人に意思表示をすること

で、その目的を達成しようとするものであるともいえる。 20 

(ｳ) そして、意思表示を受領する権限を有する者として選任された者

は、意思表示を受領した後の対応に関し、法定後見の開始の審判の申

立権者とすることとし、受領した意思表示の内容を踏まえ本人の保

護の観点から必要があれば、法定後見の開始の審判の申立てをする

こととするとの考え方がある。 25 

なお、部会においては、法律において意思表示を受領した後一定期

間内に行為をしなければならないとされている場合には、保護者が

その期間内に行為をすることが難しい場合も想定されるとの意見も

あった。 

ウ 【乙案】に対する指摘等 30 

意思表示を受領するための権限を有する者を選任する仕組みを設け

る場合には、意思表示を受領するための権限を有する者としてどのよ

うな者を選任するか（例えば、前に本人の保護者であった者）、意思表

示を受領するための権限の期間の限定について検討することが必要で

あるように思われる。 35 

また、前記(1)イの②のような場面をも想定して、意思表示を受領す
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る権限を有する者を選任する仕組みを設けることを検討するに当たっ

ては、前記(1)イの①のような場面が法定後見制度による代理人によっ

て作られた法律関係を基礎とすることができるのに対し、そのような

限定がないことを踏まえ、申立権者の範囲や意思表示を受領した者の

その後の対応、誰を選任するかといった点に加え、前記(1)イの①のよ5 

うな場面のほかに前記(1)イの②のような場面においても、意思表示を

受領する権限を有する者を選任する仕組みを設けることの必要性や相

当性をどのように考えるかとの点について検討する必要があるように

思われる。 

 【甲案】及び【乙案】と第１の１(1)の【甲案】、【乙１案】及び【乙２10 

案】との関係 

第１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても、【甲案】及び

【乙案】をとることができる。 

なお、部会においては、第１の１(1)【乙２案】イ①の保護（保護Ｂ）

の保護者は本人に対する意思表示の受領について本人を代理するのであ15 

るから、第１の１(1)において【乙２案】をとる場合には意思表示を受領

する権限を有する者を選任する仕組みは必要ないのではないかとの意見

があった。しかし、保護Ｂの申立権者に、本人に対して意思表示をしよう

とする者が含まれないとの規律とするときには、その意思表示をしよう

とする者が自らの権限で本人についてその保護の開始の申立てをするこ20 

とができないのであるから、そのようなときには、なお、意思表示を受領

する権限を有する者を選任する仕組みは必要であるように思われる。 

 

（現行法の規律） 

  意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずるとさ25 

れている（民法第９７条第１項）。 

  また、意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しな

かったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思

表示をもってその相手方に対抗することができないとされている。ただし、

相手方の法定代理人又は意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手30 

方がその意思表示を知った後は、この限りでないとされている（民法第９８

条の２）。 

 

 成年被後見人と時効の完成猶予 

第１の１(1)において、【甲案】をとる場合には次の(1)によるものとし、35 

【乙２案】をとる場合（事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の
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仕組みを設ける場合）には次の(2)によるものとし、【乙１案】をとる場合（事

理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設けない場合）

には次の(3)によるものとする。 

(1) 第１の１(1)において【甲案】をとる場合 

現行法の規律（成年被後見人と時効の完成猶予の規律）を維持するもの5 

とする。 

(2) 第１の１(1)において【乙２案】をとる場合 

第１の１(1)【乙２案】ア①の保護（保護Ａ）の本人について成年被後

見人と時効の完成猶予の規律を設けないものとし、第１の１(1)【乙２案】

イ①の保護（保護Ｂ）の本人について成年被後見人と時効の完成猶予の規10 

律（現行法の規律）を設ける（維持する）ものとする。 

(3) 第１の１(1)において【乙１案】をとる場合 

成年被後見人と時効の完成猶予の規律を設けない（削除する）ものとす

る。 

 15 

（説明） 

 提案の概要 

この提案は、法定後見制度の見直しに伴い、成年被後見人と時効の完成猶

予の規律（ここでは主として民法第１５８条第１項の規律）の見直しの要否

について提案するものである。第１の１(1)において、【甲案】をとる場合に20 

は現行法の規律を維持し、【乙２案】をとる場合には保護Ｂの本人について

成年被後見人と時効の完成猶予の規律を設けるものとし、【乙１案】をとる

場合には成年被後見人と時効の完成猶予の規律を設けないものとすること

を提案している。 

 25 

 現行法の規律等及び見直しの検討の必要性 

 現行法の規律等 

ア 現行法の規律 

現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 

イ 規律の趣旨等 30 

これらの規定の趣旨は、成年被後見人は事理弁識能力を欠く常況に

あり、自ら時効の完成猶予や更新の効力を生ずる行為をなし得ず、この

ような場合においても時効の完成を認めることは権利者である成年被

後見人に酷であり、その権利を不当に害する結果となる点にあると解

される。 35 

そして、民法第１５８条第１項については、時効の完成猶予が認めら
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れる者として未成年者又は成年被後見人のみが掲げられているところ、

これらの者については、その該当性並びに法定代理人の選任の有無及

び時期が形式的、画一的に確定し得る事実であることから、同法第１５

８条第１項の場合の限度で時効の完成猶予を認めても、必ずしも時効

を援用しようとする者の予見可能性を不当に奪うものとはいえないと5 

して、未成年者及び成年被後見人の保護を図っていると考えられる。 

 最高裁平成２６年３月１４日第二小判決 

ア 現行の民法第１５８条第１項は、成年被後見人と規定しているため、

精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にあるものの、いまだ後

見開始の審判を受けていない者については、同法第１５８条第１項を10 

直接適用することはできない。 

イ この点について、最高裁平成２６年３月１４日第二小判決・民集６８

巻３号２２９頁は、時効の期間の満了前６か月以内の間に精神上の障

害により事理弁識能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合に

おいて、少なくとも、時効の期間の満了前の申立てに基づき後見開始の15 

審判がされたときは、民法第１５８条第１項の類推適用により、法定代

理人が就職した時から６か月を経過するまでの間は、その者に対して、

時効は完成しない旨判示して、精神上の障害により事理弁識能力を欠

く常況にあるが後見開始の審判を受けていない者についても、一定の

場合には、同法第１５８条第１項による時効の完成猶予が及ぶと判断20 

した。 

この判断の背景には、前記の者についても法定代理人を有しない場

合には、時効の更新の措置をとることができないため、成年被後見人と

同様に保護する必要があると考えられる一方、この事案では時効期間

の満了前に後見開始の審判の申立てがされ、その後に後見開始の審判25 

がされていることから、少なくともこの事案において民法第１５８条

第１項の類推適用により、時効の完成猶予を認めたとしても、時効を援

用しようとする者の予見可能性を不当に奪うものとはいえないと考え

られるとして、両者の利益衡量をしたものとも思われる。 

 見直しの検討の必要性 30 

法定後見制度の見直しとの関係で、成年被後見人と時効の完成猶予に

関する規律の見直しの必要がないかが問題となる。 

 

 見直しの要否等 

 第１の１(1)において【甲案】をとる場合 35 

第１の１(1)において【甲案】をとる場合には、現行法の規律（成年被
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後見人と時効の完成猶予の規律）を維持することが考えられる。 

 事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設ける場

合 

第１の１(1)において【乙２案】をとる場合には、第１の１(1)【乙２案】

イ①の保護（保護Ｂ）の本人の状況は、現行法の成年被後見人と変わらな5 

いように思われる。また、法定後見として事理弁識能力を欠く常況にある

者についての仕組みが開始していることから、時効の完成を猶予する対

象者の明確性においても現行法と変わらないと思われる。さらに、保護Ｂ

の保護者は保存行為について本人を代理する権限を有していることを踏

まえると、その保護者は完成猶予や更新の効力を生ずる行為をすること10 

ができると考えられる。 

そうすると、第１の１(1)において【乙２案】をとる場合には、保護Ｂ

の本人については成年被後見人と時効の完成猶予の規律（現行法の規律）

を設ける（維持する）ことが考えられる。 

 事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設けない15 

場合 

ア 成年被後見人と時効の完成猶予の規律を設けない考え方 

第１の１(1)において【乙１案】をとる場合には、家庭裁判所は、法

定後見に係る審判をする際に本人が事理弁識能力を欠く常況にある者

であるとの認定をする必要はなく、また、そのような判断をすることは20 

予定されていない。 

もっとも、この仕組みを利用する本人の中にも、事理弁識能力を欠く

常況にある者も含まれ、自ら時効の完成猶予や更新の効力を生ずる行

為をすることは期待することができない場合はあると考えられる。現

行法の趣旨からすると、そのような場合の本人について時効の完成を25 

猶予することは考えられるものの、法定後見に係る審判をする際に事

理弁識能力を欠く常況にある者であるとの認定がされることがないこ

とから、そのような場合の本人に該当するか否かが明確にならない。 

これらを踏まえると、現行法の成年被後見人と時効の完成猶予の規

律を削除することが考えられる。 30 

イ 時効の完成猶予に関する規律を設けることについての更なる検討 

(ｱ) 部会においては、事理弁識能力を欠く常況にある者についての保

護の仕組みを設けない場合（特定の法律行為について保護者に権限

を付与する仕組みのみを設ける場合）であっても、時効の期間の満了

前６か月以内に、法定後見制度を利用している本人が特定の法律行35 

為について時効の完成猶予や更新の効力を生ずる行為をすることが
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期待できないときにおいて、保護者が不在のときは、そのような本人

について時効の完成猶予の規律を設ける必要があるのではないかと

の問題提起があった。 

(ｲ) しかし、この考え方については、次の観点について更に検討する必

要があるように思われる。 5 

本人が特定の法律行為について時効の完成猶予や更新の効力を生

ずる行為をすることができないときというのはどういったときかに

ついて整理することが必要であると思われる。また、時効を援用しよ

うとする者において、本人がそのような行為をすることができない

状態か否かが必ずしも容易に判明せず、予見可能性を害するように10 

思われる。 

なお、本人が事理弁識能力を欠く常況にあるときを想定する考え

方もあり得ると思われるがこの保護の仕組みにおいては前記のとお

り家庭裁判所が法定後見に係る開始の審判において、本人が事理弁

識能力を欠く常況にある者であるとの認定をすることは予定されて15 

いない。そのため、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者であると

どのように認定されるかが問題となる。 

この点について、仮に、本人と時効の援用をしようとする者との間

で紛争が生じ、その事件が係属する裁判所において、本人が事理弁識

能力を欠く常況にあったと認定されることにより時効の完成猶予の20 

効果が生ずる仕組みとすると、時効を援用しようとする者において、

時効の完成猶予の効果が生ずるか否かが後の紛争時にまで判明しな

いことになり、予見可能性が害されるようにも思われる。 

 小括 

前記の理由から、本文では、第１の１(1)において、【甲案】をとる場合25 

には現行法の規律を維持し、【乙２案】をとる場合には保護Ｂの本人につ

いて成年被後見人と時効の完成猶予の規律を設けるものとし、【乙１案】

をとる場合には成年被後見人と時効の完成猶予の規律を設けないものと

することを提案している。 

 30 

（現行法の規律） 

  時効の期間の満了前６か月以内に成年被後見人に法定代理人がないとき

は、その成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した

時から６か月を経過するまでの間は、その成年被後見人に対して、時効は、

完成しないとされている（民法第１５８条第１項）。 35 

  また、成年被後見人がその財産を管理する成年後見人に対して権利を有
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するときは、その成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代

理人が就職した時から６か月を経過するまでの間は、その権利について、時

効は、完成しないとされている（民法第１５８条第２項）。 

 

 受任者が法定後見制度を利用したことと委任の終了事由等 5 

(1) 受任者が法定後見制度を利用したことと委任の終了事由 

【甲案】 

第１の１(1)において、【甲案】をとる場合には現行法の規律（委任の

終了事由の規律）を維持するものとし、【乙２案】をとる場合（事理弁

識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設ける場合）に10 

は第１の１(1)【乙２案】ア①の保護（保護Ａ）の本人について現行法

の規律を設けず、第１の１(1)【乙２案】イ①の保護（保護Ｂ）の本人

について現行法の規律（委任の終了事由の規律）を設ける（維持する）

ものとし、【乙１案】をとる場合（事理弁識能力を欠く常況にある者に

ついての保護の仕組みを設けない場合）には委任の終了事由の規律を15 

設けない（削除する）ものとする。 

【乙案】 

第１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても、委任の終了

事由の規律を設けない（削除する）ものとする。 

(2) 代理人が法定後見制度を利用したことと代理権の消滅事由 20 

【甲案】 

第１の１(1)において、【甲案】をとる場合には現行法の規律（代理権

の消滅事由の規律）を維持するものとし、【乙２案】をとる場合（事理

弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設ける場合）

には第１の１(1)【乙２案】ア①の保護（保護Ａ）の本人について現行25 

法の規律を設けず、第１の１(1)【乙２案】イ①の保護（保護Ｂ）の本

人については現行法の規律（代理権の消滅事由の規律）を設ける（維持

する）ものとし、【乙１案】をとる場合（事理弁識能力を欠く常況にあ

る者についての保護の仕組みを設けない場合）には代理権の消滅事由

の規律を設けない（削除する）ものとする。 30 

【乙案】 

第１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても、代理権の消

滅事由の規律を設けない（削除する）ものとする。 

 

（説明） 35 

 提案の概要 
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この提案は、法定後見制度の見直しに伴い、受任者が法定後見制度を利用

したことと委任の終了事由及び代理人が法定後見制度を利用したことと代

理権の消滅事由の規律の見直しの要否について提案するものである。 

受任者が法定後見制度を利用したことと委任の終了事由に関する【甲案】

は、第１の１(1)において、【甲案】をとる場合には現行法の規律を維持する5 

ものとし、【乙２案】をとる場合には保護Ｂの本人については委任の終了事

由の規律を設けるものとし、【乙１案】をとる場合には委任の終了事由の規

律を設けない（削除する）ものとし、ここでの【乙案】は第１の１(1)にお

いていずれの案をとる場合であっても、委任の終了事由の規律を設けない

（削除する）ものとすることを提案するものである。 10 

また、代理人が法定後見制度を利用したことと代理権の消滅事由に関す

る【甲案】は、第１の１(1)において、【甲案】をとる場合には現行法の規律

を維持するものとし、【乙２案】をとる場合には保護Ｂの本人については代

理権の消滅事由の規律を設けるものとし、【乙１案】をとる場合には代理権

の消滅事由の規律を設けない（削除する）ものとし、ここでの【乙案】は第15 

１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても、代理権の消滅事由の

終了事由の規律を設けない（削除する）ものとすることを提案するものであ

る。 

なお、委任の終了事由に関する【甲案】、【乙案】と代理権の消滅事由に関

する【甲案】、【乙案】の組み合わせについては、基本的には【甲案】と【甲20 

案】、【乙案】と【乙案】をとることが考えられるが、委任の終了事由に関す

る【乙案】をとり、代理権の消滅事由に関する【甲案】をとることも考えら

れる。 

 

 現行法の規律等及び見直しの検討の必要性 25 

 現行法の規律 

現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 

 規律の趣旨等 

ア 委任は、委任者が受任者に対して、委任者又は第三者の事務の処理を

委託する契約であり、当事者間の個人的な信頼関係を基礎とするもの30 

であるとされている。そして、民法第６５３条第３号については、受任

者が精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況となり、後見開始の

審判を受けるときは、委任者の信頼の基礎となった受任者の事務の処

理能力が失われたことを意味するから委任が終了することになるとさ

れる。 35 

なお、この規定は強行規定ではないから、反対の特約をすることは許



 

 

- 122 - 

容されるとされている。 

イ 民法第１１１条第１項が規定する代理権の消滅事由は、法定代理及

び任意代理に共通のものであり、代理人が後見開始の審判を受けたと

きは代理人の事務の処理に対する信頼が一般には著しく低下したこと

がその背景にあるなどと説明されている。 5 

そして、例えば、成年後見人のように裁判所が法定代理人を選任した

場合であっても、選任された成年後見人が後見開始の審判を受けたと

きは、裁判所が選任する際に前提にした事務の処理能力が低下してい

るといえるとすると、選任時の信頼が失われるという点においては任

意代理と異なることはない（更にいえば、委任に関する民法第６５３条10 

第３号の場面と異なることはない）ようにも思われる。 

この点に関して、委任の場合には、委任者（本人）が自ら受任者の事

務の処理状況や処理能力の状態を確認することが、その負担の程度は

措いて（委任者又は第三者の事務の処理を委託するという委任の性質

から、そのような負担を委任者に課すことが相当かという点は問題と15 

なり得る。）、可能である。それに対して、法定代理の場合には、本人が

法定代理人の状況を適切に確認することは、（そのような負担を課すこ

とが相当かという点について議論するまでもなく）通常は困難であり、

法定代理人の職を解く（解任、改任）仕組みの申立権者等が法定代理人

の状況を確認することが可能であるが、それが可能であることをもっ20 

て、委任の場合の委任者（本人）が受任者の状況を確認することが可能

であることと同様に解することができるかどうかという問題があるよ

うにも思われる。 

 「委任に関する規定に従う」との規定 

ア 株式会社と役員（取締役、会計参与及び監査役をいう。以下同じ。）25 

及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従うとされている（会

社法（平成１７年法律第８６号）第３３０条）。 

そのため、役員が後見開始の審判を受けた場合には、その地位を失う

ことになる。この場合において、地位を失った役員が、会社法第３３１

条の２等の規定に従い、再び役員に就任することは妨げられない。 30 

イ なお、「委任に関する規定に従う」との規定は、会社法第４０２条第

３項及び第６５１条第１項のほか一般社団法人及び一般財団法人に関

する法律（平成１８年法律第４８号）等複数の法律に存在する。 

 見直しの検討の必要性 

部会においては、事理弁識能力を欠く常況にある者について保護者に35 

一定の法律行為について権限が生ずる仕組みを設ける場合であっても、
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委任の終了事由についての現行法の規律を削除すべきであるとの問題意

識を前提に、見直しについて検討する必要があるとの意見があり、見直し

の要否等について整理する必要がある。 

 

 受任者が法定後見制度を利用したことと委任の終了事由 5 

 【甲案】 

ア 第１の１(1)において【甲案】をとる場合 

第１の１(1)において【甲案】をとる場合には現行法の規律（委任の

終了事由の規律）を維持することが考えられる。 

イ 事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設ける10 

場合 

(ｱ) 第１の１(1)において【乙２案】をとる場合には、第１の１(1)【乙

２案】イ①の保護（保護Ｂ）の本人の状況は、現行法の成年被後見人

と変わらないように思われる。 

【甲案】は、そのような考えから、第１の１(1)において【乙２案】15 

をとる場合には、保護Ｂの本人について、現行法の委任の終了事由の

規律を維持する考え方である。 

(ｲ) 委任は、委任者が受任者に対して、委任者又は第三者の事務の処理

を委託する契約であり、委任者は、受任者の事務の処理能力を信頼し

て事務の処理を委託するのが通常であると考えられる。そして、受任20 

者が事理弁識能力を欠く常況にあると家庭裁判所に認定されて後見

に相当する法定後見が開始したときには、委任者が委託時に受任者

が有すると信頼した事務の処理能力を受任者が有しないことが、客

観的に明らかな状態になったことになると考えられる。 

仮に、受任者が後見開始に相当する審判を受けた場合であっても25 

委任は終了せず、委任者から受任者に対して、委任の解除（民法第６

５１条第１項の意思表示であり、同法第９８条の２の意思表示の受

領能力も問題となる。）をしない限り、委任が終了しないとすれば、

委任の解除により委任が終了するまでの間に受任者が行った事務の

処理による結果について、それが委任者に不利益なものであっても30 

引き受けざるを得ない。 

(ｳ) そうすると、事理弁識能力を欠く常況にある者について保護者に

一定の法律行為について権限が生ずる仕組みを設ける場合には、そ

の法定後見の開始の審判を受けたことを委任の終了事由とする規律

を維持することが考えられる。 35 

(ｴ) なお、この点について、受任者は、委任者に対して、委任の本旨に
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従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負っ

ているところ（民法第６４４条）、委任が終了するとすることで、受

任者をそのような委任契約から生ずる義務から解放する点でも意義

があると考えられる。 

ウ 事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設けな5 

い場合 

第１の１(1)において【乙１案】をとる場合には、家庭裁判所が事理

弁識能力を欠く常況であるとの認定をすることはないことを踏まえる

と、委任の終了事由の規律を削除する（法定後見の開始の審判を受けた

ことを委任の終了事由としない）ことが考えられる。 10 

なお、この考え方の帰結については、受任者が、（家庭裁判所により

認定されないものの、）客観的に、事理弁識能力を欠く常況になった場

合でも、委任者から受任者に対して、委任の解除をしない限り、委任が

終了しないとすれば、委任の解除により委任が終了するまでの間に受

任者が行った事務の処理による結果について、それが委任者に不利益15 

なものであっても引き受けざるを得ないとの問題があるように思われ

る。また、その委任の解除は民法第６５１条第１項の意思表示であり、

そもそも同法第９８条の２の意思表示の受領能力も問題となる。 

 【乙案】 

ア 提案の概要 20 

【乙案】は、第１の１(1)においていずれの案をとる場合も、委任の

終了事由の規律を設けない（削除する）ものとする考え方である。 

イ 事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設ける

場合 

(ｱ) 部会においては、第１の１(1)において、【甲案】をとる場合には成25 

年被後見人について、【乙２案】をとる場合には第１の１(1)【乙２案】

イ①の保護（保護Ｂ）の本人について、現行法の委任の終了事由の規

律を維持することについて消極の考え方（その仕組みにおける本人

について法定後見の開始の審判があったことを一律に委任の終了事

由にしない考え方）が示された。【乙案】は、このような考え方によ30 

るものである。 

(ｲ) 【乙案】は、受任者が後見開始の審判を受けたことにより委任を終

了させるか否かは、委任者及び受任者が個別に判断をすれば足り、委

任の契約類型に限って、受任者が後見開始の審判を受けたことを委

任の終了事由にする必要性は乏しいのではないかとの考えによるも35 

のである。 
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(ｳ) もっとも、この点については、現行法では受任者が事理弁識能力を

欠く常況にあると裁判所から認定される場合には、いったんは委任

が終了して、委任者は、受任者の行為による不利益を受けることがな

いのに対して、この考え方をとる場合には、委任が終了しないことに

よる不利益を受ける可能性がある。 5 

この不利益を防ぐためには、委任者において、常時、受任者が法定

後見の開始の審判を受けたか否かについて監視し、受任者が後見開

始に相当する審判を受けたときには速やかに委任の解除をすること

が必要であると考えられる。これに伴い、現行法の仕組みよりも委任

者にとって相当の負担が生ずるとも思われる。 10 

敷衍すると、例えば、委任による代理権が授与されている事案では、

現行法の仕組みでは、いったん委任が終了し、その代理権が消滅する

ため、その後は無権代理行為となり、委任者には、原則として代理行

為の効果は帰属しない。そのため、委任者が受任者の事理弁識能力の

状況を認識していなくとも、また、代理行為の相手方に代理権の消滅15 

を通知しなくとも、少なくとも取引の相手方が受任者の代理権が消

滅していることを知っている場合には、無権代理行為として委任者

に代理行為の効果は帰属しない。他方で、いったん委任が終了しない

仕組みとすると、委任者が解除の意思表示をしない限り、委任は終了

せず、別に代理権の消滅事由が生じない限り、原則として代理行為の20 

効果が委任者に帰属する。なお、民法第６５５条は、委任者と受任者

との間の法律関係を規律するものであり、委任者と受任者の代理行

為の相手方との間の法律関係を規律するものではないと解される。 

また、委任による代理権が授与されていない事案についても、委任

が終了しないとすれば、委任の解除により委任が終了するまでの間25 

に受任者が行った事務の処理による結果について、それが委任者に

不利益なものであっても引き受けざるを得ないことになると思われ

る。 

そして、委任者が受任者を監視し、速やかに解除の意思表示をする

負担を回避するための手段としては、あらかじめ、委任契約において、30 

後見開始に相当する審判を受けたときには委任契約が終了する旨の

合意をすることが考えられるが、その合意をするにもその合意交渉

に関して委任者に負担が生ずると思われる。 

そうすると、このような負担を委任者に課すことが相当かとの点

については慎重に検討する必要があると思われる。 35 

さらに、委任者においてこのような負担を回避するために、現行法
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の委任の終了事由の規律を維持することと比較して、後見開始に相

当する審判を受けるおそれがある者に事務を委任することについて

消極となることがあるようにも思われる。 

ウ 事理弁識能力を欠く常況にある者について保護の仕組みを設けない

場合 5 

前記(1)ウのとおり、家庭裁判所が事理弁識能力を欠く常況であると

の認定をすることはないことを踏まえ、委任の終了事由の規律は削除

することが考えられる。 

 

 代理人が法定後見制度を利用したことと代理権の消滅事由 10 

 【甲案】 

ア 第１の１(1)において【甲案】をとる場合 

第１の１(1)において【甲案】をとる場合には現行法の規律（代理権

の消滅事由の規律）を維持することが考えられる。 

イ 事理弁識能力を欠く常況にある者について保護の仕組みを設ける場15 

合 

【甲案】は、第１の１(1)において【乙２案】をとる場合には、第１

の１(1)【乙２案】イ①の保護（保護Ｂ）の本人について、現行法の代

理権の消滅事由の規律を維持するものである。 

その内容は、前記３(1)イと基本的には同じである。加えて、部会に20 

おいては、代理の場合には、代理人の相手方が、代理人が事理弁識能力

を欠く常況にあることを悪用して、代理人と契約を締結した場合には、

代理権の濫用（民法第１０７条）が適用されない限り（代理人に自己又

は第三者の利益を図る目的があることが必要とされる。）、原則として、

その効果が代理の本人に帰属することになるとの観点から、委任の終25 

了事由の規律を維持する必要性よりも代理権の消滅事由の規律を維持

する必要性が高いとの意見があった。また、部会においては、法定代理

の本人が法定代理人の状況を適切に確認することは通常は困難である

ことを踏まえ、同様に、代理権の消滅事由の規律を維持する必要性が高

いとの意見があった。 30 

ウ 事理弁識能力を欠く常況にある者について保護の仕組みを設けない

場合 

第１の１(1)において【乙１案】をとる場合には、家庭裁判所が事理

弁識能力を欠く常況であるとの認定をすることはないことを踏まえる

と、代理権の消滅事由の規律を削除する（法定後見の開始の審判を受け35 

たことを代理権の消滅事由としない）ことが考えられる。 
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その内容は、前記３(1)ウと基本的には同じである。 

そして、法定代理について更に検討すると、法定代理であっても一定

の者が法定代理人の状況を確認して解任に向けた行動をとることが可

能であることを踏まえ、法定後見の仕組みの中で事理弁識能力を欠く

常況にあるとの認定がされないことを考慮すると、委任の終了事由と5 

同様に代理権の消滅事由の規律を削除することとなるように思われる。

他方で、部会においては、委任においては、委任者が自ら受任者の事務

の処理状況や処理能力の状態を確認することが（その負担の程度は措

いて）可能である一方で、法定代理においては、法定代理の本人が法定

代理人の状況を適切に確認することは通常は困難であることを踏まえ、10 

後見開始の審判を受けたことが委任の終了事由であることと、代理権

（特に法定代理）の消滅事由であることとでは、状況が異なる部分があ

るとの意見もあった。 

 【乙案】 

ア 【乙案】は、第１の１(1)においていずれの案をとる場合も、代理権15 

の消滅事由の規律を設けない（削除する）ものとする考え方である。 

イ その内容は、前記３(2)と基本的には同じである。また、事理弁識能

力を欠く常況にある者について保護の仕組みを設けない場合について

は、前記３(1)ウとも基本的には同じである。 

 20 

（現行法の規律） 

 (1) 委任は、受任者が後見開始の審判を受けたことによって終了するとさ

れている（民法第６５３条第３号）。 

 (2) 代理権は、代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後

見開始の審判を受けたことにより消滅するとされている（民法第１１１25 

条第１項第２号）。 

 

 成年被後見人の遺言 

第１の１(1)において、【甲案】をとる場合には次の(1)によるものとし、

【乙２案】をとる場合（事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の30 

仕組みを設ける場合）には次の(2)によるものとし、【乙１案】をとる場合（事

理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設けない場合）

には次の(3)によるものとする。 

(1) 第１の１(1)において【甲案】をとる場合 

現行法の規律（成年被後見人の遺言の規律）を維持するものとする。 35 

(2) 第１の１(1)において【乙２案】をとる場合 
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第１の１(1)【乙２案】ア①の保護（保護Ａ）の本人について現行法の

規律を設けないものとし、第１の１(1)【乙２案】イ①の保護（保護Ｂ）

の本人については現行法の規律（成年被後見人の遺言の規律）を維持する

ものとする。 

(3) 第１の１(1)において【乙１案】をとる場合 5 

成年被後見人の遺言の規律を設けない（削除する）ものとする。 

 

（説明） 

 提案の概要 

この提案は、法定後見制度の見直しに伴い、成年被後見人の遺言の規律の10 

見直しの要否について提案するものである。 

 

 現行法の規律及び見直しの検討の必要性 

 成年被後見人の遺言に関する現行法の規律 

現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 15 

 規律の趣旨等 

ア 民法第９６１条は、１５歳に達した者は、遺言をすることができると

規定し、同法第９６２条は、同法第５条（未成年者の法律行為）、第９

条（成年被後見人の法律行為）、第１３条（保佐人の同意を要する行為

等）及び第１７条（補助人の同意を要する旨の審判等）の規定は、遺言20 

については、適用しないと規定する。 

このように民法は、遺言年齢を１５歳と定め、遺言をするには行為能

力までは必要としないとする。 

他方で、意思能力を有しない者がした遺言は無効とされている。 

イ 民法は、事理弁識能力を欠く常況にある者として後見開始の審判を25 

受けた者であっても事理弁識能力を回復している場合には有効な遺言

をすることができるとする。もっとも、成年被後見人が事理弁識能力を

回復した時に遺言をしたか否かの紛争を防止する必要があり、民法第

９７３条は、遺言者が遺言をする際において、事理弁識能力喪失の状態

になく事理弁識能力が回復していることを証明する点にその趣旨があ30 

るとされる。 

なお、民法第９７３条は、同法第９８２条により、死亡の危急に迫っ

た者の遺言等の特別の方式の遺言（同法第９７６条から第９８１条ま

で）にも準用されている。 

 見直しの検討の必要性 35 

法定後見制度の見直しとの関係で、成年被後見人の遺言に関する規律
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の見直しの必要がないかが問題となる。 

 

 第１の１(1)において【甲案】をとる場合 

第１の１(1)において【甲案】をとる場合には、現行法の規律（成年被後

見人の遺言の規律）を維持することが考えられる。 5 

 

 事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設ける場合 

第１の１(1)において【乙２案】をとる場合には、第１の１(1)【乙２案】

イ①の保護（保護Ｂ）の本人の状況は、現行法の成年被後見人と変わらない

と考えられる。 10 

そこで、第１の１(1)において【乙２案】をとる場合には、保護Ｂの本人

については現行法の規律（成年被後見人の遺言の規律）を維持するものとす

ることが考えられる。 

 

 事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設けない場15 

合 

第１の１(1)において【乙１案】をとる場合には、家庭裁判所が事理弁識

能力を欠く常況にあるとの認定をすることはないことを踏まえると、成年

被後見人の遺言の規律を削除することが考えられる。 

これに対し、部会においては、事理弁識能力を欠く常況にある者について20 

の保護の仕組みを設けない場合（特定の法律行為について保護者に権限を

付与する仕組みのみを設ける場合）であっても、事理弁識能力を欠く常況に

ある者の遺言についての紛争を防ぐ観点から、成年被後見人の遺言の規律

を維持するとの意見が出された。 

この意見によると、例えば、事理弁識能力を欠く常況にある者については25 

医師二人以上の立会いを要するとする規律を設けることが考えられる。そ

して、このような規律の下では、有効な遺言をするためには、自ら自身が事

理弁識能力を欠く常況にある者であるか判断した上で医師二人以上の立会

いを要するか否かを選択することとなる。しかし、自身が遺言をする際に事

理弁識能力を欠く常況にある者ではないとして遺言をしたが、後に遺言を30 

する際には事理弁識能力を欠く常況にある者であったと認定されることが

あり得る法制度であり、そのような法制度の下では、事理弁識能力に不安が

ある者は、念のため医師二人以上の立会いを求めて遺言をすることになる

可能性があり、事理弁識能力を欠く常況にある者に該当しない者の機動的

に遺言をする機会を奪う可能性がある。 35 

また、遺言の有効性を左右する事理弁識能力を欠く常況にある者との要
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件の該当性について遺言をする際に明確にしておくために、何らかの裁判

手続を設けることを仮定してみる。しかし、本人が事理弁識能力を欠く常況

にある者に該当するかについて疑義を有していない場合には本人は当該裁

判手続を利用することはないと考えられる。 

これらを踏まえると、事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護5 

の仕組みを設けない場合には、実務での運用上において、現行の民法第９７

３条の規律に基づく方法（医師二人以上の立会いなど）により遺言を行うこ

とはあり得るとしても、それを超えて、事理弁識能力に関して法律の規定で

遺言の方式を限定してその方式に合わない遺言を有効な遺言と扱うことが

できないとの規律を設けることは慎重である必要があるようにも考えられ10 

る。 

 

 法制審議会民法（遺言関係）部会との関係 

遺言制度については、令和６年４月以降、法制審議会民法（遺言関係）部

会において、その見直しについての調査審議が行われており、「その他」の15 

項目内において、「成年被後見人の遺言」に関する規律の見直しの要否につ

いても検討事項とされている。 

見直しの検討において含まれ得る論点のうち、法定後見制度特有の問題

（例えば、どのような者が法定後見制度を利用することができるのか）につ

いては、民法（成年後見等関係）部会で議論することが相当と考えられる。20 

他方で、遺言法制に特有の問題（例えば、押印の要否）については、民法（遺

言関係）部会における議論に委ねるのが相当と考えられる。 

 

 小括 

前記の理由から、本文では、第１の１(1)において、【甲案】をとる場合に25 

は現行法の規律を維持するものとし、【乙２案】をとる場合に保護Ｂの本人

については現行法の規律（成年被後見人の遺言の規律）を維持するものとし、

【乙１案】をとる場合には成年被後見人の遺言の規律を設けない（削除する）

ものとすることを提案している。 

 30 

（現行法の規律） 

  成年被後見人が事理弁識能力を一時回復した時において遺言をするに

は、医師二人以上の立会いがなければならないとされている（民法第９７３

条第１項）。 

  そして、遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上35 

の障害により事理弁識能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、
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これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言に

あっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならな

いとされている（民法第９７３条第２項）。 

 

 法定後見の本人の民事訴訟における訴訟能力等 5 

第１の１(1)において、【甲案】をとる場合には次の(1)によるものとし、

【乙２案】をとる場合（事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の

仕組みを設ける場合）には次の(2)によるものとし、【乙１案】をとる場合（事

理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設けない場合）

には次の(3)によるものとする。 10 

(1) 第１の１(1)において【甲案】をとる場合 

現行法の規律（成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為

をすることができない旨並びに被保佐人及び訴訟行為をすることについ

て補助人の同意を要する被補助人が相手方の提起した訴え又は上訴につ

いて訴訟行為をするには、保佐人又は補助人の同意を要しないとする旨15 

等の規律）を維持するものとする。 

(2) 第１の１(1)において【乙２案】をとる場合 

① 第１の１(1)【乙２案】イ①の保護（保護Ｂ）を開始する旨の審判を

受けた者（本人）について、保護者によらなければ、訴訟行為をするこ

とができない旨の規律を設ける（維持する）ものとする。 20 

② 第１の１(1)【乙２案】ア①の保護（保護Ａ）を開始する旨の審判を

受けた者（本人）について、本人（訴訟行為をすることにつきその保護

者の同意を得ることを要するものに限る。）が相手方の提起した訴え又

は上訴について訴訟行為をするには、保護者の同意を要しないとする

旨等の規律を設ける（維持する）ものとする。 25 

(3) 第１の１(1)において【乙１案】をとる場合 

① 成年被後見人の訴訟能力の規律（本人について、保護者によらなけれ

ば、訴訟行為をすることができない旨の規律）を設けない（削除する）

ものとする。 

② 本人（訴訟行為をすることにつきその保護者の同意を得ることを要30 

するものに限る。）が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為

をするには、保護者の同意を要しないとする旨等の規律を設ける（維持

する）ものとする。 

（注）成年被後見人の訴訟能力の規律を設けない（削除する）とした上で、意思能

力を欠く者は訴訟行為をすることができない旨を明確にすることについて、引35 

き続き、検討するものとするとの考え方がある。 
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（説明） 

 提案の概要 

この提案は、法定後見制度の見直しに伴い、法定後見の本人の民事訴訟に

おける訴訟能力等の見直しの要否に関してについて提案するものである。 5 

第１の１(1)において、【甲案】をとる場合には現行法の規律を維持するも

のとし、【乙２案】をとる場合には保護Ｂの本人について保護者によらなけ

れば、訴訟行為をすることができない旨の規律を設ける（維持する）ものと

し、【乙１案】をとる場合には成年被後見人の訴訟能力の規律を設けないこ

とを提案するものである。 10 

なお、第１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても、現行法の

被保佐人や被補助人（訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得る

ことを要するものに限る。）、【乙２案】の保護Ａの本人又は【乙１案】の本

人（訴訟行為をすることにつきその保護者の同意を得ることを要するもの

に限る。）が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、15 

保佐人、補助人又は保護者の同意を要しないとする旨等の規律を設ける（維

持する）こととしている。 

 

 現行法の規律及び見直しの検討の必要性 

 成年被後見人の訴訟能力に関する現行法の規律 20 

現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 

 見直しの検討の必要性 

法定後見制度の見直しとの関係で、成年被後見人の訴訟能力に関する

規律の見直しの必要がないかが問題となる。 

 25 

 提案の内容 

 第１の１(1)において【甲案】をとる場合 

第１の１(1)において【甲案】をとる場合には、民事訴訟法における訴

訟能力に係る規律についても見直す必要は特にないと考えられることか

ら、現行法の規律を維持するものとしている。 30 

 第１の１(1)において【乙２案】をとる場合 

第１の１(1)において【乙２案】をとる場合には、事理弁識能力を欠く

常況にある者（本人）について、保護Ｂの開始の審判がされる。すなわち、

保護Ｂの本人については、事理弁識能力を欠く常況にある者であるとの

認定がされることとなるから、その点においては現行法における成年被35 

後見人の状況と異なるところはないと考えられる。 
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また、第１の１(1)において【乙２案】をとる場合の保護Ａの開始の審

判を受けた者のうち、訴訟行為をすることにつき保護者の同意を得なけ

ればならない旨の審判がされたものについては、現行法の保佐人又は補

助人のうち同様の審判がされたものと状況が異なるところはないと考え

られる。 5 

そこで、現行の民事訴訟法における訴訟能力に係る規律を維持するも

のとしている。 

 第１の１(1)において【乙１案】をとる場合 

ア 第１の１(1)において【乙１案】をとる場合には、法定後見に係る審

判において、事理弁識能力を欠く常況にある者との認定がされること10 

はないから、成年被後見人の訴訟能力に係る現行の民事訴訟法の規律

を削除するものである。 

イ 他方で、訴訟行為をすることにつきその保護者の同意を得なければ

ならない旨の審判がされた本人について、相手方の提起した訴え又は

上訴について訴訟行為をするために、保護者の同意を常に必要として15 

は、相手方の本人に対する訴え提起等が妨げられることとなりかねな

い（例えば、本人の敗訴が見込まれる場合に、あえて保護者が本人の訴

訟行為に同意しないといった事態が生じかねない）。そのため、相手方

の裁判を受ける権利を保障すべきことは、第１の１(1)において【乙１

案】をとる場合においても同様であるといえる。 20 

また、訴えの取下げ、和解等の行為が、本人の地位に重大な影響を与

えるだけでなく、保護者が訴訟追行の同意を与える際には、通常想定さ

れていないと考えられることも、第１の１(1)において【乙１案】をと

る場合においても同様であるといえる。 

そのため、民事訴訟法第３２条の規律は維持することが考えられ、②25 

は、その旨を記載するものである。 

ウ 成年被後見人の訴訟能力に係る現行の民事訴訟法の規律を削除する

としても、意思能力を欠く者が訴訟行為を行うことはできないことに

変わりがない。 

（注）は、このことを踏まえ、意思能力を欠く者は訴訟行為をするこ30 

とができない旨を明確にすべき（具体的には、民法第３条の２を参考に

した規律を設けるべき）との考え方を記載するものである。 

 

（現行法の規律） 

  民事訴訟法上の訴訟能力（同法第２８条参照）については、一般に、自ら35 

若しくは自ら選任した代理人によって有効に訴訟行為をし、又は裁判所若
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しくは相手方の訴訟行為を有効に受ける能力をいうとされている。また、訴

訟能力を有しない者を訴訟無能力者（同法第２８条参照）としている。 

  そして、訴訟能力は、原則として民法その他の法令に従うこととされ（民

事訴訟法第２８条）、成年被後見人は訴訟無能力者とされている。 

  また、成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすること5 

ができないとされている（民事訴訟法第３１条）。 

  さらに、訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にするとされてい

る（民事訴訟法第１０２条第１項（なお、令和４年法律第４８号による改正

後は同法第９９条第１項））。 

  そして、法定代理人によらない訴訟無能力者の訴訟行為の効果について10 

は、無効であるとされている。 

  なお、被保佐人及び訴訟行為をすることについて補助人の同意を要する

被補助人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、

保佐人又は補助人の同意を要しないとされている（民事訴訟法第３２条第

１項）。この趣旨は、これら被保佐人及び被補助人について保佐人や補助人15 

の同意を常に必要としては、相手方の被保佐人や被補助人に対する訴え提

起等が妨げられる結果となるため、相手方の裁判を受ける権利を保障する

点にあると解される。他方で、同法第３２条第２項は、被保佐人、被補助人

その他の法定代理人が、訴えの取下げ、和解等同法第３２条第２項に定める

訴訟行為をするには、保佐人等からの特別の授権（個別の同意）を要する旨20 

を定めており、これは、これらの行為が、被保佐人及び被補助人についても、

その地位に重大な影響を与えるだけでなく、保佐人等が訴訟追行の同意を

与える際には、通常想定されていないと考えられることから定められたも

のである。 

 25 

 法定後見の本人の人事訴訟における訴訟能力等 

第１の１(1)において、【甲案】をとる場合には次の(1)によるものとし、

【乙２案】をとる場合（事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の

仕組みを設ける場合）には次の(2)によるものとし、【乙１案】をとる場合（事

理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設けない場合）30 

には次の(3)によるものとする。 

(1) 第１の１(1)において【甲案】をとる場合 

現行法の規律（法定後見の本人について民法の行為能力の制限に関す

る規定及び民事訴訟法の訴訟無能力に関する規定を適用しない旨の規律

並びに人事に関する訴えの原告又は被告となるべき者が成年被後見人で35 

あるときは、その成年後見人は、成年被後見人のために訴え、又は訴えら
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れることができる旨の規律）を維持するものとする。 

(2) 第１の１(1)において【乙２案】をとる場合 

① 法定後見の本人について民法の行為能力の制限に関する規定及び民

事訴訟法の訴訟無能力に関する規定を適用しない旨の規律を設ける

（現行法の規律を維持する）ものとする。 5 

② 人事に関する訴えの原告又は被告となるべき者が第１の１(1)【乙２

案】イ①の保護（保護Ｂ）を開始する旨の審判を受けた者（本人）であ

るときは、その保護者は、本人のために訴え、又は訴えられることがで

きる旨の規律を設ける（現行法の規律を維持する）ものとする。 

(3) 第１の１(1)において【乙１案】をとる場合 10 

① 法定後見の本人について民法の行為能力の制限に関する規定及び民

事訴訟法の訴訟無能力に関する規定を適用しない旨の規律を設ける

（現行法の規律を維持する）ものとする。 

② 人事に関する訴えの原告又は被告となるべき者が法定後見の本人の

うち事理弁識能力を欠く常況にある者であるときに関して、当該者の15 

ために訴え、又は訴えられることができるようにするため、成年被後見

人に関する人事訴訟における訴訟能力等の規律を修正するものとする

ことを含め、引き続き、検討するものとする。 

 

（説明） 20 

 提案の概要 

この提案は、法定後見制度の見直しに伴い、法定後見の本人の人事訴訟に

おける訴訟能力等の規律の見直しの要否について提案するものである。 

第１の１(1)において、【甲案】をとる場合には現行法の規律を維持するも

のとし、【乙２案】をとる場合には保護Ｂの本人についてその保護者が人事25 

訴訟において本人のために訴え、又は訴えられることができる旨の規律を

設ける（維持する）ものとし、【乙１案】をとる場合に法定後見の本人のう

ち事理弁識能力を欠く常況にある者が人事訴訟の原告又は被告となるべき

者であるときは、当該本人について訴え提起し、又は応訴することができる

ように、成年被後見人に関する人事訴訟における訴訟能力等の規律を修正30 

することも含めて引き続き検討することを提案するものである 

 

 現行法の規律及び見直しの検討の必要性 

 人事訴訟における訴訟能力等に関する現行法の規律 

現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 35 

 規律の趣旨等 



 

 

- 136 - 

人事訴訟では、通常の民事訴訟とは異なり、通常の民事訴訟では訴訟能

力を有しない者でも、訴訟能力が認められている（人事訴訟法（平成１５

年法律第１０９号）第１３条第１項。ただし、意思能力を有することは必

要であると解される。）。その趣旨は、人事訴訟が対象とする身分関係につ

いて、身分関係の当事者本人の意思をできる限り尊重しようとすること5 

にある。 

もっとも、成年被後見人は「精神上の障害により事理を弁識する能力を

欠く常況にある者」と認定された者であって、意思能力を欠いて有効に訴

訟行為をすることができないのが通常であると考えられるところ、人事

訴訟法第１４条は、このような場合において成年後見人が成年被後見人10 

のために、人事に関する訴えの原告として訴え、又は被告として訴えられ

ることができるとする。 

なお、旧人事訴訟手続法（明治３１年法律第１３号）下の事件であるが、

最高裁昭和３３年７月２５日第二小判決・民集１２巻１２号１８２３頁

は、「離婚のごとき本人の自由なる意思にもとづくことを必須の要件とす15 

る一身に専属する身分行為は代理に親しまないものであつて、法定代理

人によつて、離婚訴訟を遂行することは人事訴訟法のみとめないところ

である。同法四条は、夫婦の一方が禁治産者であるときは、後見監督人又

は後見人が禁治産者のために離婚につき訴え又は訴えられることができ

ることを規定しているけれども、これは後見監督人又は後見人が禁治産20 

者の法定代理人として訴訟を遂行することを認めたものではなく、その

職務上の地位にもとづき禁治産者のため当事者として訴訟を遂行するこ

とをみとめた規定と解すべきである。」と判示している。 

 見直しの検討の必要性 

法定後見制度の見直しとの関係で、成年被後見人に関する人事訴訟に25 

おける訴訟能力等の規律の見直しの必要がないかが問題となる。 

 

 提案の内容 

 第１の１(1)において【甲案】をとる場合 

第１の１(1)において【甲案】をとる場合には、人事訴訟における訴訟30 

能力に係る規律についても見直す必要は特にないと考えられることから、

現行法の規律を維持するものとすることを提示している。 

 第１の１(1)において【乙２案】をとる場合 

第１の１(1)において【乙２案】をとる場合には、事理弁識能力を欠く

常況にある者について、保護Ｂの開始の審判がされる。すなわち、保護Ｂ35 

の本人については、事理弁識能力を欠く常況にある者であるとの認定が
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されることとなるから、その点においては現行法における成年被後見人

の状況と異なるところはないと考えられる。そのため、現行法の人事訴訟

に係る訴訟能力の規律や、保護Ｂの審判を受けた本人の保護者が、本人の

ために訴え又は訴えられることができる旨の規律をいずれも維持すると

するものである。 5 

 第１の１(1)において【乙１案】をとる場合 

ア 現行法と同様の規律を設けること（規律を維持すること）は困難であ

ると考えられること 

第１の１(1)において【乙１案】をとる場合には、法定後見に係る審

判において、事理弁識能力を欠く常況にある者との認定がされること10 

はない。 

そうすると、現行の人事訴訟法第１４条の成年被後見人及び成年被

後見人のために訴え、又は訴えられることができる成年後見人に相当

する概念の者は存在せず、同法第１４条の規律を維持することは困難

であると考えられる。 15 

イ 事理弁識能力を欠く常況にある者を相手方とする人事に関する訴え

を可能とする必要性及びそのための規律の在り方 

(ｱ) 第１の１(1)において【乙１案】をとる場合において、成年被後見

人に関する人事訴訟における訴訟能力等の規律を単に削除したとき

は、客観的には事理弁識能力を欠く常況にある者は、通常は意思能力20 

を有しない者であると考えられ、（意思能力を有しない者は訴訟無能

力者とされるため）自ら訴訟行為をすることができず、また、人事に

関する訴えについて、一身に専属する身分行為であって代理に親し

まないとの考えを踏まえると、人事に関する訴えについての代理権

の付与を受けた法定代理人によっても訴訟行為をすることができな25 

いこととなる。すなわち、事理弁識能力を欠く常況にある者を相手方

とする人事に関する訴えの訴訟手続をすることができないこととな

る。 

そのことを踏まえると、客観的には事理弁識能力を欠く常況にあ

る者や、同人に対して裁判を提起しようとする者の裁判を受ける権30 

利を保障するために、第１の１(1)において【乙１案】をとる場合で

あっても、何らかの規律（人事訴訟法第１４条に相当する規律）を設

けることを検討する必要があるように思われる。 

(ｲ) 人事訴訟法第１４条の規定ぶりを参考にすると、事理弁識能力を

欠く常況にある者のために訴え、又は訴えられることができる者を35 

家庭裁判所が選任する仕組みなどについて、理論面、実務面の双方か
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ら引き続き検討することが考えられるように思われる。 

もっとも、第１の１(1)の【乙１案】は、事理弁識能力を欠く常況

にある者という概念を用いないことを基本とする考え方であると思

われる。そして、人事訴訟法に事理弁識能力を欠く常況にある者との

概念を用いることが、その基本とする考え方とは整合性がとれない5 

とすると、第１の１(1)において【乙１案】をとる場合には、人事訴

訟法第１４条を単に削除するほかないとも考えられる。なお、単に削

除すると、前記のとおり、客観的には事理弁識能力を欠く常況にある

者に対して人事訴訟を提起しようとする者の裁判を受ける権利が確

保されないこととなる。 10 

 

（現行法の規律） 

  人事訴訟の訴訟手続における訴訟行為については、民法第５条第１項及

び第２項（未成年者の法律行為）、第９条（成年被後見人の法律行為）、第１

３条（保佐人の同意を要する行為等）並びに第１７条（補助人の同意を要す15 

る旨の審判等）並びに民事訴訟法第３１条（未成年者及び成年被後見人の訴

訟能力）並びに第３２条第１項及び第２項（被保佐人、被補助人及び法定代

理人の訴訟行為の特則）の規定は、適用しないとされている（人事訴訟法第

１３条第１項）。 

  また、人事に関する訴えの原告又は被告となるべき者が成年被後見人で20 

あるときは、その成年後見人は、成年被後見人のために訴え、又は訴えられ

ることができるとされている（人事訴訟法第１４条第１項本文）。 

 

 手続法上の特別代理人 

第１の１(1)において、【甲案】をとる場合には次の(1)によるものとし、25 

【乙２案】をとる場合（事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の

仕組みを設ける場合）には次の(2)によるものとし、【乙１案】をとる場合（事

理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設けない場合）

には次の(3)によるものとする。 

(1) 第１の１(1)において【甲案】をとる場合 30 

現行法の規律（法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行う

ことができない場合において、成年被後見人に対し訴訟行為（手続）をし

ようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、

（受訴裁判所の）裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる

旨の規律）を維持するものとする。 35 

(2) 第１の１(1)において【乙２案】をとる場合 
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第１の１(1)【乙２案】イ①の保護（保護Ｂ）を開始する旨の審判を受

けた者（本人）について、本人に対し訴訟行為（手続）をしようとする者

は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、（受訴裁判所

の）裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる旨の規律を設

ける（維持する）ものとする。 5 

(3) 第１の１(1)において【乙１案】をとる場合 

法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない

場合において、事理を弁識する能力を欠く常況にある者に対し訴訟行為

（手続）をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあること

を疎明して、（受訴裁判所の）裁判長に特別代理人の選任を申し立てるこ10 

とができる旨の規律を設けるものとする。 

 

（説明） 

 提案の概要 

この提案は、法定後見制度の見直しに伴い、手続法上の特別代理人の規律15 

の見直しの要否等について提案するものである。 

第１の１(1)において、【甲案】をとる場合には現行法の規律を維持するも

のとし、【乙２案】をとる場合には保護Ｂの本人について現行法の特別代理

人の規律を設ける（維持する）ものとし、【乙１案】をとる場合には法定後

見の本人のうち事理弁識能力を欠く常況にある者について現行法の特別代20 

理人の規律を設ける（維持する）ものとすることを提案するものである。 

 

 現行法の規律及び問題の所在 

 手続法上の特別代理人に関する現行法の規律 

現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 25 

 問題の所在 

法定後見制度の見直しとの関係で、成年被後見人に関する手続法上の

特別代理人の規律の見直しの必要がないかが問題となる。 

 

 提案の内容 30 

 第１の１(1)において【甲案】をとる場合 

第１の１(1)において【甲案】をとる場合には、民事訴訟法、家事法、

非訟事件手続法（平成２３年法律第５１号）等（以下「手続法」というこ

とがある。）上の特別代理人に係る規律についても見直す必要は特にない

と考えられることから、現行法の規律を維持するものとしている。 35 

 第１の１(1)において【乙２案】をとる場合 
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第１の１(1)において【乙２案】をとる場合には、事理弁識能力を欠く

常況にある者について、保護Ｂの開始の審判がされる。すなわち、保護Ｂ

の本人については、事理弁識能力を欠く常況にある者であるとの認定が

されることとなるから、その点においては現行法における成年被後見人

の状況と異なるところはないと考えられる。そのため、保護Ｂの開始の審5 

判を受けた者について、手続法上の特別代理人の規律を維持するものと

している。 

 第１の１(1)において【乙１案】をとる場合 

ア 第１の１(1)において【乙１案】をとる場合には、法定後見に係る審

判において、事理弁識能力を欠く常況にある者との認定がされること10 

はない。 

この場合において、成年被後見人に関する手続法上の特別代理人の

規律を単に削除するのみとすると、客観的には、事理弁識能力を欠く常

況にある者（事理弁識能力を欠く常況にある者は、通常は意思能力を有

しない者であると考えられ、意思能力を有しない者は訴訟無能力者と15 

される。）を相手方として訴えの提起をしようとする者の裁判を受ける

権利が保護されない場面が生ずると思われる。 

そこで、法定後見制度において、事理弁識能力を欠く常況にある者に

ついての保護の仕組みを設けない場合（特定の法律行為について保護

者に権限を付与する仕組みのみを設ける場合）であっても、手続法にお20 

いて、事理弁識能力を欠く常況にある者との概念を用いて、事理弁識能

力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合又は法定代理人が代理

権を行うことができない場合において、事理を弁識する能力を欠く常

況にある者に対し訴訟行為（裁判手続）をしようとする者は、遅滞のた

め損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に25 

特別代理人の選任を申し立てることができるとの規律を設けるものと

するものである。 

イ もっとも、第１の１(1)の【乙１案】は、事理弁識能力を欠く常況に

ある者という概念を用いないことを基本とする考え方であると思われ

る。そして、民事訴訟法等の手続法に事理弁識能力を欠く常況にある者30 

との概念を用いることが、その基本とする考え方とは整合性がとれな

いとすると、第１の１(1)において【乙１案】をとる場合には、民事訴

訟法第３５条第１項の「成年被後見人」に相当する概念を定めることが

できないことから、同法第３５条第１項の「成年被後見人」という文言

を単に削除するほかないとも考えられる。なお、単に削除すると、前記35 

のとおり、事理弁識能力を欠く常況にある者に対して法定代理権の選
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任を待っている時間がない相手方の裁判を受ける権利が確保されない

こととなる。 

 

 訴訟無能力者側からの特別代理人選任の申立て 

特別代理人の制度は、前記のとおり、事理弁識能力を欠く常況にある者を5 

相手方として訴えの提起をしようとする者の裁判を受ける権利を保護する

ことを目的としたものであるが、判例上、訴訟無能力者側からの特別代理人

の選任申立ても認められている（大審院昭和９年１月２３日判決・民集１３

巻４７頁等参照）。部会において、その旨を明らかにする規律を設けるべき

とする意見もあった。 10 

もっとも、今回の見直しは、法定後見制度の見直しに伴うものであるが、

事理弁識能力を欠く常況にある者が訴訟を提起しようとする場面がどの程

度あるのか、実際にどのようにして申立てをするのかなどを検討する必要

があるように思われる。それらを踏まえ、本試案においてその旨の提案をし

ていない。 15 

 

（現行法の規律） 

  法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場

合において、成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため

損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代20 

理人の選任を申し立てることができるとされている（民事訴訟法第３５条

第１項）。家事法第１９条第１項にも同様の規定が存在する。 

  この規定の趣旨は、成年被後見人は自ら訴訟行為をすることができず、法

定代理人によってのみ訴訟行為をすることができるため（民事訴訟法第３

１条）、法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができな25 

い場合における成年被後見人を相手方として訴えの提起をしようとする者

の裁判を受ける権利を保護する点にある。 

  なお、民事訴訟法第３５条第１項の「法定代理人がない場合」については、

精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者につき、後見開始の

審判ができると定める現行の民法第７条の規定を前提に、一般的には、意思30 

能力を欠く常況にあるが、まだ後見開始の審判を受けていない者に対して

訴えを提起する場合も含まれ得ると解されている。 

 

 任意後見制度における監督に関する検討事項 

 任意後見人の事務の監督の在り方 35 

【甲案】 
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現行法の規律を維持するものとする。 

【乙案】 

任意後見監督人による監督を必須のものとせず、家庭裁判所の判断によ

り、家庭裁判所が直接任意後見人の事務の監督をすることを認めるものと

する。 5 

（注）本人の任意後見人の事務の監督に対する意向を尊重することができるよう

な制度の在り方に関して、そのような制度の内容、制度を実現する必要な環境

整備の内容なども含めて検討すべきであるとの考え方について、引き続き、検

討するものとする。 

 10 

（説明） 

 提案の概要 

この提案は、任意後見人の事務の監督の在り方に関して見直しの要否に

ついて提案するものである。 

【甲案】は、現行法の規律、すなわち、家庭裁判所が任意後見監督人を選15 

任し、任意後見監督人が任意後見人の事務の監督をするとの規律を維持す

るものである。 

【乙案】は、現行法の家庭裁判所によって選任された任意後見監督人が任

意後見人の事務を監督する方法と任意後見監督人を選任せずに家庭裁判所

が直接任意後見人の事務の監督をする方法の双方を認め、家庭裁判所が事20 

案に応じた方法を判断することを提案するものである。 

 

 現行法の規律等及び見直しの検討の必要性 

 現行法の規律 

現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 25 

現行法の規律においては、任意後見監督人の選任は必須であり、任意後

見監督人を選任しないことや家庭裁判所を含む他の機関が任意後見監督

人に代わって直接監督することは認められていない。 

 見直しの検討の必要性 

法務省は、令和３年度及び令和４年度に、任意後見制度の利用状況に関30 

する意識調査（以下「法務省調査」という。）を実施した。 

法務省調査においては、「任意後見制度について、不便や不都合を感じ

た点、制度を改正すべきだと感じた点（複数選択可）」との質問に対して、

「任意後見監督人に報酬が支払われることが負担に感じる」を選択した

者が約１９パーセント、「任意後見監督人や家庭裁判所による監督が負担35 

に感じる」を選択した者が約２２パーセント、「一定の公的機関等への簡
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便な定期報告により監督を受けるものとするなど、監督の負担を軽減す

る仕組みにすべきと感じる」を選択した者が約２６パーセントあった。 

また、部会においても、任意後見人が任意後見監督人や間接的にせよ家

庭裁判所による監督に負担を感じるなどの指摘があった。 

これらから、任意後見人の事務の監督の在り方について見直しをする5 

必要があるかを検討する必要があると考えられる。 

 

 【甲案】 

 提案の概要 

【甲案】は、任意後見監督人による監督を必須とする現行法の規律を維10 

持することを提案するものである。 

 現行法の規律の趣旨等 

任意後見監督人による直接の監督及び家庭裁判所の間接的な監督によ

るものとされたのは、立案担当者によると、法定後見の審判及び監督の事

務以外に家庭裁判所に任意後見人に対する直接の監督をする事務を担わ15 

せることは、監督の実効性及び裁判所の人的及び物的資源の観点から適

当ではないこと、家庭裁判所の選任する任意後見監督人の監督の下に任

意後見人をおくことが有効であると考えられること、家庭裁判所の監督

権については、任意後見監督人の報告義務を前提とする任意後見人の解

任権の行使により、監督の実効性を十分に確保することが可能であるこ20 

と、家庭裁判所の監督を実効性のあるものとするためには、家庭裁判所の

選任する任意後見監督人の監督の下に任意後見人をおくことが有効であ

ると考えられること等を理由とするとされている。 

また、任意後見人について、家庭裁判所の職権による解任を認めないも

のとされたのは、立案担当者によると、本人が私的な契約により自ら選任25 

した任意後見人の解任は、私的自治に対する介入として必要最小限の範

囲にとどめるのが相当であること、任意後見における家庭裁判所の監督

は、法定後見における直接の監督とは異なり、任意後見監督人を通じての

間接的な監督であること、法定後見における成年後見監督人等とは異な

り、任意後見監督人は必置の機関であり、常に任意後見監督人による解任30 

請求権の適切な行使を期待することができること等を理由とするとされ

ている。 

 現行法の規律を維持すること 

法務省調査によると任意後見受任者の立場については、本人の親族が

約６４パーセントであった。部会においても、任意後見人が親族等である35 

事案が多いことから、法定後見制度において成年後見人等が家庭裁判所
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に報告する頻度よりも任意後見制度において親族等である任意後見人が

任意後見監督人に報告する頻度が多いなど手厚い監督が行われている旨

の紹介がされた。このような状況があることも踏まえると、前記の立法当

時の理由については、現在においても基本的には妥当するものがあると

考えられる。 5 

また、部会においては、理論的には裁判所が任意後見人の事務について

直接の監督をすることは考えられるものの、前記のとおり法定後見より

も監督事務に要する負担が重くならざるを得ないことに加えて、裁判所

の人的及び物的体制の点も考慮すれば、裁判所に任意後見人の事務につ

いて直接の監督をさせることは難しいとの意見があった。 10 

以上を踏まえると、任意後見人の事務の監督については、監督の主体及

び監督の具体的内容のいずれについても現行法の規律を維持することが

考えられる。 

 

 【乙案】 15 

 提案の概要 

【乙案】は、任意後見監督人の選任を必須とせず、家庭裁判所が事案に

応じて、任意後見監督人を選任するか、任意後見監督人を選任することな

く家庭裁判所が直接の監督を行うこととするかを判断することを提案す

るものである。 20 

 任意後見監督人の選任を必須としない考え方 

ア 任意後見人が弁護士等の専門職である場合には、家庭裁判所が直接

の監督を行うこととしても、法定後見制度における成年後見人等が専

門職である場合の家庭裁判所による監督と大差がないとの意見がある。

この意見を背景に、家庭裁判所が任意後見受任者の属性、本人の資産状25 

況、任意後見契約で設定された代理権等を踏まえて事案に応じて、任意

後見監督人を選任するか、任意後見監督人を選任することなく家庭裁

判所が直接の監督を行うかを判断するとの規律を設けるとの考え方が

ある。なお、この考え方によれば、任意後見監督人の報酬の負担を軽減

することは可能である。【乙案】は、このような考え方に基づいて現行30 

法の規律を見直す旨を提案するものである。 

イ 部会においては、家庭裁判所の監督は、法定後見制度における家庭裁

判所の監督と同程度とするのがよいとの意見や【乙案】をとった場合の

家庭裁判所の負担は、任意後見監督人が選任された場合の家庭裁判所

の負担と同程度ではないかとの意見があった。 35 

また、【乙案】をとる場合には、家庭裁判所の職権による任意後見人
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の解任を認める必要があるとの意見があった。 

ウ 他方で、この考え方については、私的自治の尊重とのバランスを図っ

た現行法の任意後見の仕組みの趣旨を重視すべきであるとの考え方が

あり得るほか、部会においては、報酬の負担があるとの事情が直ちに家

庭裁判所による直接の監督をすべきとの理由にはならないとの意見が5 

出された。 

また、家庭裁判所による直接の監督の具体的な内容にもよるが、法定

後見よりも任意後見の方が後見人に報告を求める頻度が高いとすると、

そのような監督を家庭裁判所が行うことが裁判所の人的体制として実

現することができるのかについても慎重に検討する必要があると考え10 

られる。部会においては、法改正が必要なほどのニーズがあるのかは更

に検討の余地があるのではないかとの意見や家庭裁判所が任意後見人

を選任することができないことから、家庭裁判所が直接の監督を行う

ことは、前記３(3)と同様の理由で裁判所の体制的に難しいのではない

かとの意見が出された。一方で、任意後見監督人は、任意後見人を選任15 

することができないのに監督を実施していることからすれば、任意後

見人を選任できないことは、家庭裁判所が直接の監督をしない理由に

はならないのではないかとの意見もあった。 

 

 任意後見監督人の選任を必須としつつも柔軟な（簡易な）監督を認める考20 

え方 

 考え方の趣旨等 

任意後見監督人の選任を必須としつつも、本人が任意後見契約で柔軟

な（簡易な）監督を希望する場合には柔軟な（簡易な）監督を認めるとの

考え方がある。 25 

部会においては、任意後見監督人が任意後見人の事務を監督するとの

規律は維持しつつも、個別に監督の在り方やその濃密さも含め、監督の在

り方を工夫することがあり得るのではないかとの意見、監督の範囲を財

産管理に限定するなど監督の範囲を限定したり、故意重過失がない場合

には免責されるなどの規律を設けたりすることにより監督の負担を軽減30 

することが考えられるとの意見、専門職が任意後見人である場合に、その

所属する団体を任意後見監督人に選任することにより、ポイントを押さ

えた有効かつ効率的な監督になるとの意見も出された。 

 考え方の具体的な内容を明らかにする必要があること 

もっとも、柔軟な（簡易な）監督の具体的な内容が明らかにならないと35 

この考え方について検討を進めることは困難であるように思われる。部
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会においては、現行法の規定のどの部分をどのように柔軟にするのかが

分からないことを踏まえると現行法の規定を維持することになるのでは

ないかとの意見が出された。 

また、任意後見監督人は家庭裁判所が事案に応じた適任者を選任する

ものであることとの関係では、本人が任意後見契約で柔軟な（簡易な）監5 

督を希望したとしても、家庭裁判所が本人の希望する任意後見監督人を

必ず選任するとは限らないとも考えられる。 

 小括 

以上を踏まえて、中間試案の本文においては、任意後見監督人の選任を

必須としつつも柔軟な（簡易な）監督を認めることに関する規律について10 

は提案をしていない。 

 

 本人の任意後見人の事務の監督に対する意向を尊重することができるよ

うな制度の在り方を検討すべきであるとの考え方 

部会においては、例えば、行政機関の認可や認証等により一定の資格付け15 

を受けた法人又は個人等、一定の任意後見監督人候補者のリストを作成し、

本人が任意後見契約締結時に、そのリストに登載された者との間で任意後

見監督人となることや監督の在り方、報酬を合意し、本人の判断能力が低下

して任意後見人の事務の監督を開始する審判をする際に、家庭裁判所にお

いて特に問題がなければ本人が合意した任意後見監督人となるべき者を任20 

意後見監督人に選任する方法など、任意後見人の事務の監督に対する本人

の意向を尊重することができるような制度の在り方について検討すべきで

あるとの意見が出された。 

そこで、その意見を踏まえ、（注）に任意後見人の事務の監督に対する本

人の意向を尊重することができるような制度の在り方について、引き続き、25 

検討するものとすることを記載している。 

もっとも、その制度の具体的な内容や制度を実現するために必要な環境

整備の内容などについて整理する必要がある上に、制度の実現可能性も含

めて慎重に検討すべきであると思われる。 

 30 

（現行法の規律） 

 (1) 監督の主体 

   任意後見人の事務の監督の主体に関して、家庭裁判所が任意後見監督

人を選任し（任意後見契約法第４条第１項）、任意後見監督人による直接

の監督及び任意後見監督人を通じた家庭裁判所の間接的な監督によっ35 

て、任意後見人の事務処理の適正を確保することとしている。 
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   家庭裁判所は、自然人だけでなく法人も任意後見監督人に選任するこ

とができ、法人の資格についても法律上の制限は設けられていない（任意

後見契約法第７条第４項、民法第８４３条第４項）。 

   また、任意後見監督人に関する本人の希望は、「本人の意見及びその他

の一切の事情」として、任意後見監督人の選任の際の考慮要素とされてい5 

る（任意後見契約法第７条第４項、民法第８４３条第４項）。 

 (2) 監督の内容 

  ア 任意後見人の事務の監督の具体的な内容に関して、任意後見監督人

は、任意後見人の事務に関して家庭裁判所に定期的な報告を行うとと

もに（任意後見契約法第７条第１項第２号）、随時、任意後見人に対し10 

てその事務の報告を求め、又はその事務若しくは本人の財産の状況を

調査することができる（同法第７条第２項）。 

    家庭裁判所は、必要があると認めるときは、任意後見監督人に対して

報告を求め、調査を命じ、その他必要な処分を命ずることができる（任

意後見契約法第７条第３項）。 15 

    そして、任意後見人に不正な行為などその任務に適しない事由があ

るときは、家庭裁判所は、任意後見監督人等の申立てにより、任意後見

人を解任することができる（任意後見契約法第８条）。 

  イ なお、監督の対象となる「任意後見人の事務」は、代理権を付与する

とされた法律行為（代理権を行うべき事務）である（任意後見契約法第20 

６条、第２条第１号参照）。 

 

 任意後見人の事務の監督の開始に関する検討 

(1) 任意後見人の事務の監督を開始する要件 

現行法の規律（任意後見契約が登記されている場合において、本人の事25 

理弁識能力が不十分な状況にあることを任意後見人の事務の監督を開始

する裁判の要件とする規律及び本人以外の者の請求により監督を開始す

るための裁判をするには、あらかじめ本人の同意がなければならない（本

人がその意思を表示することができないときは、この限りでない）とする

規律）を維持するものとする。 30 

(2) 適切な時機に任意後見人の事務の監督を開始するための方策 

ア 申立権者（請求権者） 

現行法の申立権者（請求権者）に加えて、申立権者を広げる方向で見

直すことについて、引き続き、検討するものとする。 

（注１）法定後見の保護者を申立権者とするとの考え方がある。 35 

（注２）任意後見人の事務の監督を開始するための裁判手続の申立権者に関
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して、現行法の申立権者に加えて、本人が公正証書において申立権者

を指定することができ、その指定された者を申立権者とするとの考え

方がある。 

（注３）現行法の申立権者である「四親等内の親族」について、その範囲を四

親等内よりも狭くするものとするとの考え方がある。 5 

イ 申立義務 

一部の申立権者にその申立てを義務付ける規律を設けるか否かにつ

いて、引き続き、検討するものとする。 

（注）任意後見受任者は、本人の事理弁識能力が不十分な状況にある場合に

は、任意後見人の事務の監督を開始するための裁判手続の申立てをしな10 

ければならないものとする旨の規律（任意後見受任者に申立てを義務付

ける規律）を設けるとの考え方がある。 

 

（説明） 

 提案の概要 15 

この提案は、任意後見人の事務の監督を開始する要件の見直しの要否に

ついて提案するとともに、適切な時機に任意後見人の事務の監督を開始す

るための方策として任意後見人の事務の監督を開始する裁判手続の申立権

者の範囲を広げる考え方や任意後見受任者にその裁判手続の申立義務を課

すとの考え方があることを提示している。 20 

 

 任意後見人の事務の監督を開始する要件 

 現行法の規律及び見直しの検討の必要性 

ア 現行法の規律 

現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 25 

イ 見直しの検討の必要性 

部会においては、本人の事理弁識能力の程度の要件に係る内容や保

護の必要性について、整理する必要がある旨の意見が出されたため、任

意後見人の事務の開始（現行法では任意後見監督人の選任）について、

規律を見直す必要がないか検討する必要がある。 30 

 本人の事理弁識能力の程度 

任意後見制度は、事理弁識能力が低下した後に任意代理人の権限濫用

を防止するために任意代理人の監督の実効性を図る制度である。そこで、

本人保護のための任意代理人に対する監督機能の充実の観点から、現行

法は、補助の制度、保佐の制度及び後見の制度の各制度の開始の要件に該35 

当する事理弁識能力の状況にある者全てについて、任意後見監督人を選
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任することができることとされている。 

このような制度趣旨を踏まえ、本人の保護を図る観点からすると、本人

の事理弁識能力が不十分な状況にあるときを要件とする現行法の規律を

維持することが適切であると考えられる。部会においても、任意後見人の

事務の監督を開始する要件を見直す必要はないとの意見があった。 5 

 任意後見制度による保護の必要性 

ア 任意後見制度は、例えば、本人の事理弁識能力が不十分である場合

（現行法の補助の対象となるような場合）には、自ら単独で確定的に有

効な法律行為をすることが可能であるが、自身が行った委任契約に係

る受任者の監督について公的なサポートを受けたいというニーズに応10 

えるものである。 

このように任意後見制度は、本人の意思を尊重する制度であり、また、

監督を開始するために原則として本人の同意が要件とされている。 

そのことからすれば、本人の事理弁識能力が不十分であるといえる

場合（更には本人に法的に有効に同意をする能力があって、同意をして15 

いる場合）には、本人が任意後見契約を締結した際の公的なサポートを

受けたいという意思を尊重すべき場面であるといえ、任意後見制度に

よる保護の必要性があるといえると考えられる。 

イ なお、本人の事理弁識能力が低下して法的に有効な同意をすること

ができないような状況にある場合には、保護の必要性（代理権が付与さ20 

れた事務を行う必要性）について確認する必要があるとの意見があっ

た。 

しかし、前記のとおり、任意後見制度は、事理弁識能力が低下した場

合に備えて、本人が任意後見人や任意後見人に与える代理権の範囲を

予め契約で決めておく制度であることからすると、事理弁識能力が低25 

下した場合に、本人が任意後見契約で代理権を与えるとの意思を示し

たものの一部について、第三者（家庭裁判所）がその必要性がないとし

て発効を認めないとする仕組みは、制度趣旨に合わないようにも思わ

れる。 

 任意後見人の事務の監督を開始する手続 30 

任意後見人の事務の監督について現行法の規律を維持する考え方によ

れば、任意後見監督人の選任の申立てをし、任意後見監督人が選任される

ことによって、任意後見契約が発効し、任意後見人の事務の監督が開始さ

れる。 

また、監督の主体について現行法の規律を見直す考え方においても、当35 

該事案における監督の主体を家庭裁判所が判断するとの仕組みとするの
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であれば、その判断を求める旨の申立てをし、その申立てに対応する裁判

によって任意後見人の事務の監督が開始されることになると考えられる。 

これらを踏まえて、提案では「任意後見人の事務の監督を開始するため

の裁判手続」との表現を用いている。 

 小括 5 

以上の理由から、本文では、任意後見人の事務の監督を開始する要件に

ついて、現行法の規律を維持することを提案している。 

 

 適切な時機に任意後見人の事務の監督を開始するための方策 

 現行法の規律及び見直しの検討の必要性 10 

ア 現行法の規律 

現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 

イ 見直しの検討の必要性 

(ｱ) 他方で、任意後見制度に対しては、本人の事理弁識能力が不十分な

状況にあるときでも、任意後見人の事務の監督が開始されず、任意後15 

見契約を締結した際の本人の意思が適切に実現されていないとの指

摘がある。 

部会においても、適切な時機に任意後見人の事務の監督を開始す

るための方策を検討すべきであるとの意見が出された。 

(ｲ) もっとも、任意後見受任者には任意後見監督人の選任の申立権が20 

あることからすると、問題となる場面は、任意後見受任者が適切な時

機に任意後見監督人の選任の申立てをしない場面である。 

部会においては、自ら任意後見監督人選任の申立てをしない任意

後見受任者が任意後見人として事務を行うことが適当な具体的なケ

ースとして、親族が任意後見受任者である場合に、任意後見監督人の25 

選任の申立てをすべきであることへの認識が十分ではなく、任意後

見監督人が選任されて当該親族に任意後見制度の仕組みを説明する

などのサポートをすると、本人にとって適切な権利擁護がされるケ

ースがある旨の意見が出された。 

これらを踏まえると、この項目についての議論は、前記のような親30 

族が任意後見受任者であるケースを想定して、申立ての義務付けや

申立権者の範囲を広げる規律を設ける旨の見直しが必要であるのか

の観点から検討を進めることとなると考えられる。 

 任意後見人の事務の監督を開始するための裁判手続の申立権者 

ア 現行法の規律を維持する考え方 35 

現行法の規律は、基本的に法定後見制度の申立権者の規律に平仄を
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合わせつつ、申立権者から検察官が除外されたなど、本人の意思、私的

自治の実現といった任意後見制度の趣旨に沿うものといえ、現行法の

規律を変える必要はないとの考え方である。 

なお、この考え方によっても法定後見制度の申立権者の規律が改め

られた場合には、任意後見制度の趣旨に適しないものを除きその平仄5 

を合わせることは否定されていない。 

イ 現行法の申立権者に加えて公正証書で指定した者を申立権者とする

など申立権者を広げる考え方 

(ｱ) 第６の１において、任意後見制度と法定後見制度の併存を認める

【乙案】を前提とした場合には、法定後見の保護者を任意後見契約の10 

申立権者に追加することが考えられる。（注１）は、その旨を記載す

るものである。 

(ｲ) また、部会においては、本人が公正証書で申立権者を指定すること

が考えられるのではないかとの意見が出された。 

なお、この考え方に対しては、任意後見受任者という立場の者の他15 

に任意後見人の事務の監督を開始するための裁判手続の申立権を有

しているだけの立場の者を認めるニーズがどれ程あるのか明らかで

ないとの指摘もあり得ると考えられる。 

以上を踏まえ、(注２)にその考え方を記載している。 

(ｳ) 次に、部会においては、法定後見制度と同様に市町村長等の公的な20 

機関に申立権を認めることが考えられる旨の意見が出された。 

部会におけるヒアリングでは、市町村などの地方公共団体や社会

福祉協議会からは、問題となる場面は法定後見制度によって対応す

るのが適当な場面が多く、法定後見制度の申立ての事務を優先する

ことが適切であるとの考えなどを背景に、市町村長が任意後見人の25 

事務の監督を開始する裁判手続の申立権者になることに対して否定

的な意見が述べられた。部会においては、平成１１年に制度を設けた

際に、任意後見制度が私的自治を基礎とすることなどを理由に検察

官を除外しているが、私的自治を基礎とすることなどの理由は、市町

村長が申立てを行う場合にも該当するのではないかとの意見があっ30 

た。 

以上を踏まえ、中間試案においては、任意後見人の事務の監督を開

始する裁判の申立権者に市町村長を加えるものとする提案をしてい

ない。 

(ｴ) また、検察官に関する意見も出されたが、平成１１年に制度を設け35 

た際には、検察官を申立権者とする試案に関するパブリックコメン
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トにおいて、任意後見制度が私的自治を基礎とすることなどを理由

に検察官を除外すべきであるとする意見が複数みられたことから、

申立権者に任意後見受任者が存在することを踏まえて、私的自治の

尊重の観点から検察官が申立権者から外されたとの経緯がある。 

現行法の制度に対する指摘としては、任意後見受任者が適切に申5 

立てをしないことが背景にあるものの、前記のとおり、任意後見人の

事務の監督を開始する裁判手続の申立てをしない任意後見受任者を

任意後見人にすることが本人にとって適切な事案がどの程度あるの

か、必要があれば法定後見の開始の申立てをするのが適切ではない

か、という点を考えると、任意後見人の事務の監督を開始する裁判の10 

申立権者に検察官を加えるまでの見直しをする必要がどこまである

のかについて、慎重に検討する必要があるように思われる。 

以上を踏まえ、中間試案においては、任意後見人の事務の監督を開

始する裁判の申立権者に検察官を加えるものとする提案をしていな

い。 15 

ウ 申立権者の範囲を狭める考え方 

部会において、法定後見制度の申立権者に関して、現行法の「四親等

内」の親族について、現在の実態では、本人とは疎遠であって本人の状

況を十分に把握しない親族も入りうることから、その範囲を狭くする

ことが考えられる旨の意見があった。（注３）は、任意後見契約におい20 

ても同様の考え方を記載するものである。 

他方で、任意後見契約の選任の申立てが適切に行われていないとの

指摘があることを踏まえると任意後見契約においては、申立権者に関

して、その親族の範囲を狭くする必要はないとの意見もあった。 

 任意後見人の事務の監督を開始するための裁判手続の申立義務 25 

ア 現行法の規律を維持する（任意後見受任者に対して任意後見人の事

務の監督を開始するための裁判手続の申立義務を設定しない）考え方 

本人の事理弁識能力が不十分となった場合に、任意後見受任者に任

意後見人の事務の監督を開始するための裁判手続を申し立てることに

ついて法律上の義務を設定することとすると、任意後見受任者の負担30 

となり、特に親族などの専門職ではない者ではそのような負担を懸念

して任意後見受任者となることを回避することにつながることが考え

られる。また、任意後見受任者が義務違反を恐れて、早めに申立てをす

ることにつながる可能性がある。 

このようなことを踏まえると、現行法の規律を維持し、法的義務を設35 

けないものとすることが考えられる。 
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なお、ガイドラインやモデル契約書によって、必要がある場合に適切

に任意後見契約が発効するようにする取組をする意見もこの考え方と

矛盾しないものと思われる。 

イ 任意後見受任者に対して任意後見人の事務の監督を開始するための

裁判手続について法律上の申立義務があるとの規律を設ける考え方 5 

(ｱ) （注）では、任意後見受任者に対して任意後見人の事務の監督を開

始するための裁判手続について法律上の申立義務があるとの規律を

設けるとの考え方を記載しており、この点についての説明は次のと

おりである。 

(ｲ) 親族が任意後見受任者である場合に、任意後見監督人が選任され10 

ることによって、任意後見人としての職務を開始し、監督を受けるこ

とよって適時に適切な事務が開始され、本人の意思や利益につなが

る事案が相当数あることを理由に、任意後見受任者に対して、任意後

見人の事務の監督を開始するための裁判手続の申立てについて法的

義務がある旨の規律を設けるとの考え方がある。 15 

申立義務が生ずる要件については、例えば、本人の事理弁識能力が

不十分であり、かつ、代理権の行使が必要である場合に、任意後見受

任者に任意後見人の事務の監督を開始するための裁判手続の申立て

を義務付けるとの考え方が出されている（なお、本人の同意が要件で

あることについては、現行法と同様である。）。 20 

(ｳ) もっとも、この考え方に対しては、部会において、任意後見監督人

が選任されることによって親族である任意後見受任者において適切

な事務を期待することができるケースについては、任意後見制度の

制度趣旨の理解の促進によって対応すべきであるとの意見が出され

た。 25 

また、任意後見監督人の選任の申立てをしない場面の任意後見受

任者に関して、任意後見契約を発効させ、そのような任意後見受任者

が任意後見人として事務を行うのが本人の保護にとって適切である

のかについて疑問があると思われる。このような任意後見人受任者

に任意後見人として事務を行わせるのが本人の保護とって適切では30 

ない場面においては、本人は任意後見契約を解除し、新たな任意後見

受任者との間で任意後見契約を締結することや法定後見制度を活用

することが適切であると思われる。 

(ｴ) 次に、法律上の義務を設定する場合にはその義務違反の効果を整

理する必要がある。 35 

まず、義務違反があったとしても、任意後見人の事務の開始の裁判
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手続の申立ての履行を強制することは困難である。 

また、部会においては、義務違反の効果として、任意後見受任者が、

任意後見監督人の選任申立てをしないことを「本人の利益のため特

に必要があると認めること」（任意後見契約法第１０条）の考慮要素

の１つとすることが考えられるとの意見が出された。しかし、本人の5 

保護が必要であるにもかかわらず、任意後見受任者が任意後見監督

人の選任の申立てをしない場合には、申立義務の規律が設けられて

ないとしても、そのような事情を考慮要素の１つとして法定後見の

必要があると認められるケースも多いと思われる。そのことからす

れば、前記考慮要素の１つとすることのみでは義務違反の効果とし10 

て十分であるとはいえないとも思われる。 

(ｵ) また、部会においては、本人（委任者）は、自身が事理弁識能力が

不十分となった場合に任意後見契約が発効することを期待して契約

を締結していると考えられることや、通常は、任意後見受任者が本人

（委任者）にそのような期待があることを認識して任意後見受任者15 

となることに合意していると考えられるように思われることからす

れば、任意後見受任者には、本人の状況を把握することなどに努めな

ければならないとの義務（その義務の性質については、いわゆる努力

義務であるのか、法的義務であるのかなどについては引き続き検討

することが望ましいとの意見が出された。）があるともいえるのでは20 

ないかとの意見が出された。 

任意後見契約は、将来に自身の事理弁識能力が低下したときに備

えるものであり、このような備えをする動機が生ずるのは一定の年

齢に達しているとは考えられる（なお、若年から備えることも否定は

されない。）。もっとも、任意後見契約を締結してから、本人の事理弁25 

識能力が低下するまでの期間は一定ではなく、事案によっては相当

長期になることもあり得る。そのようなケースもあることを踏まえ

て、義務の内容やその性質について検討することが有用であるよう

に思われる。 

また、任意後見契約の発効時期との関係についても、必要に応じて30 

整理する必要があると考えられる。部会においては、信義則上、契約

の当事者としての義務が生じているとの説明が考えられる旨の意見

が出された。 

なお、部会においては、実務上は、任意後見契約と併せて、いわゆ

る見守り契約を締結している事例があることや見守り契約の内容に35 

よるが報酬が生じていることが紹介された。このような実務の取扱
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いを踏まえると、任意後見受任者に本人との契約で合意した以外の

何らかの法的義務が生ずる旨の規律を設ける場合には、契約では報

酬について合意していないと考えられることから、その法的義務の

履行に係る報酬についても整理する必要があるように思われる。 

(ｶ) 以上の観点から、任意後見受任者に対して任意後見人の事務の監5 

督を開始するための裁判手続について法律上の申立義務があるとの

規律を設けることについては、慎重に検討する必要があると思われ

る。 

 

（現行法の規律） 10 

 (1) 任意後見人の事務の監督を開始する要件 

   現行法は、任意後見人の事務の監督の開始（現行法では任意後見監督人

の選任）について、任意後見契約が登記されている場合において、精神上

の障害により本人の事理弁識能力が不十分な状況にあるときを要件とし

ている（任意後見契約法第４条第１項）。 15 

 (2) 任意後見人の事務の監督を開始するため申立て 

   現行法は、本人の事理弁識能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判

所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、

任意後見監督人を選任するとされている（任意後見契約法第４条第１

項）。 20 

   また、現行法には、任意後見受任者に対し、任意後見監督人の選任の申

立てを義務付ける規定はない。さらに、任意後見受任者が本人の状況を把

握したり、本人に対して任意後見監督人の選任の申立てに関する意向を

確認したりすることなどについての規定も存在しない。 

 25 

 任意後見制度と法定後見制度との関係 

 任意後見制度と法定後見制度との併存の可否等 

【甲案】 

現行法の規律（任意後見人と成年後見人等とが併存することを認めな

い規律）を維持するものとする。 30 

【乙案】 

任意後見人と成年後見人等とが併存することを認める（任意後見人と

成年後見人等とが併存することを認めない現行法の規律を削除する）も

のとする。 

（注）【乙案】を前提として、任意後見人と成年後見人等との権限が重複する場35 

合に、例えば、相当と認めるとき等を要件として、家庭裁判所は、任意後見
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人の権限を停止することができる旨の規律を設けることについて、引き続

き、検討するものとする。 

 

（説明） 

 提案の概要 5 

この提案は、任意後見制度と法定後見制度との併存の可否に関する見直

しの要否について提案するものである。 

【甲案】は、現行法の規律、すなわち、任意後見人と成年後見人等（法定

後見制度の保護者）とが併存することを認めてない規律を維持するものと

することを提案するものである。 10 

【乙案】は、任意後見人と成年後見人等（法定後見制度の保護者）とが併

存することを認めることを提案するものである。 

 

 現行法の規律及び見直しの検討の必要性 

 現行法の規律 15 

ここで任意後見制度と法定後見制度との併存とは、任意後見人と成年

後見人等が同時に存在することをいう。任意後見制度と法定後見制度と

の併存に関する現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 

 現行法が任意後見人と成年後見人等との併存を一律に認めていない趣

旨及び見直しの検討の必要性 20 

ア 現行法は、任意後見人と成年後見人等との併存を認めていない。その

理由としては、平成１１年に制度を設けた際、任意後見人と成年後見人

等との関係について、本人の自己決定を尊重し、かつ、両者の権限の抵

触及び重複を回避するため、原則として任意後見契約による保護が優

先するとともに、両者が併存することがないような法的枠組みを設計25 

する（法律上一方が存在するときは他方は存在し得ないものとする）こ

とが必要であるとの認識に基づいて、規律を設けることとされたこと

による。 

イ 任意後見契約で設定した代理権が足りない場合に本人に新たに任意

後見契約を締結する意思能力がないときや本人を保護するために保護30 

者の同意を要する法律行為を設定する必要があるときには、法定後見

制度を利用するしかない。そして、現行法の制度では、法定後見制度を

利用すると任意後見契約が終了することとなるため、本人の意思を尊

重する任意後見契約を活用することができない。 

さらに、部会においては、法定後見制度について、特定の法律行為に35 

ついて保護者に権限を付与する仕組みとする見直しをする場合には、
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任意後見契約で設定した代理権が不足する事項についてのみ法定後見

制度において保護者に権限を付与することも可能となり（なお、事理弁

識能力を欠く常況にある者について保護者に一定の法律行為について

権限が生ずる仕組みを設けるとの考え方もある。）、本人の意思を尊重

する任意後見契約を活かすことが可能となるのではないかとの意見が5 

出された。 

 

 任意後見制度と法定後見制度との併存の可否 

 任意後見制度と法定後見制度との併存を検討する場面 

ア 任意後見制度と法定後見制度との併存を認めるかについて検討する10 

場面を大きく分けると、任意後見制度の利用を開始している（任意後見

人の事務の監督が開始している）場合において法定後見制度の利用を

開始するときと、法定後見制度の利用を開始している場合に任意後見

制度の利用を開始するときとに分けることができる。 

イ その上で、まず、任意後見制度の利用を開始している場合において法15 

定後見制度の利用を開始するときの場面に関しては、次のように整理

することが考えられる。 

①任意後見契約で任意後見受任者（任意後見人）に委託していない法

律行為を本人が行う必要（行うかを検討する必要）が生じた場面（具体

的な例としては、普段の生活は、任意後見契約で委託した事務で足りて20 

いたが、親族の死亡による相続が発生し、本人が遺産分割の当事者とな

る場合など）、②本人に保護者の同意を要する旨の審判を受ける必要が

生じた場面（具体的な例としては、本人が生活に必要がないにもかかわ

らず、貸金業者からの借金を繰り返すようになった場合など）、③任意

後見契約で任意後見受任者（任意後見人）に委託している法律行為であ25 

ったが、任意後見人が適切に事務をすることができず、別の第三者が代

理する必要がある場面（具体的な例としては、不動産売買に関する専門

的知見を有しない親族の任意後見人に任意後見契約で財産の管理に関

する事項の代理権が設定されていたが、本人が住居以外に複数の不動

産を所有していて、その不動産を処分する必要が生じた際に、任意後見30 

人が適切に事務をすることができない場合など）である。 

なお、任意後見契約で用いた代理権目録の記載ぶりによっては、①の

場面（任意後見契約で委託していない法律行為の場面）であるのか、③

の場面（任意後見契約で委託している法律行為の場面）であるのかが判

別しにくい場面もあると思われる。 35 

ウ 次に、法定後見制度の利用を開始している場合に任意後見制度の利
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用を開始するときは、法定後見制度の利用を開始した際に既に任意後

見契約が締結されているときと、その際には任意後見契約は締結され

ておらず法定後見制度の利用中に任意後見契約が締結されたときとが

あり得る。 

 任意後見制度と法定後見制度との併存の可否 5 

ア 【甲案】 

現行法は、任意後見人と成年後見人等との併存を認めていない。その

理由としては、平成１１年に制度を設けた際、任意後見人と成年後見人

等との関係について、本人の自己決定を尊重し、かつ、両者の権限の抵

触及び重複を回避するため、原則として任意後見契約による保護が優10 

先するとともに、両者が併存することがないような法的枠組みを設計

する（法律上一方が存在するときは他方は存在し得ないものとする）こ

とが必要であるとの認識に基づいて、規律を設けることとされたこと

による（なお、この点については、両者を併存させることによる社会的

なコストが考慮されているのではないかとの見解がある。）。 15 

このように任意後見人と成年後見人等との権限の抵触及び重複を避

けるべきであるとの考え方を前提に、権限の抵触及び重複を避けるた

めには、任意後見制度と法定後見制度との併存を認めないとの規律に

よるべきであるとして、現行法の規律を維持することが考えられる。 

そこで、【甲案】は、現行法の規律を維持するものとすることを提案20 

している。 

イ 【乙案】 

(ｱ) 前記(1)イの①及び③の場面に関して、本人に任意後見契約を締結

する意思能力があるときに法定後見制度の利用を認めるかという論

点があるものの、本人に任意後見契約を締結する意思能力があると25 

はいえないときや前記(1)イの②の場面では、任意後見制度と法定後

見制度との併存を認めることが、任意後見契約を活かして本人の自

己決定を尊重することに資することとなると考えられる。 

そこで、【乙案】は、任意後見人と成年後見人等との併存を認める

ものとすることを提案している。 30 

(ｲ) なお、任意後見人と成年後見人等との権限の抵触及び重複がない

場合には両者の併存を認め、権限の抵触及び重複がある場合には併

存を認めないという考え方もあり得る。 

確かに、任意後見人と成年後見人等との権限の抵触及び重複は、可

能な範囲で避けることが望ましいものの、代理人の権限が重複する35 

場面は、法制度としては他にも存在し得る。そのため、任意後見人と
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成年後見人等との権限が重複する場合には、両者の併存を認めない

とする旨の規律を設けるとの考え方に基づく提案はしていない。 

(ｳ) 任意後見人と成年後見人等との権限の抵触及び重複は、可能な範

囲で避けることが望ましい。 

そこで、【乙案】の（注）では、そのための考え方について記載し5 

ている（後記４参照）。 

 

 任意後見人と成年後見人等との権限が重複した場合の調整 

 現行法の規律等 

ア 現行法は、任意後見制度と法定後見制度との併存を認めていないた10 

め、併存した場合の権限の調整に関する規定は設けられていない。 

イ 権限を有する複数の者の間で権限の重複がある場合には、共同行使

の定めがない限り、複数の者がその有する権限を単独で行使すること

ができると考えられる。 

そして、任意後見人と成年後見人等との権限の重複がある場合につ15 

いても、それと同様に、それぞれが権限を単独で行使しても法的には有

効であると考えられる。 

ウ その上で、任意後見人と成年後見人等との権限の調整に関して、任意

後見人のその事務の一部を停止する旨の意見もあることから、任意後

見人の解任等に関する現行法の規律を確認すると、次のとおりである。 20 

エ 任意後見人の解任事由については、任意後見人に不正な行為、著しい

不行跡その他その任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、任

意後見監督人、本人、その親族又は検察官の請求により、任意後見人を

解任することができる（任意後見契約法第８条）とされており、家庭裁

判所の職権による解任は認められていない。 25 

オ 任意後見人の解任の審判事件を本案とする保全処分については、家

事法第２２５条第２項は、成年後見人等の解任の審判事件等を本案と

する保全処分の規定を基本的に準用しており、家庭裁判所は、成年後見

人等又は成年後見監督人等の解任の審判事件が係属している場合にお

いて、成年被後見人等の利益のため必要があるときは、成年後見人等の30 

解任の申立てをした者の申立てにより又は職権で、成年後見人等の解

任についての審判が効力を生ずるまでの間、成年後見人等の職務の執

行を停止し、又はその職務代行者を選任することができるとされてい

る（家事法第１２７条、第１３５条及び第１４４条）。 

カ また、任意後見契約の解除については、任意後見監督人が選任された35 

後においては、本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、
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家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができる（任意

後見契約法第９条第２項）とされている。 

 任意後見人と成年後見人等との権限の重複がある場合の権限の優劣 

ア 任意後見人と成年後見人等との権限の重複がある場合の例として、

任意後見人に預貯金に関する取引（預貯金の管理、振込依頼・払戻し、5 

口座の変更・解約等）に関する代理権が委託されていたところ、本人を

相続人とする遺産分割を要する状況が発生したので法定後見制度によ

って成年後見人等に遺産分割に関する事項（付随する預貯金の管理そ

の他付随する一切の行為を含む。）の代理権が付与された場合をあげる

ことができると思われる。 10 

イ このような場合においては、成年後見人等も遺産分割に関する事務

を処理するために必要な範囲で預貯金に関する取引（例えば、本人が金

銭を支払って不動産を取得するような遺産分割合意がされ、その実行

のために本人の預貯金口座から、相手方の口座に振込みをするケース

などが想定され得る。）をすることができる。 15 

そして、任意後見人も成年後見人等もそれぞれ自身の事務を行うた

めに必要な範囲で預貯金に関する取引をすることができるとすること

が必要であると考えられ、権限の重複があり、いずれかが優劣する関係

にはないと整理することになると考えられる。 

 任意後見人と成年後見人等との権限が重複する場合の権限の調整 20 

ア 総論 

部会においては、任意後見人と成年後見人等との権限（前記(2)の例

では預貯金に関する取引の権限）が重複する場合に、その間を調整する

必要が生ずる場面が発生するのではないかとの意見が出されたほか、

銀行取引などの実務上の取引の場面においては、トラブルを避けるた25 

めに任意後見人と成年後見人等との権限を調整することが望ましいと

の意見が出された。 

取引相手からすれば、任意後見人と成年後見人等との権限の重複に

よるトラブルに巻き込まれること自体による負担が生じるものと思わ

れる。また、後記第６の２（説明）４(3)のように、親族間紛争を背景30 

に法定後見制度の利用を妨害する目的で任意後見契約の締結が行われ

たときにも、権限を調整する規律がないと、本人に不利益が生ずる場合

もあると思われる。 

以上の点からすれば、任意後見人と成年後見人等（法定後見制度の保

護者）との権限の調整に関する規律について検討する必要があると思35 

われる。他方で、法的にどのような制度とするのか要件をどのようなも
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のとするのかについて整理をする必要があると考えられる。 

これまでの部会においては、任意後見契約が発効していた場合にお

いて、法定後見が開始したときを前提に、任意後見人と法定後見制度の

保護者の権限の調整の方法として、任意後見人の事務の一部停止、任意

後見人の一部解任、任意後見契約の一部解除が考えられるなどの意見5 

が出され、その要件として、任意後見契約法第８条、第９条及び第１０

条を参考にすることが考えられる旨の意見や任意後見人が当該代理権

を行使することが相当でない場合が考えられる旨の意見が出された。 

イ 制度の法的な整理 

(ｱ) 部会においては、任意後見人と法定後見制度の保護者との権限を10 

調整する制度として、任意後見人の事務の一部停止、任意後見人の一

部解任の仕組みを提示する意見が出された。そして、現行法の制度に

おいても、任意後見人の解任の審判事件を本案とする保全処分にお

いて、任意後見人の職務の執行を停止する処分ができることと同様

の裁判がされることを想定している旨の意見も出された。 15 

(ｲ) 部会におけるこの意見を踏まえると、任意後見人の一部解任を前

提に、その解任の審判が効力を生ずるまでの間、一部の職務の執行の

停止を命ずることができるという仕組みを想定することになるよう

に思われる。 

もっとも、解任とは、その任を解くことであるから、通常は、任意20 

後見人であるとの任を解くことを意味する概念であると考えられ、

「一部解任」という概念を想定することができるのかについては、慎

重に検討する必要があるようにも思われる。 

また、現行法では、任意後見人の解任については、職権によること

はできないことから、解任の申立権者による申立てが必要となり、現25 

行法を維持する場合には、職権により、権限の調整をすることはでき

ないこととなりそうである。 

(ｳ) 次に、部会においては、任意後見契約の一部解除の方法を提示する

意見も出された。 

一般に、契約が可分である場合には、その可分である契約の一部の30 

解除をすることは可能であると解されている（債務不履行解除にお

いて要件を満たす場合に契約の一部の解除が可能であることについ

ては民法第５４２条第２項に明文の規定がある。）。 

もっとも、解除は当事者の意思表示によって生ずるものであるか

ら、任意後見人又は本人が権限の調整のために解除の意思表示をす35 

ることが基本的に必要であり、解除に裁判所が関与する（現行法の規
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律のように許可をするなど）こととする場合には、任意後見人又は本

人による申立てが必要となる。 

ウ 要件 

(ｱ) 前記のとおり、一部解任の概念が認められるかどうかの検討事項

があるものの、それを措くとしても、一部解任、一部停止をするのは、5 

解任事由があるとき、すなわち、「任務に適しない事由があるとき」

（任意後見契約法第８条）が必要であるように思われる。また、部会

においては、権限（代理権）の一部停止について、当該代理権を任意

後見人が行使することが相当でないことを要件とすべきとの意見が

あった。いずれの場合も、基本的には、任意後見人の権限濫用、管理10 

失当（財産の管理方法が不適当であること）、任務怠慢など任意後見

人側の事情を主に考慮することになると思われる。 

(ｲ) 他方で、部会においては任意後見契約法第１０条第１項を参考に

「本人の利益のため特に必要があると認めるとき」の要件が考えら

れる（さらには、任意後見契約が効力を生じている場合に法定後見制15 

度を開始するためには「本人の利益のため特に必要があると認める

とき」との要件を満たしていることから、法定後見制度が開始したこ

とで要件が満たされている。）との意見が出されたように思われる。 

もっとも、現行任意後見契約法第１０条第１項の「本人の利益のた

め特に必要があると認めるとき」とは、例えば、本人が任意後見人に20 

委託した代理権を行うべき事務の範囲が狭すぎる上、本人の精神の

状況が任意の授権の困難な状態にあるため、他の法律行為について

法定代理権の付与が必要な場合や、本人について同意権、取消権によ

る保護が必要な場合等が考えられるとされている。 

そうすると、任意後見人の権限の範囲内の事務について、法定後見25 

人に任せるのが適当であるケースが「本人の利益のため特に必要が

あると認めるとき」に該当するといえるかについては疑問がないと

はいえないように思われる。 

 小括 

以上を踏まえて、（注）では、権限の調整に関する規律を設けるべきと30 

の考え方があることを記載している。 

 

 任意後見人と成年後見人等とが併存した場合の監督の在り方 

任意後見人と成年後見人等とが併存することを許容する制度とする場合

には、現行法の監督の規律を前提とすると、成年後見人等の事務については、35 

家庭裁判所が直接監督するが、任意後見人の事務については、任意後見監督
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人が監督し、家庭裁判所は間接的な監督をする機関であることから、監督の

在り方が異なる制度が併存することとなる。 

この点については、任意後見制度及び法定後見制度のそれぞれの制度に

応じた監督を行うことを原則とし、任意後見監督人が成年後見人等を兼任

することや任意後見監督人を成年後見監督人等に選任することなど、運用5 

上の工夫で対応することが考えられる。そのように考えると、任意後見人と

成年後見人等との併存を認める場合の監督の在り方について特段の規律を

設けるまでの必要はないように思われる（任意後見人の事務の監督の在り

方の議論によっては、更に整理する必要があるとは思われる。）。 

そのため、中間試案において、特段の規律を設ける提案をしていない。 10 

 

（現行法の規律） 

 (1) 任意後見契約を締結した本人について、任意後見監督人の選任後に法

定後見の開始の審判の申立てがされた場合には、家庭裁判所は、本人のた

め特に必要があると認めるときを除いて、法定後見の開始の審判をする15 

ことができず（任意後見契約法第１０条第１項）、法定後見の開始の審判

がされたときは、任意後見契約は当然に終了する（同法第１０条第３項）

とされている。 

   また、任意後見契約を締結した本人について、任意後見監督人の選任前

に法定後見の開始の審判の申立てがされた場合には、家庭裁判所は、本人20 

のために特に必要があると認めるときを除いて、法定後見の開始の審判

をすることができないが、特に必要があると認めて法定後見の開始の審

判がされたときでも、任意後見契約はなお存続する（任意後見契約法第１

０条第３項の反対解釈）。 

 (2) そして、法定後見の開始の審判を受けた本人について、任意後見監督人25 

の選任の申立てがされた場合には、家庭裁判所は、法定後見による保護を

継続することが本人の利益のため特に必要であると認められるときを除

き、任意後見監督人を選任して、法定後見の開始の審判を取り消す（任意

後見契約法第４条第１項第２号、第４条第２項）とされている。 

 (3) このように、現行法は、任意後見制度が法定後見制度より優先するもの30 

と位置付けられており、任意後見人と成年後見人等の併存を一律に認め

ず、例えば、補助人の代理権の範囲と任意後見人の代理権の範囲が重なら

ない場合においても補助人と任意後見人の併存を認めていない。 

 (4) また、任意後見人の代理権の消滅は、登記をしなければ、善意の第三者

に対抗することができないとされている（任意後見契約法第１１条）。 35 
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 任意後見契約が存在する場合に法定後見制度の利用を開始する要件等 

１で【甲案】をとる場合には次の(1)によるものとし、１で【乙案】をと

る場合には次の(2)によるものとする。 

(1) １で【甲案】をとる場合 

現行法の規律を維持するものとする。 5 

(2) １で【乙案】をとる場合 

任意後見契約が存在する場合に法定後見制度の利用を開始する要件に

ついては現行法の規律を維持するものとし、法定後見制度の利用を開始

している場合に任意後見人の事務の監督を開始する要件については規律

を設けない（現行法の規律を削除する）ものとする。 10 

（注）既に任意後見契約が存在する場合だけではなく、本人が任意後見契約を締

結することができる場合には法定後見制度による代理権の付与の審判をす

ることができないものとするとの考え方がある。 

 

（説明） 15 

 提案の概要 

この提案は、任意後見契約が存在する場合に法定後見制度の利用を開始

する要件及び法定後見制度の利用を開始している場合に任意後見人の事務

の監督を開始する要件に関する見直しの要否について、提案するものであ

る。 20 

任意後見人と成年後見人等（法定後見制度の保護者）とが併存することを

認めない場合（１の【甲案】をとる場合）には現行法の規律を維持するもの

とし、任意後見人と成年後見人等（法定後見制度の保護者）とが併存するこ

とを認める場合（１の【乙案】をとる場合）には任意後見契約が存在すると

きに法定後見制度の利用を開始する要件については現行法を維持するもの25 

とし、法定後見制度の利用を開始しているときに任意後見人の事務の監督

を開始する要件については規律を設けない（現行法の規律を削除する）もの

とすることを前提としている。 

なお、任意後見人と成年後見人等とが併存することを認める場合（１の

【乙案】をとる場合）には、この検討項目の対象である任意後見契約が存在30 

する場合に法定後見制度の利用を開始することによって併存が生じたとき

でも、任意後見人と成年後見人等との権限の調整に関する検討（１の【乙案】

の（注）の検討）の結果が及ぶこととなる。 

 

 現行法の規律及び見直しの検討の必要性 35 

 現行法の規律 
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現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 

 見直しの検討の必要性 

前記の現行法の規律は、任意後見人と成年後見人等との併存を認めな

い仕組みにおけるものであることから、任意後見人と成年後見人等との

併存を認める仕組みとする場合において、規律を見直す必要がないかを5 

整理しておく必要があると考えられる。 

 

 任意後見契約が存在する場合に法定後見制度の利用を開始する要件 

 検討する場面 

任意後見契約が締結されている場合で法定後見制度の利用の開始を認10 

めるかどうかを検討する場面は前記の併存を認めるか検討する場面と基

本的には同じであると考えられ、概要次のとおりであると考えられる。 

① 任意後見契約で合意した代理権の範囲には入っていない法律行為を

する必要が生じた場面 

② 保護者の同意を要する旨の審判によって保護する必要が生じた場面 15 

③ 任意後見契約で合意した代理権の範囲に入っている法律行為である

が法定後見制度の代理人によって法律行為をする必要が生じた場面 

 現行法の規律を維持するものとすること 

ア 現行法の「本人の利益のために特に必要があると認めるとき」の例と

して、立案担当者によると、本人が任意後見人に委託した代理権を行う20 

べき事務の範囲が狭すぎる上に本人の精神の状況が任意の授権をする

のが困難な状況にあるため、他の法律行為について法定代理権の付与

が必要な場合や、本人について保護者の同意を要する旨の審判によっ

て保護をすることが必要な場合等が考えられるとされている。 

イ これは、前記(1)①及び②の場面と同様の場面であると考えられる。 25 

また、前記(1)③の場面についても、現行法の下でも生ずることが考

えられ、任意後見契約による保護（任意後見人による保護）では本人の

保護として十分であるとはいえない場合には、「本人の利益のため特に

必要がある」として、法定後見の利用の開始を認めているものと考えら

れる。 30 

他方、部会では、前記(1)③の場面を想定しているものと思われるが、

「本人の利益のため特に必要がある」との要件が、現行法で立案担当者

が想定していたものよりも拡張される可能性があるのではないかとの

意見もあった。 

ウ 以上の点を踏まえると、任意後見契約が締結されている場面におい35 

て法定後見の利用を認めるかどうかの要件については、併存を認める
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こととする場合であっても、現行法の規律を維持することが相当であ

るように考えられる。 

そこで、本文では、現行法の規律を維持するものとすることを提案し

ている。 

 5 

 法定後見制度の利用を開始している場合に任意後見人の事務の監督を開

始する要件 

 検討する場面 

法定後見制度の利用を開始している場合で、任意後見契約の効力を発

効させて任意後見人による保護をする場面としては、権限の範囲による10 

整理としては前記３(1)①と③と同様に、重なっていない場合と重なって

いる場合とで区別することができると考えられる。そのほか、任意後見契

約の締結時期が法定後見制度の利用の開始前か開始後かという観点もあ

り得る。 

 規律を設けない（現行法の規律を削除する）こと 15 

ア 現行法の規律は、任意後見人と成年後見人等との併存を認めないこ

とを前提に、任意後見契約を優先させる観点から、本人の利益のため特

に必要であると認められるとき（例えば、任意後見契約では代理権が足

りない場合や保護者の同意を要する旨の審判による保護が必要な場合）

には法定後見制度を継続させて任意後見人の事務の監督を開始せず20 

（任意後見契約を発効させず）、本人の利益のため特に必要であるとま

ではいえないときには任意後見人の事務の監督を開始し、法定後見制

度を終了させている。 

しかし、任意後見人と成年後見人等との併存を認めることとする場

合には、任意後見契約では代理権が足りないとしても任意後見契約で25 

合意した範囲の代理権については、任意後見人が事務をすることとし、

不足する部分について、法定後見制度の保護者が事務をすることとす

ることが考えられる（法定後見制度の保護者の権限の範囲の調整は法

定後見制度の代理権を付与する審判の取消しによることになると考え

られる。）。 30 

このように考えると、法定後見制度の利用を開始している場合に任

意後見人の事務の監督を開始するときの要件については規律を設けな

い（現行法の規律を削除する）ことが考えられるように思われる。 

イ なお、部会においては、後記(3)記載の法定後見制度の利用を妨害す

る目的で任意後見契約の締結をする事案を念頭に、任意後見契約の締35 

結時期や任意後見契約の発効させる手続の申立時期などを、本人の利
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益のため特に必要であると認められるときの考慮要素として明示すべ

きではないかとの意見があった。 

しかし、後記(3)記載のように、一部の病理現象である旨の指摘があ

ることや実際に判断するに当たっては、考慮要素として明示しなくて

も、契約の締結時期などについては考慮されることが多いと思われる5 

ことなどから、考慮要素として明示することの必要性については、慎重

に検討すべきと思われる。 

ウ そこで、本文では法定後見制度の利用を開始している場合に任意後

見人の事務の監督を開始するときの要件については規律を設けない

（現行法の規律を削除する）ことを提案している。 10 

 法定後見制度の利用を妨害する任意後見契約の締結 

ア(ｱ) 部会においては、法定後見の開始の申立てがあった後に法定後見

制度の利用を妨害する意図で任意後見契約が締結されて登記される

ことがあり、法定後見の開始の審判をする際には任意後見契約が登

記されていることから、法定後見制度による保護が特に必要である15 

ときの要件を満たさないと法定後見の開始の審判を受けることがで

きないことがあるとの問題提起がされた。 

(ｲ) また、法定後見制度の利用を開始した後に法定後見制度の利用を

妨害する意図で、任意後見契約を締結して任意後見人の事務の監督

を開始する審判を受けて法定後見制度を終了させることも考えられ20 

ると思われる。 

イ 前記ア(ｱ)の場面に関して、法定後見制度の利用を開始する審判の際

に任意後見契約が存在する場合の規律ではなく、法定後見制度の利用

を開始する審判の申立て時に任意後見契約が存在する場合の規律とす

ることを検討することが考えられるようにも思われる（法定後見制度25 

の利用を開始する審判の申立時に任意後見契約が存在していない場合

には、その後に任意後見契約が締結されたとしても、当該法定後見制度

の利用を開始するか否かとの関係では、当該任意後見契約との優先関

係を特に考慮しないこととなる。）。 

しかし、本人の自己決定をより尊重する方向での改正を検討してい30 

ることからすると、任意後見契約の締結が（本人以外の者による）法定

後見制度の利用を開始する審判の申立てがされた後であることをもっ

て、一律に、その任意後見契約との関係で法定後見制度の利用を開始す

ることが本人のため特に必要があると認めるときに該当するかどうか

の要件を不要とするのは相当でないようにも思われる。 35 

部会においては、妨害する意図で任意後見契約が締結されることは
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一部の病理現象である旨の指摘や仮に法定後見制度の利用を妨害する

意図があったとしても、本人が法定後見制度を利用したくないために、

わざわざ任意後見契約を締結しているにもかかわらず、本人の意思を

無視して法定後見制度を優先してよいのかとの意見もあった。 

以上を踏まえると、このような事案のために制度的に対応するので5 

はなく、個別の事案ごとの判断において、そのような意図があるかどう

かを含めて家庭裁判所が適切に判断をすることで対応することが考え

られるように思われる。 

なお、前記ア(ｲ)の場面に関しては、任意後見人と成年後見人等との

併存を認めることとする場合には、任意後見人の事務の監督を開始し10 

たことによって当然に成年後見制度の利用が終了することとならず、

事案ごとに成年後見人等の事務の範囲が調整されることになると考え

られる。 

 

 既に任意後見契約が存在する場合のみでなく本人に任意後見契約を締結15 

することが可能な事理弁識能力がある場合を含めて規律すること 

 検討の必要性 

部会において、任意後見契約が存在する場合のみでなく本人に任意後

見契約を締結することが可能な事理弁識能力がある場合も含めて任意後

見制度によって保護をすることが可能である場合には、法定後見制度の20 

利用を開始せずに併存を認めることとしないことを検討することが考え

られるのではないかとの問題提起がされた。 

 現行法における考え方 

前記のとおり、現行法においては、任意後見契約が存在して登記がされ

ている場面では、任意後見制度が法定後見制度に優先する仕組みが設け25 

られている。 

なお、現行法においても、任意後見契約が締結されていない場面で、本

人の事理弁識能力が不十分であるときには、任意後見制度と法定後見制

度（補助の制度）のいずれを利用するかは本人の選択に委ねられていると

思われる。 30 

 任意後見契約の締結が可能な事理弁識能力がある場合の保護の在り方 

ア 現行法は、本人が任意後見契約による保護を希望して任意後見契約

が存在している場合には、任意後見制度を法定後見制度に優先してい

る。 

イ 前記(1)の問題提起は、この仕組みを更に進めて、本人が任意後見契35 

約を締結することが可能である場合には、本人の自己決定が尊重され
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る任意後見制度の利用を徹底するものであるといえ、本人の自己決定

をより尊重するとの考え方に合致するものであるように思われる。 

ウ 他方で、前記のとおり、現行法における補助の制度は、本人が任意代

理契約を締結することが可能な事理弁識能力があるが、適切な代理人

を探すことができない場合があることも考慮して、補助の制度を利用5 

することが可能であるとされているように思われる。 

そうすると、このように任意代理契約の一種である任意後見契約を

締結することが可能な事理弁識能力があるとしても、どのような者を

代理人（受任者）とするのが適当かの判断を適切にできない事案への手

当てなどが必要であると考えられる。 10 

この問題提起においても、そのような適切な代理人候補者との調整

をするような仕組みの整備や報酬を含む費用面の環境整備などが必要

であることを前提にしているように思われる。 

エ これらを踏まえ、引き続き、検討することが考えられ、（注）におい

て考え方があることを提示している。 15 

 

（現行法の規律） 

  任意後見契約を締結した本人について、任意後見監督人の選任後に法定

後見開始の審判の申立てがされた場合には、家庭裁判所は、本人のため特に

必要があると認めるときを除いて、法定後見開始の審判をすることができ20 

ないとされている（任意後見契約法第１０条第１項）。 

  また、法定後見の開始の審判を受けた本人について、（法定後見の開始の

審判の際に既に存在していて任意後見契約又は法定後見の開始の審判の後

に締結された任意後見契約に関して）任意後見監督人の選任の申立てがさ

れた場合には、家庭裁判所は、法定後見による保護を継続することが本人の25 

利益のため特に必要であると認められるときを除き、任意後見監督人を選

任するとされている（任意後見契約法第４条第１項第２号）。 

 

 任意後見制度に関するその他の検討 

 任意後見契約の方式、任意後見契約の一部の解除及び当事者の合意によ30 

る事務の委託の追加（変更）、任意後見契約の一部の発効、予備的な任意後

見受任者 

(1) 任意後見契約の方式 

現行法の規律（任意後見契約の方式を公正証書による要式行為とする

旨の規律）を維持するものとする。 35 

(2) 任意後見契約の一部の解除及び当事者の合意による事務の委託の追加
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（変更） 

（注１）任意後見契約で合意した委託に係る事務の一部について委託の合意を

解除する旨の契約の一部の解除を認めるものとする考え方について、引

き続き、検討するものとする。 

（注２）任意後見契約で合意した委託に係る事務に他の事務の委託をする（追加5 

する）旨の契約の変更を認めるものとする考え方について、引き続き、検

討するものとする。 

(3) 任意後見契約の一部の発効 

（注）任意後見契約の一部（一部の事務の代理権の付与）を（段階的に）発効さ

せることを認めるものとする考え方について、引き続き、検討するものとす10 

る。 

(4) 予備的な任意後見受任者（任意後見契約の登記に関する規律等） 

【甲案】 

任意後見人の事務の監督が開始したこと（現行法では任意後見監督

人が選任されたこと）のみを任意後見契約の発効の停止条件とする現15 

行法の規律を維持するものとする。 

【乙案】 

予備的な任意後見受任者の定めをする任意後見契約の締結を可能と

する（それによって予備的な任意後見受任者の登記を可能とする）規律

を設けるものとする。 20 

 

（説明） 

 提案の概要 

この提案は、任意後見契約の方式、任意後見契約の一部の解除及び当事者

の合意による事務の委託の追加（変更）、任意後見契約の一部の発効、予備25 

的な任意後見受任者に関する見直しの要否に関して提案するものである。 

任意後見契約の方式については公正証書によらなければならないとの現

行法の規律を維持することを提案している。 

任意後見契約の一部の解除及び当事者の合意による事務の委託の追加

（変更）の項目については、本人と任意後見受任者（任意後見人）とが、任30 

意後見契約で定めた委任事務が複数であるときにその一部（一般的には代

理権目録という形式で委任する事務の一覧を目録にしているものと思われ

るがその一部）について委任することをやめたいと合意したり、また、任意

後見契約で定めた委任事務に加えて更に事務を委任したい（代理権目録に

記載していない事務を増やしたい）と合意したりした場合には、現行法下の35 

実務では、当初の契約をいったん全部解除して新たに契約を締結する方法
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によって実現することができるが、契約の一部の解除や契約の変更という

方法によることができないとされている。この点について、契約の一部の解

除や契約の変更という方法によることができるとの考え方について、引き

続き、検討するものとすることを（注）に記載している。 

また、任意後見契約の一部の発効の項目については、本人と任意後見受任5 

者（任意後見人）とが、当初契約で定めた委任事務のうち一部について任意

後見人が監督を受けて事務を開始することを希望する場合に、現行法下の

実務では、当初の契約をいったん全部解除して、発効を希望する一部の事務

についての契約をして、その契約について任意後見人の監督を開始する方

法によることができるが、この点について、契約の代理権目録はそのままに10 

して、その一部の事務について任意後見人の監督を開始する方法について、

引き続き検討するものとすることを（注）に記載している。 

予備的な任意後見受任者の項目については、【甲案】は現行法の規律を維

持して一つの任意後見契約において複数の任意後見受任者について順位を

定めることができず、複数の任意後見契約の締結と関係者間の別途の合意15 

によって対応するとの現行法の規律を維持するものとすることを提案する

ものであり、【乙案】は一つの任意後見契約において複数の任意後見受任者

について順位を定めることができる旨の規律を設けることを提案するもの

である。 

 20 

 任意後見契約の方式 

 現行法の規律及び見直しの検討の必要性 

ア 任意後見契約の方式について、公正証書による要式行為とされてい

る（任意後見契約法第３条）。 

イ 任意後見制度について、公正証書を作成するために公証役場に行く25 

のが負担に感じるとの指摘があり、任意後見制度の利用を躊躇させる

場合があるとも考えられることから、任意後見契約の方式に関する規

律を見直す必要がないか検討する必要がある。 

 現行法の規律を維持すること 

ア 任意後見契約法第３条の趣旨は、公証人の関与により本人の真意に30 

よる適法かつ有効な契約が締結されることを制度的に担保するととも

に紛争の予防の観点から契約の有効性の確実な立証を可能にすること、

任意後見契約が登記されているときは法定後見が原則として開始され

ないという重要な効果を伴うので（任意後見契約法第１０条）、本人の

真意を確認する必要があるが、それには公証人の関与による確実な方35 

法によるべきであること、公証役場において公正証書の原本を保管す
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ることにより、任意後見契約証書の改ざん・滅失等を防止することが可

能になるというものであり、公正証書による要式行為であることは、任

意後見制度の根幹に関わるものとも考えられる。 

また、令和５年６月に成立した民事関係手続等における情報通信技

術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（令和５5 

年法律第５３号）において、公正証書の作成に係る一連の手続について

も、デジタル化が図られ、改正前は、公証人が嘱託人と対面して公正証

書を作成することとされていた点について、公証人が相当と認めると

きはオンラインで手続を行うことができるようになるなどされた。こ

の公正証書作成手続のデジタル化によって、改正前は、公証人から、公10 

正証書の読み聞かせを受け、閲覧し、その記載の正確性を確認したり、

署名するために公正役場に行く必要があったものが、公証役場に行く

ことなく、公正証書を作成することが可能となり、公正証書作成の負担

は軽減されると考えられる。 

イ 部会においては、任意後見契約の内容に係る紛争を防止する観点か15 

ら、公正証書による規律を維持すべきであるとの意見があったほか、公

正証書の作成に係る一連の手続がデジタル化することを見守りつつ、

今後も任意後見契約の利用数が少ない場合には、その方式の見直しも

将来的に必要になるのではないかとの意見があったが、今回の見直し

において、公正証書による規律を見直すべきとの意見はなかった。 20 

ウ 以上を踏まえ、中間試案においては、任意後見契約の方式を公正証書

によるとの規律を維持することを提案している。 

 

 任意後見契約の一部の解除及び当事者の合意による事務の委託の追加

（変更） 25 

 現行法の規律等 

ア 現行法の規律は、後記「現行法の規律」のとおりである。 

イ 現行法においては、任意後見契約の変更の規定がないことや任意後

見契約の一部解除が認められていないことから、代理権の範囲を変更

しようとする場合には、①代理権を行うべき事務の範囲を拡張すると30 

きは、既存の任意後見契約を全部解除して、新たに拡張した代理権を含

めて任意後見契約を締結し、又は既存の任意後見契約を維持して、拡張

した代理権のみを付与する任意後見契約の公正証書を作成すること、

②代理権を行うべき事務の範囲を減少するときは、任意後見契約の一

部解除が許されないので、既存の任意後見契約を全部解除した上で、新35 

規の任意後見契約の公正証書を作成すること、③代理権の行使方法（単
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独行使・共同行使、本人又は第三者の同意の要否等）を変更するときは、

既存の任意後見契約を全部解除した上で新規の任意後見契約の公正証

書を作成すること、④代理権を行うべき事務以外の事項（例えば、報酬

の額等）を変更するときは、その変更を内容とする契約の公正証書を作

成することが必要となる。 5 

 見直しの検討の必要性 

部会においては、任意後見契約締結後に必要な代理権を追加したり、不

要となった代理権を減らしたりすることが、本人の意思を尊重すること

になるとの理解や必要な範囲で任意後見制度を利用するとの観点から、

代理権の追加や縮減を容易にすることができるようにする方法として変10 

更という形式を考えることができるのではないかという趣旨の意見や任

意後見契約の一部解除については、認めるべきであるとの意見が出され

た。 

そこで、任意後見契約の一部の解除及び当事者の合意による事務の委

託の追加（変更）について整理する必要があると考えられる。 15 

 任意後見契約の一部の解除 

（注１）には、任意後見契約の一部の解除を認めるものとする考え方に

ついて引き続き、検討するものとすることを記載している。 

立案担当者によれば、任意後見契約法第９条所定の「任意後見契約を解

除する」とは、契約の全部解除の趣旨であり、任意後見監督人の選任の前20 

後を問わず、法律上契約の一部解除は認められていないと説明されてい

る。これは、契約の一部解除は、契約内容の実質的変更となることから、

任意後見契約を公正証書による要式行為とした趣旨、取引の安全等を考

慮したものとされている。 

現時点においても、前記の説明は一定の合理性を有するものと考えら25 

れる。 

また、任意後見契約の一部の解除とは、任意後見契約のどの部分につい

て解除することを意味する趣旨であるのか（部会において、任意後見受任

者（任意後見人）の代理権のうち一部について消滅させるものを前提とし

ているように思われる。）、一部の解除の要件は、現行法の解除（全部解除）30 

と同じなのかについても整理する必要があるように思われる。これらの

整理や見直す場合の実務上の取扱い等を踏まえて、更に検討すべきであ

ると思われることから、引き続き検討するものとしている。 

 当事者の合意による事務の委託の追加 

ア （注２）には、任意後見契約で合意した委託に係る事務に他の事務の35 

委託をする（追加する）旨の契約の変更を認めるものとする考え方につ
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いて、引き続き、検討するものとすることを記載している。 

イ 任意後見契約は、公正証書によるものとされており（任意後見契約法

第３条）、公正証書はその様式が厳格に定められている。現行法におい

ては、任意後見人の代理権の範囲を拡張する場合には、既存の任意後見

契約を維持した上で、追加的にもう一通の任意後見契約の公正証書を5 

作成することになる。 

なお、立案担当者によれば、任意後見人の代理権の内容（授権事項等）

に変更を加えない限り、報酬額の変更等、それ以外の事項の変更は、任

意後見監督人の選任の前後を問わず、随時、変更契約の公正証書の作成

によりすることができるものと解されると説明されている。 10 

現行法でも、新たに任意後見契約を締結し、それを発効することによ

って、委託事務を追加することは可能である。他方、任意後見契約の変

更について、公正証書によることを前提とすると、委託事務を追加する

こととの関係で任意後見契約の変更を認める必要性がどの程度あるの

かという点や見直す場合の実務上の取扱い等も踏まえて更に検討する15 

必要があるとも思われる。 

ウ 以上の点を踏まえ、任意後見契約で合意した委託に係る事務に他の

事務の委託をする（追加する）旨の契約の変更を認めるものとすること

について、引き続き検討するものとしている。 

 任意後見契約の内容を本人以外が変更すること 20 

部会においては、任意後見契約で合意した代理権で不足する場合を想

定して、家庭裁判所や任意後見監督人が代理権を追加する趣旨の任意後

見契約の変更をすることができる旨の規律や、本人が任意後見契約締結

時の公正証書において変更の権限を委ねた第三者が任意後見契約を変更

することができる旨の規律についても意見が出された。 25 

他方で、契約の当事者ではない家庭裁判所や任意後見監督人が契約を

変更することができる根拠を合理的に説明することは困難であるとの意

見が出された上に、任意後見契約で合意した代理権で不足する場合には、

法定後見制度との併存を許容することとすれば法定後見制度を併用する

ことで対応することができると考えられることから、中間試案において30 

は、提案していない。 

 後見登記 

契約の一部の解除及び当事者の合意による事務の委託の追加（変更）を

許容するとしても、効力を有する代理権の範囲については、後見登記に係

る証明書によって分かるようにしておく必要があると思われる。 35 

仮に、一部解除を認める場合には、任意後見契約法第１１条が適用され
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ることになると思われる。そのため、一部解除により代理権の範囲が縮減

された場合においても、登記をするまでは第三者に対抗することができ

ないことになると思われる。なお、登記の申請は、本人、任意後見受任者

（任意後見人）、任意後見監督人が申請をしなければならない（後見登記

等に関する法律（平成１１年法律第１５２号）（以下「後見登記法」とい5 

う。）第８条、第７条第１項第４号）。 

 

 任意後見契約の一部の発効 

 現行法の規律等 

現行法の下では、任意後見契約においては、一つの任意後見契約の内容10 

となっている代理権目録記載の代理権が一括して付与されることとなり、

その一部を（段階的に）発効させることは認められていない。 

 見直しの検討の必要性 

部会においては、任意後見契約の一部の事務の委任を（段階的に）発効

させることができるようにすべきではないかとの意見が出された。そこ15 

で、任意後見契約の一部について、発効させたりすることについて整理す

る必要があると考えられる。 

 任意後見契約の一部の発効 

ア(ｱ) 任意後見契約を締結する際において、広範囲の代理権を付与する

合意をしておき、その上で、将来の時点において、必要な範囲で（段20 

階的に）付与された代理権を発効させることによって、本人のニーズ

に合った運用をすることが可能となり、本人の意思の尊重という任

意後見制度の趣旨に沿うとの考え方を背景として、任意後見契約の

一部の発効を認める規律を設けるべきであるとの考え方がある。 

なお、この考え方は、前記３(4)で記載する委託されていなかった25 

事務を追加することを否定するものではなく、委託されていなかっ

た事務を追加することに加えて任意後見契約の一部（一部の代理権

の付与）を（段階的に）の発効を認める規律を設ける考え方であると

思われる。 

(ｲ) 他方で、この考え方に対して、部会においては、任意後見契約の内30 

容が複雑で分かりにくいものになることは適当ではないと意見や、

一部を発効させるための適切な要件を設定することが難しいとの考

えを背景に本人の事理弁識能力があると認められる状況であれば代

理権を追加することで対応することができるとの意見などが出され

た。 35 

これらの意見は、一部の事務の代理権の付与を（段階的に）発効さ
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せる方法ではなく、委任されていない事務を追加する方法又は法定

後見と併存させる方法で対応することがよいとの意見であるように

思われる。 

イ また、一部の事務の代理権の付与を（段階的に）発効させる考え方を

とる場合には、一部の事務の代理権の付与を発効させる要件をどのよ5 

うに設定するのか検討する必要がある。 

部会においては、基本的に任意後見契約の発効と同一だが、本人の指

図や本人の意思ということによって一部だけ発効させることがよいと

の意見があった。これに対し、本人の意向を確認できない状況でその発

効の要否を家庭裁判所が判断することの困難性を指摘する意見もあっ10 

た。 

ウ さらに、一部の事務の代理権の付与を（段階的に）発効させる考え方

をとる場合には、どのような手続で行うのかについても整理する必要

がある。 

例えば、申立権者は誰になるのか、家庭裁判所の判断資料として医学15 

的な意見が必要か、意見聴取が必要か、必要であるとするとその対象者

は誰になるのか（例えば、本人、任意後見人、任意後見監督人など）な

どを整理する必要があると思われる。 

部会においては、本人が意思を表明することができる間は、本人が家

庭裁判所に申立てをした上で発効させる手続をとり、本人が意思を表20 

明することができなくなった場合には、任意後見人が全部発効の申立

てをするとの意見があった。 

エ また、取引安全の観点から、発効している代理権が登記によって公示

されていることが必要になると思われる。また、任意後見監督人との関

係では、監督の対象となる事務の範囲も変わることになるため、その点25 

についての整理も必要になると思われる。 

オ なお、任意後見受任者に対して任意後見人の事務の監督を開始する

ための裁判手続について法律上の申立義務があるとの規律を設ける考

え方をとり、かつ一部の事務の代理権の付与を（段階的に）発効させる

考え方をとる場合には、段階的に発効させることについても、任意後見30 

受任者（任意後見人）に何らかの義務を課すことになるのかという点や、

本人の保護のために必要があると思われる代理権が発効されていない

場合に、身上配慮義務などから、任意後見人としては発効の手続をとる

義務が課されるのかという点についても、念のため整理する必要があ

ると思われる。 35 

 後見登記 
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任意後見契約の一部の発効を許容するとしても、効力を有する代理権

の範囲については、後見登記に係る証明書によって分かるようにしてお

く必要があると思われる。部会においても同様の意見があった。 

 小括 

以上を踏まえて、（注）では、任意後見契約の一部の発効に関する考え5 

方について、引き続き検討するものとしている。 

 

 予備的な任意後見受任者（任意後見契約の登記に関する規律等） 

 現行法の規律等 

ア 現行法下でも、任意後見契約において複数の任意後見人（任意後見受10 

任者）を選任することは可能であると解されている。また、任意後見契

約において、権限の分掌の定めをすることも、一つの権限を複数の任意

後見人において共同行使する定めをすることも可能であると解されて

いる。 

そして、公証役場における実務上、任意後見受任者が数人ある場合に15 

ついては、任意後見受任者が権限を単独で行使できるとき又は権限の

分掌の定めがあるときは各人ごとに契約は別個となり、権限の共同行

使の定めがあるときは一括して一通の公正証書を作成する（契約は不

可分で一個となる。）とされている。 

イ その上で、現行法では、任意後見契約の効力発生の停止条件を任意後20 

見監督人が選任された時以外とする特約が付加された場合には、任意

後見契約の要件に適合せず、無効となると考えられる（任意後見契約法

第２条第１号参照）。 

例えば、本人が甲との間で甲を任意後見受任者とする任意後見契約

を締結した上で、更に乙との間で、乙を任意後見受任者とし、かつ、甲25 

が任意後見事務を行っている間は乙は事務を行わず、甲が死亡した場

合など任意後見人の資格を失ったときに乙との任意後見契約の効力が

生じ乙が事務を行うものとするとの特約は、乙について任意後見監督

人の選任の時から任意後見契約が効力を生じないこととされている

（効力発生について別個の停止条件が付されている。）ので、任意後見30 

契約の要件に適合せず、無効とされる。 

ウ これらの現行法の理解を踏まえて、現行法の下において、本人が複数

の者に順位を付けて任意後見人として事務をすることを委託するため

に、例えば、本人が甲との間で甲を任意後見受任者とする任意後見契約

を、乙との間で乙を任意後見受任者とする任意後見契約をそれぞれ締35 

結した上で、本人と甲と乙との間で、甲が任意後見事務を行うことがで
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きる間は甲が事務を行い、甲が任意後見人の資格を失ったときは乙が

事務を行うとの合意をすることが考えられる。そして、甲を任意後見受

任者とする任意後見契約について任意後見監督人の選任を申し立てて

効力を生じさせ、甲が任意後見人の資格を失ったときは（任意後見契約

が終了することになる。）、新たに乙についての任意後見契約について5 

任意後見監督人の選任を申し立てて効力を生じさせるとの方法で対応

することが可能である。 

エ また、後見登記に関しては、複数の任意後見受任者について、主たる

任意後見受任者と予備的な任意後見受任者という順序を付ける登記を

可能とする規定は設けられていない。 10 

なお、後見登記等のファイルの記録は、後見、保佐、補助（以下「後

見等」という。）の登記については後見等の開始の審判ごとに、任意後

見契約の登記については任意後見契約ごとに、それぞれ編成すること

とされている（後見登記法第６条）。 

オ また、家庭裁判所は、任意後見契約の効力を発生させるための任意後15 

見監督人の選任の審判をする場合には、任意後見契約の効力が生ずる

ことについて、任意後見受任者の意見を聴かなければならない（家事法

第２２０条第３項）。 

 見直しの検討の必要性 

任意後見契約は、契約締結から効力が発生するまでの期間が長いこと20 

が多く、任意後見受任者が死亡や、病気等によってその職務を遂行するこ

とが困難となる可能性もあり、本人には予備的な任意後見受任者を定め

これを明示するニーズがあるとの意見や、主意的な任意後見受任者と予

備的な任意後見受任者の順位を担保する必要があるとの意見があること

を踏まえて、予備的な任意後見受任者について新たな規律を設けるかを25 

検討する必要があると考えられる。 

 予備的な任意後見受任者の定めを設けること 

ア 部会においては、予備的な任意後見受任者の定めを必要とする場面

として、例えば、①数人の任意後見受任者との間で任意後見契約を締結

し、順位についても合意をしておいた場合に、後順位の（予備的な）任30 

意後見受任者が、本人との合意に反して後順位の（予備的な）任意後見

受任者である任意後見契約について任意後見監督人の選任の申立てが

された場面、②親族や本人の支援者などが法定後見制度の利用を考え

ているときなどに、任意後見受任者を確認する場面などがあるとの意

見があった。また、③複数の専門職が任意後見受任者になり、内部的に35 

主担当や副担当を決めておく場面や、年齢が高い専門職と年齢の若い
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専門職とが複数の任意後見人受任者となる場面などがあるとの意見が

あった。 

イ もっとも、これらの場面については、次のような事情も含めて検討を

する必要があるように思われる。 

すなわち、①の場面については、順位の合意に反して任意後見監督人5 

の選任の申立てがされる場面がどの程度があるのかという点や本人が

同意能力を有しているのであれば同意をしないことで対応が可能であ

るという点、②の場面については、登記事項証明書を請求した際に複数

の任意後見契約が締結されていることが分かった場合には、通常は、各

任意後見受任者に事情を確認するであろうという点、③の場面につい10 

ては、専門職が任意後見契約に関して合意した内容を遵守しないケー

スが多いとは考え難い点、である。 

ウ 部会においても、任意後見受任者の順位の合意を正面から法的に位

置付けるだけの必要性や予備的な地位にある任意後見受任者を登記し

ておく必要性がどこまであるのかという意見が出された。 15 

エ さらに、予備的な任意後見受任者の定めをする場合に、誰と誰との間

で順位についての合意をするのかについても整理する必要があるよう

に思われる。 

多様な考え方があり得るようにも思われるが、例えば、順位の合意が

本人と複数の任意後見受任者との間の不可分の合意であると考えると、20 

前記の共同行使の定めがある場合と同様に本人と複数の任意後見受任

者との契約は一つの契約であり、全員が任意後見契約の当事者として

合意をする必要があると思われる。なお、どの順位まで許容するかとい

う議論もあるが、全員との間で合意が必要であるとすると、一般的には、

それほど多くの者の間で合意が成立することは考えにくく、当事者に25 

委ねることで問題ないようにも思われる。 

 予備的な任意後見受任者の定めの発効要件及び任意後見監督人の選任 

ア 現行法の下では、任意後見受任者の順位の合意をする際には、各事案

に応じて当事者間で合意文言を検討して合意していると思われる。も

っとも、予備的な任意後見受任者の定めを明文規定で位置付けるとす30 

ると、予備的な任意後見受任者が代理権を有するとして事務を開始す

るための要件を明確にする必要があると思われ、部会においては、先順

位の任意後見受任者が死亡していることや職務をすることができない

ことが考えられる旨の意見が出された（なお、職務をすることができな

いこととは、欠格事由に該当することを意味するものとも思われるが、35 

どの時点で職務をすることができない（欠格事由に該当している）必要
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があるのかについても明確にする必要があるように思われる。）。 

イ また、予備的な任意後見受任者が事務を行うに当たって、改めて任意

後見監督人の選任を必要とするのかについても整理する必要があるよ

うに思われる。 

欠格事由との関係から、予備的な任意後見受任者が代理権を有する5 

として事務を開始するための要件が充足しただけで直ちに事務を開始

するのではなく、予備的な任意後見受任者のために改めて任意後見監

督人の選任がされることによって事務を行うことができるとの考え方

があるように思われる。部会においては、先行する任意後見受任者（任

意後見人）についての任意後見監督人が後行する任意後見契約の任意10 

後見監督人にそのまま選任されることについて、消極の意見が出され

た。 

他方で、任意後見受任者（任意後見人）による事務が継続して行われ

ることが本人の保護との関係で必要であるとも考えられることを踏ま

えると、先行する任意後見受任者（任意後見人）についての任意後見監15 

督人が予備的な任意後見受任者との関係で欠格事由に該当する場合に

は、解任、新たな選任の手続をとることで対応することも考えられるよ

うに思われる。 

 後見登記 

ア 実体法において予備的な任意後見受任者の定めを許容する規律を設20 

ける場合には、予備的な任意後見受任者を定める契約がされた時点に

おいて、その旨の登記をすることとなるように思われ、部会においても

その旨の意見が出された。 

イ 他方で、部会においては、予備的な任意後見受任者が任意後見人に選

任された段階で登記をし直すのであれば、予備的な段階で登記をする25 

意味は余りないのではないかとの意見もあった。 

 

（現行法の規律） 

 (1) 現行法では、任意後見契約の変更について、規定が設けられていない。 

 (2) また、任意後見契約の解除については、任意後見監督人が選任される前30 

（任意後見契約の効力が生ずる前）であれば公証人の認証を受けた書面

によって任意後見契約を解除することができ（任意後見契約法第９条第

１項）、任意後見監督人が選任された後（任意後見契約の効力が生じた後）

であれば、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意

後見契約を解除することができる（同法第９条第２項）。 35 

   そして、任意後見契約法第９条所定の「任意後見契約を解除する」とは、
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契約の全部解除の趣旨であり、任意後見監督人の選任の前後を問わず、法

律上、契約の一部解除は認められていない。 

   このように契約の一部解除が認められていないことについて、契約の

一部解除は、契約内容の実質的変更となることから、任意後見契約を公正

証書による要式行為とした趣旨、取引の安全等を考慮したものであると5 

説明されている。 

   なお、任意後見契約の解除は、その内容の適法性の審査までは必要な

く、当事者の真意に基づく解除であることが担保されていれば足りるこ

とから、公正証書によることまでを要求せず、公証人の認証（公証人法（明

治４１年法律第５３号）第５２条（令和５年法律第５３号による改正前は10 

同法第５８条）以下）を受けた書面によることとされたものである。 

   また、任意後見監督人が選任された後（任意後見契約の効力が生じた

後）であれば、正当な事由を必要としている理由については、次のような

説明がされている。すなわち、事理弁識能力が不十分な状況にある本人の

自由な解除を認めると、本人が判断を誤ることにより自己の利益を害す15 

る結果となるおそれがあること、任意後見人からの解除は実質的には任

意後見人の辞任に相当するが、公的機関の監督の下で本人保護の制度的

枠組みが機能を開始した後であることから無責任な辞任を容認すること

なく、成年後見人等の辞任の場合との均衡が確保されている。 

 (3) なお、任意後見人の代理権の消滅は、登記をしなければ、善意の第三者20 

に対抗することができないとされている（任意後見契約法第１１条）。 

 

 その他 

（注１）本人の意思の尊重等に関する規律については、法定後見の規律と同様の見

直しをするものとする。 25 

（注２）任意後見契約の解除の要件に関して、〔契約締結から一定期間を経過した

後は〕任意後見契約の発効後であっても家庭裁判所の許可なく解除をするこ

とができることとするとの考え方がある。 

（注３）法定後見制度について、法定後見に係る期間に関する規律を設ける場合に

は、任意後見契約の有効期間の規律を設けるとの考え方がある。 30 

（注４）任意後見契約を親権者等の法定代理人が締結することができるか否かに

関する規律を設けるとの考え方について、引き続き、検討するものとする。 

（注５）任意後見契約において、本人の治療行為その他の医的侵襲に関する同意に

関する事務を任意後見受任者（任意後見人）に委託することができるとの考

え方がある。 35 
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（説明） 

 提案の概要 

この提案は、任意後見契約のその他の検討について取り上げるもので、

(注１)では、本人の意思の尊重等に関する規律について法定後見と同様の

見直しをすることを提示し、（注２）では任意後見契約について任意後見人5 

の監督が開始した後（任意後見契約が発効した後）において契約を解除する

ために家庭裁判所の許可を要するとの規律を見直すとの考え方を提示し、

（注３）では法定後見制度の検討も踏まえ任意後見契約についても一定の

期間ごとに当初の合意を維持することでいいのか見直すために有効期間の

規律を設ける考え方を提示し、（注４）では任意後見契約を親権者等の法定10 

代理人が締結することができるか否かに関する規律を設けるとの考え方に

ついて引き続き検討するものとすることを提示し、(注５)では、任意後見契

約において、本人の治療行為その他の医的侵襲に関する同意に関する事務

を任意後見受任者（任意後見人）に委託することができるとの考え方を提示

している。 15 

 

 本人の意思の尊重等 

（注１）では、本人の意思の尊重等に関する規律について、法定後見の規

律と同様の見直しをするものとすることを記載している。 

任意後見人は、任意後見人の事務を行うに当たって、本人の意思を尊重し、20 

かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないとされて

いる（任意後見契約法第６条）。 

法定後見制度において、本人の意思を尊重するに当たっては、本人に対し、

その事務の処理の状況その他必要な情報を提供し、本人の意思を把握する

ように努めなければならないことを明確にすることなどについて、引き続25 

き、検討することとしている。 

法定後見制度において、このような見直しをする場合には、任意後見制度

における本人の意思の尊重においても、同様の見直しをすることが考えら

れる。 

 30 

 終了事由 

 任意後見契約の解除 

ア （注２）では、任意後見契約の発効後であっても家庭裁判所の許可な

く解除することができることとするとの考え方を記載している。 

イ 任意後見制度では、任意後見監督人の選任前は、各当事者がいつでも35 

解除することが可能である（手続的要件としては公証人の認証を受け



 

 

- 183 - 

た書面である必要がある。）。しかし、任意後見監督人の選任後は、正当

な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、解除をすることが

できることとされている（任意後見契約法第９条）。 

この趣旨は、任意後見監督人の選任後は、公的機関の監督の下で本人

保護の制度的枠組みが機能を開始した後であるから、任意後見人の側5 

から自由な解除を認めると、無責任な辞任を容認する結果となること

から、それを避けることにある。また、本人の側から自由な解除を認め

ることについても、判断能力の不十分な状況にある本人の自由な解除

を認めることは、本人が判断を誤ることにより自己の利益を害する結

果となるおそれがあると説明されている。 10 

ウ この規律に関して、部会において、本人の意思の尊重を重視する観点

からは、本人が任意後見契約の解除の意思表示を有効にすることがで

きる意思能力がある場合について、本人が判断を誤るおそれがあるこ

とを理由として契約を解除するとの法律行為をすることに家庭裁判所

の許可という制約を課すことが適当であるのか検討する必要があると15 

の意見が出された。 

そこで、任意後見契約の発効後であっても家庭裁判所の許可なく解

除することができることとする考え方があることを記載している。 

エ さらに、この検討に関しては、過去の時点の自己の意思に将来的にど

こまで拘束力を及ぼすのが適当であるのかという観点からの検討をす20 

べきであるとの考え方がある。その観点からは、契約から間もない時期

は現行法の規律に合理性があるとしても、一定の期間が経過した後は、

家庭裁判所の許可を要するとの制約を課す必要はないとの考え方があ

り得る。そこで、契約からの一定の期間によって規律を異にする考え方

を亀甲括弧に入れている。 25 

 任意後見契約の有効期間 

（注３）では、任意後見契約の有効期間の規律を設ける考え方があるこ

とを記載している。 

部会において、任意後見制度が本人の意思を尊重する制度であったと

しても、過去の時点の自己の意思に将来的にどこまで拘束力を及ぼすの30 

が適当であるのかという観点や、法定後見制度において本人にとって必

要がない法定後見制度による介入（すなわち家庭裁判所や法定後見制度

の保護者による本人の自己決定への介入）がされていないかを定期的に

確認する必要があるという検討がされていることとのバランスから、任

意後見契約においても、定期的にその内容を見直す機会を確保するため35 

に有効期間を設けることについて検討をすることが考えられるとの意見
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が出された。 

また、本人が事理弁識能力を欠く常況になった場合には、本人は過去の

時点の自己の意思を現時点で撤回する旨の意思表示をすることが困難と

なる。そこで、過去の時点の自己の意思に将来的にどこまで拘束力を及ぼ

すのが適当であるのかという観点から、本人が事理弁識能力を欠く常況5 

になった時から一定期間が経過した後は、任意後見契約の拘束力を否定

するという観点から有効期間の規律を設ける考え方もあるように思われ

る。 

他方で、任意後見制度は本人の意思を尊重した保護を実現する仕組み

であり、法定後見制度における期間設定とバランスをとるために任意後10 

見制度に有効期間を設けることに疑問がある旨の意見もあった。 

また、事理弁識能力を欠く常況にある者になった時を期間の起算点と

することには、期間経過の有無の判断に困難を伴う仕組みであるように

も思われる。 

 任意後見契約のその他の終了事由 15 

ア 任意後見契約は、委任契約の一種であるため、委任者又は受任者の死

亡によって、契約が終了するとされている（民法第６５３条）。 

仮に予備的な任意後見受任者を定めることを可能とする規律を設け

た場合には、その契約の個数などの検討を踏まえる必要はあるものの、

本人、主たる任意後見受任者及び予備的な任意後見受任者の三者間に20 

おける１個の契約によるものとすると、主たる任意後見受任者（任意後

見人）が死亡したときに任意後見契約が終了しないように終了事由に

ついても、必要に応じて整理することが考えられる。 

部会においては、民法第６５３条は、強行規定ではないので、特約に

よって対応することが可能であり、現行法の規律を見直す必要はない25 

との意見があった。 

イ また、部会においては保護の必要性が無くなったことを終了事由に

すべきであるとの意見はなかったものの、例えば、遺産分割の代理権が

付与されていた場合において、遺産分割が終了した事案のように、代理

権の内容によっては、その目的を達成したとして終了することはあり30 

得るとの意見があった。 

 

 法定代理人による任意後見契約の締結 

 問題の所在、現行法の規律等 

ア （注４）では、任意後見契約を法定代理人が締結することができるか35 

否かに関する規律を設けるとの考え方について、引き続き、検討するこ
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とを記載している。 

イ 部会において、任意後見契約を親権者等の法定代理人や委任による

代理人において締結することについてどのように考えるべきか、仮に

代理締結が認められるとしても、どのような要件で許容されると考え

るべきか、について整理する必要があるとの問題提起がされた。 5 

ウ 現行法上、委任契約については、法定代理人が締結することは認めら

れており、任意後見契約を親権者等の法定代理人が締結することを禁

止する規定はない。 

エ 任意後見制度の立案担当者によれば、いわゆる「親なき後」（親の老

後又は死後）の子の保護のために任意後見契約を活用することができ10 

るかについて、次のような整理がされている。すなわち、子本人に任意

後見契約を締結することについて意思能力がある場合には、自ら（親権

者の同意を得て）任意後見契約を締結することができ、親の老後又は死

後に任意後見監督人の選任の申立てをすることにより、任意後見人に

よる保護を受けることができる。また、子本人に意思能力がない場合に15 

は、子が未成年の間であれば、親権に基づき、親権者が未成年の子に代

わって任意後見契約を締結することは可能である。 

 部会における意見 

ア 部会においては、本人に、任意後見契約を締結する意思と委任の意思

がある場合に限定すべきであるとの意見、親権の消滅後についてなお20 

代理権を行使することと同じになるから適当ではないとの意見があっ

た。 

他方、子が未成年の間は親権者が対応するけれども、成年になった後

は法定後見に任せるという姿勢でよいのかとの意見、親権者であった

者に対し、任意後見契約を締結する権限自体を法定するのが適切では25 

ないかとの意見があった。 

イ また、この問題について、どのような考え方をとるにしても、何らか

の規定を設ける必要はなく解釈に委ねることになるのではないかとの

意見があった。 

 小括 30 

ア このように、本人が未成年者（知的障害などを有することを想定して

いると思われる。）で、親権者が法定代理人として任意後見契約を締結

することができるかについて、多様な意見が出された。 

もっとも、この問題に関して、明文の規定を設けるまでの必要がある

のかについては、消極的な意見も出されており、引き続き、解釈に委ね35 

ることが考えられるように思われる。 
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イ なお、法定後見制度の見直しにおいて、現行法の後見や保佐の対象と

なる者（事理弁識能力を欠く常況である者や事理弁識能力が著しく不

十分である者）について、事理弁識能力が回復しない場合でもいわゆる

必要性が無くなったことを理由に法定後見を終了するとの仕組みとす

る場合に、必要性が無くなったという環境を整えるために、任意後見契5 

約を活用することを示唆する意見があった。 

このような意見を実現するためには、法定後見を開始する当初に付

与された代理権に加えて、その後に任意後見契約を締結する代理権の

付与を受けて、任意後見契約を締結することになるようにも思われる

が、このような場合も、未成年者の親権者が法定代理人として任意後見10 

契約を締結する場合と同様の考え方になるのかについても、整理して

おくことが、法定後見の終了における議論をする際に有用であるよう

にも思われる。 

ウ 以上を踏まえ、法定代理人による任意後見契約の締結については、特

にいわゆる「親なき後」（親の老後又は死後）の子の保護のために任意15 

後見契約を活用することができるかについては、賛否両論を含めて

様々な意見がある上、現在実際に利用されていることなどを踏まえて、

慎重に検討すべきであると思われる。 

 

 医的侵襲に関する同意権 20 

法定後見制度の保護者の職務及び義務における医的侵襲に関する同意権

の項目（第３の３（説明）７の項目）を参照。 

部会においては、任意後見制度が任意後見契約という本人と任意後見受

任者との契約に基づくものであり、本人が自身が医療行為に関する意向を

表明することができなくなる場合に備えて、その意向の表明を依頼する趣25 

旨の合意を任意後見契約の形式ですることもできるのではないかという趣

旨の意見が出された。そこで、（注５）にその旨の考え方があることを記載

している。 

 

 その他 30 

 成年後見制度に関する家事審判の手続についての検討等 

成年後見制度の見直しに伴い、法定後見制度及び任意後見制度に関する

家事審判の手続について、例えば、法定後見制度に関する以下の点を含む所

要の整備を行うものとする。 

(1) 法定後見制度における精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取 35 

第１の１(1)において、【甲案】をとる場合には次のアによるものとし、
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【乙１案】をとる場合には次のイの【甲案】又は【乙案】のいずれかの案

によるものとし、【乙２案】をとる場合には次のウによるものとする。 

ア 第１の１(1)において【甲案】をとる場合 

現行法の規律（後見開始の審判をする場合には、本人の精神の状況に

ついて、原則として鑑定を必要とする規律等）を維持するものとする。 5 

イ 第１の１(1)において【乙１案】をとる場合 

【甲案】 

① 家庭裁判所は、本人の精神の状況につき鑑定をしなければ、次の

審判をすることができないものとする。ただし、明らかにその必要

がないと認めるときは、この限りでないものとする。 10 

ａ 保護者の同意を要する旨の審判（本人以外の請求により、当該

審判をする場合において、本人が審判をすることについての同

意の意思を表示することができないときに限る。） 

〔ｂ 特定の法律行為を取り消すことができる旨の審判〕 

〔ｃ 保護開始の審判〕 15 

② 家庭裁判所は、本人の精神の状況につき医師の意見を聴かなけ

れば、次の審判をすることができないものとする。ただし、ｃ及び

ｄ〔からｆまで〕の審判にあっては、必要がなくなったと認めるこ

とを理由としてこれらの審判をするときは、この限りでないもの

とする。 20 

ａ 保護者の同意を要する旨の審判（本人の請求により審判をす

る場合又は本人が審判をすることについて同意をしている場合

に限る。） 

ｂ 保護者に代理権を付与する旨の審判 

ｃ 保護者の同意を要する旨の審判の取消しの審判 25 

ｄ 保護者に代理権を付与する旨の審判の取消しの審判 

〔ｅ 特定の法律行為を取り消すことができる旨の審判の取消しの

審判〕 

〔ｆ 保護開始の審判の取消し〔終了する旨〕の審判〕 

【乙案】 30 

家庭裁判所は、本人の精神の状況につき医師の意見を聴かなけれ

ば、次の審判をすることができないものとする。ただし、ｅ及びｆ〔か

らｈまで〕の審判にあっては、必要がなくなったと認めることを理由

としてこれらの審判をするときは、この限りでないものとする。 

ａ 保護者の同意を要する旨の審判 35 

ｂ 保護者に代理権を付与する旨の審判 
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〔ｃ 特定の法律行為を取り消すことができる旨の審判〕 

〔ｄ 保護開始の審判〕 

ｅ 保護者の同意を要する旨の審判の取消しの審判 

ｆ 保護者に代理権を付与する旨の審判の取消しの審判 

〔ｇ 特定の法律行為を取り消すことができる旨の審判の取消しの審5 

判〕 

〔ｈ 保護開始の審判の取消し〔終了する旨〕の審判〕 

ウ 第１の１(1)において【乙２案】をとる場合 

① 家庭裁判所は、本人の精神の状況につき鑑定しなければ、第１の１

(1)【乙２案】イ①の保護（保護Ｂ）を開始する旨の審判をすること10 

ができないものとする。ただし、明らかにその必要がないと認めると

きは、この限りでないものとする。 

② 家庭裁判所は、本人の精神の状況につき医師の意見を聴かなけれ

ば、次の審判をすることができないものとする。ただし、ｂ及びｃの

審判にあっては、必要がなくなったと認めることを理由としてこの15 

審判をするときは、この限りでないものとする。 

ａ 第１の１(1)【乙２案】ア①の保護（保護Ａ）を開始する旨の審

判 

ｂ 第１の１(1)【乙２案】ア①の保護（保護Ａ）を開始する旨の審

判の取消し〔保護Ａを終了する旨〕の審判 20 

ｃ 第１の１(1)【乙２案】イ①の保護（保護Ｂ）を開始する旨の審

判の取消し〔保護Ｂを終了する旨〕の審判 

(2) 法定後見制度に関する事実の調査及び証拠調べ 

（注）第１の１(1)においていずれの案をとる場合であっても、家庭裁判所は、

市町村等に対し、〔本人の保護の状況その他の必要な事項につき〕意見を求25 

めることができる旨の規律を設けるとの考え方について、引き続き、検討す

るものとする。 

(3) 法定後見制度に関する保全処分 

（注）第１の１(1)において【乙１案】又は【乙２案】をとる場合に、法定後見

の開始の審判事件（【乙１案】にあっては保護者の同意を要する旨の審判事30 

件又は保護者に代理権を付与する旨の審判事件）を本案とする財産の管理

者の選任及び事件の関係者に対する指示の保全処分について、その要件を

緩和するとの考え方や選任された財産の管理者が民法第１０３条に規定す

る権限（保存行為等）を超える行為を必要とするときに家庭裁判所の許可を

得てその行為をすることができるとの規律を見直すとの考え方について、35 

引き続き、検討するものとする。 
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（説明） 

 提案の概要 

この提案は、成年後見制度の見直しに伴い、法定後見制度及び任意後見制

度に関する家事審判の手続の見直しの要否について、提案するものであり、5 

そのうち、法定後見制度における精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取

の規律、事実の調査及び証拠調べ並びに保全処分についての考え方を例示

している。 

 

 法定後見制度に関する現行法における家事審判の手続 10 

 精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取 

後見開始の審判、保佐開始の審判及び補助開始の審判並びにその取消

しの審判における精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取について、次

のとおり、規定が設けられている。 

ア 後見開始の審判、保佐開始の審判及び補助開始の審判 15 

後見開始の審判及び保佐開始の審判については、家庭裁判所は、成年

被後見人となるべき者又は被保佐人となるべき者の精神の状況につき

鑑定をしなければ、後見開始の審判又は保佐開始の審判をすることが

できないとされている。ただし、明らかにその必要がないと認めるとき

は、この限りでないとされている（家事法第１１９条第１項及び第１３20 

３条）。 

また、補助開始の審判については、家庭裁判所は、被補助人となるべ

き者の精神の状況につき医師その他適当な者の意見を聴かなければ、

補助開始の審判をすることができないとされている（家事法第１３８

条）。 25 

イ 後見開始の審判、保佐開始及び補助開始の審判の取消しの審判 

後見開始の審判及び保佐開始の審判の取消しの審判については、家

庭裁判所は、成年被後見人又は被保佐人の精神の状況につき医師の意

見を聴かなければ、民法第１０条の規定による後見開始の審判の取消

しの審判又は同法第１４条第１項の規定による保佐開始の審判の取消30 

しの審判をすることができないとされている。ただし、明らかにその必

要がないと認めるときは、この限りでないとされている（家事法第１１

９条第２項及び第１３３条）。 

なお、補助開始の審判の取消しの審判については、このような鑑定及

び意見の聴取は要求されていない（家事法第１３８条）。 35 

 陳述の聴取 
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法定後見に関する審判事件における成年被後見人となるべき者、被保

佐人となるべき者又は被補助人となるべき者等の陳述の聴取について、

次のとおり、規定が設けられている。 

ア 後見開始の審判、保佐開始の審判及び補助開始の審判 

家庭裁判所は、法定後見の開始の審判をする場合には、基本的には、5 

成年被後見人等となるべき者（申立人を除く。）の陳述を聴かなければ

ならないとされている（家事法第１２０条第１項第１号、第１３０条第

１項第１号及び第１３９条第１項第１号）。 

イ 保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判 

家庭裁判所は、保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審10 

判をする場合には、被保佐人となるべき者又は被保佐人（いずれも申立

人を除く。）の陳述を聴かなければならないとされている（家事法第１

３０条第１項第２号）。 

ウ 成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助

監督人の選任の審判 15 

家庭裁判所は、成年後見人等又は成年後見監督人等の選任の審判を

する場合には、基本的には、成年被後見人等となるべき者又は成年被後

見人等（いずれも申立人を除く。）の陳述を聴かなければならないとさ

れている（家事法第１２０条第１項第３号、第１３０条第１項第５号及

び第１３９条第１項第４号）。 20 

エ 後見開始の審判、保佐開始の審判又は補助開始の審判の取消しの審

判 

家庭裁判所は、民法第１０条の規定による後見開始の審判の取消し

の審判、同法第１４条第１項の規定による保佐開始の審判の取消しの

審判又は同法第１８条第１項若しくは第３項の規定により補助開始の25 

審判の取消しの審判をする場合には、基本的には、成年被後見人等及び

成年後見人等（いずれも申立人を除く。）の陳述を聴かなければならな

いとされている（家事法第１２０条第１項第２号、第１３０条第１項第

４号及び第１３９条第１項第３号）。 

 法定後見の事務の監督 30 

法定後見の事務の監督について、次のとおり、規定が設けられている。 

家庭裁判所は、適当な者に、法定後見の事務若しくは成年被後見人等の

財産の状況を調査させ、又は臨時に財産の管理をさせることができると

されている（家事法第１２４条第１項、第１３３条及び第１４２条）。 

 事実の調査及び証拠調べ 35 

事実の調査及び証拠調べについて、次のとおり、規定が設けられている。 
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家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、

必要と認める証拠調べをしなければならないとされている（家事法第５

６条第１項）。 

また、事実の調査は、必要に応じ、事件の関係人の性格、経歴、生活状

況、財産状態及び家庭環境その他の環境等について、医学、心理学、社会5 

学、経済学その他の専門的知識を活用して行うように努めなければなら

ないとされている（家事事件手続規則第４４条第１項）。 

そして、家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることが

できるとされている（家事法第５８条第１項）。 

さらに、家庭裁判所は、必要な調査を官庁、公署その他適当と認める者10 

に嘱託し、又は銀行、信託会社、関係人の使用者その他の者に対し関係人

の預金、信託財産、収入その他の事項に関して必要な報告を求めることが

できるとされている（家事法第６２条）。 

 保全処分 

法定後見に関する審判事件における保全処分について、次のとおり、規15 

定が設けられている。 

ア 法定後見の開始の審判事件を本案とする保全処分 

(ｱ) 財産の管理者の選任 

家庭裁判所（本案である後見開始の審判事件が高等裁判所に係属

している場合にあっては、高等裁判所。以下同じ。）は、法定後見の20 

開始の申立てがあった場合において、成年被後見人等となるべき者

の生活、療養看護又は財産の管理のため必要があるときは、申立てに

より又は職権で、担保を立てさせないで、法定後見の開始の申立てに

ついての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任するこ

とができるとされている（家事法第１２６条第１項、第１３４条第１25 

項及び第１４３条第１項）。 

(ｲ) 事件の関係人に対する指示 

家庭裁判所は、法定後見の開始の申立てがあった場合において、成

年被後見人等となるべき者の生活、療養看護又は財産の管理のため

必要があるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てさせないで、30 

法定後見の開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、

事件の関係人に対し、成年被後見人等となるべき者の生活、療養看護

又は財産の管理に関する事項を指示することができるとされている

（家事法第１２６条第１項、第１３４条第１項及び第１４３条第１

項）。 35 

(ｳ) 後見命令 
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家庭裁判所は、後見開始の申立てがあった場合において、成年被後

見人となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該

申立てをした者の申立てにより、後見開始の申立てについての審判

が効力を生ずるまでの間、成年被後見人となるべき者の財産上の行

為（民法第９条ただし書に規定する行為を除く。）につき、家事法第5 

１２６条第１項の財産の管理者の後見を受けることを命ずることが

できるとされている（同法第１２６条第２項。後見命令）。そして、

後見命令の審判があったときは、成年被後見人となるべき者及び同

法第１２６条第１項の財産の管理者は、成年被後見人となるべき者

がした財産上の行為（民法第９条ただし書に規定する行為を除く。）10 

を取り消すことができるとされている（家事法第１２６条第７項）。 

(ｴ) 保佐命令 

家庭裁判所は、保佐開始の申立てがあった場合において、被保佐人

となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立

てをした者の申立てにより、保佐開始の申立てについての審判が効15 

力を生ずるまでの間、被保佐人となるべき者の財産上の行為（民法第

１３条第１項に規定する行為に限る。）につき、家事法第１３４条第

１項において準用する同法第１２６条第１項の規定により選任され

る財産の管理者の保佐を受けることを命ずることができるとされて

いる（同法第１３４条第２項。保佐命令）。そして、保佐命令の審判20 

があったときは、被保佐人となるべき者及び財産の管理者は、被保佐

人となるべき者が財産の管理者の同意を得ないでした財産上の行為

を取り消すことができるとされている（同法第１３４条第５項）。 

(ｵ) 補助命令 

家庭裁判所は、補助開始及び補助人の同意を得なければならない25 

行為の定めの申立てがあった場合において、被補助人となるべき者

の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の

申立てにより、補助開始の申立てについての審判が効力を生ずるま

での間、被補助人となるべき者の財産上の行為（民法第１３条第１項

に規定する行為であって、当該補助人の同意を得なければならない30 

行為の定めの申立てに係るものに限る。）につき、家事法第１４３条

第１項において準用する同法第１２６条第１項の規定により選任さ

れる財産の管理者の補助を受けることを命ずることができるとされ

ている（同法第１４３条第２項。補助命令）。そして、補助命令の審

判があったときは、被補助人となるべき者及び財産の管理者は、被補35 

助人となるべき者が財産の管理者の同意を得ないでした財産上の行
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為を取り消すことができるとされている（同法第１４３条第５項）。 

イ 成年後見人等の解任の審判事件等を本案とする保全処分 

家庭裁判所は、成年後見人等又は成年後見監督人等の解任の審判事

件が係属している場合において、成年被後見人等の利益のため必要が

あるときは、成年後見人等の解任の申立てをした者の申立てにより又5 

は職権で、成年後見人等の解任についての審判が効力を生ずるまでの

間、成年後見人等の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任す

ることができるとされている（家事法第１２７条、第１３５条及び第１

４４条）。 

 10 

 任意後見制度に関する現行法における家事審判の手続 

 精神の状況に関する意見の聴取 

任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判

における精神の状況に関する意見の聴取について、次のとおり、規定が設

けられている。 15 

家庭裁判所は、本人の精神の状況につき医師その他適当な者の意見を

聴かなければ、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人

の選任の審判をすることができないとされている（家事法第２１９条）。 

 陳述の聴取 

任意後見契約法に規定する審判事件における本人等の陳述の聴取につ20 

いて、次のとおり、規定が設けられている。 

ア 任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審

判並びに任意後見監督人が欠けた場合及び任意後見監督人を更に選任

する場合における任意後見監督人の選任の審判 

家庭裁判所は、任意後見監督人を選任する審判をする場合には、基本25 

的には、本人（申立人を除く。）の陳述を聴かなければならないとされ

ている（家事法第２２０条第１項第１号）。 

イ 任意後見契約の解除についての許可の審判 

家庭裁判所は、任意後見契約の解除についての許可の審判をする場

合には、基本的には、本人及び任意後見人（いずれも申立人を除く。）30 

の陳述を聴かなければならないとされている（家事法第２２０条第１

項第４号）。 

 任意後見監督人の事務の調査 

任意後見監督人の事務の調査について、次のとおり、規定が設けられて

いる。 35 

家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に任意後見監督人の事務を調査させ
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ることができるとされている（家事法第２２４条）。 

 事実の調査及び証拠調べ 

法定後見制度と同様の規律である（家事法第５６条、第５８条及び第６

２条）。 

 任意後見監督人の解任の審判事件等を本案とする保全処分 5 

任意後見に関する審判事件における保全処分について、次のとおり、規

定が設けられている。 

ア 任意後見監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分 

任意後見監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分について、

家事法第１２７条第１項から第４項までを準用するとされている（同10 

法第２２５条第１項）。 

イ 任意後見人の解任の審判事件を本案とする保全処分 

任意後見人の解任の審判事件を本案とする保全処分について、家事

法第１２７条第１項及び第２項を準用し、同法第１２７条第１項中「停

止し、又はその職務代行者を選任する」とあるのは「停止する」と、同15 

法第１２７条第２項中「同項の規定により選任した職務代行者」とある

のは「任意後見監督人」と読み替えるものとするとされている（同法第

２２５条第２項）。 

 

 成年後見制度に関する手続のデジタル化 20 

 総説 

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律（公布日は令和５年６月１４日）により、家事

事件の手続を含む民事裁判手続のデジタル化が図られるとともに、公正

証書の作成に係る一連の手続について全面的なデジタル化が図られてい25 

る。なお、現時点では、未施行である。 

また、成年後見登記に関しては、後記のとおりオンラインによる手続が

可能とされている。 

以下では、成年後見制度に関する家事審判の手続及び任意後見制度に

関する公正証書の作成に係る手続の各デジタル化並びに成年後見登記に30 

関するオンラインによる手続について、それぞれ整理する。 

 成年後見制度に関する家事審判の手続のデジタル化 

成年後見制度に関する家事審判の手続について、民事関係手続等にお

ける情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律により、インターネットを利用した申立て等が可能となった。具体的35 

には、申立書についてインターネットを利用した提出が可能とされ、また、
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裁判所からの送達についてインターネットを利用して実施することも可

能とされた。 

なお、公布後５年以内に施行することとなっており、現時点では未施行

である（公布日は令和５年６月１４日）。 

 任意後見制度に関する公正証書の作成に係る手続のデジタル化 5 

任意後見制度に関する公正証書の作成に係る手続について、民事関係

手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律により、以下の点が可能となった。 

まず、公正証書の作成の嘱託（申請）を、インターネットを利用して、

電子署名を付して行うことが可能とされた。 10 

また、公証人の面前での手続について、嘱託人が希望し、かつ、公証人

が相当と認めるときは、ウェブ会議を利用して行うことを選択できるよ

うにされた。 

そして、公正証書の原本は、原則として、電子データで作成・保存する

こととされ、公正証書に関する証明書（正本・謄抄本）を電子データで作15 

成・提供することを嘱託人が選択できるようにされた（なお、書面による

証明書の交付も維持されている。）。 

なお、公布後２年６か月以内に施行することとなっており、現時点では

未施行である（公布日は令和５年６月１４日）。 

 成年後見登記に関するオンラインによる手続 20 

住所変更等により登記の内容に変更が生じたときに行う「変更の登記」

や、本人の死亡等により法定後見又は任意後見が終了したときに行う「終

了の登記」の申請は、一部を除き、インターネットを利用してオンライン

によりすることができるとされている。 

また、登記事項証明書の交付の請求は、登記されている本人等であれば25 

オンラインにより行うことが可能となっており、電子証明書の交付又は

郵送による紙の証明書の交付を求めることができるとされている。 

このように、成年後見登記に関する手続については、オンライン化が実

現している。 

 30 

 現時点で所要の整備として考えられる家事審判の手続の規律について 

 法定後見制度における精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取 

ア 第１の１(1)において【甲案】をとる場合 

第１の１(1)において【甲案】をとる場合には現行法の規律を維持す

るものとすることとするものである。なお、現行法の制度において後見35 

の類型に利用が偏っていることを踏まえ、後見の開始の審判をするに
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は鑑定を必須とするという考え方もあり得ると思われる。 

イ 第１の１(1)において【乙１案】をとる場合 

(ｱ) 【甲案】 

ａ 保護者の同意を要する旨の審判は、本人の自己決定を制約する

側面を含むものであると考えられ、また、【乙１案】では保護者の5 

同意を要する旨の審判の対象となる法律行為に制度上の制限はな

く、現行民法第１３条第１項に規定する行為と同程度の範囲で保

護者の同意を要する旨の審判をすることも可能である。 

そして、現行法の保佐の制度においては、鑑定を原則として必要

としている。他方で、現行法の補助の制度においては、補助者の同10 

意を要する旨の審判をする際には鑑定が原則として必要とはされ

ていないものの、審判をすることについて本人の同意が必要とさ

れている。 

ｂ そこで、保護者の同意を要する旨の審判をすることについて、本

人の同意がないときには鑑定を原則として必要とし、本人の同意15 

があるときには、鑑定ではなく、医師の意見を原則として必要する

旨の規律を設けることを提示している。 

なお、本人の同意等について、本人から保護者の同意を要する旨

の審判をすることに異議がある（旨の届出がされた）ときには、当

該審判をすることができないものとする考え方（第１の１(2)イ20 

【乙案】）をとった場合には、「保護者の同意を要する旨の審判（本

人以外の請求により、当該審判をする場合において、本人が審判を

することについての同意の意思を表示することができないときに

限る。）」の括弧内の規律について、更に整理する必要がある。 

また、本文①ｂは、第１の１(1)【乙１案】の（注３）に、本文25 

①ｃは、第１の１(1)【乙１案】の（注１）にそれぞれ対応した規

律である。 

ｃ 部会においては、第１の１(1)【乙１案】では、医学的な診断だ

けではなく、本人を取り巻く社会的な環境を踏まえて、法定後見制

度による保護の具体的必要性を考慮することから、鑑定は不要で30 

ある旨の意見が出された。 

しかし、保護者の同意を要する審判をして本人の自己決定に一

定程度の制約を設ける法定後見制度の利用を正当化するために、

事理弁識能力が不十分である者との要件が必要であるとし、その

審判によって本人の法律行為について取り消し得るとの効果が生35 

ずることを踏まえると、本人が審判をすることについて同意をし
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ていない場合にまで、事理弁識能力が不十分である者との医学的

な知識に基礎付けられた要件の判断について鑑定を原則として必

要とする現行法の規律を改める理由として十分であるとまでいえ

ないようにも思われる。なお、部会において出された前記の意見を

踏まえて、【乙案】では鑑定を原則としない考え方を提示している。 5 

ｄ また、前記の審判の場面以外の場合については、現行法の規律と

同様に医師の意見を聴くこととしている。なお、法定後見に係る審

判を取り消す（終了する）審判がされる場合の中には、本人の事理

弁識能力が回復した場合のみならず、当該審判の必要がなくなっ

た場合もあるため、そのような場合に医師の意見は不要であるこ10 

とから、本文②ただし書きのとおりとしている。 

なお、本文②ｅは、本文①ｂに、本文②ｆは本文①ｃに対応した

規律である。 

(ｲ) 【乙案】 

前記のとおり、部会において、第１の１(1)【乙１案】では、医学15 

的な診断だけではなく、本人を取り巻く社会的な環境を踏まえて、法

定後見制度による保護の具体的必要性を考慮することから、鑑定は

不要である旨の意見が出されたことを踏まえ、本人の精神の状況に

関する鑑定を原則として必要とはしない旨の規律を設けるものとし

ている。 20 

なお、本文のｃ及びｇは、第１の１(1)【乙１案】の（注３）に、

ｄ及びｈは、第１の１(1)乙１案の（注１）にそれぞれ対応するもの

である。 

(ｳ) その他（【甲案】及び【乙案】共通） 

前記のとおり、第１の１(1)において【乙１案】をとる場合の精神25 

の状況に関する鑑定及び意見の聴取については、鑑定を原則必要と

する審判を規律する【甲案】、医師の意見のみを原則必要とする【乙

案】のいずれにおいても、例えば、既に鑑定又は医師の意見を経て保

護者の同意を要する審判がされており、その審判が有効に存在して

いる場合において、保護者の同意を要する法律行為を追加するよう30 

な場合には、既に医学的な判断を踏まえて審判がされているのであ

るから、重ねて鑑定等を行う必要はないとも考えられる。他方で、鑑

定等を厳格に要求する立場からは、前記の例においては、保護者の同

意を必要とする法律行為を追加する旨の審判に当たっては、当該法

律行為の内容・性質に応じ、医学的判断を踏まえて審判がされるべき35 

とも考えられ、引き続き検討を要する。 
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ウ 第１の１(1)において【乙２案】をとる場合 

(ｱ) 第１の１(1)【乙２案】イ①の保護（保護Ｂ）の本人は、事理弁識

能力を欠く常況にある者であり、民法第１３条第１項に規定した行

為について取消しの効果を生ずる仕組みであることから、鑑定を原

則として必要とする規律を設ける（維持する）べきであると考えられ5 

る。 

また、第１の１(1)【乙２案】ア①の保護（保護Ａ）の本人は、現

在の本文の提案において、保護者の同意を要する旨の審判及び保護

者に代理権を付与する旨の審判をする際には（原則として）本人の同

意を要することを踏まえ、現行法の補助の制度と同様に、保護Ａを開10 

始する旨の審判がされる際に精神の状況に関する医師の意見の聴取

をすることが考えられる。 

そこで、鑑定を原則必要とする審判については、本文①のとおり整

理した。 

(ｲ) 鑑定は必要的なものでないと考えられる審判については、本文②15 

において整理している。 

この点、本文②ｂの審判については、その直接的な理由として、必

要がなくなった場合は規律されていないところ、本文②ｂの審判が

されるのは、必要がなくなったと認められることを理由として保護

者の同意を要する旨の審判及び保護者に代理権を付与する旨の審判20 

を全て取り消されたことに伴う場合がある。本文②ただし書が本文

②ｂの審判を含めているのは、そのような理由により本文②ｂの審

判がされる場合には、医師の意見を不要とするものである。 

なお、本文②ｂの審判については、本文と異なり、現行法の補助の

制度と同様に考えると、医師の意見聴取も不要となる。 25 

 法定後見制度に関する事実の調査及び証拠調べ 

ア 部会において、見直し後の法定後見に係る開始の審判や取消し審判

（終了の審判）をする際には、法定後見制度を利用する必要性（保護の

必要性）の有無や保護者としてどのような者が適任であるかの判断に

必要な裁判資料を収集するため、家庭裁判所が地域で本人を支える役30 

割を果たしている機関に対して照会をすることができるような規律を

設けるべきとの意見が出された。なお、照会の相手方を市町村「等」と

したのは、本人の保護の状況等に関する情報の収集に関して、市町村に

加えて、いわゆる本人情報シートの作成者からも意見を聞くことがで

きることを明確にすることが考えられるとの意見が出されたことを踏35 

まえたものである。 
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イ 現行家事法においても事実の調査の規律があり、前記の照会が事実

の調査としてすることを前提としているのであれば、現行家事法でも

可能である。この点に関し、部会においては現行の実務において照会を

された先が回答をしない旨の指摘がされたところ、このような場合に

備え、サンクションの規律を設けることも考えられるが、そのような規5 

律を設けることに賛同する意見はなかった。 

そこで、確認的な規律であることを前提に、そのような規律を設ける

ことの必要性、有用性について引き続き検討するとの考え方を提示し

ている。なお、仮に、このような規律を設ける場合の規定の位置は法制

的な問題であるが、部会においては、総則部分ではなく個別の家事審判10 

事件の手続を定めた位置（現行家事法では同法第１１７条以下）が考え

られる旨の意見が出された。 

 法定後見制度に関する保全処分 

部会においては、法定後見制度の開始等の各場面において、いわゆる保

護の必要性を要件とすることや、特定の法律行為について代理権を付与15 

する旨の規律を設けるなどして現行法の規律を見直す場合には、家庭裁

判所における法定後見の開始の審判事件（第１の１(1)【乙１案】にあっ

ては保護者の同意を要する旨の審判事件又は保護者に代理権を付与する

旨の審判事件）にかかる審理期間が長期化することが予測され、保全処分

が活用されるようになることが見込まれることから、その有用性を高め20 

るための見直しを求める意見が出された。 

このうち、保全処分の要件を緩和することや、選任された財産管理者が、

保存行為とは言い難いが日常生活を送る上で必要となる支出を機動的に

できるように規律を見直す意見を踏まえた記載を（注）に記載した。 

なお、部会においては、本案の申立てから確定までにおける期間におい25 

て、光熱費等のライフラインに関する比較的少額の支払等については、財

産管理者が家庭裁判所の許可なく行える旨の規律を求める意見があった。

もっとも、現行法の財産管理者としての地位で十分なケースと前記の支

払をする必要があるケースとの割合など、指摘があったニーズがどの程

度あるのかという点や、いかなる範囲の権限を有するものとするのか、そ30 

の要件をどうするのかという点、他の財産管理制度との整合性など、更な

る検討を要すると考えられたため、中間試案にはその旨の記載をしてい

ない。 

 

 その他 35 

 法定後見制度及び任意後見制度に共通する家事審判の手続のうち、前
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記５以外の意見 

陳述の聴取（前記２(2)及び３(2)）に関し、部会において、法定後見制

度及び任意後見制度のいずれにおいても、本人の意思確認の重要性に鑑

み、本人の意向確認のために手段を尽くす旨の規律を設けるべきとの意

見があったが、その意思確認の方法について具体的かつ明確に定めるこ5 

とは困難であるとも考えられ、本文及び（注）に記載していない。 

 法定後見制度に関する家事審判の手続に関するその他の意見 

部会において、保護の必要性がなくなったことを理由に保護を開始す

る審判等を取り消す〔終了する〕旨の審判をする場合には、取引の相手方

に対し、本人の事理弁識能力の回復の有無を的確に示すことができるよ10 

うにするため、当該審判の理由（事理弁識能力が回復したこと又は必要が

なくなったこと）を審判書の記載事項とする規律を設けるべきとの意見

があった。この点については、現行法の規律（家事法第７６条第２項第２

号は「理由の要旨」を審判書の記載事項としている）との関係を含め、な

お検討を要すると考えられる。 15 

また、本人が死亡したことによって後見を終了した場合を含め、保護が

終了した全ての事案において、保護を開始する審判等の取り消す〔終了す

る〕審判を行う規律とするか、引き続き検討すべきとの意見があったが、

その必要性について検討を要すると考えられる。 

 任意後見制度に関する家事審判の手続に関するその他の意見 20 

部会においては、仮に、任意後見契約の有効期間を設ける等して終了事

由を追加する場合には、そのような理由において任意後見契約が終了し

た旨の審判をする旨の規律について、その審判の申立権者の範囲、陳述聴

取の範囲も含めてそのような規律を設ける必要があるか、引き続き検討

を要するとの意見が出された。 25 

 

 身体障害により意思疎通が著しく困難である者 

身体障害により意思疎通が著しく困難である者の成年後見制度の利用に

関して、規律を設けることとするか否かについては、引き続き、検討するも

のとする。 30 

 

（説明） 

 提案の概要 

この提案は、身体障害により意思疎通が著しく困難である者の成年後見

制度の利用に関しての検討について提案するものである。 35 

現行法の成年後見制度は精神上の障害により事理弁識能力が不十分であ
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る者を対象として、これらの者の権利や利益を擁護する制度であり、見直し

後の制度においても、これらの者が利用者となることは前提として議論が

されている。 

他方で、身体障害により意思疎通が困難である者についても、これらの者

の権利や利益を擁護する観点から、成年後見制度（法定後見制度や任意後見5 

制度）を利用することができるようにする規律を設けることに関しては、

様々な意見があると考えられることから、引き続き検討するものとするこ

とを提示している。 

 

 法定後見制度 10 

成年後見制度の立案段階では、重度の身体障害により意思疎通が著しく

困難であり、適切な表示行為をすることができない者を補助類型の対象に

含めることの適否についても検討された。 

しかし、障害者の事理弁識能力の問題と意思表現能力の問題とを区別す

べきであること、事理弁識能力が不十分な者の保護のための制度の対象と15 

して身体障害者が条文上明記されると身体障害者に対する差別と偏見を助

長するおそれが大きいこと、条文上で明確な定義をすることが困難である

ことなどの意見があり、見送られた。 

このような経緯を踏まえると、重度の身体障害により意思疎通に著しく

困難を有する者について、法定後見制度の対象者とすることについては、当20 

事者においてどの程度のニーズがあるかという点を慎重に確認するべきで

あると考えられる。 

重度の身体障害により意思疎通が著しく困難である者について法定後見

制度の対象者とするかという点について、部会においては、重度の身体障害

により意思疎通が著しく困難である者は、意思を決定することに支障はな25 

いのであるから、保護者に法定の代理権を与えて自由に意思決定をさせる

ことには違和感があること、法定後見を開始することによって本人に法定

の制約が生ずることにも留意する必要があること、身体的な課題により意

思を表現することが難しい場合と精神的な課題により意思を決定すること

が難しい場合とを一緒にするのは適当ではないこと、意思の表現、伝達に関30 

する課題は、社会福祉の営みに期待すべき役割であると考えられること等

を理由として、意思形成に支障がなく、形成された意思の表現、伝達に支障

がある者を法定後見制度の対象とすることに慎重な意見があった。 

また、重度の身体障害により意思疎通が著しく困難である者が法定後見

制度を利用するニーズを丁寧に確認する必要性を示唆する意見もあった。 35 
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 任意後見制度 

任意後見制度においては、利用することについてのニーズがあるのであ

れば、認めることができるのではないかとの意見があった。 

ヒアリングにおいて、重度な身体障害者の中に利用したい意向を有して

いる者もいるとの報告があったが、具体的なニーズがどの程度あるのかは、5 

更に慎重に確認する必要があると思われる。 

また、事理弁識能力を有するが身体障害のために意思疎通が困難である

場合は、事理弁識能力が低下している場合と性格が全く違うものと思われ

ることから、新たなルールを設定するならともかくとして、任意後見制度の

仕組みの中に取り組むことには違和感があるとの意見もあった。 10 

さらに、任意後見契約の発効の要件（任意後見人の監督が開始する要件）

については、事理弁識能力が低下していないので、本人の意思に基づいて任

意後見契約が発効すべき（公的な監督を受けた任意後見人による代理権行

使を開始すべき）であるから、本人の請求によってのみ発効する仕組みとす

るべきであるとの意見があった。 15 

また、監督能力において不十分であることを要件として発効させること

が考えられるが、その終了については、事理弁識能力が不十分である者とは

異なり、任意解除を広く認めてよいと思われるので、任意後見制度の利用を

認める場合には、任意後見契約の仕組みについて、丁寧な検討が要るとの意

見があった。 20 

 

 小括 

以上を踏まえ、重度の身体障害により意思疎通が著しく困難である者の

成年後見制度の利用に関して、民事法制において規律を設けることが適当

であるか否か（規律を設けることとする場合にはその内容）については、慎25 

重に検討する必要があることから、本文では、重度の身体障害により意思疎

通が著しく困難である者の法定後見制度の利用及び任意後見制度の利用に

関して、規律を設けることとするか否かについては、引き続き検討するもの

とするとしている。 

 30 

 その他 

（注）成年後見制度の見直しに伴い、成年後見登記の制度について、所要の整備を

行うものとする。 

 

（説明） 35 

成年後見登記の制度について、所要の整備を行うものとすることを提案す
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るものである。 

部会においては、例えば、法定後見制度と任意後見制度とが併存することを

許容する規律とする場合には、本人について、法定後見に係る登記と任意後見

契約に係る登記がされていることが分かるような登記の仕組みが必要ではな

いかとの指摘がされた。 5 

また、採用する案によっては、登記の在り方が大きく変わる可能性があり、

その場合の登記の仕組みや運用が現実的なものであるかという観点からも、

各案の採否又は各案の内容について検討する必要があるのでないかとの指摘

がされた。 

なお、成年後見等の開始の審判の申立て等における後見登記嘱託の手数料10 

納付について、申立人が印紙で納付している登記手数料について、利用者の利

便性の向上の観点から、嘱託手数料の納付の在り方についても見直しが必要

ではないかとの指摘がされた。 


